




は　　　　じ　　　　め　　　　に

この白書は、男女の自立と男女共同参画社会の実現をめざした第３次

久留米市男女共同参画行動計画（平成23年度～令和2年度）の後半にあたる

第２期実施計画（平成28～令和2年度）の平成30年度の実施状況と令和元年度

の取り組みを報告書としてまとめたものです。

また、巻末に久留米市を中心とした女性の現状に関する統計資料、相談

窓口一覧及び参考資料を掲載しておりますので、併せて御活用いただけれ

ば幸いです。

令和２年３月

久留米市長 大久保 勉
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１ 　行動計画の概要
　　（１）計画の期間

　　（２）施策の体系

施策１

男女平等の視点に立った教育の実践

政策・方針決定過程への女性の参画の促進

雇用の分野における男女共同参画の促進

 １　計画推進体制の強化・徹底

　計画の期間は平成２３年度から令和２年度までの１０年間にわたるもので、実施計画
は５年ごとに策定しており、今回は後期の第２期実施計画（平成２８年度～令和２年
度）の策定について、平成３０年度に実施した事業の状況報告である。
　また、令和元年度の実施計画について報告する。

　第３次男女共同参画行動計画の目標である、「男女の自立と男女共同参画社会の実
現」をめざして、３つの施策の方向のもと、前半５年は様々な施策を推進した。
　後半５年は施策を見直し、新たな実施計画を立て推進する。

施策の方向Ⅰ 人権尊重のための男女平等の意識づくり

あらゆる分野における女性の活躍の推進

男女平等意識の啓発

女性に対するあらゆる暴力の根絶

目標

男
女
の
自
立
と
男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現

ワーク・ライフ・バランスの実現

施策の方向Ⅲ

困難を抱える人々が安心して暮らせる環境の整備

男女が自立し、生活できる社会環境づくり

施策１

施策２

施策３

施策の方向Ⅱ

家庭・地域における男女共同参画の促進

農業・商工自営業における男女共同参画の促進施策３

施策２

施策４

施策５

施策１

施策２

生涯を通じた男女の健康支援

計画推進体制の整備

 ２　推進拠点施設の昨日充実

 ３　市民との協働
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H30年度

(H31.4.1)
53.4% ‐ 60.0%

(H26年度) ※R1調査予定 (R1年度)
47.4% ‐ 52.0%

(H26年度) ※R1調査予定 (R1年度)
29.8% 35.0%

(H26年度) (R2年度)
1,217人 1,348人 1,340人
(H26年度) (H30年度) (R2年度)
58.4% ‐ 61.0%

(H26年度) ※R1調査予定 (R1年度)
480人 550人

(H26年度) (R2年度)
28校 54校 66校

(H27年度) (Ｈ30年度) (R2年度)
46.0% ‐ 40.0%

(H26年度) ※R1調査予定 (R1年度)
81.0% ‐ 100.0%

(H26年度) ※R1調査予定 (R1年度)

32.1% ‐ 40.0%

(H26年度) ※R1調査予定 (R1年度)

51.4% 55.3% 55.0%
(H26年度) (H29年度) (R2年度)
44.3% 44.2% 50%

(H27.4.1現在) (H31.4.1現在) (R2.4.1現在)

7.3% 13.1% 15.0%
25.9%

(H27.4.1現在)
28.3%

(H31.4.1現在)
30%

(R2.4.1現在)

9.6% 10.95% 15.0%
(H27年度) (H30年度) (R2年度)
18.6% ‐ 25.0%

(H26年度) ※R1調査予定 (R1年度)
17.3% 17.4% 19.0%

(H26年度) (H29年度) (R2年度)

－ 560人

(H26年度) (毎年度)

Ⅱ
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
け
る
女
性
の
活
躍
の
推
進 男女平等推

進センター

労政課

◎
③男女平等推進センターにおける
女性活躍推進事業の講座等の受講
者数

626人

②ＤＶを人権侵害だと認識する市
民の割合（市民意識調査）

②市内事業所における女性管理職
等の割合（久留米市雇用実態調
査）

①審議会・委員会等における女性
委員の登用率

▲
男女平等
政策課

②市職員における管理職に占める女
性職員の割合及び監督職に占める女
性職員の割合

○

教職員課

２
雇
用
の
分
野
に
お
け
る

 
男
女
共
同
参
画
の
促
進

①職場で平等と感じる人の割合
（市民意識調査）

３
女
性
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る

 
暴
力
の
根
絶

①ＤＶ被害について「相談しな
かった（できなかった）」人の割
合（市民意識調査）

－

③テレビ･新聞･雑誌･インターネット
などの　※メディアにおける女性の
性的描写を女性への人権侵害だと認
識する人の割合（市民意識調査）

○

③久留米市内の管理職試験受験可
能女性教職員に占める受験者の割
合

１
政
策
・
方
針
決
定

 
過
程
へ
の
女
性
の

 
参
画
の
促
進

男女平等
政策課

－

－
男女平等
政策課

労政課

○ 学校教育課

◎

人事厚生課

○

－
男女平等
政策課

②男女平等研修を受講した保育関
係者数

男女平等
政策課

男女平等
政策課

④ｾｸｼｭｱﾙ・ﾊﾗｽﾒﾝﾄ防止対策を整備し
ている市内事業所の割合（久留米市
雇用実態調査）

344人 ▲
子ども施設

事業課

③教職員に対し、男女平等研修を
実施した学校数

男女平等推
進センター

④校区コミュニティ組織による委嘱
学級における男女平等に関する学習
の参加者数

◎
生涯学習推

進課

男女平等
政策課

②男女平等推進センターの認知度
（市民意識調査）

－
男女平等
政策課

Ⅰ
　
人
権
尊
重
の
た
め
の
男
女
平
等
の
意
識
づ
く
り

１
男
女
平
等
意
識
の
啓
発

①「男は仕事、女は家庭」という
考え方に同感しない人の割合」
（市民意識調査）

－

③男女平等推進センターにおける男
女平等に関する講座・講演会等の参
加者の男性の割合

33.8% ○

－

２
男
女
平
等
の
視
点
に

 
立
っ
た
教
育
の
実
践

①学校教育の場で平等と感じる人の
割合（市民意識調査）

目標値 担当課
施策の
方向

達成
基準

成果指標一覧

施
策

成果指標 現状値

【達成基準】

今回指標が無いもの － 現状値と比較して上昇している ○

目標値を超えたもの ◎ 現状値より下がっているもの ▲

1

H30年度

(H31.4.1)
目標値 担当課

施策の
方向

達成
基準

施
策

成果指標 現状値

4.2% 6.3% 7.0%

(H26年度) (H30年度) (R1年度)

－ 15件(累計)

(H26年度) (R2年度)

22.2% ‐ 25.0%
(H26年度) ※R1調査予定 (R1年度)
31.1% ‐ 33.0%

(H26年度) ※R1調査予定 (R1年度)

340組 380組

(H26年度) (R1年度)

14.3% 12.5% 19.0%

(H27年度) (H30.6.1現在) (R2年度)

23.9% ‐ 28.0%

(H26年度) ※R1調査予定 (R1年度)

3.4% 9.3% 15.0%
(H26年度) (H29年度) (R2年度)

― 8件 30件

(H26年度) (H30年度) (累計)
(R1年度)

71.9% 72.6% 75.0%
(H26年度) (H29年度) (R2年度)
53.6% 62.0% 55.0%

(H26年度) (H29年度) (R2年度)
⑥待機児童数 33人 44人 0人
（くるめ子どもの笑顔プラン） (H27年度) (H30年度) (H30.4.1現在)

⑦学童保育所入所児童数 3,561人 4,331人 5,500人
（くるめ子どもの笑顔プラン） (H27年度) (H30年度) (R1年度)

8.7% 11.6% 10.0%
(H26年度) (H30年度) (R4年度)
98.8% 100.0%

(H26年度) (毎年度)
62.3% 68.1% 65.0%

(H26年度) (H30年度) (R2年度)
69.3% 75.8% 75.0%

(H26年度) (H30年度) (R2年度)

Ⅱ
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
け
る
女
性
の
活
躍
の
推
進

子ども
政策課

こども子育
てサポート
センター

男女平等
政策課

男女平等
政策課

子ども保育
課(子ども施
設事業課)

▲

こども子育
てサポート
センター

▲

○ 農政課

○

労政課

○

労政課

○

○

②妊婦健診受診率
98.4%

（速報値）

①生活習慣病予防健康診査の受診
率（第２期健康くるめ２１）

－

－

7件

①認定農業者における女性農業者
の割合（食料･農業･農村基本計
画）

２
困
難
を
抱
え
る

 
人
々
が
安
心
し

 
て
暮
ら
せ
る
環

 
境
の
整
備

390組

家庭子ども
相談課

◎

人事厚生課

④校区コミュニティ組織における
女性役員の割合（正副会長）

①育児、子どものしつけを「夫と
妻が同じ程度に分担している」と
答えた人の割合（市民意識調査）

①家庭生活で平等と感じる人の割
合（市民意識調査）

長寿支援課

②地域活動・社会活動の場で平等
と感じる人の割合（市民意識調
査）

④育児休業制度を整備している事
業所の割合（久留米市雇用実態調
査）

◎ 労政課

健康推進課

男女平等
政策課

①ひとり親家庭等就業・自立支援
センターにおける就業率

◎

⑤介護休業制度を整備している事
業所の割合（久留米市雇用実態調
査）

Ⅲ
男
女
が
自
立
し
、
生
活
で
き
る

　
社
会
環
境
づ
く
り

１
生
涯
を
通
じ

 
た
男
女
の
健

 
康
支
援

◎

５
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
の
実
現

③ワーク･ライフ･バランスの推進
にかかる企業への助成件数

②家族介護教室の参加率 ◎

－

▲

○

②市職員における男性の育児休業
取得率

４
家
庭
・
地
域
に
お
け
る
男
女
共
同

　
参
画
の
促
進

新産業創出
支援課

③プレパパママ教室における参加
夫婦数

３
農
業
・
商
工

 
自
営
業
に
お
け
る

 
男
女
共
同
参
画
の

 
促
進

地域コミュ
ニティ課

②女性の起業融資制度利用者数

2
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H30年度

(H31.4.1)
目標値 担当課

施策の
方向

達成
基準

施
策

成果指標 現状値

4.2% 6.3% 7.0%

(H26年度) (H30年度) (R1年度)

－ 15件(累計)

(H26年度) (R2年度)

22.2% ‐ 25.0%
(H26年度) ※R1調査予定 (R1年度)
31.1% ‐ 33.0%

(H26年度) ※R1調査予定 (R1年度)

340組 380組

(H26年度) (R1年度)

14.3% 12.5% 19.0%

(H27年度) (H30.6.1現在) (R2年度)

23.9% ‐ 28.0%

(H26年度) ※R1調査予定 (R1年度)

3.4% 9.3% 15.0%
(H26年度) (H29年度) (R2年度)

― 8件 30件

(H26年度) (H30年度) (累計)
(R1年度)

71.9% 72.6% 75.0%
(H26年度) (H29年度) (R2年度)
53.6% 62.0% 55.0%

(H26年度) (H29年度) (R2年度)
⑥待機児童数 33人 44人 0人
（くるめ子どもの笑顔プラン） (H27年度) (H30年度) (H30.4.1現在)

⑦学童保育所入所児童数 3,561人 4,331人 5,500人
（くるめ子どもの笑顔プラン） (H27年度) (H30年度) (R1年度)

8.7% 11.6% 10.0%
(H26年度) (H30年度) (R4年度)
98.8% 100.0%

(H26年度) (毎年度)
62.3% 68.1% 65.0%

(H26年度) (H30年度) (R2年度)
69.3% 75.8% 75.0%

(H26年度) (H30年度) (R2年度)

Ⅱ
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
け
る
女
性
の
活
躍
の
推
進

子ども
政策課

こども子育
てサポート
センター

男女平等
政策課

男女平等
政策課

子ども保育
課(子ども施
設事業課)

▲

こども子育
てサポート
センター

▲

○ 農政課

○

労政課

○

労政課

○

○

②妊婦健診受診率
98.4%

（速報値）

①生活習慣病予防健康診査の受診
率（第２期健康くるめ２１）

－

－

7件

①認定農業者における女性農業者
の割合（食料･農業･農村基本計
画）

２
困
難
を
抱
え
る

 
人
々
が
安
心
し

 
て
暮
ら
せ
る
環

 
境
の
整
備

390組

家庭子ども
相談課

◎

人事厚生課

④校区コミュニティ組織における
女性役員の割合（正副会長）

①育児、子どものしつけを「夫と
妻が同じ程度に分担している」と
答えた人の割合（市民意識調査）

①家庭生活で平等と感じる人の割
合（市民意識調査）

長寿支援課

②地域活動・社会活動の場で平等
と感じる人の割合（市民意識調
査）

④育児休業制度を整備している事
業所の割合（久留米市雇用実態調
査）

◎ 労政課
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２ 第３次久留米市男女共同参画行動計画・第２期実施計画の平成３０年度推進状況 

及び令和元年度実施計画 

  

施策の方向Ⅰ 人権尊重のための男女平等の意識づくり 

施策１ 男女平等意識の啓発 
○取組状況  

全庁的に、男女平等の視点に立った啓発・広報活動に取り組むとともに、男女平等推進センターや

各総合支所において、講座や講演会の開催、情報提供、市民の自主的活動への支援などを通じ、男女

平等意識を醸成した。また、久留米女性週間記念事業「くるめフォーラム２０１８」において、市民

との協働による啓発を推進した。 
○成果と課題 
  固定的性別役割分担意識を解消し、男女共同参画の意識を醸成する講座や研修を実施することで、

男女共同参画の意識を浸透させることができた。 

一方で、現在の方法による情報提供や研修会は、依然として参加者が一部の市民に限られる傾向に

あるため、今後はさらに男性や子育て世代、若年層など、従来の講座等では参加が少なかった対象者

層にいっそう興味を持ってもらえるような事業内容を検討するとともに、効果的に広報を工夫する必

要がある。 

○令和元年度の取組 
市民・地域活動団体、関係課などと連携を図りながら、参加しやすいテーマ設定や、広報の方法を

工夫し、さらに男性や子育て世代、若年層の参加者を増やす。 

 

施策２ 男女平等の視点に立った教育の実践 
○取組状況 

保育関係者や教職員に対する研修を実施し、男女平等教育を実施するとともに、各学校においては、

授業をはじめとする諸活動において、男女平等意識の育成を重視した教育を推進した。 
○成果と課題 

幼児教育・学校教育の場において、それぞれの指導者が男女平等教育を進めるための研修を実施す

ることができた。今後も、学んだことを保育・教育の場で効果的に実践するために、職員間で共通理

解を図ることが必要である。 

○令和元年度の取組 
  引き続き、保育関係者や教職員に対し、効果的な男女平等教育・保育が実施できるよう研修会を計

画し実施する。また、学校においては、各学校の年間計画に基づき授業を実施する。 

 

施策３ 女性に対するあらゆる暴力の根絶  
○取組状況 

「第２次久留米市ＤＶ対策基本計画・実施計画」に基づき、ＤＶのない社会の実現を目指し全庁で

取り組みを進めることができた。 
市民や地域の団体、企業等に対して、ＤＶやセクシュアル・ハラスメント等の研修の実施、また、

男女平等推進センター広報紙（ジャーナル）や商工労働ニュース、セーフコミュニティ通信等に記事

を掲載し、女性に対する暴力の根絶に向けた啓発を行った。 
平成 30 年度は、女性団体の支援とパープルリボンの啓発を目的としたパープルマルシェと暴力根

絶を宣言するパープル写真館を実施した。また、平成 29 年度から設置を開始したパープルツリーは、

児童虐待防止の象徴であるオレンジリボンと連携しオレンジ＆パープルツリーと装飾を変えた上で、

久留米市役所１階及び久留米シティプラザに設置した。さらには、市内の大学及び工業高等専門学校

にパープルツリーを設置し、若年層への啓発に取り組んだ。 
また、ＤＶや性暴力、セクシュアル・ハラスメント等の相談を受け、被害者の相談から自立支援ま
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で、関係機関・団体と連携を図りながら、被害者への切れ目のない支援に努めた。 
○成果と課題 

市民や職務関係者等への啓発や研修の実施、ＤＶカード等の設置拡大、相談と支援体制の充実など、

全庁で取り組むことができた。特にパープルマルシェの実施や、平成２９年度から実施しているパー

プルツリーの設置は新聞記事になるなど、従来以上に女性に対する暴力根絶の意識啓発と相談窓口の

周知を行うことができた。 
平成 30 年度久留米市の総合相談・婦人相談件数は 3,619 件で、内主訴がＤＶの相談は 733 件と依

然として多くの相談が寄せられている。また、性暴力の相談も 149 件と依然として多いため、今後も

潜在化している暴力の被害者へ相談窓口の周知を図る必要がある。 
○令和元年度の取組 
  セーフコミュニティＤＶ防止対策委員会の目標である「ＤＶの発生防止」と「ＤＶ被害者の潜在化

の防止（早期発見）」の取り組みの一環として、市民や民間団体、関係機関等と協働する。また、令

元年度からはパープルリボンの更なる周知を図るためパープルリボンキャンペーンと呼称を変えて

実施する。パープルツリーを活用した啓発を拡充して様々な事業を実施し、女性に対する暴力根絶の

意識啓発と相談窓口の周知に努める。 
また、複雑・多様化する相談に対応するために、相談体制の充実、関係機関・団体との連携を強化

し、ＤＶや性暴力被害者の相談から自立支援まで、被害者の立場に立った支援に取り組む。 
 

施策の方向Ⅱ あらゆる分野における女性の活躍の推進 

施策１ 政策･方針決定過程への女性の参画の促進 

○取組状況 
市の審議会等への女性委員の登用や、市職員における女性役職者の積極的な登用を進めてきた。 

地域や企業等において女性が方針決定過程への参画を促進できるような講座やセミナーを実施し

た。また、市職員に対する男女平等に関する意識調査及び市補助金交付団体に対する調査を実施した。 

○成果と課題 
審議会等委員に占める女性委員の割合は、条例に基づくものと設置要綱等によるものを合わせて全

体では 44.2％（平成 31 年 4 月 1 日現在）と昨年とくらべ僅かながら減少した。 
市職員の女性の役職者への登用は着実に進み、女性役職者の比率は管理職 13.2％、監督職 28.3％

（平成 31 年 4 月 1 日）と年々増加している。さらに、市職員に対する意識調査では、職員の男女共

同参画に対する意識を把握した。また、補助金交付団体についても、男女共同参画に関する取り組み

に対する意識が増していることが分かった。 
今後も、政策・方針決定過程への女性の参画を進めるために、人材の発掘と育成及び環境整備が必

要である。 
○令和元年度の取組 

女性委員の登用促進にあたっては、女性人材の育成や取り組みへの理解促進、女性の登用などにつ

いての関係機関への働きかけ、ロールモデルの発掘や活躍事例の紹介などに努める。 

 地域や企業において、女性が政策・方針決定への参画が促進されるような講座やセミナーを継続し

て実施する。 

 市補助金交付団体については、関係部局と協議し団体における男女共同参画が進められるような手

法を検討する。 

 

施策２ 雇用の分野における男女共同参画の促進 
○取組状況 

市の公共調達にかかる事業者（建設工事業者）に対して、男女共同参画推進状況を把握するための

調査・分析を実施した。事業主及び労働者に対し、セクハラ・パワハラセミナーや女性活躍推進セミ

ナーなど、男女共同参画の理解を深めるための講座を実施した。また、子育て中の人の仕事相談カフ

ェ等においても労働法などの基礎知識に関する情報提供を行った。 
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○成果と課題 
事業主及び労働者、また就職を希望する女性に対し、労働関係法令に関する啓発や女性の人材育

成・能力活用に関する情報提供等を行うことができた。 

今後も継続して情報発信・啓発を行っていくことが必要であり、すべての労働者に情報が届くよう

にしていくことが課題である。 

○令和元年度の取組 
登録事業者への調査で得た課題を、今後施策にどのように反映するか関係課と検討する。 

女性活躍推進法や各種ハラスメントセミナー、女性管理職養成講座等の実施、国や県と連携した相

談事業の実施、また商工労働ニュース等での啓発事業を行う。 

 

施策３ 農業･商工自営業における男女共同参画の促進 
○取組状況 

農業経営や地域で活躍できる女性農業者の育成を図るため、女性認定農業者・家族経営協定申請を

推進した。また女性農業者リーダー育成研修事業を実施した。 
起業家セミナー等を開催し、起業を目指す女性の支援を行った。各商工団体に対し、男女共同参画

社会の実現に向けた取り組みを働きかけるとともに、事業者に対して広報紙等による啓発を行うとと

もに、商工団体の機関紙にも啓発記事を掲載した。 
○成果と課題 

 女性認定農業者の割合は、6.3％と昨年度（5.9％）と比べ増加した。今後も家族経営協定の推進と

ともに認定農業者への共同申請を促進することが必要である。 
 起業家セミナー及び女性起業家支援イベントを実施した。また、起業支援セミナーには延べ 72 人

が参加し、起業のための基礎知識の習得や女性同士のつながり作りへの支援を行うことができた。今

後は、さらに起業を目指す女性への融資制度の紹介や対象者の拡大等支援体制の拡充が必要である。 
○令和元年度の取組 

農業については、女性農業者リーダー養成事業等の実施により、農業経営や地域で活躍できる女性

農業者の育成などに取り組む。また、女性認定農業者や家族経営協定申請の促進とともに履行状況確

認によるフォローアップを行う。 

商工自営業は、商工労働ニュースや商工団体機関誌へ記事を掲載し、男女共同参画社会の意義の普

及･啓発を行い意識改革を促していくとともに、起業家セミナーや女性起業家支援イベントを実施し、

起業を促進するための支援体制を拡充する。 

 

施策４ 家庭･地域における男女共同参画の促進 
○取組状況 

男性の料理教室やプレパパママ教室、まちづくりネットワーク講座等を実施し、男女共同参画の必

要性の理解促進と男性の生活的自立を促した。 
新たな取り組みとして、地域コミュニティ課及びまちづくり連絡協議会と連携し、各校区コミュニ

ティ役員及び自治会の女性の登用率を調査した。また、地域の担い手となる人材育成を目的として、

各校区の女性を対象に「まちづくり参画講座」を実施した。 
○成果と課題 

 男性の家事・育児参画について、参加者の理解を深めることができた。今後は講座の日時や講座内

容・広報活動の工夫を行い、より男性が参加しやすいようにする必要がある。 
 各校区の女性の登用率を改めて調査した結果、各校区の女性の登用率が可視化でき、校区で課題と

なることを収集することができた。 
 まちづくり参画講座では、新たに担い手となり得る女性の人材育成を行うことができた。 
 今後もまちづくり連絡協議会や校区コミュニティ組織と意見交換会を行い、男女共同参画の取り組

みに向けた支援の検討が必要である。 
○令和元年度の取組 
  男性の家庭における生活的自立のための意識啓発と様々な家事参画を促進するための講座を実施
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する。 

校区コミュニティに対する調査結果をもとに、女性登用の働きかけや啓発及び女性リーダーの育成

講座を継続することで、まちづくりや地域活動における男女共同参画を促進する。 

 

施策５ ワーク･ライフ･バランスの実現 
○取組状況 

 市内の経済団体において働き方改革についての部会等を設置し、勉強会や講演会を実施するなど、

ワーク･ライフ･バランスの浸透に向けた啓発や情報提供を行った。また、企業に対してワーク・ライ

フ・バランス助成を行い男女の家庭と仕事の両立支援を行ったほか、保育所の定員増や多様な保育サー

ビスの実施、学童保育所の整備等多様な保育サービスの充実に努めた。 
 なお、市職員に対して時間外勤務縮減の徹底を呼びかけた。その他にも、新たに「両立支援シート」

を導入し、市職員に子が産まれる場合シートに基づいて育児休業の復帰時期や業務の内容などを管理

職とともに協議が出来るように制度を整えるなど、市職員のワーク･ライフ･バランスの実現に向けた

取り組みを行った。 
○成果と課題 
  市内の経済団体においてイクボスをテーマにセミナーを開催する等、働き方改革への理解を深める

取り組みが実施されている。今後も、より多くの経営者の意識が高まるよう継続した啓発と支援が必

要である。 
保育の質と量は一定確保できているが、保育士不足のため待機児童の解消に至っていない。 
市職員においては、時間外勤務の縮減が図られているものの、男性の育児休業の取得率はまだまだ

低く、今後は両立支援シートの活用方法を周知するなど更なる働き方の見直しが必要である。 
○令和元年度の取組 

 企業に対し、家庭における男女共同参画を進めるための働き方改革への理解を促し、その実現に向

けて経済団体が主体的に取り組んでいくよう先進事例の紹介を行う。  

 ワーク・ライフ・バランス推進助成金については、在宅勤務導入を促進するため、パソコン購入費

等の助成を追加し、仕事と家庭の両立を図る。 

 市職員については、次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画を進め、時間外勤務の

削減や年次有給休暇の計画的な取得、男性職員の育児休業取得の推進等働きやすい職場環境の整備に

取り組む。 

 

 

施策の方向Ⅲ 男女が自立し、生活できる社会環境づくり 

施策１ 生涯を通じた男女の健康支援 
○取組状況 

男女が生涯にわたり健康な生活を営み、状況に応じて適切に自己管理を行うことができるよう、健

康づくりに関する情報提供・啓発を行い、各種健康診査や相談および健康づくりに関するセミナー等

を通じて健康の保持･増進を支援した。 
○成果と課題 

性感染症の検査件数は、前年度とほぼ同様の受診件数を維持している。また、生活習慣病予防健康

診査受診率は 11.8％と平成 29 年度（11.2％）と比べて、ほぼ同じ数値である。 
「こころの相談カフェ」は、68 回の実施で、190 件の相談を受け、平成 29 年度（200 件）と比べ

同じ水準の相談があった。今後も支援者の資質向上と相談体制の検討を図っていく。 
○令和元年度の取組 

 心身の健康に関して、市民が気軽に相談できる健康相談や健康教育を実施する。 
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施策２ 困難を抱える人々が安心して暮らせる環境の整備 
○取組状況 

子育て中の人、ひとり親家庭、高齢者や障害者、外国人など、様々な困難を抱え社会的配慮を必要

とする男女が、性別に関わりなく経済的・生活的・精神的に自立した生活を送ることができるように、

社会参画支援、介護体制の充実、自立生活支援等に取り組んだ。 
○成果と課題 

こども子育てサポートセンターによる総合相談により、DV を含めた婦人相談を専門の相談員に繋

ぐなど、困難を抱える女性を相談に繋ぎ、速やかな支援を行うことができるようになった。 
生活困窮世帯の子どもに対して学習助けや居場所づくりを行う学習支援事業は、103世帯に介入し、

支援を行うことが出来た。 
また、障害者やその家族の総合的・専門的相談機関である基幹相談支援センター、及び高齢者の相

談機関である久留米市地域包括支援センターにおいて様々な相談を受け必要な支援を行った。 
いずれの相談機関も、相談体制の充実を図るとともに関連する困難事例等においては相互に協力で

きるように連携する必要がある。 
○令和元年度の取組 

    各事業の市民への周知を図るとともに、相談機関との連携強化を図る。 

 

計画推進体制の整備 

○取組状況 
庁内推進組織である男女平等政策会議において、施策の総合調整を行うとともに、部局相互の連携･

調整を図りながら、計画の着実な推進を図ってきた。  
男女平等問題研修では、男女共同参画の視点に立った行政運営を目指し、「災害と男女共同参画」

をテーマとした全職員への研修や、階層別研修、外部講師を招いた課題研修を実施した。 
また、市職員の男女平等に関する意識調査を実施し、課題解決に取り組むとともに次期計画の基礎

資料とする。 
○成果と課題 

男女平等問題研修は、全部局において 2,352 人が参加した。 
市職員の男女平等に関する意識調査では、固定的性別役割分担意識に「同感しない」割合は 83.7％

となっており職員の意識は高い。一方で DV やセクハラ等の人権侵害に対する認識が低く、今後も継

続的に研修の機会の確保や職場環境改善の取り組みが重要である。 
○令和元年度の取組 

男女平等政策会議や男女平等政策審議会等の運営を通して、行動計画を着実に実施する。 
市職員の男女平等に関する意識調査の結果をもとに、全庁で男女共同参画社会の実現に向けた取り

組みを推進していく。また、男女平等に関する市民意識調査を実施し、次期計画の基礎資料とする。 
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３　事業の取組状況

人権尊重と男女平等のための意識づくり

　◎は第３次男女共同参画行動計画第２期実施計画における新規事業

予算額及び決算額
　男女共同参画に限定した事業費である（単位：千円）
　○他の施策の中で実施したもので、男女共同参画部分のみの算出が可能な場合は
　　その額とし、算出が困難なものについては、「－」とする
　○事業を実施していない場合は、「－」とする
　○事業番号１「男女平等の視点に立った市行政刊行物の作成」について、印刷費は除く

施策の方向Ⅰ

25

◎

20

相談・支援体制の充実

人権啓発推進組織等における男女平等研修支援

防犯に関する環境整備や情報の提供

男女平等意識
の啓発

施
策
２

男女平等の視点
に立った教育の
実践

8

学校現場における進路指導・キャリア教育の充実

女性に対するあ
らゆる暴力の根
絶

男女平等の視点に立った市行政刊行物の作成

男女平等に関する広報・啓発の充実

1

2

17

男女平等の視点に立った情報の収集と提供

男女平等に関する調査研究事業の実施

ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた意識啓発（男性に対する啓発の推進）

久留米女性週間事業の実施

3

5

6

12

校区等における男女平等問題学習の実施

健康教育や性教育の指導の充実15

4

男女平等意識啓発のための講座等の開催

保育関係者に対する（含幼稚園関係）男女平等研修の実施

国際理解及び交流と連帯の推進

男女共同参画教育の推進

7

男女平等推進市民活動団体への支援と連携

学校内におけるハラスメント防止体制の充実

労働の場におけるセクシュアル・ハラスメント防止の啓発

22

16

19

11

14

13

18

23

性暴力防止のための啓発

男女平等保育の充実

21

校区コミュニィティ組織におけるセクシュアル・ハラスメント防止の啓発

9

10

Ⅰ
　
人
権
尊
重
と
男
女
平
等
の
た
め
の
意
識
づ
く
り

施
策
１

市職員セクシュアル・ハラスメント相談体制の充実

24 性暴力被害者支援体制の充実

ドメスティック・バイオレンス対策の充実
施
策
３

具体的事業施 策施策の方向
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久留米市男女共同参画行動計画推進状況施策の方向Ⅰ　人権尊重のための男女平等の意識づくり

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

【計画】
男女平等の視点を踏まえた
編集

【実績】

【活動指標】
実施

【課題･今後の方向性】

【計画】
引き続き、取り組み内容に
沿って、行政刊行物を発行
する。

【実績】

【活動指標】
実施

【課題･今後の方向性】

【計画】
引き続き、取り組み内容に
沿って、行政刊行物を発行
する。

【実績】

【活動指標】
実施

【課題･今後の方向性】

【計画】
引き続き、取り組み内容に
沿って、行政刊行物を発行
する。

【実績】

【活動指標】
実施

【課題･今後の方向性】

【計画】
引き続き、取り組み内容に
沿って、行政刊行物を発行
する。

【実績】

【活動指標】
実施

【課題･今後の方向性】

【計画】
引き続き、取り組み内容に
沿って、行政刊行物を発行
する。

【実績】

【活動指標】
実施

【課題･今後の方向性】

【計画】
引き続き、取り組み内容に
沿って、行政刊行物を発行
する。

【実績】

【活動指標】
実施

【課題･今後の方向性】

-
全庁
（健康福祉部）

【取組内容】
・「広報くるめ」をはじめとする刊
行物の文章・イラスト・写真など
については、男女平等の視点を
踏まえ作成・編集を行う。
・刊行物やチラシ等を作成する
際は、行政刊行物の手引を用
いて作成する。

【実績】（主な刊行物の名称）
・国保のしおり
・くるめ市の国保
・口座振替勧奨チラシ
・エイズ予防パンフレット

-

-
全庁
（環境部）

【取組内容】
・「広報くるめ」をはじめとする刊
行物の文章・イラスト・写真など
については、男女平等の視点を
踏まえ作成・編集を行う。
・刊行物やチラシ等を作成する
際は、行政刊行物の手引を用
いて作成する。

【実績】（主な刊行物の名称）
・くるめ環境フェア（チラシ）
・緑のカーテンハンドブック
・エコ実験パフォーマンスショー
（チラシ）
・くるめエコ・パートナー
（チラシ兼登録用紙）
・くるめクリーンパートナー
（チラシ）
・環境広報紙エココ
・環境ビジネスセミナー
（チラシ）
・地球環境・エネルギー教室
（チラシ）
・ごみ分別辞典
・ごみカレンダー
（冊子）
・くるめ生きものプラン行動リスト

-

【実績】（主な刊行物の名称）
＜子育て便利マップ＞
子育て経験者である市民編集
員とともに、子育て便利マップを
12,500部作成。作成にあたって
は、男女平等の視点に立ち、掲
載内容、イラストなどに配慮し
た。

- -
全庁
（子ども未来
部）

-
全庁
(総務部）

-

【取組内容】
・「広報くるめ」をはじめとする刊
行物の文章・イラスト・写真など
については、男女平等の視点を
踏まえ作成・編集を行う。
・刊行物やチラシ等を作成する
際は、行政刊行物の手引を用
いて作成する。

【取組内容】
・「広報くるめ」をはじめとする刊
行物の文章・イラスト・写真など
については、男女平等の視点を
踏まえ作成・編集を行う。
・刊行物やチラシ等を作成する
際は、行政刊行物の手引を用
いて作成する。

【取組内容】
・「広報くるめ」をはじめとする刊
行物の文章・イラスト・写真など
については、男女平等の視点を
踏まえ作成・編集を行う。
・刊行物やチラシ等を作成する
際は、行政刊行物の手引を用
いて作成する。

【実績】（主な刊行物の名称）
・「市税のしおり」の刊行３,000冊

- -

- -
全庁
（協働推進部）

【取組内容】
・「広報くるめ」をはじめとする刊
行物の文章・イラスト・写真など
については、男女平等の視点を
踏まえ作成・編集を行う。
・刊行物やチラシ等を作成する
際は、行政刊行物の手引を用
いて作成する。

【実績】（主な刊行物の名称）
該当なし

【実績】（主な刊行物の名称）
男女平等推進センタージャーナ
ル
セーフコミュニティ通信等
市民意識調査報告書概要版

【実績】
男女平等の視点を踏まえた作
成編集を行った

【取組内容】
・「広報くるめ」をはじめとする刊
行物の文章・イラスト・写真など
については、男女平等の視点を
踏まえ作成・編集を行う。
・刊行物やチラシ等を作成する
際は、行政刊行物の手引を用
いて作成する。

各課の刊行物の用語やイラス
トなどの表現について、市作
成の「表現の手引き」を基に、
男女平等の視点に立って作成
する。

（施策１）男女平等意識の啓発

●男女平等の視点に立った情報の収集と提供

全庁
（総合政策部）

- -

男女平等の視
点に立った市
行政刊行物の
作成

1

全庁
（市民文化部）

久留米市男女共同参画行動計画推進状況施策の方向Ⅰ　人権尊重のための男女平等の意識づくり

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

（施策１）男女平等意識の啓発

【計画】
取り組み内容に沿って、行
政刊行物を発行する。

【実績】

【活動指標】
実施

【課題･今後の方向性】

【計画】
・「商工労働ニュース」の発
行
年4回、各9,000部作成

【実績】

【活動指標】
実施

【課題･今後の方向性】

【計画】
引き続き、取組内容に沿っ
て、行政刊行物を発行する。

【実績】

【活動指標】
実施

【課題･今後の方向性】

【計画】
「広報くるめ」をはじめとする
刊行物の文章・イラスト・写真
などについては、男女平等
の視点を踏まえ作成・編集を
行う。

【実績】

【活動指標】
実施

【課題･今後の方向性】

【計画】
引き続き、取り組み内容に
沿って、行政刊行物を発行
する。

【実績】

【活動指標】
実施

【課題･今後の方向性】

【計画】
引き続き、取り組み内容に
沿って、行政刊行物を発行
する。

【実績】

【活動指標】
実施

【課題･今後の方向性】

【計画】
引き続き、取り組み内容に
沿って、行政刊行物を発行
する。

【実績】

【活動指標】
実施

【課題･今後の方向性】

【取組内容】
・「広報くるめ」をはじめとする刊
行物の文章・イラスト・写真など
については、男女平等の視点を
踏まえ作成・編集を行う。
・刊行物やチラシ等を作成する
際は、行政刊行物の手引を用
いて作成する。

【実績】（主な刊行物の名称）
・田主丸だより発行（月１回
6,400部）
・人権啓発事業等のイベントの
チラシ（随時）

各課の刊行物の用語やイラス
トなどの表現について、市作
成の「表現の手引き」を基に、
男女平等の視点に立って作成
する。

男女平等の視
点に立った市
行政刊行物の
作成

1

【取組内容】
・「広報くるめ」をはじめとする刊
行物の文章・イラスト・写真など
については、男女平等の視点を
踏まえ作成・編集を行う。
・刊行物やチラシ等を作成する
際は、行政刊行物の手引を用
いて作成する。

【取組内容】
・「広報くるめ」をはじめとする刊
行物の文章・イラスト・写真など
については、男女平等の視点を
踏まえ作成・編集を行う。
・刊行物やチラシ等を作成する
際は、行政刊行物の手引を用
いて作成する。

【実績】（主な刊行物の名称）
・久留米市地産地消推進店
2018
・Ｈ29年度版久留米市農産物の
料理レシピ集

1,119 1,320
全庁
（農政部）

【取組内容】
・「広報くるめ」をはじめとする刊
行物の文章・イラスト・写真など
については、男女平等の視点を
踏まえ作成・編集を行う。
・刊行物やチラシ等を作成する
際は、行政刊行物の手引を用
いて作成する。

【実績】（主な刊行物の名称）
・地域広報誌インガット通信の発
行
・人権同和問題講演会、人権学
習会におけるチラシの発行

- -
全庁
（城島総合支
所）

-
全庁
（三潴総合支
所）

- -
全庁
（田主丸総合
支所）

全庁
（北野総合支
所）

-
全庁
（商工観光労
働部）

【取組内容】
・「広報くるめ」をはじめとする刊
行物の文章・イラスト・写真など
については、男女平等の視点を
踏まえ作成・編集を行う。
・刊行物やチラシ等を作成する
際は、行政刊行物の手引を用
いて作成する。

【実績】
「商工労働ニュース」等の各種
刊行物を男女平等の視点を踏
まえ作成した。

【実績】（主な刊行物の名称）
・三潴地域情報誌「たまるくんだ
より」発行（月1回、5700部）
・人権啓発事業チラシ

-

-

【実績】（主な刊行物の名称）
・北野地域広報紙「コスモス通
信」発行（月1回、5600部）
・人権講演会チラシ
・北野生涯学習センター主催講
座チラシ

-

【取組内容】
・「広報くるめ」をはじめとする刊
行物の文章・イラスト・写真など
については、男女平等の視点を
踏まえ作成・編集を行う。
・刊行物やチラシ等を作成する
際は、行政刊行物の手引を用
いて作成する。

【実績】（主な刊行物の名称）
・筑後川避難判断マップ
・防災タウンページ
・消防団募集ポスター
・消防団応援の店ポスター
・くるくるガイドブック
・住情報冊子
・空き家啓発冊子

-
全庁
（都市建設部）

-

-

【取組内容】
・「広報くるめ」をはじめとする刊
行物の文章・イラスト・写真など
については、男女平等の視点を
踏まえ作成・編集を行う。
・刊行物やチラシ等を作成する
際は、行政刊行物の手引を用
いて作成する。
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久留米市男女共同参画行動計画推進状況施策の方向Ⅰ　人権尊重のための男女平等の意識づくり

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

（施策１）男女平等意識の啓発

【計画】
取り組み内容に沿って、行
政刊行物を発行する。

【実績】

【活動指標】
実施

【課題･今後の方向性】

【計画】
・「商工労働ニュース」の発
行
年4回、各9,000部作成

【実績】

【活動指標】
実施

【課題･今後の方向性】

【計画】
引き続き、取組内容に沿っ
て、行政刊行物を発行する。

【実績】

【活動指標】
実施

【課題･今後の方向性】

【計画】
「広報くるめ」をはじめとする
刊行物の文章・イラスト・写真
などについては、男女平等
の視点を踏まえ作成・編集を
行う。

【実績】

【活動指標】
実施

【課題･今後の方向性】

【計画】
引き続き、取り組み内容に
沿って、行政刊行物を発行
する。

【実績】

【活動指標】
実施

【課題･今後の方向性】

【計画】
引き続き、取り組み内容に
沿って、行政刊行物を発行
する。

【実績】

【活動指標】
実施

【課題･今後の方向性】

【計画】
引き続き、取り組み内容に
沿って、行政刊行物を発行
する。

【実績】

【活動指標】
実施

【課題･今後の方向性】

【取組内容】
・「広報くるめ」をはじめとする刊
行物の文章・イラスト・写真など
については、男女平等の視点を
踏まえ作成・編集を行う。
・刊行物やチラシ等を作成する
際は、行政刊行物の手引を用
いて作成する。

【実績】（主な刊行物の名称）
・田主丸だより発行（月１回
6,400部）
・人権啓発事業等のイベントの
チラシ（随時）

各課の刊行物の用語やイラス
トなどの表現について、市作
成の「表現の手引き」を基に、
男女平等の視点に立って作成
する。

男女平等の視
点に立った市
行政刊行物の
作成

1

【取組内容】
・「広報くるめ」をはじめとする刊
行物の文章・イラスト・写真など
については、男女平等の視点を
踏まえ作成・編集を行う。
・刊行物やチラシ等を作成する
際は、行政刊行物の手引を用
いて作成する。

【取組内容】
・「広報くるめ」をはじめとする刊
行物の文章・イラスト・写真など
については、男女平等の視点を
踏まえ作成・編集を行う。
・刊行物やチラシ等を作成する
際は、行政刊行物の手引を用
いて作成する。

【実績】（主な刊行物の名称）
・久留米市地産地消推進店
2018
・Ｈ29年度版久留米市農産物の
料理レシピ集

1,119 1,320
全庁
（農政部）

【取組内容】
・「広報くるめ」をはじめとする刊
行物の文章・イラスト・写真など
については、男女平等の視点を
踏まえ作成・編集を行う。
・刊行物やチラシ等を作成する
際は、行政刊行物の手引を用
いて作成する。

【実績】（主な刊行物の名称）
・地域広報誌インガット通信の発
行
・人権同和問題講演会、人権学
習会におけるチラシの発行

- -
全庁
（城島総合支
所）

-
全庁
（三潴総合支
所）

- -
全庁
（田主丸総合
支所）

全庁
（北野総合支
所）

-
全庁
（商工観光労
働部）

【取組内容】
・「広報くるめ」をはじめとする刊
行物の文章・イラスト・写真など
については、男女平等の視点を
踏まえ作成・編集を行う。
・刊行物やチラシ等を作成する
際は、行政刊行物の手引を用
いて作成する。

【実績】
「商工労働ニュース」等の各種
刊行物を男女平等の視点を踏
まえ作成した。

【実績】（主な刊行物の名称）
・三潴地域情報誌「たまるくんだ
より」発行（月1回、5700部）
・人権啓発事業チラシ

-

-

【実績】（主な刊行物の名称）
・北野地域広報紙「コスモス通
信」発行（月1回、5600部）
・人権講演会チラシ
・北野生涯学習センター主催講
座チラシ

-

【取組内容】
・「広報くるめ」をはじめとする刊
行物の文章・イラスト・写真など
については、男女平等の視点を
踏まえ作成・編集を行う。
・刊行物やチラシ等を作成する
際は、行政刊行物の手引を用
いて作成する。

【実績】（主な刊行物の名称）
・筑後川避難判断マップ
・防災タウンページ
・消防団募集ポスター
・消防団応援の店ポスター
・くるくるガイドブック
・住情報冊子
・空き家啓発冊子

-
全庁
（都市建設部）

-

-

【取組内容】
・「広報くるめ」をはじめとする刊
行物の文章・イラスト・写真など
については、男女平等の視点を
踏まえ作成・編集を行う。
・刊行物やチラシ等を作成する
際は、行政刊行物の手引を用
いて作成する。
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久留米市男女共同参画行動計画推進状況施策の方向Ⅰ　人権尊重のための男女平等の意識づくり

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

（施策１）男女平等意識の啓発

【計画】
引き続き、取り組み内容に
沿って、行政刊行物を発行
する。

【実績】

【活動指標】
実施

【課題･今後の方向性】

【計画】
引き続き、取り組み内容に
沿って、行政刊行物を発行
する。

【実績】

【活動指標】
実施

【課題･今後の方向性】

【計画】
男女平等の視点を踏まえた
編集、作成
・学習の記録

【実績】

【活動指標】
実施

【課題･今後の方向性】

【計画】
引き続き、取り組み内容に
沿って、行政刊行物を発行
する。

【実績】

【活動指標】
実施

【課題･今後の方向性】

【計画】
・条例パンフレットの配布
・広報くるめへの掲載

【計画】
・条例パンフレットの配布
・男女共同参画社会づくり表
彰（新規）の実施

【実績】
・条例パンフレットの配布

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
今後もあらゆる機会を活用して、
啓発を実施する。

【課題･今後の方向性】

【計画】
ジャーナル発行　年3回
各2,500部

【計画】
ジャーナル発行　年3回
各2,500部

【実績】
センター事業の広報、啓発を目
的に、以下のとおり周知を行
い、情報発信機能の充実を図っ
た。
・「男女平等推進センター・
ジャーナルを発行（年3回　各
2,500部）し、団体・機関、個人
の情報提供希望者に配布。
・センター発行のチラシや広報
紙にセンターホームページの
QRコードを添付し、ホームペー
ジへとつなげることで情報の充
実を図った。
・情報提供希望者や市職員に
対して、メールやイントラネット
「くるめーる」を活用した情報提
供を行った。（情報提供者数郵
送310人、メール194人）
・男女平等に関する講座や催し
の情報を市ホームページで紹
介するとともに、適宜新聞、情報
誌等へ情報提供した。

【実績】

【活動指標・当初値】
ジャーナル発行　年3回
各2,500部

【課題･今後の方向性】
・読みやすくわかりやすい紙面
やホームページづくり
・多様化する情報取得の方法や
ニーズに合わせた広報媒体の
活用
・様々な機会を捉えたタイムリー
な情報発信
・情報提供希望者の拡大

【課題･今後の方向性】

1

男女平等の視
点に立った市
行政刊行物の
作成

【実績】（主な刊行物の名称）
農業委員会だより
広報くるめ

各課の刊行物の用語やイラス
トなどの表現について、市作
成の「表現の手引き」を基に、
男女平等の視点に立って作成
する。

【取組内容】
・「広報くるめ」をはじめとする刊
行物の文章・イラスト・写真など
については、男女平等の視点を
踏まえ作成・編集を行う。
・刊行物やチラシ等を作成する
際は、行政刊行物の手引を用
いて作成する。

【実績】（主な刊行物の名称）
平成30年度該当なし

【取組内容】
・「広報くるめ」をはじめとする刊
行物の文章・イラスト・写真など
については、男女平等の視点を
踏まえ作成・編集を行う。
・刊行物やチラシ等を作成する
際は、行政刊行物の手引を用
いて作成する。

-

-

【取組内容】
男女平等を進める条例や女性
憲章を周知するとともに男女共
同参画に関する理解を深めるた
め、下記により広報・啓発を行
う。
・条例パンフレットの作成・配布
・広報くるめや啓発資料等への
掲載

-

-
全庁
（上下水道部）

全庁
（選挙管理委
員会事務局）

-
全庁
（農業委員会
事務局）

【取組内容】
・刊行物の作成にあたっては男
女平等の視点に立って、表現や
イラストに注意して作成する。

【取組内容】
・「広報くるめ」をはじめとする刊
行物の文章・イラスト・写真など
については、男女平等の視点を
踏まえ作成・編集を行う。
・刊行物やチラシ等を作成する
際は、行政刊行物の手引を用
いて作成する。

全庁
（教育部）

【実績】（主な刊行物の名称）
久留米の水だより発行
（年３回）

-

-

-
男女平等政策
課

156

広報くるめを始め、各種媒体
を活用し、固定的性別役割分
担意識の見直し等、男女共同
参画に関する理解を深めるた
めの啓発を進める。
あらゆる機会をとらえ、女性憲
章や男女平等を進める条例の
趣旨の周知･浸透を図る。

【取組内容】
センタ－事業の広報、啓発を目
的に、情報発信機能の充実を
図る。
・広報くるめを始め、ホームペー
ジやメール等による情報発信
・広報紙「男女平等推進セン
タージャーナル」を発行し、団
体･機関、個人の情報提供希望
者に配布

119

2
男女平等に関
する広報・啓
発の充実

【実績】
男女平等の視点を踏まえた編
集、作成を行った。
・学習の記録

-

男女平等推進
センター256

久留米市男女共同参画行動計画推進状況施策の方向Ⅰ　人権尊重のための男女平等の意識づくり

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

（施策１）男女平等意識の啓発

【計画】
男女平等に関する情報の提供
啓発パネルの常設設置
所蔵の絵本を活用した意識啓
発事業の実施

【計画】
男女平等に関する情報の提
供
啓発パネルの常設設置
所蔵の絵本を活用した意識
啓発事業の実施

【実績】
・センターの図書等を市内図書
館からも貸出することで情報提
供を行った。（3月末現在蔵書数
31,679冊。図書・雑誌・ミニコミ
誌・女性関連行政資料及び
DVD等）
・上映会を6回開催（延参加者
数543名）。また、校区子育てサ
ロンで保護者を対象に所蔵の絵
本を活用した啓発講座を実施
(10回)。男女共同参画等につい
て啓発を行うと共に図書情報ス
テーションの利用を促進した。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
男女平等に関する情報提供や
啓発、講座案内等を行い専門
図書室としての利用を促進す
る。

【課題･今後の方向性】

【計画】
男女共同参画週間、女性に対
する暴力をなくす運動の期間に
企画展を行う。

【計画】
男女共同参画週間、女性に
対する暴力をなくす運動の
期間に企画展を行う。

【実績】
年2回企画展示実施
（H30.6 、H30. 11）

【実績】

【活動指標・当初値】
企画展の実施

【課題･今後の方向性】
引き続き年2回の企画展示実施
予定(H31．6 、H31. 11）

【課題･今後の方向性】

【計画】
委員3名、会議開催6回
・ＤＶ被害者支援マニュアルの
見直し
・視覚障害者用点字DV防止
カードの作成・配布
・暴力を容認しない意識作りの
ための啓発物の検討

【計画】
必要に応じ調査研究事業を
行う。

【実績】
調査研究事業において、若年
層を対象としたデートDV防止啓
発物の作成検討を行う予定で
あったが、福岡県が「デートDVと
性暴力」をテーマとした啓発物
を作成し、県内の中１・高１生徒
に配布したため、事業の実施を
見送った。

【実績】

【活動指標・当初値】
委員3名、会議開催6回　（27年
度）
・ＤＶ被害者支援マニュアルの
見直し
・聴覚障害者のためのＤＶ資料
の検討
・啓発ポスターの検討
・医療関係者向けマニュアル概
要版の検討

【課題･今後の方向性】
必要に応じ調査研究事業を行
う。

【課題･今後の方向性】

3

男女平等の視
点に立った情
報の収集と提
供

男女平等問題に関する資料
等の収集･提供を行うとともに、
男女共同参画週間、久留米
女性週間記念事業、女性に対
する暴力をなくす運動期間等
の男女平等に関する啓発事
業と連動させた企画展示を定
期的に実施し、資料利用の活
性化を図るとともに、男女共同
参画社会づくりへ向けた啓発
を行う。

【取組内容】
男女平等問題関連の図書や資
料・ＤＶＤを収集し、市内図書施
設と連携して情報提供を行う。
久留米女性週間記念事業等の
イベントにおいて、啓発パネル
を設置し来場者に向けて男女
平等意識の啓発を行う。
男女平等に関する啓発事業と
連動した企画資料やパネル展
示を行う。

【取組内容】
第2次DV対策基本計画に基づ
きセンター調査研究事業を行
う。

0

長期的に取り組むべき課題に
ついて、専門家によるワーキン
ググループを設置し、調査研
究を行う。

【取組内容】
男女平等推進センターと連携
し、男女平等問題に関する企
画、展示を行う。

-

80
男女平等推進
センター

3,185

4
男女平等に関
する調査研究
事業の実施

男女平等推進
センター2,891

-
中央図書館
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久留米市男女共同参画行動計画推進状況施策の方向Ⅰ　人権尊重のための男女平等の意識づくり

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

（施策１）男女平等意識の啓発

【計画】
男女平等に関する情報の提供
啓発パネルの常設設置
所蔵の絵本を活用した意識啓
発事業の実施

【計画】
男女平等に関する情報の提
供
啓発パネルの常設設置
所蔵の絵本を活用した意識
啓発事業の実施

【実績】
・センターの図書等を市内図書
館からも貸出することで情報提
供を行った。（3月末現在蔵書数
31,679冊。図書・雑誌・ミニコミ
誌・女性関連行政資料及び
DVD等）
・上映会を6回開催（延参加者
数543名）。また、校区子育てサ
ロンで保護者を対象に所蔵の絵
本を活用した啓発講座を実施
(10回)。男女共同参画等につい
て啓発を行うと共に図書情報ス
テーションの利用を促進した。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
男女平等に関する情報提供や
啓発、講座案内等を行い専門
図書室としての利用を促進す
る。

【課題･今後の方向性】

【計画】
男女共同参画週間、女性に対
する暴力をなくす運動の期間に
企画展を行う。

【計画】
男女共同参画週間、女性に
対する暴力をなくす運動の
期間に企画展を行う。

【実績】
年2回企画展示実施
（H30.6 、H30. 11）

【実績】

【活動指標・当初値】
企画展の実施

【課題･今後の方向性】
引き続き年2回の企画展示実施
予定(H31．6 、H31. 11）

【課題･今後の方向性】

【計画】
委員3名、会議開催6回
・ＤＶ被害者支援マニュアルの
見直し
・視覚障害者用点字DV防止
カードの作成・配布
・暴力を容認しない意識作りの
ための啓発物の検討

【計画】
必要に応じ調査研究事業を
行う。

【実績】
調査研究事業において、若年
層を対象としたデートDV防止啓
発物の作成検討を行う予定で
あったが、福岡県が「デートDVと
性暴力」をテーマとした啓発物
を作成し、県内の中１・高１生徒
に配布したため、事業の実施を
見送った。

【実績】

【活動指標・当初値】
委員3名、会議開催6回　（27年
度）
・ＤＶ被害者支援マニュアルの
見直し
・聴覚障害者のためのＤＶ資料
の検討
・啓発ポスターの検討
・医療関係者向けマニュアル概
要版の検討

【課題･今後の方向性】
必要に応じ調査研究事業を行
う。

【課題･今後の方向性】

3

男女平等の視
点に立った情
報の収集と提
供

男女平等問題に関する資料
等の収集･提供を行うとともに、
男女共同参画週間、久留米
女性週間記念事業、女性に対
する暴力をなくす運動期間等
の男女平等に関する啓発事
業と連動させた企画展示を定
期的に実施し、資料利用の活
性化を図るとともに、男女共同
参画社会づくりへ向けた啓発
を行う。

【取組内容】
男女平等問題関連の図書や資
料・ＤＶＤを収集し、市内図書施
設と連携して情報提供を行う。
久留米女性週間記念事業等の
イベントにおいて、啓発パネル
を設置し来場者に向けて男女
平等意識の啓発を行う。
男女平等に関する啓発事業と
連動した企画資料やパネル展
示を行う。

【取組内容】
第2次DV対策基本計画に基づ
きセンター調査研究事業を行
う。

0

長期的に取り組むべき課題に
ついて、専門家によるワーキン
ググループを設置し、調査研
究を行う。

【取組内容】
男女平等推進センターと連携
し、男女平等問題に関する企
画、展示を行う。

-

80
男女平等推進
センター

3,185

4
男女平等に関
する調査研究
事業の実施

男女平等推進
センター2,891

-
中央図書館
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№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

（施策１）男女平等意識の啓発

【計画】
外国人相談における通訳事業
の実施
女性に対するＤＶや人権問題に
関する内容の映画上映

【計画】
外国人相談に対応するた
め、必要に応じた通訳事業
の実施
「多言語DV防止カード」の設
置拡大による相談窓口の周
知

【実績】
・通訳事業(0回)
・女性へのDVや人権問題に関
する上映会を6回開催（延参加
者数543名）
・諸外国に関する男女平等関連
図書や情報の収集、提供
・外国人女性が相談に繋がるよ
うくるめ国際交流学院に働きか
け、「多言語DV防止カード」を
設置
・「くるめフォーラム」において、
グローバルな視点から｢世界が
目指す男女平等な社会」をテー
マとした記念講演会を実施

【実績】

【活動指標・当初値】
通訳4回　（27年度）

【課題･今後の方向性】
・外国人相談者への窓口周知、
安心して相談できる環境づくり
・国際的な視点からの情報提
供、事業実施

【課題･今後の方向性】

【計画】
・関係機関・団体との連携・協働
による多方面からの事業展開
・若年層や地域を対象に市民と
の協働による啓発講座の実施
・女性の経済的・社会的・生活
的自立を図る講座の実施

【計画】
・関係機関・団体との連携・
協働による多方面からの事
業展開
・若年層や地域を対象に市
民との協働による啓発講座
の実施
・女性の経済的・社会的・生
活的自立を図る講座の実施

【実績】
･男女共同参画週間記念事業
（37人）
・学生対象のデートＤＶ防止啓
発講座（7校1,067人）
・男女共同参画サポーターによ
る地域啓発講座(13箇所、216
人)
・次世代男女共同参画促進事
業（34人）
・男性の働き方を考えるセミナー
(29人)
・LGBTセミナー(34人)
・図書で学ぶ、育児ママの育自
の時間（延29人)
・政策参画講座（延137人）
・まちづくり参画講座（延77人）
・関係機関職員やDV被害支援
者等への研修会
・図書関連講座(50人)

【実績】

【活動指標・当初値】
・男女共同参画週間記念講演
会（５１人）
・学生対象のデートＤＶ防止啓
発講座（８校1,072人）
・地域啓発講座（５回91人）
・次世代男女共同参画推進事
業（74人）
・育児ママのじぶん計画セミ
ナー（5回72人）
・女性のための政策参画講座（9
回260人）
・男性の生き方支援講座（2回28
人）
（27年度）

【課題･今後の方向性】
地域への男女平等推進の浸透
に向けた取り組みの充実
男性や若年層が参加しやすい
企画、広報に努める
関係機関・団体との連携・協働
の強化

【課題･今後の方向性】

年齢・性別に関わらず、様々
な人に対して、長年すり込まれ
てきたジェンダーに基づく固
定的性別役割分担意識を解
消するとともに、男女の経済
的・社会的・生活的自立を図
るための講座・講演等を開催
し、男女平等への理解を深め
る。

国際理解及び
交流と連帯の
推進

6
男女平等意識
啓発のための
講座等の開催

男女平等推進
センター

【取組内容】
・外国人女性が言葉の壁なく相
談できるよう、当事者の要望に
応じて通訳事業を実施
・国際的な視点での映画上映の
実施
・国際理解を深めるために諸外
国の男女平等関連図書や情報
の収集、提供
・市民との協働事業「くるめ
フォーラム」において国際的支
援を行う民間団体を実行委員や
バザー参画の働きかけ

【取組内容】
関係機関･団体と連携し、啓発
講座や研修を実施。
①女性・男性問題に気づき、意
識を変え、新しい視点を獲得し
ていくための研修
②個々の女性・男性が本来もっ
ている力を引き出し、直面するさ
まざまな問題を自分で解決する
ための力をつける講座

54

●講座･講演会等による意識啓発

1,363 2,192

5
男女平等推進
センター

64

外国人からの相談や国際的な
視点での講座の実施、情報収
集・提供などを通して、市民の
活動を支援し、国際理解と交
流を深める。
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№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

（施策１）男女平等意識の啓発

【計画】
・生涯学習センター主催講座の
実施。（一回定員72人）
・なるほど人権セミナーにおい
て、男女平等に関する講座を実
施する。（生涯学習推進課）

【計画】
・生涯学習センター主催講
座の実施
・なるほど人権セミナーにお
いて、男女平等に関する講
座を実施（生涯学習推進課）

【実績】
・生涯学習センターの主催事業
で男女平等に関する学習機会
を提供した。
・全市民対象の「なるほど人権
セミナー」（8回シリーズ）第5回
で「セクシャル・ハラスメント～古
くて新しい？人権侵害～」と題し
て、性暴力に関する講座を開催
した。
第5回参加者：156人

【実績】

【活動指標・当初値】
・実施

【課題･今後の方向性】
今後も継続して男女平等に関
する学習機会を提供する。

【課題･今後の方向性】

【計画】
田主丸生涯学習センター講座
の中で、男女平等意識を深める
ための講座等を開催する。

【計画】
田主丸生涯学習センター講
座の中で、男女平等意識を
深めるための講座を開催す
る。また、周囲の呼びかけ、
チラシ作成などを行う。

【実績】
共働き世帯の父親と小学生の
子どもを対象に料理体験講座を
実施した。市広報紙やHP、チラ
シ、有線放送で受講生募集を
行い、9組19名の参加があった。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
今後も継続して講座を実施して
いく。

【課題･今後の方向性】

【計画】
北野生涯学習センター主催講
座として、「男女共同参画講座」
を実施する。

【計画】
北野生涯学習センター講座
として、「男女共同参画講
座」を実施する。

【実績】
「まるちゃんちのパパ育休とった
よ」と題し、育児休業を経験され
た男性を講師に招いて開催。
参加者：58名

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
今後も引き続きわかりやすい内
容で男女平等参画講座を実施
して啓発を行う。

【課題･今後の方向性】

【計画】
城島ふれあいセンター主催講
座として、「男女共同参画」を主
眼におく講座を４講座実施す
る。
城島生涯学習センター主催講
座リフレッシュセミナーの9月講
座として、男女平等推進セン
ターの市民サポーターによる男
女共同参画の講座を実施する。

【計画】
城島ふれあいセンター主催
講座として、「男女共同参
画」に主眼をおく講座６講座
実施する。
城島生涯学習センター主催
講座リフレッシュセミナーの9
月講座として、男女平等推
進センターの市民サポー
ターによる男女共同参画の
講座を実施する。

【実績】
男女共同参画講座として、エツ
料理教室・味噌作り講座・そば
打ち体験講座の３講座を実施
し、６７名参加。
9月19日開催の男女平等推進
センターの地域版講演会にリフ
レッシュセミナーとして５１名参
加。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
今後もよりいっそう男女平等へ
の理解を深めるため、関係課と
の連携を図り、身近な事柄を題
材に、開催日時や広報を工夫
することにより参加しやすい講
座を企画、実施する。

【課題･今後の方向性】

【取組内容】
男女平等への理解を深めるた
めの講座を実施する。

20
田主丸総合支
所文化スポー
ツ課

20

65
（生涯学
習セン
ター）
－

（なるほ
ど人権
セミ
ナー）

105
（生涯学習
センター）

－
（なるほど人
権セミナー）

生涯学習推進
課

北野総合支所
文化スポーツ
課

35

【取組内容】
・人権問題の一環として、男女
平等に関する講座を開催する。
また、指定管理者（生涯学習セ
ンター）主催講座においても、
男女平等に関する講座を開催
する。

【取組内容】
男女平等への理解を深めるた
めの講座を実施する。

15

13 20

男女平等意識
啓発のための
講座等の開催

6

【取組内容】
男女平等への理解を深め、男
女の経済的・社会的・生活的自
立を図るための講座を実施す
る。

年齢・性別に関わらず、様々
な人に対して、長年すり込まれ
てきたジェンダーに基づく固
定的性別役割分担意識を解
消するとともに、男女の経済
的・社会的・生活的自立を図
るための講座・講演等を開催
し、男女平等への理解を深め
る。

城島総合支所
文化スポーツ
課
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№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

（施策１）男女平等意識の啓発

【計画】
・生涯学習センター主催講座の
実施。（一回定員72人）
・なるほど人権セミナーにおい
て、男女平等に関する講座を実
施する。（生涯学習推進課）

【計画】
・生涯学習センター主催講
座の実施
・なるほど人権セミナーにお
いて、男女平等に関する講
座を実施（生涯学習推進課）

【実績】
・生涯学習センターの主催事業
で男女平等に関する学習機会
を提供した。
・全市民対象の「なるほど人権
セミナー」（8回シリーズ）第5回
で「セクシャル・ハラスメント～古
くて新しい？人権侵害～」と題し
て、性暴力に関する講座を開催
した。
第5回参加者：156人

【実績】

【活動指標・当初値】
・実施

【課題･今後の方向性】
今後も継続して男女平等に関
する学習機会を提供する。

【課題･今後の方向性】

【計画】
田主丸生涯学習センター講座
の中で、男女平等意識を深める
ための講座等を開催する。

【計画】
田主丸生涯学習センター講
座の中で、男女平等意識を
深めるための講座を開催す
る。また、周囲の呼びかけ、
チラシ作成などを行う。

【実績】
共働き世帯の父親と小学生の
子どもを対象に料理体験講座を
実施した。市広報紙やHP、チラ
シ、有線放送で受講生募集を
行い、9組19名の参加があった。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
今後も継続して講座を実施して
いく。

【課題･今後の方向性】

【計画】
北野生涯学習センター主催講
座として、「男女共同参画講座」
を実施する。

【計画】
北野生涯学習センター講座
として、「男女共同参画講
座」を実施する。

【実績】
「まるちゃんちのパパ育休とった
よ」と題し、育児休業を経験され
た男性を講師に招いて開催。
参加者：58名

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
今後も引き続きわかりやすい内
容で男女平等参画講座を実施
して啓発を行う。

【課題･今後の方向性】

【計画】
城島ふれあいセンター主催講
座として、「男女共同参画」を主
眼におく講座を４講座実施す
る。
城島生涯学習センター主催講
座リフレッシュセミナーの9月講
座として、男女平等推進セン
ターの市民サポーターによる男
女共同参画の講座を実施する。

【計画】
城島ふれあいセンター主催
講座として、「男女共同参
画」に主眼をおく講座６講座
実施する。
城島生涯学習センター主催
講座リフレッシュセミナーの9
月講座として、男女平等推
進センターの市民サポー
ターによる男女共同参画の
講座を実施する。

【実績】
男女共同参画講座として、エツ
料理教室・味噌作り講座・そば
打ち体験講座の３講座を実施
し、６７名参加。
9月19日開催の男女平等推進
センターの地域版講演会にリフ
レッシュセミナーとして５１名参
加。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
今後もよりいっそう男女平等へ
の理解を深めるため、関係課と
の連携を図り、身近な事柄を題
材に、開催日時や広報を工夫
することにより参加しやすい講
座を企画、実施する。

【課題･今後の方向性】

【取組内容】
男女平等への理解を深めるた
めの講座を実施する。

20
田主丸総合支
所文化スポー
ツ課

20

65
（生涯学
習セン
ター）
－

（なるほ
ど人権
セミ
ナー）

105
（生涯学習
センター）

－
（なるほど人
権セミナー）

生涯学習推進
課

北野総合支所
文化スポーツ
課

35

【取組内容】
・人権問題の一環として、男女
平等に関する講座を開催する。
また、指定管理者（生涯学習セ
ンター）主催講座においても、
男女平等に関する講座を開催
する。

【取組内容】
男女平等への理解を深めるた
めの講座を実施する。

15

13 20

男女平等意識
啓発のための
講座等の開催

6

【取組内容】
男女平等への理解を深め、男
女の経済的・社会的・生活的自
立を図るための講座を実施す
る。

年齢・性別に関わらず、様々
な人に対して、長年すり込まれ
てきたジェンダーに基づく固
定的性別役割分担意識を解
消するとともに、男女の経済
的・社会的・生活的自立を図
るための講座・講演等を開催
し、男女平等への理解を深め
る。

城島総合支所
文化スポーツ
課
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№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

（施策１）男女平等意識の啓発

【計画】
前年同様、男女平等への理解
を深める為の講座等を実施す
る。

【計画】
前年同様、三潴生涯学習セ
ンター講座として、男女平等
への理解を深めるための「男
女共同参画講座」を実施す
る。

【実績】
男女共同参画講座として平成
30年11月11日（日）に「パパと作
ろう!!布のミニツリー」を開催。男
女が協力して家事や子育てに
取り組むきっかけ作りにと、男性
保護者と小学生を対象に、簡単
な裁縫を学ぶことができる内容
とした。市広報誌やチラシ、HP
などで募集をし16組が参加。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
講座の内容、開催日時や広報
を引き続き工夫し、多くの人が
興味を持ち、参加できるよう取り
組む。

【課題･今後の方向性】

【計画】
男性に対する男女平等に関す
る啓発講座の実施

【計画】
男性を対象にした啓発講座
の実施

【実績】
男性、子どもを対象に生活的自
立のための講座を実施（15組34
人）
市民グループ公募企画事業に
おいて、男性の働き方を考える
セミナーを実施(参加者29人)

【実績】

【活動指標・当初値】
・男性の生き方支援講座（2回28
人）（27年度）

【課題･今後の方向性】
男性が参加しやすい内容、開催
日の工夫

【課題･今後の方向性】

【計画】
雇用・就労推進協議会の参加
団体である商工会・経済団体に
取り組み部会を設置していただ
き、勉強会や講演会を実施して
もらう。

【計画】
全ての人が仕事と生活の調
和を大切にしながら、充実し
た生活を送ることができるよう
「働き方改革」を実現すること
が求められている。そのため
には、企業に主体的に考
え、取り組んでいただくことが
重要である。
そこで、各経済団体におい
て設置いただいた「働き方改
革」取り組み部会にて、働き
方を変革することへの理解を
深めていただく。

【実績】
５経済団体にて働き方改革につ
いての取り組み部会等を設置
し、理解を深めるための取り組
みを実施した。取り組みの主な
テーマは、イクボスの効果・推
進、人材の確保と育成等。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
企業の主体的な取り組みにつな
がるように、市としてもテーマの
設定や方法について情報交換
を密にとりながら進めていく必要
がある。

【課題･今後の方向性】

ワーク・ライフ・
バランスの実
現に向けた意
識啓発（男性
に対する啓発
の推進）

仕事、家庭生活、地域・個人
の生活の調和を図るため、
ワーク・ライフ・バランスの実現
に向けた講座の開催及び情
報提供を行う。（男女共同参画
の必要性の理解を促進し、男
性の家庭や地域活動への参
画を促進するための講座を開
催する。）

三潴総合支所
文化スポーツ
課

280
労政課

【取組内容】
企業向けの仕事と子育て両立
支援推進セミナーを開催し、経
営者や管理職の意識改革やイ
クボス、働き方改革の推進を図
る。

32

0
(事業
番号6
に含
む)

13 20

男女平等推進
センター

7

6

【取組内容】
男性を対象にワーク･ライフ･バ
ランスの視点を持った講座の実
施し、家庭や地域への参画促
進を図る。

74
(事業番号
7に含む)

【取組内容】
男女平等への理解を深めるた
めの講座・講演等を実施する。

男女平等意識
啓発のための
講座等の開催

年齢・性別に関わらず、様々
な人に対して、長年すり込まれ
てきたジェンダーに基づく固
定的性別役割分担意識を解
消するとともに、男女の経済
的・社会的・生活的自立を図
るための講座・講演等を開催
し、男女平等への理解を深め
る。

久留米市男女共同参画行動計画推進状況施策の方向Ⅰ　人権尊重のための男女平等の意識づくり

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

（施策１）男女平等意識の啓発

【計画】
・女性週間に本庁や久留米
フォーラムの会場である「えーる
ピア久留米」で女性憲章や男女
平等を進める条例のポスター等
を掲示し、啓発を行う
・フォトコンテストの実施
・懸垂幕・のぼり旗掲揚
・公用車ボディパネル掲示

【計画】
昨年と同様に以下の事業を
行う。
・女性週間に本庁や久留米
フォーラムの会場である
「えーるピア久留米」で女性
憲章や男女平等を進める条
例のポスター等を掲示し、啓
発を行う
・懸垂幕・のぼり旗掲揚
・公用車ボディパネル掲示
・（新規）男女共同参画社会
づくり表彰の表彰式の実施。

【実績】
・女性週間に本庁や久留米
フォーラムの会場である「えーる
ピア久留米」で女性憲章や男女
平等を進める条例のポスター等
を掲示した。
・本庁、各総合支所や市民セン
ター等で懸垂幕やのぼり旗を掲
揚した。
・公用車にボディパネルを掲示
した。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
啓発の強化

【課題･今後の方向性】

【計画】
・幅広い層の参加者及び実行
委員の確保
・延参加者　5,400人

【計画】
市民参画型事業として男性
や若年者など幅広い層の参
加を促進

【実績】
くるめフォ－ラム2018（9/29～
10/7）
一人ひとりの個性が尊重され、
人権が保障される男女平等な
社会づくりを進めることを目的
に、実行委員会形式で開催（29
団体、44人）
・全体テ－マ：男女平等社会づ
くり
･内容
　記念講演「世界がめざす男女
平等な社会～グローバルな視
点で地域に根ざした活動を～」
大崎麻子（関西学院大学客員
教授）
　映画上映　「あしたは最高のは
じまり」
　市民企画（10企画うち3企画は
地域会場で実施）
　展示（10団体）　バザ－（17団
体）
　延べ参加者数2,200人
  10/6は台風の影響により中止

【実績】

【活動指標・当初値】
延参加者　5,287人　（27年度）

【課題･今後の方向性】
市民参画型事業として男性や
若年者など幅広い層の参加を
促進

【課題･今後の方向性】

【計画】
久留米女性週間に併せての横
断幕やポスター掲示、チラシの
設置、公用車へのボディパネル
貼付等

【計画】
久留米女性週間に併せての
横断幕やポスター掲示、チラ
シの設置、公用車へのボ
ディパネル貼付等

【実績】
久留米女性週間に併せて、横
断幕やポスター掲示、チラシの
設置、公用車へのボディパネル
貼付等を実施した。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
引き続き女性週間に合わせて
横断幕等の設置をし啓発を行
う。

【課題･今後の方向性】

久留米女性週間を中心に記
念事業「くるめフォーラム」等を
実施することにより、男女平等
意識の浸透を図る。

久留米女性週
間事業の実施

8

田主丸総合支
所地域振興課

-

2,213

【取組内容】
久留米女性週間（10月1～7日）
に、固定的性別役割分担意識
の解消を図るため下記のとおり
啓発を行う。

(女性憲章や男女平等を進める
条例の啓発等)
・本庁、えーるピア久留米：くる
めフォーラムの会場
（懸垂幕掲揚）
・本庁、総合支所
（のぼり旗掲揚）
・総合支所、市民センター
（公用車ボディパネル掲示）
・本庁、総合支所、市民セン
ター

【取組内容】
久留米女性週間の際に、横断
幕やポスター掲示、チラシの設
置、公用車へのボディパネル貼
付等により周知啓発を行ってい
く。

男女平等政策
課

11

男女平等推進
センター

128

2,950

-

【取組内容】
久留米女性週間（10月1～7日）
に市民との協働にて記念事業
「くるめフォーラム」を開催。男女
平等意識の啓発とともに団体・
グループや個人の情報交換と
交流を図る。
《実施事業》
記念、映画、市民企画、展示バ
ザー

●市民との協働による啓発の推進
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久留米市男女共同参画行動計画推進状況施策の方向Ⅰ　人権尊重のための男女平等の意識づくり

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

（施策１）男女平等意識の啓発

【計画】
・女性週間に本庁や久留米
フォーラムの会場である「えーる
ピア久留米」で女性憲章や男女
平等を進める条例のポスター等
を掲示し、啓発を行う
・フォトコンテストの実施
・懸垂幕・のぼり旗掲揚
・公用車ボディパネル掲示

【計画】
昨年と同様に以下の事業を
行う。
・女性週間に本庁や久留米
フォーラムの会場である
「えーるピア久留米」で女性
憲章や男女平等を進める条
例のポスター等を掲示し、啓
発を行う
・懸垂幕・のぼり旗掲揚
・公用車ボディパネル掲示
・（新規）男女共同参画社会
づくり表彰の表彰式の実施。

【実績】
・女性週間に本庁や久留米
フォーラムの会場である「えーる
ピア久留米」で女性憲章や男女
平等を進める条例のポスター等
を掲示した。
・本庁、各総合支所や市民セン
ター等で懸垂幕やのぼり旗を掲
揚した。
・公用車にボディパネルを掲示
した。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
啓発の強化

【課題･今後の方向性】

【計画】
・幅広い層の参加者及び実行
委員の確保
・延参加者　5,400人

【計画】
市民参画型事業として男性
や若年者など幅広い層の参
加を促進

【実績】
くるめフォ－ラム2018（9/29～
10/7）
一人ひとりの個性が尊重され、
人権が保障される男女平等な
社会づくりを進めることを目的
に、実行委員会形式で開催（29
団体、44人）
・全体テ－マ：男女平等社会づ
くり
･内容
　記念講演「世界がめざす男女
平等な社会～グローバルな視
点で地域に根ざした活動を～」
大崎麻子（関西学院大学客員
教授）
　映画上映　「あしたは最高のは
じまり」
　市民企画（10企画うち3企画は
地域会場で実施）
　展示（10団体）　バザ－（17団
体）
　延べ参加者数2,200人
  10/6は台風の影響により中止

【実績】

【活動指標・当初値】
延参加者　5,287人　（27年度）

【課題･今後の方向性】
市民参画型事業として男性や
若年者など幅広い層の参加を
促進

【課題･今後の方向性】

【計画】
久留米女性週間に併せての横
断幕やポスター掲示、チラシの
設置、公用車へのボディパネル
貼付等

【計画】
久留米女性週間に併せての
横断幕やポスター掲示、チラ
シの設置、公用車へのボ
ディパネル貼付等

【実績】
久留米女性週間に併せて、横
断幕やポスター掲示、チラシの
設置、公用車へのボディパネル
貼付等を実施した。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
引き続き女性週間に合わせて
横断幕等の設置をし啓発を行
う。

【課題･今後の方向性】

久留米女性週間を中心に記
念事業「くるめフォーラム」等を
実施することにより、男女平等
意識の浸透を図る。

久留米女性週
間事業の実施

8

田主丸総合支
所地域振興課

-

2,213

【取組内容】
久留米女性週間（10月1～7日）
に、固定的性別役割分担意識
の解消を図るため下記のとおり
啓発を行う。

(女性憲章や男女平等を進める
条例の啓発等)
・本庁、えーるピア久留米：くる
めフォーラムの会場
（懸垂幕掲揚）
・本庁、総合支所
（のぼり旗掲揚）
・総合支所、市民センター
（公用車ボディパネル掲示）
・本庁、総合支所、市民セン
ター

【取組内容】
久留米女性週間の際に、横断
幕やポスター掲示、チラシの設
置、公用車へのボディパネル貼
付等により周知啓発を行ってい
く。

男女平等政策
課

11

男女平等推進
センター

128

2,950

-

【取組内容】
久留米女性週間（10月1～7日）
に市民との協働にて記念事業
「くるめフォーラム」を開催。男女
平等意識の啓発とともに団体・
グループや個人の情報交換と
交流を図る。
《実施事業》
記念、映画、市民企画、展示バ
ザー

●市民との協働による啓発の推進
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久留米市男女共同参画行動計画推進状況施策の方向Ⅰ　人権尊重のための男女平等の意識づくり

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

（施策１）男女平等意識の啓発

【計画】
久留米女性週間に合わせた横
断幕やポスター掲示、チラシの
設置、公用車へのボディパネル
掲示、生涯学習センターへのパ
ネル設置

【計画】
久留米女性週間に合わせた
横断幕やポスター掲示、チラ
シの設置、公用車へのボ
ディパネル掲示、生涯学習
センターへのパネル設置を
行う。

【実績】
計画どおり実施した。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
毎年実施する。

【課題･今後の方向性】

【計画】
久留米女性週間にあわせて横
断幕のぼり旗、公用車用ボディ
パネルを掲示する。城島女性
ネットワークの事業支援を行う。

【計画】
久留米女性週間にあわせて
懸垂幕、のぼり旗、公用車用
ボディパネルを掲示する。城
島女性ネットワークの事業支
援を行う。

【実績】
久留米女性週間にあわせて、
横断幕、のぼり旗、公用車ボ
ディパネルを掲示した。６月に総
会・講演会、９月にくるめフォー
ラムの実施支援を行った。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
引き続き取り組み内容にそった
啓発活動と関連団体の事業支
援を行う。

【課題･今後の方向性】

【計画】
久留米女性週間に合わせ、横
断幕やポスター掲示、チラシの
設置、公用車へのボディパネル
掲示等を行う。

【計画】
久留米女性週間に合わせ、
横断幕やポスター掲示、チラ
シの設置、公用車へのボ
ディパネル掲示等を行う。

【実績】
久留米女性週間に合わせ、横
断幕やポスター掲示、チラシの
設置、公用車へのボディパネル
掲示等を行った。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施する

【課題･今後の方向性】
引き続き、久留米女性週間に合
わせた啓発活動を行う。

【課題･今後の方向性】

【計画】
補助金を効果的に使って市民
に広く男女平等意識が啓発され
るよう支援し、連携していく。

【計画】
補助金の効果的な活用によ
り、市民に男女平等の意識
醸成が図れるよう支援し、更
に連携を深める。

【実績】
女性問題啓発事業を実施する
久留米男女共同参画推進ネット
ワークへ事業費補助を行い、
えーるピア久留米や総合支所
地域で啓発事業が行われた。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
男女共同参画を進める市民団
体が今後も活発に活動を行って
いくための継続的な支援・連携
を行う。

【課題･今後の方向性】

8
久留米女性週
間事業の実施

久留米女性週間を中心に記
念事業「くるめフォーラム」等を
実施することにより、男女平等
意識の浸透を図る。

男女共同参画社会の実現を
目的とする市民の自主的活動
を支援するとともに、連携を図
る。

男女平等推進
市民活動団体
への支援と連
携

9

【取組内容】
久留米女性週間に合わせ、横
断幕やポスター掲示、チラシの
設置、公用車へのボディパネル
掲示、生涯学習センターへのパ
ネル設置などにより、広く周知・
啓発を図る。

-

城島総合支所
地域振興課

北野総合支所
地域振興課

男女平等政策
課

- -

【取組内容】
久留米女性週間に合わせ、横
断幕やポスター掲示、チラシの
設置、公用車へのボディパネル
掲示、生涯学習センターへのパ
ネル設置などにより、広く周知・
啓発を図る。

500

【取組内容】
久留米女性週間に合わせて、
支所前に横断幕を掲示し、支所
のロビー及び文化センターの
コーナーにチラシ・ポスターを掲
示した。公用車のボディパネル
掲示で広い範囲への啓発を行う
とともに、城島女性ネットワーク
の地域事業の支援も実施する。

-

三潴総合支所
地域振興課

-

-

500

【取組内容】
女性問題啓発事業を実施する
久留米男女共同推進ネットワー
クへ啓発事業費の補助を行い、
市民の自主活動を支援する。

久留米市男女共同参画行動計画推進状況施策の方向Ⅰ　人権尊重のための男女平等の意識づくり

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

（施策１）男女平等意識の啓発

【計画】
市民グループの主体的活動の
支援３企画

【計画】
男女平等推進団体を育成す
るために市民グループの主
体的活動を支援する。

【実績】
男女平等社会の実現を目指し
て活動する市民グル－プが企
画・実施する講座等を公募し、
経費補助や広報の支援等を行
い3企画実施。
参加対象者を明確にするととも
に効果的な広報を行った。
①女性と健康を考える
語り部　秋山初枝　江口和子（7
月28日、59人）
企画：for peace
②男性の働き方を考える
NPO法人ファザーリング・ジャパ
ン理事　川島　高之
（10月20日、29人）
企画：パパふらっと
③男女で考える介護
久留米市介護福祉サービス事
業者協議会　理事長　重永啓輔
（3月2日、49人）

【実績】

【活動指標・当初値】
３企画　（２７年度）

【課題･今後の方向性】
男女平等推進団体を育成する
ために市民グループの主体的
活動を支援する。

【課題･今後の方向性】

【計画】
人権フェスタ等において人権啓
発パネルを設置するよう主催者
に働きかける。

【計画】
人権フェスタ等において男
女平等に関する人権啓発パ
ネルを設置するよう、主催者
に働きかける。

【実績】
5中学校区の人権フェスタにお
いて、男女共同参画に関するパ
ネルを設置し、来場者への啓発
を行った。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
他校区の人権フェスタ等にも設
置を働きかけ、啓発の機会を増
やす。

【課題･今後の方向性】

【計画】
啓発・研修講師団講師のあっせ
んを行う

【計画】
啓発・研修講師団講師の
あっせんを行う

【実績】
講師あっせん件数　21件

【実績】

【活動指標・当初値】
講師あっせん件数
39件（平成27年度）

【課題･今後の方向性】
講師団講師の更なる活用を図る

【課題･今後の方向性】

【計画】
校区人権啓発推進協議会等に
対し、男女平等学習の計画的な
実施について働きかける。

【計画】
校区人権啓発推進協議会
等に対し、男女平等学習の
計画的な実施を働きかける。

【実績】
13校区において男女平等につ
いて学習した。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
校区の事業スケジュールの関係
上、人権行事の回数に限りがあ
る中、今後も男女平等学習が計
画的に実施されるよう支援する。

【課題･今後の方向性】

男女平等推進
市民活動団体
への支援と連
携

人権啓発推進
組織等におけ
る男女平等研
修支援

10

あらゆる機会を利用して男女
平等意識の啓発のための資
料の提供、研修を実施する際
の啓発・研修講師団講師あっ
せん事業制度の案内、利用を
促進していく。

校区コミュニティ組織における
委嘱学級や研修会、校区人
権講座等における男女平等学
習への取り組みを促すととも
に、その学びが効果的なもの
となるよう支援を行う。

校区等におけ
る男女平等問
題学習の実施

11

男女共同参画社会の実現を
目的とする市民の自主的活動
を支援するとともに、連携を図
る。

9

【取組内容】
校区人権講座等における男女
平等学習の実施について主催
者に働きかける。

【取組内容】
啓発・研修講師団講師あっせん
事業制度の案内、利用を促進

【取組内容】
・男女平等を推進する民間団体
からの相談等に対し、職員が助
言やサポート等の支援する。
・民間団体が自主的に企画・実
施する講座等を公募し、活動の
ための場所や助成金等を支援
する。

85

-

-

人権・同和対
策課

男女平等推進
センター

人権啓発セン
ター

人権・同和対
策課

-

-

131

- -

【取組内容】
人権フェスタ等のイベントにおい
て、啓発パネルを設置し、来場
者に対し、男女平等意識の啓発
を行う。
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久留米市男女共同参画行動計画推進状況施策の方向Ⅰ　人権尊重のための男女平等の意識づくり

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

（施策１）男女平等意識の啓発

【計画】
市民グループの主体的活動の
支援３企画

【計画】
男女平等推進団体を育成す
るために市民グループの主
体的活動を支援する。

【実績】
男女平等社会の実現を目指し
て活動する市民グル－プが企
画・実施する講座等を公募し、
経費補助や広報の支援等を行
い3企画実施。
参加対象者を明確にするととも
に効果的な広報を行った。
①女性と健康を考える
語り部　秋山初枝　江口和子（7
月28日、59人）
企画：for peace
②男性の働き方を考える
NPO法人ファザーリング・ジャパ
ン理事　川島　高之
（10月20日、29人）
企画：パパふらっと
③男女で考える介護
久留米市介護福祉サービス事
業者協議会　理事長　重永啓輔
（3月2日、49人）

【実績】

【活動指標・当初値】
３企画　（２７年度）

【課題･今後の方向性】
男女平等推進団体を育成する
ために市民グループの主体的
活動を支援する。

【課題･今後の方向性】

【計画】
人権フェスタ等において人権啓
発パネルを設置するよう主催者
に働きかける。

【計画】
人権フェスタ等において男
女平等に関する人権啓発パ
ネルを設置するよう、主催者
に働きかける。

【実績】
5中学校区の人権フェスタにお
いて、男女共同参画に関するパ
ネルを設置し、来場者への啓発
を行った。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
他校区の人権フェスタ等にも設
置を働きかけ、啓発の機会を増
やす。

【課題･今後の方向性】

【計画】
啓発・研修講師団講師のあっせ
んを行う

【計画】
啓発・研修講師団講師の
あっせんを行う

【実績】
講師あっせん件数　21件

【実績】

【活動指標・当初値】
講師あっせん件数
39件（平成27年度）

【課題･今後の方向性】
講師団講師の更なる活用を図る

【課題･今後の方向性】

【計画】
校区人権啓発推進協議会等に
対し、男女平等学習の計画的な
実施について働きかける。

【計画】
校区人権啓発推進協議会
等に対し、男女平等学習の
計画的な実施を働きかける。

【実績】
13校区において男女平等につ
いて学習した。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
校区の事業スケジュールの関係
上、人権行事の回数に限りがあ
る中、今後も男女平等学習が計
画的に実施されるよう支援する。

【課題･今後の方向性】

男女平等推進
市民活動団体
への支援と連
携

人権啓発推進
組織等におけ
る男女平等研
修支援

10

あらゆる機会を利用して男女
平等意識の啓発のための資
料の提供、研修を実施する際
の啓発・研修講師団講師あっ
せん事業制度の案内、利用を
促進していく。

校区コミュニティ組織における
委嘱学級や研修会、校区人
権講座等における男女平等学
習への取り組みを促すととも
に、その学びが効果的なもの
となるよう支援を行う。

校区等におけ
る男女平等問
題学習の実施

11

男女共同参画社会の実現を
目的とする市民の自主的活動
を支援するとともに、連携を図
る。

9

【取組内容】
校区人権講座等における男女
平等学習の実施について主催
者に働きかける。

【取組内容】
啓発・研修講師団講師あっせん
事業制度の案内、利用を促進

【取組内容】
・男女平等を推進する民間団体
からの相談等に対し、職員が助
言やサポート等の支援する。
・民間団体が自主的に企画・実
施する講座等を公募し、活動の
ための場所や助成金等を支援
する。

85

-

-

人権・同和対
策課

男女平等推進
センター

人権啓発セン
ター

人権・同和対
策課

-

-

131

- -

【取組内容】
人権フェスタ等のイベントにおい
て、啓発パネルを設置し、来場
者に対し、男女平等意識の啓発
を行う。
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久留米市男女共同参画行動計画推進状況施策の方向Ⅰ　人権尊重のための男女平等の意識づくり

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

（施策１）男女平等意識の啓発

【計画】
・校区コミュニティ組織における
男女平等学習への働きかけや
講座の実施
・市民との協働による啓発講座
の実施

【計画】
・校区コミュニティ組織にお
ける男女平等学習への働き
かけや講座の実施
・市民との協働による啓発講
座の実施

【実績】
・地域活動への女性の参画を促
進するための女性の人材育成
講座として「女性のまちづくり参
画講座」を実施(延参加者数137
人)
・校区コミュニティ組織に働きか
け、男女共同参画サポーターや
職員による地域啓発講座を実
施
・北野・城島地域で政策参画講
座[地域版]（延66人）

【実績】

【活動指標・当初値】
５地域　　(27年度)

【課題･今後の方向性】
地域における男女共同参画意
識の浸透
校区コミュニティ組織への働きか
けや効果的な広報による講座参
加者の確保

【課題･今後の方向性】

【計画】
委嘱学級においては人権学習
を必須単元として取り組んでい
く。また、全学級で確実に学習さ
れるよう、適宜訪問指導助言に
入る。

【計画】
委嘱学級において、人権学
習および男女平等問題を必
須単元に指定し、学習内容
の提供などの支援をおこな
う。

【実績】
委嘱学級（77学級）の必須単元
として人権学習を実施。

【実績】

【活動指標・当初値】
・学習参加者数（H27）
1,241人

【課題･今後の方向性】
男女平等問題については、まだ
まだ市民の理解が十分でなく、
引き続き啓発が必要である。

【課題･今後の方向性】

11
校区等におけ
る男女平等問
題学習の実施

校区コミュニティ組織における
委嘱学級や研修会、校区人
権講座等における男女平等学
習への取り組みを促すととも
に、その学びが効果的なもの
となるよう支援を行う。

【取組内容】
・校区コミュニティ組織による委
嘱学級で、男女平等問題学習
を実施する。

7,315 7,505
生涯学習推進
課

487
(事業番号
7に含む）

【取組内容】
・地域の実情やニーズに合わ
せ、センター職員による啓発講
座を実施する。
・地域からの講座実施に関する
相談に対応し、講師紹介につい
ては男女平等の視点を持った
人材情報を提供する。

男女平等推進
センター

358
(事業
番号6
に含
む）

久留米市男女共同参画行動計画推進状況施策の方向Ⅰ　人権尊重のための男女平等の意識づくり

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

【計画】
男女平等の視点を基盤にした
幼保小合同研修会で使用する
発表スライドの作成及びにじの
かけ橋、幼研だよりの発行

【計画】
男女平等の視点を基盤にし
た幼保小合同研修会で使用
する発表スライドの作成及び
にじのかけ橋、幼研だよりの
発行

【実績】
幼保小合同研修会で男女平等
の視点で作成したスライドを使っ
た発表の実施
にじのかけ橋の発行を１回実施
幼研だよりの発行を1回実施

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
推進委員会の折に、引き続き男
女平等の視点を基盤とした各ブ
ロックの取り組みを報告するスラ
イドの作成をするよう共通理解を
図る。

【課題･今後の方向性】

【計画】
園内研修の充実と課主催の研
修実施

【計画】
課主催の合同研修会の実施
保育所連盟、幼稚園協会で
の男女平等研修の実施

【実績】
課主催の合同研修会1回102名
参加
保育所連盟研修2回181名参加

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
職員間の共通理解推進と各園
での園内研修の充実

【課題･今後の方向性】

【計画】
教育センターにおいて男女共
同参画教育の研修会を行う。

【計画】
教育センターにおいて男女
共同参画等の研修会を行
う。

【実績】
副読本と市の条例パンフレット
の活用を促し、１０年経験教員
対象の研修会を実施した。

【実績】

【活動指標・当初値】
研修会の実施

【課題･今後の方向性】
副読本と条例パンフレットの活
用の推進

【課題･今後の方向性】

【計画】
計画に基づく実施の確認、指
導・助言

【計画】
各学校での年間計画に基づ
く授業の実施について指導・
助言を行う。

【実績】
教育課程調査において確実な
実施の確認と指導・助言

【実績】

【活動指標・当初値】
授業の実施

【課題･今後の方向性】
年間計画に基づく授業の実施

【課題･今後の方向性】

【計画】
各学年における道徳や学活、教
科の授業の中でのキャリア教育
の実施について把握し助言す
る。

【計画】
職場体験学習を生かした道
徳科や特別活動の授業の実
施について把握し、キャリア
教育の充実について助言す
る。

【実績】
学校訪問及び学習指導訪問時
にキャリア教育実施状況を確認
した。中学校全17校で職場体験
を実施。

【実績】

【活動指標・当初値】
中学校職場体験の実施

【課題･今後の方向性】
生徒の発達段階を踏まえた系
統的な授業の実施

【課題･今後の方向性】

（施策２）男女平等の視点に立った教育の実践

●幼児教育・学校教育の場における男女平等教育の実践

12
男女平等保育
の充実

男女平等保育・教育の視点を
基盤にしながら、乳幼児保育・
教育に関する研究や広報・啓
発、情報提供、相談対応等を
行う。

各学校で作成した男女共同参
画推進計画をもとに教育活動
全般における男女共同参画教
育の推進を図るために、校長
会や学校訪問等での指導・助
言を行う。併せて各校の教務
主任等を対象とした研修会を
実施し、学校における男女共
同参画教育を進めていくため
の指導・助言を行う。

【取組内容】
各学校において、推進計画に
基づく実践について、学校訪問
等で指導・助言を行う。市教育
センターにおいて、１２月に１０
年経験者研修で、外部講師を
招聘し、職員への周知を図る。

0 0

-

子ども保育課
（子ども施設事
業課）

幼児教育研究
所

20
子ども保育課
（子ども施設事
業課）

13

保育関係者に
対する（含幼
稚園関係）男
女平等研修の
実施

久留米市保育所連盟研修や
幼稚園・認定こども園研修に
おいて、男女平等など人権に
関する研修を実施する。
また、研修会の報告等をとお
して全職員が男女平等に対す
る共通認識が持てるよう園内
研修等を実施するよう働きか
ける。

【取組内容】
久留米市保育所連盟研修や幼
稚園・認定こども園研修におい
て、男女平等など人権に関する
研修を実施

33

【取組内容】
乳幼児保育・教育に関する研究
や広報啓発・相談対応等を行う

-

学校教育課
教育センター

15
健康教育や性
教育の指導の
充実

健康教育や性教育に係る教
科や学級活動、総合的な学習
の時間等における児童・生徒
の発達段階に応じた系統的な
授業が行えるよう男女共同参
画教育や※セクシュアル・マイ
ノリティ（性的少数者）の視点
を踏まえた指導の充実を図
る。

【取組内容】
各学校での全体計画の作成、
活用について指導の充実を図
るような助言を行う。

- - 学校教育課

14
男女共同参画
教育の推進

学校教育課16

学校現場にお
ける進路指導・
キャリア教育の
充実

自己の適性を見いだし、望ま
しい職業観を育成するための
進路指導の一貫として職場体
験学習と校内における年次毎
のキャリア教育の充実を図る。

【取組内容】
キャリア教育の全体計画、年間
計画について、学校訪問等で
の指導・助言を行う。

- -
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久留米市男女共同参画行動計画推進状況施策の方向Ⅰ　人権尊重のための男女平等の意識づくり

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

【計画】
男女平等の視点を基盤にした
幼保小合同研修会で使用する
発表スライドの作成及びにじの
かけ橋、幼研だよりの発行

【計画】
男女平等の視点を基盤にし
た幼保小合同研修会で使用
する発表スライドの作成及び
にじのかけ橋、幼研だよりの
発行

【実績】
幼保小合同研修会で男女平等
の視点で作成したスライドを使っ
た発表の実施
にじのかけ橋の発行を１回実施
幼研だよりの発行を1回実施

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
推進委員会の折に、引き続き男
女平等の視点を基盤とした各ブ
ロックの取り組みを報告するスラ
イドの作成をするよう共通理解を
図る。

【課題･今後の方向性】

【計画】
園内研修の充実と課主催の研
修実施

【計画】
課主催の合同研修会の実施
保育所連盟、幼稚園協会で
の男女平等研修の実施

【実績】
課主催の合同研修会1回102名
参加
保育所連盟研修2回181名参加

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
職員間の共通理解推進と各園
での園内研修の充実

【課題･今後の方向性】

【計画】
教育センターにおいて男女共
同参画教育の研修会を行う。

【計画】
教育センターにおいて男女
共同参画等の研修会を行
う。

【実績】
副読本と市の条例パンフレット
の活用を促し、１０年経験教員
対象の研修会を実施した。

【実績】

【活動指標・当初値】
研修会の実施

【課題･今後の方向性】
副読本と条例パンフレットの活
用の推進

【課題･今後の方向性】

【計画】
計画に基づく実施の確認、指
導・助言

【計画】
各学校での年間計画に基づ
く授業の実施について指導・
助言を行う。

【実績】
教育課程調査において確実な
実施の確認と指導・助言

【実績】

【活動指標・当初値】
授業の実施

【課題･今後の方向性】
年間計画に基づく授業の実施

【課題･今後の方向性】

【計画】
各学年における道徳や学活、教
科の授業の中でのキャリア教育
の実施について把握し助言す
る。

【計画】
職場体験学習を生かした道
徳科や特別活動の授業の実
施について把握し、キャリア
教育の充実について助言す
る。

【実績】
学校訪問及び学習指導訪問時
にキャリア教育実施状況を確認
した。中学校全17校で職場体験
を実施。

【実績】

【活動指標・当初値】
中学校職場体験の実施

【課題･今後の方向性】
生徒の発達段階を踏まえた系
統的な授業の実施

【課題･今後の方向性】

（施策２）男女平等の視点に立った教育の実践

●幼児教育・学校教育の場における男女平等教育の実践

12
男女平等保育
の充実

男女平等保育・教育の視点を
基盤にしながら、乳幼児保育・
教育に関する研究や広報・啓
発、情報提供、相談対応等を
行う。

各学校で作成した男女共同参
画推進計画をもとに教育活動
全般における男女共同参画教
育の推進を図るために、校長
会や学校訪問等での指導・助
言を行う。併せて各校の教務
主任等を対象とした研修会を
実施し、学校における男女共
同参画教育を進めていくため
の指導・助言を行う。

【取組内容】
各学校において、推進計画に
基づく実践について、学校訪問
等で指導・助言を行う。市教育
センターにおいて、１２月に１０
年経験者研修で、外部講師を
招聘し、職員への周知を図る。

0 0

-

子ども保育課
（子ども施設事
業課）

幼児教育研究
所

20
子ども保育課
（子ども施設事
業課）

13

保育関係者に
対する（含幼
稚園関係）男
女平等研修の
実施

久留米市保育所連盟研修や
幼稚園・認定こども園研修に
おいて、男女平等など人権に
関する研修を実施する。
また、研修会の報告等をとお
して全職員が男女平等に対す
る共通認識が持てるよう園内
研修等を実施するよう働きか
ける。

【取組内容】
久留米市保育所連盟研修や幼
稚園・認定こども園研修におい
て、男女平等など人権に関する
研修を実施

33

【取組内容】
乳幼児保育・教育に関する研究
や広報啓発・相談対応等を行う

-

学校教育課
教育センター

15
健康教育や性
教育の指導の
充実

健康教育や性教育に係る教
科や学級活動、総合的な学習
の時間等における児童・生徒
の発達段階に応じた系統的な
授業が行えるよう男女共同参
画教育や※セクシュアル・マイ
ノリティ（性的少数者）の視点
を踏まえた指導の充実を図
る。

【取組内容】
各学校での全体計画の作成、
活用について指導の充実を図
るような助言を行う。

- - 学校教育課

14
男女共同参画
教育の推進

学校教育課16

学校現場にお
ける進路指導・
キャリア教育の
充実

自己の適性を見いだし、望ま
しい職業観を育成するための
進路指導の一貫として職場体
験学習と校内における年次毎
のキャリア教育の充実を図る。

【取組内容】
キャリア教育の全体計画、年間
計画について、学校訪問等で
の指導・助言を行う。

- -
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久留米市男女共同参画行動計画推進状況施策の方向Ⅰ　人権尊重のための男女平等の意識づくり

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

【計画】
性暴力に関する啓発事業の実
施

【計画】
性暴力防止のための啓発事
業の実施

【実績】
パープルキャンペ－ン（11月12
日～25日）
・講演会「男性の立場からセク
シュアルハラスメントを考える」
(11月10日，35人)
　京都産業大学局員教授　伊藤
公雄
・上映会「Girl Rising～私が決め
る私の未来」(47人)
・知的しょうがいじのためのせい
の健康教育 (12人)
・女性のための護身術(14人)
・性暴力と生きることのリアル
 看護師　山本　潤（6月25日、56
人）
・性暴力その後を生きる
　ＮＰＯ法人レジリエンス代表
中島　幸子（3月1日、64人）
･ジャーナル「相談室だより」で
開催記事を掲載するとともに、
「パープルキャンペーン」期間中
の事業を紹介

【実績】

【活動指標・当初値】
・女性に対する暴力をなくすキャ
ンペーン講演会「漂流少女に関
わって」（３５人）
・理論と実践ワーク「女性のため
の護身術2016」（14人）
・性暴力防止啓発講座「性暴力
差倍バーからのメッセージ『立ち
上がる選択』」（42人）
・ジャーナル12月号で性暴力被
害者支援体制の紹介
（28年度実施）

【課題･今後の方向性】
DV、性暴力、ストーカー行為、
セクシュアル・ハラスメント等の
女性に対する暴力について、正
しい理解と暴力を容認しない意
識の浸透

【課題･今後の方向性】

【計画】
校区コミュニティ組織に対するま
ちづくりの出前講座の中で、セ
クハラ防止の啓発を行う。また、
校区コミュニティ組織へ出前講
座の企画を働きかける。

【計画】
校区コミュニティ組織へ出前
講座の企画を働きかけるとと
もに、出前講座や校区等で
のまちづくり研修の中で、セ
クハラ防止の啓発を行う。

【実績】
まち連や校区等での研修およ
び出前講座での啓発
9回（469名）

【実績】

【活動指標・当初値】
まちづくり連絡協議会や校区コ
ミュニティ組織での研修会の開
催回数
　　18回（27年度）

【課題･今後の方向性】
校区の役員は毎年変わるため、
引き続きあらゆる機会を活用し
て啓発に努める。

【課題･今後の方向性】

【計画】
・企業向けセミナー1回開催
・商工労働ニュース4回発行

【計画】
・企業向けセミナーを県と共
催で開催
・商工労働ニュース４回発行

【実績】
・企業向けのハラスメント防止セ
ミナーを県と共催で2回開催し
た。
参加者①10/30、27人（23社）
　　　　 ②2/26、38人（27社）
・商工労働ニュースにハラスメン
ト防止の記事を掲載した。（４
回）
・H29雇用実態調査 セクハラ防
止対策実施事業者の割合
55.3％

【実績】

【活動指標・当初値】
H26雇用実態調査 セクハラ防
止対策実施事業者の割合
51.4％（３年ごとに調査）

【課題･今後の方向性】
・今後も、取り組みを継続し、セ
クハラ・パワハラ等防止の啓発
を行う。

【課題･今後の方向性】

17
性暴力防止の
ための啓発

18

校区コミュニ
ティ組織にお
けるセクシュア
ル・ハラスメント
防止の啓発

（施策３）女性に対するあらゆる暴力の根絶

●性暴力や性の商品化等の防止

セクシュアル・ハラスメント、ス
トーカー行為、人身取引など
の性暴力は、女性に対する重
大な人権侵害であることの認
識を深め、あらゆる性暴力を
許さない社会づくりに向けて
啓発を行う。また、性的サービ
ス及び性的な行為を文章や写
真で表す等の“性の商品化”
について、あらゆる人々に対し
てその防止に向けた啓発を進
める。

【取組内容】
性暴力・性犯罪を許さない社会
を築くため、講座や展示等によ
り情報発信・啓発を行う。
・性暴力防止啓発講座
・性暴力被害者支援講座
・女性に対する暴力をなくすキャ
ンペーン期間での講演、展示
・新聞等からの性暴力に関する
情報を切抜き、センターに掲示
・広報誌「男女平等推進セン
タージャーナル」での性暴力に
関する記事の掲載

【取組内容】
・「まちづくり活動の手引き」を活
用して、各校区の役員等を対象
に、男女共同参画の推進やセク
シュアル・ハラスメント防止の研
修会を行う。
・校区コミュニティ組織へ出前講
座の企画を働きかける。

「まちづくり活動の手引き」を活
用して、地域コミュニティにお
ける男女がともに担うまちづく
りの重要性の理解を図る。
あわせて、所管課と協力しな
がら各校区の役員を対象とし
た男女共同参画の推進やセク
シュアル・ハラスメントの防止
に関する出前講座の企画など
を校区コミュニティ組織の事務
局に働きかける。

1,576

1,165 1,903
男女平等推進
センター

- -
地域コミュニ
ティ課

19

労働の場にお
けるセクシュア
ル・ハラスメント
防止の啓発

企業や労働者を対象にしたセ
クシュアル・ハラスメント、パ
ワー・ハラスメント、マタニティ・
ハラスメント防止セミナーの開
催やパンフレットの配布、商工
労働ニュースへの記事の掲載
等を行う。

【取組内容】
・セクハラ・パワハラ等防止を図
るため、企業向けセミナーを開
催、また、商工労働ニュースに
セクハラ・パワハラ・マタハラなど
のハラスメント防止の記事を掲
載する

1,392 労政課

久留米市男女共同参画行動計画推進状況施策の方向Ⅰ　人権尊重のための男女平等の意識づくり

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

（施策３）女性に対するあらゆる暴力の根絶

【計画】
SC通信に掲載し、犯罪防止に
努める。
配信予定：66団体957名

【計画】
地域と連携し防犯活動の活
性化を図るとともに、キャン
ペーンや出前講座を活用
し、犯罪発生状況や未然予
防などの情報提供に努める

【実績】
各校区で青パトによる防犯パト
ロールが活発化し、体感治安の
向上に寄与している。ＳＣ通信
では特殊サギ・女性への暴力を
年３回掲載

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
犯罪弱者（高齢者や女性など犯
罪の被害に遭いやすい方）への
タイムリーな情報発信・啓発の
実施

【課題･今後の方向性】

【計画】 【計画】

【実績】 【実績】

【活動指標・当初値】 【課題･今後の方向性】 【課題･今後の方向性】

【計画】
・相談員の任命
・新任相談員への研修実施
・管理職研修等での事例紹介
・相談員の配置に関する周知に
ついて、非常勤職員等の任用
時に説明
・多様な相談に対応できる相談
体制の充実

【計画】
・相談員の任命
・新任相談員への研修実施
・管理職研修等での事例紹
介
・相談員の配置に関する周
知について、非常勤職員等
の任用時に説明
・多様な相談に対応できる相
談体制の充実

【実績】
・63名の相談員を任命するととも
に新任者への研修実施した。ま
た、部間会議や各研修を通じて
相談体制の周知やセクシュア
ル・ハラスメントの未然防止に努
めた。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
・引き続き、セクシュアル・ハラス
メントの未然防止に向けた取組
みを進める。

【課題･今後の方向性】

【計画】
女性が抱える問題解決のため
総合相談、性暴力相談、法律相
談の実施

【計画】
女性が抱える問題解決のた
め総合相談、性暴力相談、
法律相談の実施

【実績】
総合相談件数が3,709件、法律
相談を合わせると3,714件と、近
年、高い数値で推移。
ＤＶ相談は、緊急を要するケー
スや内容が複雑・深刻化してい
るケースが多く、裁判所等他機
関への同行支援や関係機関・
団体との個別のケース会議を実
施。被害者に寄り添いながら支
援を行った。相談員の資質や技
術向上を図るために、スーパー
ビジョンや外部機関への実践的
研修の実施、外部研修等を行っ
た。

【実績】

【活動指標・当初値】
27年度相談件数
　　総合相談4,460件
　　　（うちＤＶ相談1,303件）
　　法律相談　107件

【課題･今後の方向性】
・複雑・深刻・多様化する相談に
対して、関係部局や機関との連
携強化
・相談窓口の周知

【課題･今後の方向性】

-

【取組内容】
・大規模集客施設や駅などの犯
罪多発地域に街頭防犯カメラを
設置することで、安心感の向上
や犯罪の抑止力を高める。
・自身できる性犯罪防止の取り
組みについてセーフコミュニティ
通信に掲載し、犯罪の未然防止
に努める。

セクシュアル・ハラスメントの未
然防止に向けた周知徹底と、
利用しやすい相談員制度など
の整備に取り組む。

セーフコミュニティの重点取り
組みである街頭防犯カメラの
設置や防犯灯の設置補助と
いった防犯に関する環境整備
を行う。また、性犯罪等の発生
状況や防犯に関する情報を市
広報紙やセーフコミュニティ通
信を通じて提供する。

様々な問題を抱える女性から
の相談を受け、関係機関と連
携しながら解決に向けた支援
を行う。
・男女平等推進センター相談
の充実
・市民相談における女性相談
の充実
・婦人相談事業の充実

相談･支援体
制の充実

安全安心推進
課

-

【取組内容】
セクシュアル・ハラスメントの未
然防止に向けた取組みと、相談
体制の整備を図る。
・各部局や各施設に相談員を配
置
・相談員に研修等を実施し、ス
キルアップを図る
・職員任用時に防止体制や相
談体制の周知を徹底
・全庁メールや部間会議等によ
り防止・相談体制の周知を図る

男女平等推進
センター

全庁
（別冊管理）

- - 人事厚生課

-

●相談・支援体制の充実

21
ドメスティック・
バイオレンス対
策の充実

DV対策基本計画（別冊）に基
づき、啓発を含め、被害者へ
の切れ目のない支援に全庁で
取り組む。

【取組内容】

22

市職員セク
シュアル・ハラ
スメント相談体
制の充実

-23

【取組内容】
・女性が抱える問題解決のた
め、下記の相談事業（電話･面
接）を実施
　総合相談、性暴力相談、法律
相談（女性弁護士による面接の
み）
・庁内外との関係機関・団体との
個別のケース会議やネットワー
ク会議を実施し連携強化を図
る。
・スーパービジョンの実施、他機
関での研修会への参加により、
相談員の資質やスキルの向上
を図る

20
防犯に関する
環境整備や情
報の提供
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久留米市男女共同参画行動計画推進状況施策の方向Ⅰ　人権尊重のための男女平等の意識づくり

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

（施策３）女性に対するあらゆる暴力の根絶

【計画】
SC通信に掲載し、犯罪防止に
努める。
配信予定：66団体957名

【計画】
地域と連携し防犯活動の活
性化を図るとともに、キャン
ペーンや出前講座を活用
し、犯罪発生状況や未然予
防などの情報提供に努める

【実績】
各校区で青パトによる防犯パト
ロールが活発化し、体感治安の
向上に寄与している。ＳＣ通信
では特殊サギ・女性への暴力を
年３回掲載

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
犯罪弱者（高齢者や女性など犯
罪の被害に遭いやすい方）への
タイムリーな情報発信・啓発の
実施

【課題･今後の方向性】

【計画】 【計画】

【実績】 【実績】

【活動指標・当初値】 【課題･今後の方向性】 【課題･今後の方向性】

【計画】
・相談員の任命
・新任相談員への研修実施
・管理職研修等での事例紹介
・相談員の配置に関する周知に
ついて、非常勤職員等の任用
時に説明
・多様な相談に対応できる相談
体制の充実

【計画】
・相談員の任命
・新任相談員への研修実施
・管理職研修等での事例紹
介
・相談員の配置に関する周
知について、非常勤職員等
の任用時に説明
・多様な相談に対応できる相
談体制の充実

【実績】
・63名の相談員を任命するととも
に新任者への研修実施した。ま
た、部間会議や各研修を通じて
相談体制の周知やセクシュア
ル・ハラスメントの未然防止に努
めた。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
・引き続き、セクシュアル・ハラス
メントの未然防止に向けた取組
みを進める。

【課題･今後の方向性】

【計画】
女性が抱える問題解決のため
総合相談、性暴力相談、法律相
談の実施

【計画】
女性が抱える問題解決のた
め総合相談、性暴力相談、
法律相談の実施

【実績】
総合相談件数が3,709件、法律
相談を合わせると3,714件と、近
年、高い数値で推移。
ＤＶ相談は、緊急を要するケー
スや内容が複雑・深刻化してい
るケースが多く、裁判所等他機
関への同行支援や関係機関・
団体との個別のケース会議を実
施。被害者に寄り添いながら支
援を行った。相談員の資質や技
術向上を図るために、スーパー
ビジョンや外部機関への実践的
研修の実施、外部研修等を行っ
た。

【実績】

【活動指標・当初値】
27年度相談件数
　　総合相談4,460件
　　　（うちＤＶ相談1,303件）
　　法律相談　107件

【課題･今後の方向性】
・複雑・深刻・多様化する相談に
対して、関係部局や機関との連
携強化
・相談窓口の周知

【課題･今後の方向性】

-

【取組内容】
・大規模集客施設や駅などの犯
罪多発地域に街頭防犯カメラを
設置することで、安心感の向上
や犯罪の抑止力を高める。
・自身できる性犯罪防止の取り
組みについてセーフコミュニティ
通信に掲載し、犯罪の未然防止
に努める。

セクシュアル・ハラスメントの未
然防止に向けた周知徹底と、
利用しやすい相談員制度など
の整備に取り組む。

セーフコミュニティの重点取り
組みである街頭防犯カメラの
設置や防犯灯の設置補助と
いった防犯に関する環境整備
を行う。また、性犯罪等の発生
状況や防犯に関する情報を市
広報紙やセーフコミュニティ通
信を通じて提供する。

様々な問題を抱える女性から
の相談を受け、関係機関と連
携しながら解決に向けた支援
を行う。
・男女平等推進センター相談
の充実
・市民相談における女性相談
の充実
・婦人相談事業の充実

相談･支援体
制の充実

安全安心推進
課

-

【取組内容】
セクシュアル・ハラスメントの未
然防止に向けた取組みと、相談
体制の整備を図る。
・各部局や各施設に相談員を配
置
・相談員に研修等を実施し、ス
キルアップを図る
・職員任用時に防止体制や相
談体制の周知を徹底
・全庁メールや部間会議等によ
り防止・相談体制の周知を図る

男女平等推進
センター

全庁
（別冊管理）

- - 人事厚生課

-

●相談・支援体制の充実

21
ドメスティック・
バイオレンス対
策の充実

DV対策基本計画（別冊）に基
づき、啓発を含め、被害者へ
の切れ目のない支援に全庁で
取り組む。

【取組内容】

22

市職員セク
シュアル・ハラ
スメント相談体
制の充実

-23

【取組内容】
・女性が抱える問題解決のた
め、下記の相談事業（電話･面
接）を実施
　総合相談、性暴力相談、法律
相談（女性弁護士による面接の
み）
・庁内外との関係機関・団体との
個別のケース会議やネットワー
ク会議を実施し連携強化を図
る。
・スーパービジョンの実施、他機
関での研修会への参加により、
相談員の資質やスキルの向上
を図る

20
防犯に関する
環境整備や情
報の提供
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久留米市男女共同参画行動計画推進状況施策の方向Ⅰ　人権尊重のための男女平等の意識づくり

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

（施策３）女性に対するあらゆる暴力の根絶

【計画】
研修会への参加

【計画】
引き続き研修会等へ参加
し、相談対応能力の向上を
図る。

【実績】
ネットワーク会議および男女セ
ンターが主催する研修会等に参
加し、情報収集や相談員の資
質向上に努めた。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
研修会等への積極的参加

【課題･今後の方向性】

【計画】
・関係部局、機関との更なる連
携強化を図る

【計画】
・関係部局、機関との更なる
連携強化を図る

【実績】
・婦人相談1,125件
　（うちＤＶ　692件）

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
・関係機関との連携強化

【課題･今後の方向性】

【計画】
・性暴力被害者支援連携会議
の開催
・必要に応じた同行支援
・関係機関・団体への研修等実
施
・相談員の技術向上のための研
修参加

【計画】
・性暴力被害者支援連携会
議の開催
・必要に応じた同行支援
・関係機関・団体への研修
等実施
・相談員の技術向上のため
の研修参加

【実績】
性暴力相談は149件51人、うち
急性期相談件数20件10人。
・必要に応じた警察や医療機関
等への同行支援実施
・性暴力被害者支援連携会議
の開催（1月21日）

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
・複雑・多様化する相談への対
応
・相談体制の充実
・相談窓口の周知

【課題･今後の方向性】

【計画】
・定例校長会、学校訪問時にお
ける指導助言
・ハラスメント相談員研修の実施

【計画】
・定例校長会、学校訪問時
における指導助言
・ハラスメント相談員研修の
実施

【実績】
定例校長会時の指導助言
ハラスメント相談員研修：
6月15日実施

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
市教委相談員及び各学校の校
内相談員のスキルアップを図る
必要がある。

【課題･今後の方向性】

【取組内容】
・性暴力被害者支援体制の構
成団体からなる連携会議の開
催
・相談ネットワーク会議において
性暴力に関する情報提供
・ワンストップ共通シートを活用
し、被害直後からの支援強化
・性暴力被害者支援カードを産
婦人科・警察等効果的な場所
に設置し、相談体制の整備を図
る

【取組内容】
研修等に積極的に参加すること
により男女平等問題に関する知
識の習得に努め、女性相談者
からの相談に適切な対応ができ
るよう、相談能力の向上を図る。

男女平等推進
センター

- -
◎
24

性暴力被害者
支援体制の充
実

被害直後からの性暴力被害
者を総合的に支援するため、
関係機関・団体と連携して、支
援体制の充実を図る。

【取組内容】
DVや離婚問題等女性からの
様々な相談に対し、必要に応じ
関係部局や機関と連携し支援を
行う。

193 420
家庭子ども相
談課

- 広聴・相談課

教職員課

23
相談･支援体
制の充実

様々な問題を抱える女性から
の相談を受け、関係機関と連
携しながら解決に向けた支援
を行う。
　・男女平等推進センター相
談の充実
　・市民相談における女性相
談の充実
　・婦人相談事業の充実

-

25

学校内におけ
るハラスメント
防止体制の充
実

各学校のハラスメント防止体制
に対する指導・助言を行うとと
もに各学校及び市教育委員
会に配置しているハラスメント
相談員への効果的な研修を
行いハラスメント防止のための
取り組みの充実を図る。

【取組内容】
学校内におけるハラスメント防止
体制の充実を図るため、各学校
への指導助言及びハラスメント
相談員研修を実施。

- -
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あらゆる分野における女性の活躍の推進

　◎は第３次男女共同参画行動計画第２期実施計画における新規事業（№51、54、56は一部新規）

◎

市職員のワーク・ライフ・バランスの推進

ファミリー・サポート・センター事業の充実

保育所待機児童の解消

◎

54◎

地域活動での男女共同参画の促進

ワーク・ライフ・バランスに関する農業者への啓発の充実

52

53

仕事と家庭の両立支援のための企業等への啓発及び支援の充実

ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた意識啓発【再掲】

非正規労働者に対する権利の周知や理解の促進

45

農業分野における男女共同参画施策の推進

商工自営業者に対する男女共同参画社会の意義の周知・啓発

女性活躍促進事業の実施（地域における女性人材等の育成）【再掲】

56

51

多様な保育サービスの提供

学童保育所の充実

55

施
策
５

女性活躍推進事業の実施（起業支援セミナーの実施）【再掲】

女性の起業を促進するための環境整備の実施

39

競争入札参加登録事業者に対する男女共同参画の意義の周知・啓発

活躍に関する支援

50

47

48

女性教員の管理職等への任用機会の確保

女性活躍推進事業の実施（女性のための就業支援講座の実施）【再掲】

37

農業委員への女性の参画促進

33

男女平等に関する人材リストの整備・活用

女性活躍推進事業の実施（女性人材等の育成）

審議会等への女性の登用促進

市補助金交付団体の男女共同参画促進

28

商工自営業等の関係団体に対する方針決定の場への女性の参画促進の啓発

女性認定農業者の増加促進と家族経営協定の促進

31

公共調達にかかる登録事業者等の女性の活躍推進等に関する取り組み状況調査の実施

事業所及び労働者に対する男女雇用機会均等法等の啓発や女性の

市女性職員の役職者等への登用促進

30

33

女性のチャレンジ支援のための情報提供34

32

◎ 33

環境保全活動への男女共同参画促進

7

家庭・地域にお
ける男女共同参
画の促進

男性の家庭、地域への参画促進

◎

施
策
４ 46

◎

38

29

41

防災活動における女性参画の推進

43

44

42

男性の生活的自立のための講座の実施

49

施策の方向Ⅱ

◎

農業・商工自営
業における男女
共同参画の促
進

施
策
３

26

40

政策・方針決定
過程への女性
の参画の促進

27

33

35

施
策
２

◎

ワーク・ライフ・
バランスの実現

36

社会教育指導者養成事業の実施（女性リーダーの育成）

予算額及び決算額
　男女共同参画に限定した事業費である（単位：千円）
　○他の施策の中で実施したもので、男女共同参画部分のみの算出が可能な場合は
　　その額とし、算出が困難なものについては、「－」とする
　○事業を実施していない場合は、「－」とする

Ⅱ
　
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
け
る
女
性
の
活
躍
の
推
進

雇用の分野に
おける男女共同
参画の促進

◎

プレパパママ教室の実施

◎

施
策
1

施 策施策の方向 具体的事業
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久留米市男女共同参画行動計画推進状況

施策の方向Ⅱ　あらゆる分野における女性の活躍の推進

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

審議会等の数
目標を達成した審議
会等数

【活動指標】
委員の男女の割合が、いずれ
の性も40%以上

審議会等の数
目標を達成した審議
会等数

【活動指標】
委員の男女の割合が、いずれ
の性も40%以上

審議会等の数
目標を達成した審議
会等数

【活動指標】
委員の男女の割合が、いずれ
の性も40%以上

審議会等の数
目標を達成した審議
会等数

【活動指標】
委員の男女の割合が、いずれ
の性も40%以上

審議会等の数
目標を達成した審議
会等数

【活動指標】
委員の男女の割合が、いずれ
の性も40%以上

審議会等の数
目標を達成した審議
会等数

【活動指標】
委員の男女の割合が、いずれ
の性も40%以上

審議会等の数
目標を達成した審議
会等数

【活動指標】
委員の男女の割合が、いずれ
の性も40%以上

審議会等の数
目標を達成した審議
会等数

【活動指標】
委員の男女の割合が、いずれ
の性も40%以上

26
審議会等への
女性の登用促
進

全ての審議会等委員の男女
の割合がほぼ同数となるよう
に、改選時に推薦団体への
委員の選出や登用の働きか
けなどの取り組みを行う。

全庁
（農政部）

3 2

【取組内容】
審議会等委員の委員の男女の
割合を、いずれも40%以上とな
る、団体等への委員就任依頼
時に主旨説明をするなど働きか
けを行う。 - -

全庁
（健康福祉部）

20 19

【取組内容】
審議会等委員の委員の男女の
割合を、いずれも40%以上とな
る、団体等への委員就任依頼
時に主旨説明をするなど働きか
けを行う。 - -

4 4

-

全庁
（子ども未来
部）

-
全庁
（環境部）

8 8

全庁
（市民文化部）

12 11

【取組内容】
審議会等委員の委員の男女の
割合を、いずれも40%以上とな
る、団体等への委員就任依頼
時に主旨説明をするなど働きか
けを行う。 - -

【計画】
引き続き、委員の性別の割
合が、男女とも40％以上とな
るように努める。

【取組内容】
審議会等委員の委員の男女の
割合を、いずれも40%以上とな
る、団体等への委員就任依頼
時に主旨説明をするなど働きか
けを行う。

-

7

【取組内容】
審議会等委員の委員の男女の
割合を、いずれも40%以上とな
る、団体等への委員就任依頼
時に主旨説明をするなど働きか
けを行う。 - -

【計画】
委員の性別の割合が、それ
ぞれ半数となるように努め
る。

-

【取組内容】
審議会等委員の委員の男女の
割合を、いずれも40%以上とな
る、団体等への委員就任依頼
時に主旨説明をするなど働きか
けを行う。

-
全庁
（総合政策部）

2 2

-

【計画】
引き続き、委員の性別の割
合が、男女とも40％以上とな
るように努める。

全庁
（総務部）

12

【計画】
引き続き、委員の性別の割
合が、男女とも40％以上とな
るように努める。

【取組内容】
審議会等委員の委員の男女の
割合を、いずれも40%以上とな
る、団体等への委員就任依頼
時に主旨説明をするなど働きか
けを行う。

【計画】
就任や改選が必要な団体
等へ働きかけを行う。

-

6

（施策１）政策・方針決定過程への女性の参画の促進

-

平成３０年度

●あらゆる分野における女性の登用の促進

5

【取組内容】
審議会等委員の委員の男女の
割合を、いずれも40%以上とな
る、団体等への委員就任依頼
時に主旨説明をするなど働きか
けを行う。 全庁

（協働推進部）

【計画】
引き続き、委員の性別の割
合が、男女とも40％以上とな
るように努める。

【計画】
引き続き、委員の性別の割
合が、男女とも40％以上とな
るように努める。

【計画】
引き続き、委員の性別の割
合が、男女とも40％以上とな
るように努める。
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久留米市男女共同参画行動計画推進状況

施策の方向Ⅱ　あらゆる分野における女性の活躍の推進

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

（施策１）政策・方針決定過程への女性の参画の促進

平成３０年度

審議会等の数
目標を達成した審議
会等数

【活動指標】
委員の男女の割合が、いずれ
の性も40%以上

審議会等の数
目標を達成した審議
会等数

【活動指標】
委員の男女の割合が、いずれ
の性も40%以上

審議会等の数
目標を達成した審議
会等数

【活動指標】
委員の男女の割合が、いずれ
の性も40%以上

審議会等の数
目標を達成した審議
会等数

【活動指標】
委員の男女の割合が、いずれ
の性も40%以上

審議会等の数
目標を達成した審議
会等数

【活動指標】
委員の男女の割合が、いずれ
の性も40%以上

審議会等の数
目標を達成した審議
会等数

【活動指標】
委員の男女の割合が、いずれ
の性も40%以上

審議会等の数
目標を達成した審議
会等数

【活動指標】
委員の男女の割合が、いずれ
の性も40%以上

審議会等の数
目標を達成した審議
会等数

【活動指標】
委員の男女の割合が、いずれ
の性も40%以上

全ての審議会等委員の男女
の割合がほぼ同数となるよう
に、改選時に推薦団体への
委員の選出や登用の働きか
けなどの取り組みを行う。

審議会等への
女性の登用促
進

26

【計画】
引き続き、委員の性別の割
合が、男女とも40％以上とな
るように努める。

【取組内容】
審議会等委員の委員の男女の
割合を、いずれも40%以上とな
る、団体等への委員就任依頼
時に主旨説明をするなど働きか
けを行う。 -

全庁
（教育部）

【取組内容】
審議会等委員の委員の男女の
割合を、いずれも40%以上とな
る、団体等への委員就任依頼
時に主旨説明をするなど働きか
けを行う。 -

1

-
全庁
（上下水道部）

該当なし

【取組内容】
審議会等委員の委員の男女の
割合を、いずれも40%以上とな
る、団体等への委員就任依頼
時に主旨説明をするなど働きか
けを行う。

全庁
（城島総合支
所）

-

6

-

-

-

-

全庁
（三潴総合支
所）

【取組内容】
審議会等委員の委員の男女の
割合を、いずれも40%以上とな
る、団体等への委員就任依頼
時に主旨説明をするなど働きか
けを行う。 - -

【取組内容】
審議会等委員の委員の男女の
割合を、いずれも40%以上とな
る、団体等への委員就任依頼
時に主旨説明をするなど働きか
けを行う。 -

3 3

全庁
（商工観光労
働部）

4 4

【取組内容】
審議会等委員の委員の男女の
割合を、いずれも40%以上とな
る、団体等への委員就任依頼
時に主旨説明をするなど働きか
けを行う。 -

【取組内容】
審議会等委員の委員の男女の
割合を、いずれも40%以上とな
る、団体等への委員就任依頼
時に主旨説明をするなど働きか
けを行う。

14

【取組内容】
審議会等委員の委員の男女の
割合を、いずれも40%以上とな
る、団体等への委員就任依頼
時に主旨説明をするなど働きか
けを行う。

全庁
（都市建設部）

- -

-

1

9

1 1

-

【計画】
引き続き、委員の性別の割
合が、男女とも40％以上とな
るように努める。

【計画】
引き続き、委員の性別の割
合が、男女とも40％以上とな
るように努める。

2

【計画】
引き続き、委員の性別の割
合が、男女とも40％以上とな
るように努める。

全庁
（北野総合支
所）

-

全庁
（田主丸総合
支所）

6

2

【計画】
引き続き、委員の性別の割
合が、男女とも40％以上とな
るように努める。

【計画】
引き続き、委員の性別の割
合が、男女とも40％以上とな
るように努める。

【計画】
引き続き、委員の性別の割
合が、男女とも40％以上とな
るように努める。

【計画】
引き続き、委員の性別の割
合が、男女とも40％以上とな
るように努める。
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久留米市男女共同参画行動計画推進状況

施策の方向Ⅱ　あらゆる分野における女性の活躍の推進

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

（施策１）政策・方針決定過程への女性の参画の促進

平成３０年度

審議会等の数
目標を達成した審議
会等数

【活動指標】
委員の男女の割合が、いずれ
の性も40%以上

審議会等の数
目標を達成した審議
会等数

【活動指標】
委員の男女の割合が、いずれ
の性も40%以上

【計画】
役職に占める女性の割合を
増やすよう働きかけを行う。

【活動指標】
実施

【活動指標】
実施

【活動指標】
実施

【活動指標】
実施

【活動指標】
実施

【取組内容】
・役員等について、男女共同参
画の必要性を説明し、審議会
等と同様に男女の割合が40％
以上となるように働きかける。
・交付団体に対し、市が行って
いる男女共同参画に関する事
業等の啓発を行う。

-
全庁
（協働推進部）

【課題･今後の方向性】
呼びかけを行っているが、まだ、
女性が少ない団体も多く見られ
る。今後も偏ることのないよう、啓
発を行っていく。

【計画】
補助金活用団体への呼び
かけを継続し、女性の役員
の割合が、４０％となるよう啓
発を行う。また、市が行って
いる男女共同参画に関する
事業の周知を行い、啓発に
つなげていく。

-

【実績】
評価会議や申請の受付の際に、
役員に女性が少なかったり、男
性が少ないときには、呼びかけ
をしている。また、チラシ等作成
の際にも、気をつけるよう呼びか
けを行い、啓発を行っている。

【取組内容】
・役員等について、男女共同参
画の必要性を説明し、審議会
等と同様に男女の割合が40％
以上となるように働きかける。
・交付団体に対し、市が行って
いる男女共同参画に関する事
業等の啓発を行う。

【実績】
・概ね達成できた

【取組内容】
審議会等委員の委員の男女の
割合を、いずれも40%以上とな
る、団体等への委員就任依頼
時に主旨説明をするなど働きか
けを行う。

【課題・今後の方向性】
補助金の交付決定時や打ち合
わせの際に働きかけを行う。

【取組内容】
・役員等について、男女共同参
画の必要性を説明し、審議会
等と同様に男女の割合が40％
以上となるように働きかける。
・交付団体に対し、市が行って
いる男女共同参画に関する事
業等の啓発を行う。

【実績】
・あまり達成できなかった。

- -

全庁
（市民文化部）

【取組内容】
・役員等について、男女共同参
画の必要性を説明し、審議会
等と同様に男女の割合が40％
以上となるように働きかける。
・交付団体に対し、市が行って
いる男女共同参画に関する事
業等の啓発を行う。

【実績】
・概ね達成できた
会議や打ち合わせの場で、女性
職員の登用促進について啓発
を行なった。

【計画】
引き続き女性登用促進に関
する久留米市の方針の説明
をし、理解を求めていく。

-【課題・今後の方向性】
女性役員や管理職が少ない団
体に対して、引き続き働きかけを
行っていく。

-

-

全庁
（総合政策部）

-

全庁
（総務部）

全庁
（選挙管理委
員会事務局）

【課題･今後の方向性】

【計画】
引き続き、委員の性別の割
合が、男女とも40％以上とな
るように努める。

-

【課題・今後の方向性】
所管する両公社の役員は、公社
事業に関係する特定部局の長
を登用しており、女性の登用が
難しい。
そのため、女性の登用について
は、状況を踏まえながら、公社へ
の提案や協議に努めていく。

-

- -
全庁
（農業委員会
事務局）

【取組内容】
・役員等について、男女共同参
画の必要性を説明し、審議会
等と同様に男女の割合が40％
以上となるように働きかける。
・交付団体に対し、市が行って
いる男女共同参画に関する事
業等の啓発を行う。

【実績】
・概ね達成できた。

【計画】
引き続き、交付団体に対し、
市が行っている男女共同参
画に関する事業等の啓発を
行うとともに。役員等につい
ても男女共同参画の必要性
を説明し、審議会等と同様
に男女の割合が40％以上と
なるように働きかける。

【課題・今後の方向性】
４０％未達成団体が存在するた
め、働きかけや事業の啓発を行
う。

全庁
（健康福祉部）

- -

該当なし -

【取組内容】
審議会等委員の委員の男女の
割合を、いずれも40%以上とな
る、団体等への委員就任依頼
時に主旨説明をするなど働きか
けを行う。

【計画】
機会を見て男女共同参画
推進の働きかけを行う

【計画】
引き続き、委員の性別の割
合が、男女とも40％以上とな
るように努める。

該当なし

団体の女性の役職者等の参
画状況等の調査や女性参加
促進の働きかけを行い、男女
共同参画の啓発を図る。特に
市の出資法人における女性
役員や管理職の登用を働き
かける。

市補助金交付
団体の男女共
同参画促進

27

-

審議会等への
女性の登用促
進

全ての審議会等委員の男女
の割合がほぼ同数となるよう
に、改選時に推薦団体への
委員の選出や登用の働きか
けなどの取り組みを行う。

26
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久留米市男女共同参画行動計画推進状況

施策の方向Ⅱ　あらゆる分野における女性の活躍の推進

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

（施策１）政策・方針決定過程への女性の参画の促進

平成３０年度

【活動指標】
実施

【活動指標】
実施

【活動指標】
実施

【活動指標】
実施

【活動指標】
実施

【活動指標】
実施

【活動指標】
実施

団体の女性の役職者等の参
画状況等の調査や女性参加
促進の働きかけを行い、男女
共同参画の啓発を図る。特に
市の出資法人における女性
役員や管理職の登用を働き
かける。

市補助金交付
団体の男女共
同参画促進

27

-

【計画】
　機会をとらえて各団体へ
啓発を行う。

【計画】
女性委員の登用が図られる
よう、事務局と意見交換を行
い、働きかけていく。

【取組内容】
・役員等について、男女共同参
画の必要性を説明し、審議会
等と同様に男女の割合が40％
以上となるように働きかける。
・交付団体に対し、市が行って
いる男女共同参画に関する事
業等の啓発を行う。

【実績】
男女共同参画に関する啓発を
継続するとともに、部主催の男女
平等研修へ１２名の参加を得
た。

【計画】
継続的に必要性を説明し、
理解促進を図る。
部主催の男女共同参画促
進研修への参加を促し、啓
発を図る。

【取組内容】
・役員等について、男女共同参
画の必要性を説明し、審議会
等と同様に男女の割合が40％
以上となるように働きかける。
・交付団体に対し、市が行って
いる男女共同参画に関する事
業等の啓発を行う。

【実績】
・概ね達成できた。

-

-

- -

-

全庁
（農政部）

全庁
（子ども未来
部）

【課題・今後の方向性】
今後も理解を深めてもらえるよ
う、継続的に取り組みを進める。

【計画】
引き続き、各種補助団体の
役職者等の男女の割合が
40％以上となるように努め
る。
また、市が行っている男女
共同参画に関する事業等の
啓発を行う。

全庁
（田主丸総合
支所）

【課題・今後の方向性】
各種補助団体に対し女性参画
促進の働きかけを行った。今後
も引き続き啓発を行う。

全庁
（商工観光労
働部）

【課題・今後の方向性】
引き続き、補助金交付団体等
へ、男女共同参画の必要性を説
明し、男女の割合が40％以上と
なるように働きかける。

全庁
（都市建設部）

【課題・今後の方向性】
４０％未達成

-
全庁
（環境部）

【課題・今後の方向性】
久留米市地区環境衛生連合会
役職に占める女性の割合が約２
割にとどまっている。
今後も継続的に女性登用の働き
かけを行う必要がある。

【計画】
男女共同参画の必要性を
理解してもらえるよう、実行
委員会開催時に働きかけを
行う。

- -

【取組内容】
・役員等について、男女共同参
画の必要性を説明し、審議会
等と同様に男女の割合が40％
以上となるように働きかける。
・交付団体に対し、市が行って
いる男女共同参画に関する事
業等の啓発を行う。

【取組内容】
・役員等について、男女共同参
画の必要性を説明し、審議会
等と同様に男女の割合が40％
以上となるように働きかける。
・交付団体に対し、市が行って
いる男女共同参画に関する事
業等の啓発を行う。

-
全庁
（北野総合支
所）

【課題・今後の方向性】
団体によっては役員選出方法が
決まっている場合もあり難しい
が、理解を深めるため、趣旨・説
明を継続的に行っていく必要が
ある。

-

【実績】
・あまり達成できなかった

【実績】
・概ね達成できた

【計画】
・役員等について、男女共
同参画の必要性を説明し、
審議会等と同様に男女の割
合が40％以上となるように働
きかける。
・交付団体に対し、市が行っ
ている男女共同参画に関す
る事業等の啓発を行う。

【取組内容】
・役員等について、男女共同参
画の必要性を説明し、審議会
等と同様に男女の割合が40％
以上となるように働きかける。
・交付団体に対し、市が行って
いる男女共同参画に関する事
業等の啓発を行う。

【実績】
・概ね達成できた。
所管財団である、（公財）久留米
市都市公園管理センターの理
事、評議員の改選時などにおい
て、女性の登用促進に向け協議
を行った。

【計画】
引き続き、女性登用促進に
繋がるよう協議を行うなど努
めていく。

-

-

【実績】
・概ね達成できた。
　機会をとらえて各団体へ啓発
を行った。

【取組内容】
・役員等について、男女共同参
画の必要性を説明し、審議会
等と同様に男女の割合が40％
以上となるように働きかける。
・交付団体に対し、市が行って
いる男女共同参画に関する事
業等の啓発を行う。

-【課題・今後の方向性】
　継続的に男女共同参画の啓
発を図る。

【実績】
・あまり達成できなかった。

【取組内容】
・役員等について、男女共同参
画の必要性を説明し、審議会
等と同様に男女の割合が40％
以上となるように働きかける。
・交付団体に対し、市が行って
いる男女共同参画に関する事
業等の啓発を行う。
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久留米市男女共同参画行動計画推進状況

施策の方向Ⅱ　あらゆる分野における女性の活躍の推進

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

（施策１）政策・方針決定過程への女性の参画の促進

平成３０年度

【活動指標】
実施

【活動指標】
実施

【活動指標】
実施

【活動指標】
実施

【取組内容】
・役員等について、男女共同参
画の必要性を説明し、審議会
等と同様に男女の割合が40％
以上となるように働きかける。
・交付団体に対し、市が行って
いる男女共同参画に関する事
業等の啓発を行う。

【活動指標】
実施

【活動指標】
実施

27
市補助金交付
団体の男女共
同参画促進

団体の女性の役職者等の参
画状況等の調査や女性参加
促進の働きかけを行い、男女
共同参画の啓発を図る。特に
市の出資法人における女性
役員や管理職の登用を働き
かける。

- -

【課題・今後の方向性】

【取組内容】
・役員等について、男女共同参
画の必要性を説明し、審議会
等と同様に男女の割合が40％
以上となるように働きかける。
・交付団体に対し、市が行って
いる男女共同参画に関する事
業等の啓発を行う。

【計画】
研修への参加やパンフレッ
トの送付等を通して周知を
図る

-
全庁
（選挙管理委
員会事務局）

【課題・今後の方向性】

-
全庁
（城島総合支
所）

-

【実績】
該当なし

【計画】

-

-
全庁
（上下水道部）

-

【計画】

-
全庁
（教育部）

【課題・今後の方向性】
今後も男女平等参画への理解
を深めて貰うために、継続的に
働きかけていく必要がある

【計画】
委員改選時に男女の割合
が40％以上となるよう各団
体への働きかけを行う。

-
全庁
（三潴総合支
所）

【課題・今後の方向性】
男女平等参画への理解を深め
るため、趣旨・説明を継続的に
行っていく必要がある。

【実績】
・概ね達成できた

【計画】
・役員等について、男女共
同参画の必要性を説明し、
審議会等と同様に男女の割
合が40％以上となるように働
きかける。
・交付団体に対し、市が行っ
ている男女共同参画に関す
る事業等の啓発を行う。

-

全庁
（農業委員会
事務局）

【取組内容】
・役員等について、男女共同参
画の必要性を説明し、審議会
等と同様に男女の割合が40％
以上となるように働きかける。
・交付団体に対し、市が行って
いる男女共同参画に関する事
業等の啓発を行う。

-

【課題・今後の方向性】
今後も取り組みの周知を行う

【実績】

・あまり達成できなかった

【計画】
・役員等について、男女共
同参画の必要性を説明し、
審議会等と同様に男女の割
合が40％以上となるように働
きかける。
・交付団体に対し、市が行っ
ている男女共同参画に関す
る事業等の啓発を行う。

【取組内容】
・役員等について、男女共同参
画の必要性を説明し、審議会
等と同様に男女の割合が40％
以上となるように働きかける。
・交付団体に対し、市が行って
いる男女共同参画に関する事
業等の啓発を行う。

【実績】
・あまり達成できなかった。

補助金交付団体　17
女性割合40％達成団体　3

【実績】
該当なし

【取組内容】
・役員等について、男女共同参
画の必要性を説明し、審議会
等と同様に男女の割合が40％
以上となるように働きかける。
・交付団体に対し、市が行って
いる男女共同参画に関する事
業等の啓発を行う。

【取組内容】
・役員等について、男女共同参
画の必要性を説明し、審議会
等と同様に男女の割合が40％
以上となるように働きかける。
・交付団体に対し、市が行って
いる男女共同参画に関する事
業等の啓発を行う。

【課題・今後の方向性】
引き続き、取組内容の実現に努
める。

【実績】
・概ね達成できた
（8月に男女共同参画推進状況
調査を実施）
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久留米市男女共同参画行動計画推進状況

施策の方向Ⅱ　あらゆる分野における女性の活躍の推進

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

（施策１）政策・方針決定過程への女性の参画の促進

平成３０年度

【計画】
・柔軟な人事異動等による
女性職員の積極的な登用
・女性職員の職域拡大
・人事交流等によるロールモ
デル人材の受入れ
・キャリア研修等の実施
等について重点的に取り組
む

【実績】

【活動指標・当初値】
平成32年度までに
・管理職に占める女性職員の
割合を15％以上
・監督職に占める女性職員の
割合を30％以上

【課題･今後の方向性】

【計画】
・文書による働きかけ
・事務局長会議の開催

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】

【計画】
受験対象職員の把握
管理職任用候補者選考試
験の周知

【実績】

【活動指標・当初値】
・管理職試験受験可能女性教
員に占める受験者の割合
9.6%（27年度）

【課題･今後の方向性】

【計画】
女性農業委員及び女性農
地利用最適化推進委員の
登用に向けた啓発活動の実
施

【実績】

【活動指標・当初値】
女性農業委員割合　11.4％
（27年度）

【課題･今後の方向性】

28
市女性職員の
役職者等への
登用促進

女性職員の登用については、
女性活躍推進法により策定が
義務付けられている特定事業
主行動計画と連動し、登用率
などの具体的な数値目標と取
り組み内容を設定する。

【取組内容】
女性職員の職業生活における
活躍を推進するため、女性活
躍推進法や次世代法に基づく
特定事業主行動計画に定めた
取組みを行う
・柔軟な人事異動等による女性
職員の積極的な登用
・女性職員の職域拡大
・人事交流等によるロールモデ
ル人材の受入れ
・女性職員を対象としたキャリア
研修等の実施
・管理職員に対する、女性職員
活用に向けたマネジメント研修
の実施
・庁内プロジェクト等における女
性職員の積極的な参加促進
・ロールモデルとなる女性職員
との交流や意見交換の機会付
与

【計画】
・柔軟な人事異動等による女性
職員の積極的な登用
・女性職員の職域拡大
・人事交流等によるロールモデ
ル人材の受入れ
・女性職員を対象としたキャリア
研修等の実施
等について重点的に取り組む

- - 人事厚生課

【実績】
・人事異動や人事交流等におい
て、女性職員の積極的な登用を
図り、管理職の13.2％、監督職
の28.3％を女性とした。
・人材育成課と連携し、女性職
員を対象にキャリア研修やリー
ダー養成研修を実施した

【課題･今後の方向性】
・引き続き、女性活躍推進法の
趣旨及び特定事業主行動計画
に基づいて、取組みを進める

商工自営業等
の関係団体に
対する方針決
定の場への女
性の参画促進
の啓発

政策・方針決定過程への女
性の参画拡大に向けて、関係
商工団体（久留米商工会議
所、市内の３商工会）に対して
文書等での働きかけや各団
体の事務局との意見交換を
行い、商工自営業者への啓
発を促す。

【取組内容】
文書や事務局長会議等を通
じ、方針決定の場への参画や
役職への女性の積極的登用に
ついて、働きかけを行う。

【計画】
・文書による働きかけ
・事務局長会議の開催

- 商工政策課

【実績】
文書による働きかけ、及び、事務
局長会議の開催時に方針決定
の場への参画や役職への女性
の積極的登用について働きかけ
を行った。
具体的な事例としては、平成30
年9月に久留米市中小商工業融
資委員会（中小商工業者に対す
る融資に関して調査審議し意見
を答申する委員会）の委員の改
選があり、委員15名のうち6名が
女性となり、特に商工団体等か
ら構成する業界団体は委員6名
のうち女性5名に就任いただい
た。

【課題･今後の方向性】
今後も文書や事務局長会議を
通じ働きかけを行う。

教職員課
【実績】
11.0％（30年度）

【課題･今後の方向性】
今後も周知や意欲の醸成を図
り、受験者の拡大に努める

-

31
農業委員への
女性参画促進

女性農業委員推薦の確保に
向け、農業者・農業者団体等
へ対し啓発活動を行う。

【取組内容】
女性農業委員の確保に向け、
農業者や関係団体へ女性農業
委員の必要性について啓発活
動を行う。

【計画】
女性農業委員及び女性農地利
用最適化推進委員の登用に向
けた啓発活動の実施

30

【計画】
・受験対象教員の把握
・管理職任用候補者選考試験の
周知

女性教員の管
理職等への任
用機会の確保

校長会、教頭会、女性教員研
修会、女性管理職研修会等
において、管理職等任用選
考試験における女性受験者
の拡大を図る。

29

【取組内容】
定例校長会や研修等を通じ
て、管理職等任用候補者選考
試験の受験を促す。

-
農業委員会事
務局

【実績】
改選により女性農業委員の割合
が２１％となった。

【課題･今後の方向性】
女性農地利用最適化推進委員
は３％に留まるため、次回改選
時には更なる登用を目指す。

-

--
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久留米市男女共同参画行動計画推進状況

施策の方向Ⅱ　あらゆる分野における女性の活躍の推進

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

（施策１）政策・方針決定過程への女性の参画の促進

平成３０年度

【計画】
31年度も引き続き、人材リス
トの作成を行い、情報提供
できるようにする。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】

【計画】
・女性の人材育成講座の実
施
・女性の経済的自立のため
の事業実施

【実績】

【活動指標・当初値】
政策参画講座5回118人
政策参画講座地域版4回142人
（27年度）

【課題･今後の方向性】

【実績】

【活動指標・当初値】
２回　（27年度）

【課題･今後の方向性】

【計画】
女性の活躍や経済的自立のた
めの事業実施
・女性の人材育成講座の実施

【取組内容】
①男女共同参画の啓発活動を
行う新たな人材を育成するため
の講座の実施
・男女共同参画サポーター養
成講座

②政策や意思決定の場への女
性の参画を促進する為の人材
養成講座の実施(
・女性のための政策参画講座

③女性の経済的自立のための
就業支援講座の実施
・女性の起業支援セミナー
・就業継続支援事業
・就職をめざす女性のためのパ
ソコン入門・基礎講座
・日商ＰＣ３級検定対策講座

-

●女性の登用環境の整備

女性が希望する分野で活躍
することができるように、政策・
方針決定の場をはじめ地域
活動における男女共同参画
を進めるための人材育成や地
域での意識啓発を担うサポー
ターの養成、女性の就職･再
就職や就業継続支援、起業
を目指す女性への支援、若
い世代への男女共同参画に
ついての理解を深めるための
講座等を開催する。

女性活躍促進
事業の実施
（女性人材等
の育成）

◎
33

【課題･今後の方向性】
各部の女性登用に関する相談
の際に情報提供ができるよう、
様々な分野で活躍する女性の
情報を収集する。

【実績】
女性・男性問題の視点をもつ講
師や審議会委員会等の候補者
となるような人材情報を多方面か
ら収集・整備しリスト化している
が、十分な活用にはつながって
いない。

男女平等推進
センター

-
男女平等推進
センター

-

【計画】
広報紙「男女平等推進センタ－
ジャ－ナル」において女性の活
躍事例や男女平等推進関連団
体を紹介
２回

【実績】
政策や意思決定の場への女性
の参画を促進する為の人材養
成講座を実施（延93人）
①防災と復興に向けての男女共
同参画
前公益財団法人せんだい男女
共同参画財団専務理事　斉藤
邦彦(27人)
②③市の管理職を講師に講座
を実施。

北野・城島地域で政策参画講座
（地域版）を実施(延66人）
NPO法人福岡ジェンダー研究所
倉富　史枝

・女性の起業支援セミナー(延72
人)
・就業継続支援事業(31人)
・女性のまちづくり参画講座(延
137人)

【課題･今後の方向性】
女性人材の発掘と育成

【計画】
広報紙「男女平等推進セン
タ－ジャ－ナル」において
女性の活躍事例や男女平
等推進関連団体の紹介
２回

男女平等推進
センター

34
女性のチャレ
ンジ支援のた
めの情報提供

広報紙「男女平等推進センタ
－ジャ－ナル」等において、
起業や社会貢献、ボランティ
ア活動など、女性が活躍して
いる事例を紹介する。

【取組内容】
男女共同参画社会実現のため
の活動を行っている女性や
様々な形で活躍する女性など
を取材し、「男女平等推進セン
タージャーナル」において紹介
する。

【実績】
理工系分野で活躍する女性や
男女共同参画サポーターによる
地域啓発活動の様子などを「男
女平等推進センタージャーナ
ル」において紹介した。

【課題･今後の方向性】
様々な分野のおいて活躍する女
性の情報を収集し、身近な女性
ロールモデルを発掘する。

-
男女平等政策
課

-

2,1921,721

【課題･今後の方向性】
人材リストの管理・運用方法等を
見直し、活用しやすいリストの再
構築を図る。

男女平等に関
する人材リスト
の整備・活用

様々な分野で活躍する女性
や、地域の女性人材の発掘･
情報の収集に努め、人材リス
トの充実を図り、各種委員や
講師等への活用を促進する。

【取組内容】
女性・男性問題の視点をもつ講
師や審議会委員会等の候補者
となるような人材情報を多方面
から収集・整備しリスト化し、公
的機関や地域研修の講師紹介
に活用する。

【計画】
人材リストの整備活用

【計画】
人材リストの整備活用

【実績】
女性委員が少ない審議会の所
管課へ情報提供できるよう、女
性人材リストを作成した。

-

【取組内容】
審議会・委員会等への女性の
登用状況調査の各部回答をリ
スト化し、情報提供を行う。

【計画】
女性人材リストの作成と、必要に
応じた情報提供

32
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久留米市男女共同参画行動計画推進状況

施策の方向Ⅱ　あらゆる分野における女性の活躍の推進

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

【計画】
研修会開催数1回

【計画】
研修会開催数1回

【実績】
研修会を１回開催した。

【実績】

【活動指標・当初値】
研修会等の開催数

【課題･今後の方向性】
引き続き、男女共同参画意識の
向上を図るため、継続して研修
会等を実施する。

【課題･今後の方向性】

【計画】
業務委託及び物品登録事業者
の調査分析

【計画】
報告書の結果を素に、市の
公共調達に係る登録業者か
ら女性活躍が推進できるよう
関係課と具体的手法につい
て検討する。

【実績】
建設工事業者単独と、業務委
託及び物品登録事業者を合わ
せた分析を行い、報告書を作成
した。

＜建設工事業者の結果＞
調査対象：1,161社
回収数：705社（回収率60.7％）
＜全体＞
調査対象：2,793社
回収数：1,834社
　　　　　　（回収率65.7％）

【実績】

【活動指標・当初値】
-

【課題･今後の方向性】
分析を行った後の、施策の反映
について、関係課と具体的に検
討していく。

【課題･今後の方向性】

【計画】
女性の活躍や経済的自立のた
めの事業実施

【計画】
・女性の経済的自立のため
の事業実施

【実績】
・女性の起業支援セミナー(延
72人)
・就業継続支援事業(31人)
・就職・再就職・転職をめざす女
性のためのパソコン講座、簿記
講座実施(延282人)

【実績】

【活動指標・当初値】
7回　延参加者数322 人
（27年度）

【課題･今後の方向性】
女性の経済的自立のための事
業実施

【課題･今後の方向性】

【計画】
・男女雇用機会均等・セクハラ・
パワハラセミナー
・女性活躍推進セミナー、女性
管理職養成講座
・商工労働ニュースへ掲載

【計画】
・男女雇用機会均等・セクハ
ラ・パワハラセミナー
・女性活躍推進セミナー
・福岡県と共催で「働き女子
のキャリアデザインセミナー」
・商工労働ニュースへ掲載

【実績】
・企業向けのハラスメント防止セ
ミナーを県と共催で2回開催し
た。
参加者①10/30、27人（23社）
　　　　 ②2/26、38人（27社）
・女性活躍推進セミナーを企業
向けに開催した。
参加者44人（35社）
・女性リーダー養成講座を女性
従業員向けに開催した。
参加者延べ52人・43社
・商工労働ニュースに雇用優良
事業所の記事を掲載した。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
今後も、事業所及び労働者に
対し情報発信、啓発を行ってい
く。

【課題･今後の方向性】

男女平等推進
センター

719 808

労政課

（施策２）雇用の分野における男女共同参画の促進

●男女の均等な機会と待遇の確保及び女性の活躍促進

◎
36

公共調達にか
かる登録事業
者等の女性の
活躍推進等に
関する取り組
み状況調査の
実施

企業による女性の活躍推進等
に関する取り組み状況につい
て任意の報告を求め、男女共
同参画の意義の周知・啓発を
図るとともに、同意が得られた
企業についてはその内容を公
開する。

【取組内容】
公共調達にかかる登録事業者
等に女性活躍推進に関する取
り組み状況調査を実施し、同意
の下で内容を公開する。

男女平等政策
課

契約課35

226 －

競争入札参加
登録事業者に
対する男女共
同参画の意義
の周知・啓発

国は建設業で働く女性技術
者・技能者の5年以内の倍増
（6％）を目指し、業界団体や
企業に対して、女性採用等に
係る自主的な目標設定や経
営トップの理解を求めていくこ
ととしている。
このような中、本市としても、経
営者の意識改革を促すため
に、業界団体等と協力して、
工事入札参加資格者向けの
男女共同参画に関する情報
提供や研修等を実施してい
く。

【取組内容】
経営者の意識改革を促すため
に、工事入札参加資格者向け
の男女共同参画に関する研修
会等を実施

- -

事業所及び労
働者に対する
男女雇用機会
均等法等の啓
発や女性の活
躍に関する支
援

事業所及び労働者に対する
男女雇用機会均等法、労働
基準法等の労働関係法令や
母性保護に関する知識、女性
活躍推進法などに関するセミ
ナーの開催、女性活躍に関す
る事業等を行う。
なお、これらは事業所訪問や
商工労働ニュース、雇用優良
事業所表彰などを通じて情報
発信、啓発を行い、企業にお
ける好事例などの「見える化」
の促進に取り組む。

【取組内容】
男女雇用機会均等・セクハラ・
パワハラ防止や女性活躍の推
進を図るため、企業向けセミ
ナーや女性管理職養成講座等
を行う。また、商工労働ニュース
や企業訪問を通じて、情報発
信、啓発を行う。

2,455 2,022

◎
33

女性活躍促進
事業の実施
（女性のため
の就業支援講
座の実施）
【再掲】

女性が希望する分野で活躍
することができるように、政策・
方針決定の場をはじめ地域活
動における男女共同参画を進
めるための人材育成や地域で
の意識啓発を担うサポーター
の養成、女性の就職･再就職
や就業継続支援、起業を目指
す女性への支援、若い世代
への男女共同参画について
の理解を深めるための講座等
を開催する。

【取組内容】
女性の経済的自立のための就
業支援講座の実施
・就業継続支援事業
・就職をめざす女性のためのパ
ソコン入門・基礎講座
・日商ＰＣ３級検定対策講座

37
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久留米市男女共同参画行動計画推進状況

施策の方向Ⅱ　あらゆる分野における女性の活躍の推進

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

（施策２）雇用の分野における男女共同参画の促進

【計画】
・ジョブプラザセミナー
・子育て中の人のしごと相談カ
フェセミナー

【計画】
・ジョブプラザと子育て中の
人のしごと相談カフェセミ
ナー

【実績】
・ジョブプラザと子育て中の人の
しごと相談カフェ共通のセミ
ナーを３回実施した。
・セミナーで国や県の労働相談
窓口等の周知を行った。
参加者４０人

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
今後も、国、県等と連携を図り、
労働法などの基礎知識に関す
る情報提供を行っていく。

【課題･今後の方向性】

38

非正規労働者
に対する権利
の周知や理解
促進

パートタイムで働く人など非正
規労働者に対して、年間を通
じた就労相談・支援窓口にお
いて、国、県と連携を図り、労
働法などの基礎知識に関する
情報提供などを行い、権利の
周知や理解促進を図る。

【取組内容】
ジョブプラザや子育て中の人の
しごと相談カフェ事業におい
て、労働法の基礎知識に関す
るセミナーや情報提供を行い、
周知を図る。

6,581 6,643 労政課

久留米市男女共同参画行動計画推進状況

施策の方向Ⅱ　あらゆる分野における女性の活躍の推進

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

【計画】
継続して女性農業者リーダー養
成事業等を実施する。

【計画】
女性農業者リーダー養成事
業等を実施する

【実績】
リーダー育成研修事業・活動支
援事業を実施した。新たに新規
就農女性農業者と県、農業団
体等とのネットワークを構築し
た。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
経営への参画や様々な場面で
活躍する女性農業者を増やす
ことは必要である。今後も、県、
農業団体等と連携しながら、総
合的に事業の推進を図る。

【課題･今後の方向性】

【計画】
女性認定農業者、家族経営協
定申請の促進を図る。
また、協定締結後の履行状況確
認によるフォローアップを行う。

【計画】
女性認定農業者、家族経営
協定申請の促進を図る。
また、協定締結後の履行状
況確認によるフォローアップ
を行う。

【実績】
女性認定農業者、家族経営協
定申請の促進を行った。女性青
年農業者向けの研修で家族経
営協定の勉強会を行った。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
女性認定農業者の割合も、昨
年から0.4％ポイント高くなり
6.3％となった。引き続き、家族
経営協定の推進とあわせて認
定農業者への共同申請の推進
を行う。

【課題･今後の方向性】

【計画】
起業家セミナーの実施
関係機関との協議
女性起業家支援イベント実施

【計画】
起業家セミナーの実施
関係機関との協議
女性起業家支援イベント実
施

【実績】
関係機関と連携し、女性起業家
の学びとマッチングのつどいを
年３回開催（延参加者数54人）

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
市の融資制度を維持・確保し、
起業を促進するための支援事
業を推進する。

【課題･今後の方向性】

【計画】
中小企業診断士を加えるなど内
容を拡充して実施

【計画】
起業に必要な知識習得
起業を目指す女性のネット
ワークづくり

【実績】
起業を目指す女性を対象に、起
業に必要な知識習得を図る企
業支援セミナーを関係機関と連
携し実施した。
・女性の起業支援セミナー
（延参加者数72人）

【実績】

【活動指標・当初値】
女性の起業支援セミナー
参加者　102人（27年度）

【課題･今後の方向性】
・起業に必要な知識習得
・女性起業者の拡大

【課題･今後の方向性】

農政課40

女性認定農業
者の増加促進
と家族経営協
定の推進

計画更新を迎える認定農業者
及び新規認定希望の農業者
に対して、女性認定農業者、
家族経営協定の申請を促進
する。

【取組内容】
計画更新を迎える認定農業者
及び新規認定希望の農業者に
対して、女性認定農業者、家族
経営協定の申請を促進する。
また、協定締結後の状況を踏ま
えた協定見直しの必要性等に
ついて説明を行い、女性が活躍
できる環境を整える。

38 20

●女性農業者の活躍促進

39

農業分野にお
ける男女共同
参画施策の推
進

女性農業者リーダー養成事業
（研修会、意見交換会、視察
等）を実施するなど、女性農業
者の活躍を支援することによ
り、農業における男女共同参
画を推進する。

【取組内容】
女性農業者リーダー養成事業
等を実施し、女性農業者の活躍
を支援することにより、男女共同
参画を推進する。

99 790 農政課

【取組内容】
起業を目指す女性を対象に、起
業に必要な基礎知識の習得や
女性起業家や受講者同士の
ネットワークづくりにつなげるセミ
ナーを関係機関と連携し開催す
る。

500

起業を目指す女性を支援する
ため、関係機関と連携しなが
ら、融資制度の維持・確保や、
起業に関係する情報の提供を
行う。

◎
41

女性の起業を
促進するため
の環境整備の
実施

（施策３）農業･商工自営業における男女共同参画の促進

●商工自営業における女性の活躍促進

808
男女平等推進
センター

【取組内容】
創業支援施設「くるめ創業ロケッ
ト」での女性起業家対象のセミ
ナーを実施。創業支援関係機
関と連携し、融資制度の維持・
確保に努める。

- -
新産業創出支
援課
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久留米市男女共同参画行動計画推進状況

施策の方向Ⅱ　あらゆる分野における女性の活躍の推進

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

【計画】
継続して女性農業者リーダー養
成事業等を実施する。

【計画】
女性農業者リーダー養成事
業等を実施する

【実績】
リーダー育成研修事業・活動支
援事業を実施した。新たに新規
就農女性農業者と県、農業団
体等とのネットワークを構築し
た。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
経営への参画や様々な場面で
活躍する女性農業者を増やす
ことは必要である。今後も、県、
農業団体等と連携しながら、総
合的に事業の推進を図る。

【課題･今後の方向性】

【計画】
女性認定農業者、家族経営協
定申請の促進を図る。
また、協定締結後の履行状況確
認によるフォローアップを行う。

【計画】
女性認定農業者、家族経営
協定申請の促進を図る。
また、協定締結後の履行状
況確認によるフォローアップ
を行う。

【実績】
女性認定農業者、家族経営協
定申請の促進を行った。女性青
年農業者向けの研修で家族経
営協定の勉強会を行った。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
女性認定農業者の割合も、昨
年から0.4％ポイント高くなり
6.3％となった。引き続き、家族
経営協定の推進とあわせて認
定農業者への共同申請の推進
を行う。

【課題･今後の方向性】

【計画】
起業家セミナーの実施
関係機関との協議
女性起業家支援イベント実施

【計画】
起業家セミナーの実施
関係機関との協議
女性起業家支援イベント実
施

【実績】
関係機関と連携し、女性起業家
の学びとマッチングのつどいを
年３回開催（延参加者数54人）

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
市の融資制度を維持・確保し、
起業を促進するための支援事
業を推進する。

【課題･今後の方向性】

【計画】
中小企業診断士を加えるなど内
容を拡充して実施

【計画】
起業に必要な知識習得
起業を目指す女性のネット
ワークづくり

【実績】
起業を目指す女性を対象に、起
業に必要な知識習得を図る企
業支援セミナーを関係機関と連
携し実施した。
・女性の起業支援セミナー
（延参加者数72人）

【実績】

【活動指標・当初値】
女性の起業支援セミナー
参加者　102人（27年度）

【課題･今後の方向性】
・起業に必要な知識習得
・女性起業者の拡大

【課題･今後の方向性】

農政課40

女性認定農業
者の増加促進
と家族経営協
定の推進

計画更新を迎える認定農業者
及び新規認定希望の農業者
に対して、女性認定農業者、
家族経営協定の申請を促進
する。

【取組内容】
計画更新を迎える認定農業者
及び新規認定希望の農業者に
対して、女性認定農業者、家族
経営協定の申請を促進する。
また、協定締結後の状況を踏ま
えた協定見直しの必要性等に
ついて説明を行い、女性が活躍
できる環境を整える。

38 20

●女性農業者の活躍促進

39

農業分野にお
ける男女共同
参画施策の推
進

女性農業者リーダー養成事業
（研修会、意見交換会、視察
等）を実施するなど、女性農業
者の活躍を支援することによ
り、農業における男女共同参
画を推進する。

【取組内容】
女性農業者リーダー養成事業
等を実施し、女性農業者の活躍
を支援することにより、男女共同
参画を推進する。

99 790 農政課

【取組内容】
起業を目指す女性を対象に、起
業に必要な基礎知識の習得や
女性起業家や受講者同士の
ネットワークづくりにつなげるセミ
ナーを関係機関と連携し開催す
る。

500

起業を目指す女性を支援する
ため、関係機関と連携しなが
ら、融資制度の維持・確保や、
起業に関係する情報の提供を
行う。

◎
41

女性の起業を
促進するため
の環境整備の
実施

（施策３）農業･商工自営業における男女共同参画の促進

●商工自営業における女性の活躍促進

808
男女平等推進
センター

【取組内容】
創業支援施設「くるめ創業ロケッ
ト」での女性起業家対象のセミ
ナーを実施。創業支援関係機
関と連携し、融資制度の維持・
確保に努める。

- -
新産業創出支
援課
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久留米市男女共同参画行動計画推進状況

施策の方向Ⅱ　あらゆる分野における女性の活躍の推進

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

（施策３）農業･商工自営業における男女共同参画の促進

【計画】
女性の活躍や経済的自立のた
めの事業実施

【計画】
・女性の経済的自立のため
の事業実施

【実績】
・女性の起業支援セミナー
起業を目指す女性を対象に、起
業に必要な知識習得や起業す
る女性のネットワークづくりを目
指す起業支援セミナーを関係
機関と連携し実施した。
・女性の起業支援セミナー
（延参加者数72人）

【実績】

【活動指標・当初値】
女性の起業支援セミナー
参加者　102人（27年度）

【課題･今後の方向性】
参加者の確保及び女性起業者
の拡大

【課題･今後の方向性】

【計画】
・商工労働ニュース掲載
・商工団体機関誌への掲載依
頼

【計画】
・商工労働ニュース掲載
・商工団体機関誌への掲載
依頼

【実績】
・商工労働ニュース平成３０年度
春号に「男女共同参画社会の
実現を目指して」の記事を掲載
した。
・各商工団体に男女共同参画
社会の実現に向けた取り組みに
ついて理解を求め、地元企業へ
の啓発のため、商工団体機関
誌への掲載依頼を行い、全ての
団体において掲載された。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
今後も、継続した周知啓発活動
を行う。

【課題･今後の方向性】

-

商工政策課42

商工自営業者
に対する男女
共同参画社会
の意義の周
知・啓発

市民意識調査の結果を踏ま
え、商工労働ニュースや、関
係商工団体の発行する機関
誌への掲載をはじめ、久留米
市等の主催する啓発セミナー
への参加を呼びかけることで、
男女共同参画社会の意義に
ついて周知・啓発を行い、商
工自営業者の意識や行動の
改革を促す。

【取組内容】
商工労働ニュースへの掲載、商
工団体の発行する機関誌への
掲載依頼を行い、男女共同参
画社会の意義について周知・啓
発を行う。

- -

◎
33

女性活躍促進
事業の実施
（起業支援セミ
ナーの実施）
【再掲】

女性が希望する分野で活躍
することができるように、政策・
方針決定の場をはじめ地域活
動における男女共同参画を進
めるための人材育成や地域で
の意識啓発を担うサポーター
の養成、女性の就職･再就職
や就業継続支援、起業を目指
す女性への支援、若い世代へ
の男女共同参画についての
理解を深めるための講座等を
開催する。

【取組内容】
女性の経済的自立のため
女性の起業支援セミナーの実
施

-
男女平等推進
センター

久留米市男女共同参画行動計画推進状況

施策の方向Ⅱ　あらゆる分野における女性の活躍の推進

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

【計画】 【計画】

【実績】 【実績】

【活動指標・当初値】 【課題･今後の方向性】 【課題･今後の方向性】

【計画】
事業がある際には、工夫や啓
発を行う

【計画】
事業がある際には、工夫や
啓発を行う

【実績】
該当なし

【実績】

【活動指標・当初値】 【課題･今後の方向性】
引き続き、該当事例があった場
合は工夫・啓発を行う

【課題･今後の方向性】

【計画】
男性が参加しやすいテーマで
の講座開催、啓発

【計画】
男性が参加しやすいテーマ
での講座開催、啓発

【実績】
男性参加者数　2,133人

【実績】

【活動指標・当初値】
男性参加者数　1,182人
　　　　　　　　　　　（27年度）

【課題･今後の方向性】
今後も参加しやすい講座にな
るよう検討していく

【課題･今後の方向性】

【計画】
・料理講座、親子焼き物教室、
工作、クッキング、運動の講座
を実施（生涯学習センター）
・なるほど人権セミナー（8回シ
リーズ）において、土・日実施の
回を計画する。

【計画】
・保護者向け及び親子参加
型の講座を複数実施する
（生涯学習センター）
・なるほど人権セミナー（8回
シリーズ）において、土・日
実施の回を計画する。

【実績】
・5事業延べ12回、287人（生涯
学習センター）
・なるほど人権セミナー（第1
回・6回）を土曜に実施。第1回
365人、第6回　205人参加。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
今後も継続的に実施する

【課題･今後の方向性】

【計画】
プレパパママ教室等の実施

【計画】

【実績】
【H29.10月からこども子育てサ
ポートセンターへ業務移管】

【実績】

【活動指標・当初値】
プレパパママ教室参加者
752人（H27年度）

【課題･今後の方向性】 【課題･今後の方向性】

全庁
（健康福祉部）

【取組内容】
プレパパママ教室の実施等に
より、父親の主体的な育児の関
わりの必要性を啓発する。

- -

【取組内容】
該当なし

- -
全庁
（総務部）

【取組内容】
該当なし

- -
全庁
（総合政策部）

（施策４）家庭･地域における男女共同参画の促進

●男性の家庭生活や地域活動への参画促進

全庁
（協働推進部）

--

男性の家庭、
地域への参画
促進

43

家事、育児、介護等の啓発事
業実施等において男性が参
加しやすいようテーマや時間
帯の工夫及び広報・啓発を行
う。

【取組内容】
・男性が参加しやすい環境づく
り
・男女平等を推進する男性が
多い機関や団体と連携し事業
実施

全庁
（市民文化部）

【取組内容】
講演会や親子参加の体験講座
など、男性･女性ともに参加し
やすいよう土曜日・日曜日に実
施する。

- -
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久留米市男女共同参画行動計画推進状況

施策の方向Ⅱ　あらゆる分野における女性の活躍の推進

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

【計画】 【計画】

【実績】 【実績】

【活動指標・当初値】 【課題･今後の方向性】 【課題･今後の方向性】

【計画】
事業がある際には、工夫や啓
発を行う

【計画】
事業がある際には、工夫や
啓発を行う

【実績】
該当なし

【実績】

【活動指標・当初値】 【課題･今後の方向性】
引き続き、該当事例があった場
合は工夫・啓発を行う

【課題･今後の方向性】

【計画】
男性が参加しやすいテーマで
の講座開催、啓発

【計画】
男性が参加しやすいテーマ
での講座開催、啓発

【実績】
男性参加者数　2,133人

【実績】

【活動指標・当初値】
男性参加者数　1,182人
　　　　　　　　　　　（27年度）

【課題･今後の方向性】
今後も参加しやすい講座にな
るよう検討していく

【課題･今後の方向性】

【計画】
・料理講座、親子焼き物教室、
工作、クッキング、運動の講座
を実施（生涯学習センター）
・なるほど人権セミナー（8回シ
リーズ）において、土・日実施の
回を計画する。

【計画】
・保護者向け及び親子参加
型の講座を複数実施する
（生涯学習センター）
・なるほど人権セミナー（8回
シリーズ）において、土・日
実施の回を計画する。

【実績】
・5事業延べ12回、287人（生涯
学習センター）
・なるほど人権セミナー（第1
回・6回）を土曜に実施。第1回
365人、第6回　205人参加。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
今後も継続的に実施する

【課題･今後の方向性】

【計画】
プレパパママ教室等の実施

【計画】

【実績】
【H29.10月からこども子育てサ
ポートセンターへ業務移管】

【実績】

【活動指標・当初値】
プレパパママ教室参加者
752人（H27年度）

【課題･今後の方向性】 【課題･今後の方向性】

全庁
（健康福祉部）

【取組内容】
プレパパママ教室の実施等に
より、父親の主体的な育児の関
わりの必要性を啓発する。

- -

【取組内容】
該当なし

- -
全庁
（総務部）

【取組内容】
該当なし

- -
全庁
（総合政策部）

（施策４）家庭･地域における男女共同参画の促進

●男性の家庭生活や地域活動への参画促進

全庁
（協働推進部）

--

男性の家庭、
地域への参画
促進

43

家事、育児、介護等の啓発事
業実施等において男性が参
加しやすいようテーマや時間
帯の工夫及び広報・啓発を行
う。

【取組内容】
・男性が参加しやすい環境づく
り
・男女平等を推進する男性が
多い機関や団体と連携し事業
実施

全庁
（市民文化部）

【取組内容】
講演会や親子参加の体験講座
など、男性･女性ともに参加し
やすいよう土曜日・日曜日に実
施する。

- -
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久留米市男女共同参画行動計画推進状況

施策の方向Ⅱ　あらゆる分野における女性の活躍の推進

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

（施策４）家庭･地域における男女共同参画の促進

【計画】
男性向けや男性も参加できる
子育てセミナーを実施する。

【計画】
男性向けや男性が参加しや
すい子育てセミナーを実施
する。

【実績】
子育て支援施設において、親
子参加の催しなどを土日に開
催するなど、男性が参加しやす
いよう設定した。その他親子で
参加できるイベントを開催した。
○子育て交流プラザ
・おはなしなぁに（毎月全12回
（日））
・みんなであそぼう（毎月全12
回（土又は日））
・プレパパ・ママセミナー（全2
回（月））
・子育てセミナー(全9回開催の
うち1回を土曜日に開催）
○児童センター
・親子クッキング（全4回（土））
・親子一輪車教室（全4回
（土））
・サロン学習会（パパと遊ぼう
（日））
○子育て支援センター
・パパママ応援セミナー（全3回
（土））
○信愛つどいの広場（全12回
（土又は日））

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
今後も、子育てに関するセミ
ナーや親子遊びの講座を土日
に開催したり、テーマを父親向
けにするなど、男性が参加しや
すいよう努める。

【課題･今後の方向性】

【計画】
該当なし

【計画】
該当なし

【実績】 【実績】

【活動指標・当初値】 【課題･今後の方向性】 【課題･今後の方向性】

【計画】
・食育の日における啓発メール
・食育関連の講座等の情報提
供

【計画】
・食育の日における啓発
メール
・食育関連の講座等の情報
提供

【実績】
・食育の日における啓発メール
を全職員、各校区まちづくり振
興会、各公立小中学校宛に送
信した。また商工政策課の産
業メールでも周知を行った。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
引き続き、食育の情報提供を
行い、家族揃って食事をとる大
切さについて啓発を行う。

【課題･今後の方向性】

全庁
（環境部）

【取組内容】
毎月19日を「食育の日」として
定め、全職員宛に啓発メール
を送信し、家族揃って食事をと
る大切さについて啓発を行い、
定時の帰宅を促す。

- -
全庁
（農政部）

【取組内容】
子育て交流プラザや児童セン
ター、地域子育て支援センター
等で開催する子育てに関する
セミナーや親子遊びの講座を
土日に開催するなど、男性が
参加しやすいように設定する。
また、男性向けの子育てセミ
ナーを開催する。

-

全庁
（子ども未来
部）

- -

【取組内容】
該当なし

-

43
男性の家庭、
地域への参画
促進

家事、育児、介護等の啓発事
業実施等において男性が参
加しやすいようテーマや時間
帯の工夫及び広報・啓発を行
う。

久留米市男女共同参画行動計画推進状況

施策の方向Ⅱ　あらゆる分野における女性の活躍の推進

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

（施策４）家庭･地域における男女共同参画の促進

【計画】
雇用・就労推進協議会の参加
団体である商工会・経済団体
に取り組み部会を設置していた
だき、勉強会や講演会を実施
してもらう。

【計画】
全ての人が仕事と生活の調
和を大切にしながら、充実し
た生活を送ることができるよ
う「働き方改革」を実現する
ことが求められている。その
ためには、企業に主体的に
考え、取り組んでいただくこ
とが重要である。
そこで、各経済団体におい
て設置いただいた「働き方
改革」取り組み部会にて、
働き方を変革することへの
理解を深めていただく。

【実績】
５経済団体にて働き方改革に
ついての取り組み部会等を設
置し、理解を深めるための取り
組みを実施した。取り組みの主
なテーマは、イクボスの効果・
推進、人材の確保と育成等。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
企業の主体的な取り組みにつ
ながるように、市としてもテーマ
の設定や方法について情報交
換を密にとりながら進めていく
必要がある。

【課題･今後の方向性】

【計画】
現時点では無し。

【計画】
現時点では無し。

【実績】
実績なし

【実績】

【活動指標・当初値】
現時点では無し。

【課題･今後の方向性】
啓発事業を行う際は、男性が
参加しやすくなるような配慮を
行う。

【課題･今後の方向性】

【計画】
田主丸町内全戸チラシ配付
（たぬしまるだより）への掲載。
公共施設へのチラシ設置。

【計画】
田主丸地域全戸チラシ配
付（たぬしまるだより）への
掲載。
公共施設へのチラシ設置。

【実績】
チラシ配布・有線放送の成果
で、料理教室では受講生20名
中3名の男性参加申込みが
あった。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
次年度も実施する。

【課題･今後の方向性】

【計画】
北野地域広報紙（コスモス通
信）への掲載。

【計画】
北野地域広報紙（コスモス
通信）への掲載。

【実績】
講座の内容を男性にも興味を
持ってもらえるよう、広報紙に
載せる際に工夫した。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
男性にも興味を持ってもらえる
ように引き続き工夫していく。

【課題･今後の方向性】

全庁
（田主丸総合
支所）

【取組内容】
生涯学習センター講座の受講
生募集において男性も申込み
しやすいようなチラシの工夫ま
た男性の参加を呼びかける有
線放送を流すなど広報を行う。

-

280

-

全庁
（商工観光労
働部）
※労政課

【取組内容】
現時点での計画はないが、今
後、啓発事業を行う際は、男性
が参加しやすくなるような配慮
を行う。

-

【取組内容】
仕事と子育て両立支援推進セ
ミナーにおいて、イクボスや働
き方改革をテーマにするなど、
男性にも役立つテーマを設定
する。

32

【取組内容】
北野地域広報紙（コスモス通
信）で、積極的に男性対象の
講座や地域イベントなどの広報
を行う。

- -
全庁
（北野総合支
所）

-
全庁
（都市建設部）

家事、育児、介護等の啓発事
業実施等において男性が参
加しやすいようテーマや時間
帯の工夫及び広報・啓発を行
う。

男性の家庭、
地域への参画
促進

43
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久留米市男女共同参画行動計画推進状況

施策の方向Ⅱ　あらゆる分野における女性の活躍の推進

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

（施策４）家庭･地域における男女共同参画の促進

【計画】
雇用・就労推進協議会の参加
団体である商工会・経済団体
に取り組み部会を設置していた
だき、勉強会や講演会を実施
してもらう。

【計画】
全ての人が仕事と生活の調
和を大切にしながら、充実し
た生活を送ることができるよ
う「働き方改革」を実現する
ことが求められている。その
ためには、企業に主体的に
考え、取り組んでいただくこ
とが重要である。
そこで、各経済団体におい
て設置いただいた「働き方
改革」取り組み部会にて、
働き方を変革することへの
理解を深めていただく。

【実績】
５経済団体にて働き方改革に
ついての取り組み部会等を設
置し、理解を深めるための取り
組みを実施した。取り組みの主
なテーマは、イクボスの効果・
推進、人材の確保と育成等。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
企業の主体的な取り組みにつ
ながるように、市としてもテーマ
の設定や方法について情報交
換を密にとりながら進めていく
必要がある。

【課題･今後の方向性】

【計画】
現時点では無し。

【計画】
現時点では無し。

【実績】
実績なし

【実績】

【活動指標・当初値】
現時点では無し。

【課題･今後の方向性】
啓発事業を行う際は、男性が
参加しやすくなるような配慮を
行う。

【課題･今後の方向性】

【計画】
田主丸町内全戸チラシ配付
（たぬしまるだより）への掲載。
公共施設へのチラシ設置。

【計画】
田主丸地域全戸チラシ配
付（たぬしまるだより）への
掲載。
公共施設へのチラシ設置。

【実績】
チラシ配布・有線放送の成果
で、料理教室では受講生20名
中3名の男性参加申込みが
あった。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
次年度も実施する。

【課題･今後の方向性】

【計画】
北野地域広報紙（コスモス通
信）への掲載。

【計画】
北野地域広報紙（コスモス
通信）への掲載。

【実績】
講座の内容を男性にも興味を
持ってもらえるよう、広報紙に
載せる際に工夫した。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
男性にも興味を持ってもらえる
ように引き続き工夫していく。

【課題･今後の方向性】

全庁
（田主丸総合
支所）

【取組内容】
生涯学習センター講座の受講
生募集において男性も申込み
しやすいようなチラシの工夫ま
た男性の参加を呼びかける有
線放送を流すなど広報を行う。

-

280

-

全庁
（商工観光労
働部）
※労政課

【取組内容】
現時点での計画はないが、今
後、啓発事業を行う際は、男性
が参加しやすくなるような配慮
を行う。

-

【取組内容】
仕事と子育て両立支援推進セ
ミナーにおいて、イクボスや働
き方改革をテーマにするなど、
男性にも役立つテーマを設定
する。

32

【取組内容】
北野地域広報紙（コスモス通
信）で、積極的に男性対象の
講座や地域イベントなどの広報
を行う。

- -
全庁
（北野総合支
所）

-
全庁
（都市建設部）

家事、育児、介護等の啓発事
業実施等において男性が参
加しやすいようテーマや時間
帯の工夫及び広報・啓発を行
う。

男性の家庭、
地域への参画
促進

43
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久留米市男女共同参画行動計画推進状況

施策の方向Ⅱ　あらゆる分野における女性の活躍の推進

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

（施策４）家庭･地域における男女共同参画の促進

【計画】
男性対象の講座や地域イベン
トについて、地域広報誌での周
知を行う。

【計画】
地域の男性料理教室等に
参加してもらおうようチラシ・
ポスター等で広く周知を図
る。

【実績】
11/15号の地域広報誌「イン
ガット通信」にて親子対象の料
理教室の講座の周知をおこ
なった。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
引き続き、取組内容の実施に
向けて努める。

【課題･今後の方向性】

【計画】
男性が講座等に参加しやすい
時間、曜日を設定し、三潴生涯
学習センターの案内チラシ等
でテーマに興味を持ってもらえ
るよう工夫していく。

【計画】
昨年度に引き続き男性が講
座等に参加しやすい時間、
曜日を設定し、三潴生涯学
習センターの案内チラシ等
でテーマに興味を持っても
らえるよう工夫していく。

【実績】時間や曜日の設定の配
慮や、講座の内容やチラシを、
男性にも興味を持ってもらえる
ための工夫ができた。

【実績】

【活動指標・当初値】
時間や曜日の設定に配慮し、
講座の内容やチラシについ
て、男性にも興味を持ってもら
えるように引き続き工夫してい
く。

【課題･今後の方向性】時間や
曜日の設定に配慮し、講座の
内容やチラシについて、男性
にも興味を持ってもらえるように
引き続き工夫していく。

【課題･今後の方向性】

【計画】 【計画】
該当なし

【実績】
該当なし

【実績】

【活動指標・当初値】 【課題･今後の方向性】 【課題･今後の方向性】

【計画】
学校行事への男性参加者促進
及び「父親の会」等への取組へ
の助言

【計画】
学校行事への男性参加者
促進及び「父親の会」等へ
の取組への助言

【実績】
各学校において、行事への男
性の参加や協力を促した。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
各学校において男性の行事へ
の参加を推奨する。

【課題･今後の方向性】

【計画】 【計画】

【実績】 【実績】

【活動指標・当初値】 【課題･今後の方向性】 【課題･今後の方向性】

【計画】 【計画】

【実績】 【実績】

【活動指標・当初値】 【課題･今後の方向性】 【課題･今後の方向性】

【計画】
・すこやかマタニティ教室等に
おいて、先輩父親からの講話
を実施していく。

【計画】
・すこやかマタニティ教室等
において、先輩父親からの
講話を実施していく。

【実績】
　・プレパパママ教室の実施
（28回）
・すこやかマタニティ教室にお
いて、先輩父親からの講話を
実施（3回）

【実績】

【活動指標・当初値】
・プレパパママ教室　752人
・すこやかマタニティ教室　37
人
（27年度）

【課題･今後の方向性】
今後も教室により父親の育児
参加の必要性の啓発に努め
る。

【課題･今後の方向性】

全庁
（農業委員会
事務局）

- -
全庁
（城島総合支
所）

全庁
（教育部）

【取組内容】
該当なし

-

【取組内容】
地域の男性料理教室等に参加
してもらおうようチラシ・ポスター
等で広く周知を図る。

全庁
（選挙管理委
員会事務局）

全庁
（上下水道部）

【取組内容】
該当なし

- -

【取組内容】
男性が参加しやすいように学
校行事を土曜や日曜に設定し
たり、運動会などの行事にも男
性が進んで参加できるような競
技の設定を行う。

【取組内容】
該当なし

- -

- -

-

【取組内容】
男性が参加しやすい日時を設
定し、また、チラシ等で積極的
に広報する。

- -

全庁
（三潴総合支
所）

こども子育て
サポートセン
ター

48244
プレパパママ
教室の実施

プレパパママ教室の実施によ
り、父親の主体的な育児への
関わりの必要性を啓発すると
ともに、父親の参加状況を注
視しながら、父親が参加しや
すいメニューの検討を行う。

【取組内容】
教室等において父親の育児参
画の必要性を啓発するととも
に、父親育児団体との協働を
進めることにより、父親の育児
参画に向けた啓発の充実に努
めていく。

473

43

家事、育児、介護等の啓発事
業実施等において男性が参
加しやすいようテーマや時間
帯の工夫及び広報・啓発を行
う。

男性の家庭、
地域への参画
促進

久留米市男女共同参画行動計画推進状況

施策の方向Ⅱ　あらゆる分野における女性の活躍の推進

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

（施策４）家庭･地域における男女共同参画の促進

【計画】
前期、後期に分け、各4回実施
予定。定員各24人。

【計画】
前期、後期に分け、各4回
実施予定。定員各24人。

【実績】
参加者：前期22人、後期21人

【実績】

【活動指標・当初】
定員に対する参加率80％・
（H27）46％

【課題･今後の方向性】
今後も継続して実施する

【課題･今後の方向性】

【計画】
　「男性のための料理教室」を
実施する。

【計画】
　「男性のための料理教室」
を実施する。

12名が参加し、全3回、延べ30
名の参加があった。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
次年度も実施する

【課題･今後の方向性】

【計画】
北野生涯学習センター主催講
座として、「男性向け家事支援
講座」を実施する。

【計画】
北野生涯学習センター主催
講座として、「男性向け家事
支援講座」を実施する。

【実績】
「シェアハッピーカレンダー」講
座を開催。お互いの行動を理
解して、家事を共有することに
ついて考えた。
参加者：22名（10組）

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
料理以外にも家事支援の講座
を企画していく。

【課題･今後の方向性】

【計画】
城島ふれあいセンター主催講
座として、「男女共同参画」を主
眼におく講座を４講座実施す
る。
城島生涯学習センター主催講
座リフレッシュセミナーの9月講
座として、男女平等推進セン
ターの市民サポーターによる男
女共同参画の講座を実施す
る。

【計画】
城島ふれあいセンター主催
講座として、「男女共同参
画」に主眼をおく講座６講座
実施する。
城島生涯学習センター主催
講座リフレッシュセミナーの
9月講座として、男女平等推
進センターの市民サポー
ターによる男女共同参画の
講座を実施する。

【実績】
男女共同参画講座として、エツ
料理教室・味噌作り講座・そば
打ち体験講座の３講座を実施
し、６７名参加。
9月19日開催の男女平等推進
センターの地域版講演会にリフ
レッシュセミナーとして５１名参
加。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
今後もよりいっそう男女平等へ
の理解を深めるため、関係課と
の連携を図り、身近な事柄を題
材に、開催日時や広報を工夫
することにより参加しやすい講
座を企画、実施する。

【課題･今後の方向性】

【計画】
年２回以上、男性の参画を促
進する料理教室等を開催。

【計画】
年２回以上、男性の生活的
自立を促進する料理教室
等を開催する。

【実績】
・平成30年6月29日（金）
第1回男性料理教室　16人
・平成30年10月27日（土）
第2回男性料理教室　16人
・平成31年1月19日（土）
男性掃除教室　10人

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
多くの男性が参加できる仕組
みづくりや、広報についても引
き続き工夫していく必要があ
る。

【課題･今後の方向性】

城島総合支所
文化スポーツ
課

三潴総合支所
文化スポーツ
課

【取組内容】
男性の家庭における生活的自
立を目指し、家事の技術を身
につけ、参画を促進するような
講座を実施する。

【取組内容】
男性の家庭における生活的自
立を目指し、家事の技術を身
につけ、参画を促進するような
講座を実施する。

15

232

【取組内容】
男性の料理講座を日曜日に実
施する。

田主丸総合支
所文化スポー
ツ課

【取組内容】
男性の家庭における生活的自
立を目指し、料理・掃除等家事
の技能を身につけ、参画を促
進するような講座を実施する。

52 30

60

39

35

43

264

男性の家庭における生活的
自立を目指すために、様々な
家事（料理、洗濯、掃除、育
児、介護等）への参画を促進
するような講座(教室）を実施
する。

生涯学習推進
課

【取組内容】
男性の家庭における生活的自
立を目指し、家事の技術を身
につけ、参画を促進するような
講座を実施する。

59

北野総合支所
文化スポーツ
課

45
男性の生活的
自立のための
講座の実施
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久留米市男女共同参画行動計画推進状況

施策の方向Ⅱ　あらゆる分野における女性の活躍の推進

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

（施策４）家庭･地域における男女共同参画の促進

【計画】
前期、後期に分け、各4回実施
予定。定員各24人。

【計画】
前期、後期に分け、各4回
実施予定。定員各24人。

【実績】
参加者：前期22人、後期21人

【実績】

【活動指標・当初】
定員に対する参加率80％・
（H27）46％

【課題･今後の方向性】
今後も継続して実施する

【課題･今後の方向性】

【計画】
　「男性のための料理教室」を
実施する。

【計画】
　「男性のための料理教室」
を実施する。

12名が参加し、全3回、延べ30
名の参加があった。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
次年度も実施する

【課題･今後の方向性】

【計画】
北野生涯学習センター主催講
座として、「男性向け家事支援
講座」を実施する。

【計画】
北野生涯学習センター主催
講座として、「男性向け家事
支援講座」を実施する。

【実績】
「シェアハッピーカレンダー」講
座を開催。お互いの行動を理
解して、家事を共有することに
ついて考えた。
参加者：22名（10組）

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
料理以外にも家事支援の講座
を企画していく。

【課題･今後の方向性】

【計画】
城島ふれあいセンター主催講
座として、「男女共同参画」を主
眼におく講座を４講座実施す
る。
城島生涯学習センター主催講
座リフレッシュセミナーの9月講
座として、男女平等推進セン
ターの市民サポーターによる男
女共同参画の講座を実施す
る。

【計画】
城島ふれあいセンター主催
講座として、「男女共同参
画」に主眼をおく講座６講座
実施する。
城島生涯学習センター主催
講座リフレッシュセミナーの
9月講座として、男女平等推
進センターの市民サポー
ターによる男女共同参画の
講座を実施する。

【実績】
男女共同参画講座として、エツ
料理教室・味噌作り講座・そば
打ち体験講座の３講座を実施
し、６７名参加。
9月19日開催の男女平等推進
センターの地域版講演会にリフ
レッシュセミナーとして５１名参
加。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
今後もよりいっそう男女平等へ
の理解を深めるため、関係課と
の連携を図り、身近な事柄を題
材に、開催日時や広報を工夫
することにより参加しやすい講
座を企画、実施する。

【課題･今後の方向性】

【計画】
年２回以上、男性の参画を促
進する料理教室等を開催。

【計画】
年２回以上、男性の生活的
自立を促進する料理教室
等を開催する。

【実績】
・平成30年6月29日（金）
第1回男性料理教室　16人
・平成30年10月27日（土）
第2回男性料理教室　16人
・平成31年1月19日（土）
男性掃除教室　10人

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
多くの男性が参加できる仕組
みづくりや、広報についても引
き続き工夫していく必要があ
る。

【課題･今後の方向性】

城島総合支所
文化スポーツ
課

三潴総合支所
文化スポーツ
課

【取組内容】
男性の家庭における生活的自
立を目指し、家事の技術を身
につけ、参画を促進するような
講座を実施する。

【取組内容】
男性の家庭における生活的自
立を目指し、家事の技術を身
につけ、参画を促進するような
講座を実施する。

15

232

【取組内容】
男性の料理講座を日曜日に実
施する。

田主丸総合支
所文化スポー
ツ課

【取組内容】
男性の家庭における生活的自
立を目指し、料理・掃除等家事
の技能を身につけ、参画を促
進するような講座を実施する。

52 30

60

39

35

43

264

男性の家庭における生活的
自立を目指すために、様々な
家事（料理、洗濯、掃除、育
児、介護等）への参画を促進
するような講座(教室）を実施
する。

生涯学習推進
課

【取組内容】
男性の家庭における生活的自
立を目指し、家事の技術を身
につけ、参画を促進するような
講座を実施する。

59

北野総合支所
文化スポーツ
課

45
男性の生活的
自立のための
講座の実施
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久留米市男女共同参画行動計画推進状況

施策の方向Ⅱ　あらゆる分野における女性の活躍の推進

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

（施策４）家庭･地域における男女共同参画の促進

【計画】
女性の活躍や経済的自立のた
めの事業実施
・女性の人材育成講座の実施

【計画】
・女性人材の発掘と育成講
座の実施

【実績】
男女共同参画サポーターによ
る地域啓発講座の実施(10箇
所)

北野・城島地域で政策参画講
座（地域版）を実施(延66人）
NPO法人福岡ジェンダー研究
所　倉富　史枝

女性のまちづくり参画講座を実
施（延参加者数137人）

【実績】

【活動指標・当初値】
政策参画講座地域版4回142
人
（27年度）

【課題･今後の方向性】
女性人材の発掘と育成講座の
実施

【課題･今後の方向性】

【計画】
「まちづくりネットワーク講座」を
実施する中で、男女平等問題
について学習できるように工夫
する。
男女平等問題に特化した内容
での講座設定を検討する。

【計画】
「まちづくりネットワーク講
座」で、男女共同参画を実
践しているまちづくりや女性
が中心的役割を担っている
まちづくりについて実例を
学ぶ機会の設定を検討す
る。

【実績】
「まちづくりネットワーク講座」に
おいて、人権・人材育成・防災
をテーマにしたまちづくりにつ
いて学習した。
全３回実施（参加者：①35人、
②24人、③21人）

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
男女共同参画についての啓発
を地域レベルで推進していく必
要がある。

【課題･今後の方向性】

【計画】
まちづくり連絡協議会や校区コ
ミュニティ組織での意見交換の
実施　10回

【計画】
まちづくり連絡協議会や校
区コミュニティ組織での意見
交換の実施　10回

【実績】
まち連や校区等での意見交換
および研修の実施
9回（469名）

【実績】

【活動指標・当初値】
まちづくり連絡協議会や校区コ
ミュニティ組織での研修会の開
催回数
　　18回（27年度）

【課題･今後の方向性】
校区の役員は毎年変わるた
め、引き続きまち連や校区等で
の意見交換や研修を行うととも
に、校区等においても、男女セ
ンターの講座などを活用して地
域役員等への啓発・研修を行う
よう助言する。

【課題･今後の方向性】

【計画】
参加者・受講者が偏らないよう
なテーマを設定することで、多
くの市民の参画を図る。

【計画】
参加者・受講者が偏らない
ようなテーマを設定すること
で、市民の参画を図る。

【実績】
環境問題に関心を持ってもらう
よう参加・体験型の環境フェ
ア、地域や団体での環境学習
会を実施し、環境保全活動へ
市民の参画を図った。

【実績】

【活動指標・当初値】 【課題･今後の方向性】
幅広い世代、性別を問わず多
くの市民が環境保全活動に参
画できるようなテーマを設定す
る。

【課題･今後の方向性】

男女平等推進
センター

-

地域活動での
男女共同参画
の促進

【取組内容】
・男女共同参画の啓発活動を
行う新たな人材を育成するため
の講座の実施

-

【取組内容】
・校区コミュニティ組織や自治
会等への女性や若年層の登用
を働きかける。
・「まちづくり活動の手引き」を
活用して、各校区の役員等を
対象に、男女共同参画に関す
る研修会を行う。

女性活躍促進
事業の実施
（地域におけ
る女性人材等
の育成）　【再
掲】

校区コミュニティ組織や自治
会の活動を通じ、女性や若年
層の積極的な登用を働きか
けるとともに、校区コミュニティ
組織の役員を対象とした男女
共同参画に関する研修会の
実施を促進する。

地域コミュニ
ティ課

-

46

社会教育指導
者養成事業の
実施
（女性リーダー
の育成）

社会教育指導者養成研修を
通して、女性がまちづくりに積
極的に参加することを促進
し、さらには男女平等のまち
づくりの推進が図られるよう啓
発に取り組む。

【取組内容】
まちづくりネットワーク講座で、
男女平等のまちづくりの推進が
図られるよう啓発に取り組む。

56

●まちづくり、地域活動における男女共同参画の促進

環境保全活動
への男女共同
参画促進

身近な環境問題をテーマにし
た「環境フェア」や環境教育
等を実施する際に、男女が共
同して参加できるテーマや内
容にすることで、環境保全活
動へ男女市民の参画を図っ
ていく。

【取組内容】
身近でさまざまな環境問題を
テーマにした環境フェアの実施
や環境教育等を通して、環境
保全活動へ男女市民の参画を
図る。

3,689 4,240

-

74

47

◎
33

女性が希望する分野で活躍
することができるように、政策・
方針決定の場をはじめ地域
活動における男女共同参画
を進めるための人材育成や
地域での意識啓発を担うサ
ポーターの養成、女性の就
職･再就職や就業継続支援、
起業を目指す女性への支
援、若い世代への男女共同
参画についての理解を深め
るための講座等を開催する。

48

生涯学習推進
課

環境政策課

久留米市男女共同参画行動計画推進状況

施策の方向Ⅱ　あらゆる分野における女性の活躍の推進

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

（施策４）家庭･地域における男女共同参画の促進

【計画】
女性防火クラブとの連携

【計画】
女性防火クラブとの連携や
出前講座等での啓発に努
める。

【実績】
地域での研修や訓練の実施に
あたり、主催者に対して女性の
参加促進を依頼したが、女性
防火クラブとの連携にまでは至
らなかった。

【実績】

【活動指標・当初値】
計画の実施

【課題･今後の方向性】
女性防火クラブは各校区にお
いて活動の濃淡があり、ほとん
ど活動していない校区もある。
今後は、女性防火クラブだけで
なく、地域の女性会などの防災
活動への参画も検討していく。

【課題･今後の方向性】

防災対策課-
◎
49

防災活動にお
ける女性参画
の推進

地域における多様な視点を
反映させた防災活動を実施
するため、自主防災研修や
防災訓練への参加や女性消
防団員の入団など、様々な活
動への女性の参画を推進し、
地域の防災力の向上を図る。

【取組内容】
地域で実施している自主防災
研修や防災訓練などの防災活
動への女性の積極的な参画を
推進する。

-
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久留米市男女共同参画行動計画推進状況

施策の方向Ⅱ　あらゆる分野における女性の活躍の推進

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

（施策４）家庭･地域における男女共同参画の促進

【計画】
女性防火クラブとの連携

【計画】
女性防火クラブとの連携や
出前講座等での啓発に努
める。

【実績】
地域での研修や訓練の実施に
あたり、主催者に対して女性の
参加促進を依頼したが、女性
防火クラブとの連携にまでは至
らなかった。

【実績】

【活動指標・当初値】
計画の実施

【課題･今後の方向性】
女性防火クラブは各校区にお
いて活動の濃淡があり、ほとん
ど活動していない校区もある。
今後は、女性防火クラブだけで
なく、地域の女性会などの防災
活動への参画も検討していく。

【課題･今後の方向性】

防災対策課-
◎
49

防災活動にお
ける女性参画
の推進

地域における多様な視点を
反映させた防災活動を実施
するため、自主防災研修や
防災訓練への参加や女性消
防団員の入団など、様々な活
動への女性の参画を推進し、
地域の防災力の向上を図る。

【取組内容】
地域で実施している自主防災
研修や防災訓練などの防災活
動への女性の積極的な参画を
推進する。

-
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久留米市男女共同参画行動計画推進状況

施策の方向Ⅱ　あらゆる分野における女性の活躍の推進

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度

予算額
（千円）

担当課

【計画】
男性に対する男女平等に関す
る啓発講座の実施

【計画】
男性を対象とした啓発講座
の実施

【実績】
男性、子どもを対象に生活的自
立のための講座を実施(15組34
人)
市民グループ公募企画事業に
おいて男性の働き方を考えるセ
ミナーを実施(参加者29人)

【実績】

【活動指標・当初値】
・子育て期の男性や夫婦を対象
としたワーク・ライフ・バランスに
関する講座（32人）
（28年度）

【課題･今後の方向性】
男性が参加しやすい内容、開催
日の工夫

【課題･今後の方向性】

【計画】
雇用・就労推進協議会の参加
団体である商工会・経済団体に
取り組み部会を設置していただ
き、勉強会や講演会を実施して
もらう。

【計画】
全ての人が仕事と生活の調
和を大切にしながら、充実し
た生活を送ることができるよう
「働き方改革」を実現すること
が求められている。そのため
には、企業に主体的に考
え、取り組んでいただくことが
重要である。
そこで、各経済団体におい
て設置いただいた「働き方改
革」取り組み部会にて、働き
方を変革することへの理解を
深めていただく。

【実績】
５経済団体にて働き方改革につ
いての取り組み部会等を設置
し、理解を深めるための取り組
みを実施した。取り組みの主な
テーマは、イクボスの効果・推
進、人材の確保と育成等。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
企業の主体的な取り組みにつな
がるように、市としてもテーマの
設定や方法について情報交換
を密にとりながら進めていく必要
がある。

【課題･今後の方向性】

【計画】
ふるさとくるめ農業まつり等のイ
ベント時に、ワーク・ライフ・バラ
ンスに関する啓発パネルを掲示
し、一般市民や農業関係者へ
の啓発活動を行う。
家族経営協定書の作成の際
に、ワーク・ライフ・バランスを考
慮し作成するよう助言を行う。

【計画】
ふるさとくるめ農業まつり等
のイベント時に、ワーク・ライ
フ・バランスに関する啓発パ
ネルを掲示し、一般市民や
農業関係者への啓発活動を
行う。
家族経営協定書の作成の際
に、ワーク・ライフ・バランスを
考慮し作成するよう助言を
行った。特に家事分担の項
目を入れるよう勧めた。

【実績】
･ふるさと久留米農業まつりに
て、啓発パネルを掲示した。
・家族経営協定書の作成の際に
の助言を行った。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
・ふるさと農業まつりだけでなく、
他のイベントにおいても啓発活
動の実施の検討。

【課題･今後の方向性】

仕事、家庭生活、地域・個人
の生活の調和を図るため、
ワーク・ライフ・バランスの実現
に向けた講座の開催及び情
報提供を行う。（男女共同参画
の必要性の理解を促進し、男
性の家庭や地域活動への参
画を促進するための講座を開
催する。）

【取組内容】
企業向けの仕事と子育て両立
支援推進セミナーを開催し、経
営者や管理職の意識改革やイ
クボス、働き方改革の推進を図
る。

7

農政課50

ワーク・ライフ・
バランスに関
する農業者へ
の啓発の充実

農業者や農業団体を対象に
ワーク・ライフ・バランスの実現
に向けた啓発及び情報提供を
行う。

【取組内容】
農業者や農業団体を対象に、
ワーク・ライフ・バランスの実現に
むけた啓発及び情報提供を行
う。

- -

32 280
労政課

（施策５）ワーク･ライフ･バランスの実現

●ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた意識啓発と情報提供

男女平等推進
センター

【取組内容】
男性を対象にワーク･ライフ･バ
ランスの視点を持った講座の実
施し、家庭や地域への参画促
進を図る。

30
(事業番
号6に含

む)

107
(事業番
号6に含

む)

ワーク・ライフ・
バランスの実
現に向けた意
識啓発（男性
に対する啓発
の推進）
【再掲】

久留米市男女共同参画行動計画推進状況

施策の方向Ⅱ　あらゆる分野における女性の活躍の推進

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度

予算額
（千円）

担当課

（施策５）ワーク･ライフ･バランスの実現

【計画】
・ワークライフバランス助成

【計画】
・ワークライフバランス助成

【実績】
・ワークライフバランス推進助成
金の代替要員確保助成の計画
書提出４件、申請1件、環境整
備助成の申請４件。
・企業における仕事と介護の両
立支援を促進するため、ワーク
ライフバランス推進助成金（代替
要員確保助成）に、介護休業取
得者の代替要員助成を追加し
た。

【実績】

【活動指標・当初値】
ワークライフバランスの推進にか
かる企業への助成件数

【課題･今後の方向性】
・仕事と家庭を両立させやすい
働き方である在宅勤務導入を促
進するため、導入にかかるパソ
コン購入費等の助成を追加す
る。（上限30万円、助成率2/3）

【課題･今後の方向性】

【計画】
・全庁メールによる情報発信
・職員研修による意識啓発
・定時退庁日の実施
・計画年休の取得促進
・その他取組の拡充

【実績】
・定時退庁日及び育児の日の
全庁メールでの情報発信
・新採研修、5年目研修、新任課
長級研修での周知
・定時退庁日の取組の厳格化
・全庁通知等による計画年休の
取得促進
・夏季休暇取得可能期間の延
長に合わせた長期休暇取得の
推進。
・終礼実施の徹底。
・仕事と子育て両立プランシート
の導入

【活動指標・当初値】
・職員１人あたりの時間外勤務
時間数　平成２６年度比１０％減
・年次有給休暇を初年度付与
日数の半分以上取得した職員
の割合　８０％

【課題･今後の方向性】
引き続き、次世代育成支援対策
推進法に基づく特定事業主行
動計画の取組を進める。特に年
次有給休暇の取得促進を進め
ていく。

【実績】
・達成できた

【活動指標・当初値】
実施

【活動指標・当初値】
実施

【活動指標・当初値】
実施

仕事と家庭の
両立支援のた
めの企業等へ
の啓発及び支
援の充実

52
市職員のワー
ク・ライフ・バラ
ンスの推進

市職員のワーク・ライフ・バラン
スの推進に向け、短時間勤務
やフレックスタイム等について
検討し、柔軟で多様な働き方
の実現、休暇等を取得しやす
い職場環境の整備に取り組
む。
また、時間外勤務の縮減のた
め、事務の一層の効率化・簡
素化、さらには職場風土の改
革や時間外勤務縮減に対す
る職員の機運の醸成に取り組
む。

◎
51

労政課

ワーク・ライフ・バランスの推進
に関して、企業を対象とした両
立支援推進セミナーや雇用優
良事業所の表彰、事業所訪問
等による周知・啓発を実施し、
管理職を含めた企業経営者
の意識向上と職場風土の改善
を行うとともに、ワーク・ライフ・
バランスの推進に取り組む企
業に対し、費用の一部を助成
し男女の仕事と家庭の両立支
援拡充を図る。

【取組内容】
ワークライフバランスの推進や管
理職を含めた企業経営者の意
思向上を図るため、両立支援推
進セミナーや企業訪問を通じて
周知啓発を実施する。また、
ワークライフバランスに取り組む
企業に対し、経費の一部を助成
し、取り組みの推進を図る。

1,100 3,700

【取組内容】
・定時退庁日の朝礼で、上司か
ら呼びかける。
・時間外縮減、休暇の積極的な
取得の呼びかけ。
・ワークライフバランス向上の為
の業務の効率化や簡素化

【実績】
・概ね達成できた。

- -
全庁

（総務部）

【取組内容】
次世代育成支援対策推進法に
基づく特定事業主行動計画に
基づき取組を進める。

- - 人事厚生課

【取組内容】
・定時退庁日の朝礼で、上司か
ら呼びかける。
・時間外縮減、休暇の積極的な
取得の呼びかけ。
・ワークライフバランス向上の為
の業務の効率化や簡素化

全庁
（協働推進部）

【課題・今後の方向性】
更なる定時退庁日の徹底、休暇
取得の促進を図る。

- -

【課題・今後の方向性】
朝礼・終礼時にチーム内で呼び
かけを行い、定時退庁の取り組
み等について職員の意識向上
を図る。

全庁
（総合政策部）

【課題･今後の方向性】
取り組みを継続していけるよう、
呼びかけを徹底していくととも
に、業務の効率化や簡素化に
努めていく。

【取組内容】
・定時退庁日の朝礼で、上司か
ら呼びかける。
・時間外縮減、休暇の積極的な
取得の呼びかけ。
・ワークライフバランス向上の為
の業務の効率化や簡素化

【実績】
定時退庁日には朝礼での呼び
かけや管理職から休暇取得の
呼びかけなどを行った。
また、事務の効率化を図り、
様々な工夫を行った。

【計画】
引き続き、呼びかけを実施
し、定時退庁の徹底を行っ
ていく。
事務改善にも取り組み、効
率化・簡素化に努める。

-

【計画】
・各呼びかけの実施
・業務の効率化や簡素化の
検討

-

【計画】
・全庁メールによる情報発信
・職員研修による意識啓発
・定時退庁日の実施
・計画年休の取得促進
・その他取組の拡充

【計画】
朝礼・終礼・部内会議等の
中で引き続き職員の意識向
上を図る



− 47 −

久留米市男女共同参画行動計画推進状況

施策の方向Ⅱ　あらゆる分野における女性の活躍の推進

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度

予算額
（千円）

担当課

（施策５）ワーク･ライフ･バランスの実現

【計画】
・ワークライフバランス助成

【計画】
・ワークライフバランス助成

【実績】
・ワークライフバランス推進助成
金の代替要員確保助成の計画
書提出４件、申請1件、環境整
備助成の申請４件。
・企業における仕事と介護の両
立支援を促進するため、ワーク
ライフバランス推進助成金（代替
要員確保助成）に、介護休業取
得者の代替要員助成を追加し
た。

【実績】

【活動指標・当初値】
ワークライフバランスの推進にか
かる企業への助成件数

【課題･今後の方向性】
・仕事と家庭を両立させやすい
働き方である在宅勤務導入を促
進するため、導入にかかるパソ
コン購入費等の助成を追加す
る。（上限30万円、助成率2/3）

【課題･今後の方向性】

【計画】
・全庁メールによる情報発信
・職員研修による意識啓発
・定時退庁日の実施
・計画年休の取得促進
・その他取組の拡充

【実績】
・定時退庁日及び育児の日の
全庁メールでの情報発信
・新採研修、5年目研修、新任課
長級研修での周知
・定時退庁日の取組の厳格化
・全庁通知等による計画年休の
取得促進
・夏季休暇取得可能期間の延
長に合わせた長期休暇取得の
推進。
・終礼実施の徹底。
・仕事と子育て両立プランシート
の導入

【活動指標・当初値】
・職員１人あたりの時間外勤務
時間数　平成２６年度比１０％減
・年次有給休暇を初年度付与
日数の半分以上取得した職員
の割合　８０％

【課題･今後の方向性】
引き続き、次世代育成支援対策
推進法に基づく特定事業主行
動計画の取組を進める。特に年
次有給休暇の取得促進を進め
ていく。

【実績】
・達成できた

【活動指標・当初値】
実施

【活動指標・当初値】
実施

【活動指標・当初値】
実施

仕事と家庭の
両立支援のた
めの企業等へ
の啓発及び支
援の充実

52
市職員のワー
ク・ライフ・バラ
ンスの推進

市職員のワーク・ライフ・バラン
スの推進に向け、短時間勤務
やフレックスタイム等について
検討し、柔軟で多様な働き方
の実現、休暇等を取得しやす
い職場環境の整備に取り組
む。
また、時間外勤務の縮減のた
め、事務の一層の効率化・簡
素化、さらには職場風土の改
革や時間外勤務縮減に対す
る職員の機運の醸成に取り組
む。

◎
51

労政課

ワーク・ライフ・バランスの推進
に関して、企業を対象とした両
立支援推進セミナーや雇用優
良事業所の表彰、事業所訪問
等による周知・啓発を実施し、
管理職を含めた企業経営者
の意識向上と職場風土の改善
を行うとともに、ワーク・ライフ・
バランスの推進に取り組む企
業に対し、費用の一部を助成
し男女の仕事と家庭の両立支
援拡充を図る。

【取組内容】
ワークライフバランスの推進や管
理職を含めた企業経営者の意
思向上を図るため、両立支援推
進セミナーや企業訪問を通じて
周知啓発を実施する。また、
ワークライフバランスに取り組む
企業に対し、経費の一部を助成
し、取り組みの推進を図る。

1,100 3,700

【取組内容】
・定時退庁日の朝礼で、上司か
ら呼びかける。
・時間外縮減、休暇の積極的な
取得の呼びかけ。
・ワークライフバランス向上の為
の業務の効率化や簡素化

【実績】
・概ね達成できた。

- -
全庁

（総務部）

【取組内容】
次世代育成支援対策推進法に
基づく特定事業主行動計画に
基づき取組を進める。

- - 人事厚生課

【取組内容】
・定時退庁日の朝礼で、上司か
ら呼びかける。
・時間外縮減、休暇の積極的な
取得の呼びかけ。
・ワークライフバランス向上の為
の業務の効率化や簡素化

全庁
（協働推進部）

【課題・今後の方向性】
更なる定時退庁日の徹底、休暇
取得の促進を図る。

- -

【課題・今後の方向性】
朝礼・終礼時にチーム内で呼び
かけを行い、定時退庁の取り組
み等について職員の意識向上
を図る。

全庁
（総合政策部）

【課題･今後の方向性】
取り組みを継続していけるよう、
呼びかけを徹底していくととも
に、業務の効率化や簡素化に
努めていく。

【取組内容】
・定時退庁日の朝礼で、上司か
ら呼びかける。
・時間外縮減、休暇の積極的な
取得の呼びかけ。
・ワークライフバランス向上の為
の業務の効率化や簡素化

【実績】
定時退庁日には朝礼での呼び
かけや管理職から休暇取得の
呼びかけなどを行った。
また、事務の効率化を図り、
様々な工夫を行った。

【計画】
引き続き、呼びかけを実施
し、定時退庁の徹底を行っ
ていく。
事務改善にも取り組み、効
率化・簡素化に努める。

-

【計画】
・各呼びかけの実施
・業務の効率化や簡素化の
検討

-

【計画】
・全庁メールによる情報発信
・職員研修による意識啓発
・定時退庁日の実施
・計画年休の取得促進
・その他取組の拡充

【計画】
朝礼・終礼・部内会議等の
中で引き続き職員の意識向
上を図る
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久留米市男女共同参画行動計画推進状況

施策の方向Ⅱ　あらゆる分野における女性の活躍の推進

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度

予算額
（千円）

担当課

（施策５）ワーク･ライフ･バランスの実現

【活動指標・当初値】
実施

【活動指標・当初値】
実施

【課題・今後の方向性】
外部団体・委員等の日程の関
係上、定時退庁日に会議等が
開催されることもあったため、事
前に取り組みを説明し日程調整
を行う。

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
　継続して定時退庁の縮減に努
める。

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
今後も、時間外縮減等に取り組
み、ワークライフバランスの向上
を図る。

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
引き続き、定時退庁の意識をよ
り高めていく必要がある。

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
・定時退庁日の取組みが一部
徹底さていないため、引き続き
朝礼・終礼を活用した呼びかけ
を行なう。

【取組内容】
・定時退庁日の朝礼で、上司か
ら呼びかける。
・時間外縮減、休暇の積極的な
取得の呼びかけ。
・ワークライフバランス向上の為
の業務の効率化や簡素化

【実績】
・定時退庁日、育児・食育の日
には、朝礼時等にその旨共有
し、定時退庁の意識付けを行っ
た。

【取組内容】
・定時退庁日の朝礼で、上司か
ら呼びかける。
・時間外縮減、休暇の積極的な
取得の呼びかけ。
・ワークライフバランス向上の為
の業務の効率化や簡素化

【実績】
・概ね達成できた

- -
全庁
（農政部）

【取組内容】
・定時退庁日の朝礼で、上司か
ら呼びかける。
・時間外縮減、休暇の積極的な
取得の呼びかけ。
・ワークライフバランス向上の為
の業務の効率化や簡素化

【実績】
・概ね達成できた
時間外が縮減された。

- -
全庁
（健康福祉部）

- -
全庁
（商工観光労
働部）

全庁
（子ども未来
部）

【取組内容】
・定時退庁日の朝礼で、上司か
ら呼びかける。
・時間外縮減、休暇の積極的な
取得の呼びかけ。
・ワークライフバランス向上の為
の業務の効率化や簡素化

【計画】
定時退庁を遵守する意識向
上、雰囲気の醸成。
部内会議や朝礼を通じ職員
業務状況を把握し、業務平
準化を図る。

【計画】
　時間外勤務縮減のため、
定時退庁の徹底に努めると
ともに、時間外勤務縮減や
休暇の積極的な取得の呼び
かけを行う。

- -

【計画】
・定時退庁日の朝礼・終礼
で、上司から呼びかける。
・時間外縮減、休暇の積極
的な取得の呼びかけ。
・ワークライフバランス向上の
為の業務の効率化や簡素化

全庁
（環境部）

【取組内容】
・定時退庁日の朝礼で、上司か
ら呼びかける。
・時間外縮減、休暇の積極的な
取得の呼びかけ。
・ワークライフバランス向上の為
の業務の効率化や簡素化

【実績】
・達成できた

【計画】
・定時退庁日の朝礼で、上
司から呼びかける。
・時間外縮減、休暇の積極
的な取得の呼びかけ。
・ワークライフバランス向上の
為の業務の効率化や簡素化

- -

- -
全庁

（市民文化部）

【課題・今後の方向性】
今後も継続的に実施していく。

【実績】
・概ね達成できた
　時間外勤務縮減のため、定時
退庁の徹底に努めた。

【取組内容】
・定時退庁日の朝礼で、上司か
ら呼びかける。
・時間外縮減、休暇の積極的な
取得の呼びかけ。
・ワークライフバランス向上の為
の業務の効率化や簡素化

【実績】
・概ね達成できた

【計画】
朝礼時におけるノー残業
デーの呼びかけを積極的に
行う。

【計画】
・なるべく定時退庁日に会議
等を開催しないよう、事前に
日程調整を図る。
・引き続き時間外縮減、休暇
の積極的な取得の呼びかけ
るとともに、ワークライフバラ
ンス向上の為の業務の効率
化や簡素化を図る。

市職員のワーク・ライフ・バラン
スの推進に向け、短時間勤務
やフレックスタイム等について
検討し、柔軟で多様な働き方
の実現、休暇等を取得しやす
い職場環境の整備に取り組
む。
また、時間外勤務の縮減のた
め、事務の一層の効率化・簡
素化、さらには職場風土の改
革や時間外勤務縮減に対す
る職員の機運の醸成に取り組
む。

市職員のワー
ク・ライフ・バラ
ンスの推進
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久留米市男女共同参画行動計画推進状況

施策の方向Ⅱ　あらゆる分野における女性の活躍の推進

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度

予算額
（千円）

担当課

（施策５）ワーク･ライフ･バランスの実現

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
ノー残業デーの徹底

 【活動指標・当初値】実施 【課題･今後の方向性】
定時退庁日の周知徹底や、業
務の効率化を図り、時間外勤務
の縮減を目指す。

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
引き続き、取組内容の実現に努
める。

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】さらに、
業務効率化を図り、時間外勤務
の縮減を目指す。

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
今後も引き続き環境整備に努め
る

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
一部の課の業務が学校・保護者
との時間調整が必要であり、設
定された水曜日には定時退庁
できなかった。

-

【取組内容】
・定時退庁日の朝礼で、上司か
ら呼びかける。
・時間外縮減、休暇の積極的な
取得の呼びかけ。
・ワークライフバランス向上の為
の業務の効率化や簡素化

【実績】
・概ね達成できた

【計画】
朝礼時及び終礼時における
定時退庁日の呼びかけを積
極的に行う。

- -
全庁
（教育部）

【取組内容】
・定時退庁日の朝礼で、上司か
ら呼びかける。
・時間外縮減、休暇の積極的な
取得の呼びかけ。
・ワークライフバランス向上の為
の業務の効率化や簡素化

【実績】
・概ね達成できた
（朝礼のみならず終礼での呼び
かけも積極的に実施できた）

【計画】
朝礼、終礼等を利用した職
員への意識付け

- -
全庁
（上下水道部）

-
全庁
（城島総合支
所）

【取組内容】
・定時退庁日の朝礼で、上司か
ら呼びかける。
・時間外縮減、休暇の積極的な
取得の呼びかけ。
・ワークライフバランス向上の為
の業務の効率化や簡素化

【実績】
・概ね達成できた

【計画】
朝礼や課内会議を通じて、
定時退庁日や時間外勤務
削減の意識徹底を図る。

- -
全庁
（三潴総合支
所）

-
全庁
（田主丸総合
支所）

【取組内容】
・定時退庁日の朝礼で、上司か
ら呼びかける。
・時間外縮減、休暇の積極的な
取得の呼びかけ。
・ワークライフバランス向上の為
の業務の効率化や簡素化

【実績】
・達成できた

【計画】
引き続き、取組内容の実現
に努める。

-

【取組内容】
・定時退庁日の朝礼で、上司か
ら呼びかける。
・時間外縮減、休暇の積極的な
取得の呼びかけ。
・ワークライフバランス向上の為
の業務の効率化や簡素化

【実績】
・概ね達成できた

【計画】
継続して、ノー残業デー等
の周知徹底を行う。

全庁
（北野総合支
所）

- -

【計画】
継続的に取り組みを推進す
る。

- -

【取組内容】
・定時退庁日の朝礼で、上司か
ら呼びかける。
・時間外縮減、休暇の積極的な
取得の呼びかけ。
・ワークライフバランス向上の為
の業務の効率化や簡素化

【実績】
・概ね達成できた

【計画】
朝礼や課内会議を通じて、
定時退庁日や時間外勤務
削減の意識徹底を図る。

【取組内容】
・定時退庁日の朝礼で、上司か
ら呼びかける。
・時間外縮減、休暇の積極的な
取得の呼びかけ。
・ワークライフバランス向上の為
の業務の効率化や簡素化

【実績】
・達成できた
災害対応など突発的な事象を
除き、定時退庁の徹底を図れ
た。男性職員の育児休暇取得
についても周知を図り、取得に
つながった。

全庁
（都市建設部）

市職員のワー
ク・ライフ・バラ
ンスの推進

市職員のワーク・ライフ・バラン
スの推進に向け、短時間勤務
やフレックスタイム等について
検討し、柔軟で多様な働き方
の実現、休暇等を取得しやす
い職場環境の整備に取り組
む。
また、時間外勤務の縮減のた
め、事務の一層の効率化・簡
素化、さらには職場風土の改
革や時間外勤務縮減に対す
る職員の機運の醸成に取り組
む。
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久留米市男女共同参画行動計画推進状況

施策の方向Ⅱ　あらゆる分野における女性の活躍の推進

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度

予算額
（千円）

担当課

（施策５）ワーク･ライフ･バランスの実現

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
ノー残業デーの徹底

 【活動指標・当初値】実施 【課題･今後の方向性】
定時退庁日の周知徹底や、業
務の効率化を図り、時間外勤務
の縮減を目指す。

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
引き続き、取組内容の実現に努
める。

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】さらに、
業務効率化を図り、時間外勤務
の縮減を目指す。

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
今後も引き続き環境整備に努め
る

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
一部の課の業務が学校・保護者
との時間調整が必要であり、設
定された水曜日には定時退庁
できなかった。

-

【取組内容】
・定時退庁日の朝礼で、上司か
ら呼びかける。
・時間外縮減、休暇の積極的な
取得の呼びかけ。
・ワークライフバランス向上の為
の業務の効率化や簡素化

【実績】
・概ね達成できた

【計画】
朝礼時及び終礼時における
定時退庁日の呼びかけを積
極的に行う。

- -
全庁
（教育部）

【取組内容】
・定時退庁日の朝礼で、上司か
ら呼びかける。
・時間外縮減、休暇の積極的な
取得の呼びかけ。
・ワークライフバランス向上の為
の業務の効率化や簡素化

【実績】
・概ね達成できた
（朝礼のみならず終礼での呼び
かけも積極的に実施できた）

【計画】
朝礼、終礼等を利用した職
員への意識付け

- -
全庁
（上下水道部）

-
全庁
（城島総合支
所）

【取組内容】
・定時退庁日の朝礼で、上司か
ら呼びかける。
・時間外縮減、休暇の積極的な
取得の呼びかけ。
・ワークライフバランス向上の為
の業務の効率化や簡素化

【実績】
・概ね達成できた

【計画】
朝礼や課内会議を通じて、
定時退庁日や時間外勤務
削減の意識徹底を図る。

- -
全庁
（三潴総合支
所）

-
全庁
（田主丸総合
支所）

【取組内容】
・定時退庁日の朝礼で、上司か
ら呼びかける。
・時間外縮減、休暇の積極的な
取得の呼びかけ。
・ワークライフバランス向上の為
の業務の効率化や簡素化

【実績】
・達成できた

【計画】
引き続き、取組内容の実現
に努める。

-

【取組内容】
・定時退庁日の朝礼で、上司か
ら呼びかける。
・時間外縮減、休暇の積極的な
取得の呼びかけ。
・ワークライフバランス向上の為
の業務の効率化や簡素化

【実績】
・概ね達成できた

【計画】
継続して、ノー残業デー等
の周知徹底を行う。

全庁
（北野総合支
所）

- -

【計画】
継続的に取り組みを推進す
る。

- -

【取組内容】
・定時退庁日の朝礼で、上司か
ら呼びかける。
・時間外縮減、休暇の積極的な
取得の呼びかけ。
・ワークライフバランス向上の為
の業務の効率化や簡素化

【実績】
・概ね達成できた

【計画】
朝礼や課内会議を通じて、
定時退庁日や時間外勤務
削減の意識徹底を図る。

【取組内容】
・定時退庁日の朝礼で、上司か
ら呼びかける。
・時間外縮減、休暇の積極的な
取得の呼びかけ。
・ワークライフバランス向上の為
の業務の効率化や簡素化

【実績】
・達成できた
災害対応など突発的な事象を
除き、定時退庁の徹底を図れ
た。男性職員の育児休暇取得
についても周知を図り、取得に
つながった。

全庁
（都市建設部）

市職員のワー
ク・ライフ・バラ
ンスの推進

市職員のワーク・ライフ・バラン
スの推進に向け、短時間勤務
やフレックスタイム等について
検討し、柔軟で多様な働き方
の実現、休暇等を取得しやす
い職場環境の整備に取り組
む。
また、時間外勤務の縮減のた
め、事務の一層の効率化・簡
素化、さらには職場風土の改
革や時間外勤務縮減に対す
る職員の機運の醸成に取り組
む。
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久留米市男女共同参画行動計画推進状況

施策の方向Ⅱ　あらゆる分野における女性の活躍の推進

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度

予算額
（千円）

担当課

（施策５）ワーク･ライフ･バランスの実現

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
繁忙期（選挙時）以外は、今後
も定時退庁日の徹底に努める。

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
計画的な年休取得をさらに進め
ていく。

【計画】
養成講座の実施

【計画】
養成講座の実施
関連機関等で開催される会
合等での事業周知

【実績】
6月にみまもり会員養成講座を
開催し、4人が登録。
≪平成31年3月末≫
おねがい会員（依頼会員）：
1,245人
みまもり会員（提供会員）：
369人
どっちも会員：87人
活動件数：1,701件

【実績】

【活動指標・当初値】
1,519人（H27年度末）

【課題･今後の方向性】
引き続き、提供会員の確保を図
るとともに、依頼会員と提供会員
の需給ギャップの改善に向け、
更なる提供会員の確保に努め
る。

【課題･今後の方向性】

【計画】
保育所定員増　2件
認定こども園創設　1件(2ヵ年事
業)
さらなる保育士確保の取り組み

【計画】
認定こども園定員増　1件
送迎保育ステーション事業
開始
さらなる保育士確保の取り組
み

【実績】
保育所定員増　2件
保育士確保事業の実施
・保育士進学支援事業
・保育所等巡回支援事業

【実績】

【活動指標・当初値】
9,005人

【課題･今後の方向性】
・ニーズ量に応じた施設整備
・保育士確保に向けた取組み

【課題･今後の方向性】

【取組内容】
・定時退庁日の朝礼で、上司か
ら呼びかける。
・時間外縮減、休暇の積極的な
取得の呼びかけ。
・ワークライフバランス向上の為
の業務の効率化や簡素化

【実績】
・達成できた
定時退庁日には上司から必ず
呼びかけを行い残業を行わない
ように徹底した。またチーム毎に
業務の現状確認を行い計画的
な年休取得を促した。

全庁
（選挙管理委
員会事務局）

-
全庁
（農業委員会
事務局）

- -

【計画】
年休を取りやすい職場風土
の醸成に努め、計画的な年
休取得を促す。また、ノー残
業デーの徹底を行う。

-

【取組内容】
・定時退庁日の朝礼で、上司か
ら呼びかける。
・時間外縮減、休暇の積極的な
取得の呼びかけ。
・ワークライフバランス向上の為
の業務の効率化や簡素化

【実績】
・概ね達成できた

【計画】
朝礼での定時退庁日の呼び
かけ。

子ども保育課
(子ども施設事
業課)

◎
54

保育所待機児
童の解消

「くるめ子どもの笑顔プラン」に
基づき今後５年間のニーズ量
に応じた施設整備等を進め
る。

【取組内容】
・整備計画に基づいた施設整備
事業を実施する。

319,241 421,191

●両立支援制度の充実

53

ファミリー・サ
ポート・セン
ター事業の充
実

子育てを援助したい人、援助
を受けたい人の会員組織によ
る子育て相互援助活動の促進
を図ることで、子育てしやすい
環境づくりに努める。

【取組内容】
さらなる会員の拡大を図るととも
に、依頼会員と提供会員の需給
ギャップや地域間の偏りの改善
を図る。

11,560 11,701 子ども政策課

52
市職員のワー
ク・ライフ・バラ
ンスの推進

市職員のワーク・ライフ・バラン
スの推進に向け、短時間勤務
やフレックスタイム等について
検討し、柔軟で多様な働き方
の実現、休暇等を取得しやす
い職場環境の整備に取り組
む。
また、時間外勤務の縮減のた
め、事務の一層の効率化・簡
素化、さらには職場風土の改
革や時間外勤務縮減に対す
る職員の機運の醸成に取り組
む。

久留米市男女共同参画行動計画推進状況

施策の方向Ⅱ　あらゆる分野における女性の活躍の推進

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度

予算額
（千円）

担当課

（施策５）ワーク･ライフ･バランスの実現

【計画】
・国県補助金の確保
・施設の定員増に向けた働きか
け

【計画】
ニーズや実施状況を確認し
ながら今後の対応を検討す
る。

【実績】
実施施設との意見交換会を実
施し、現状把握など情報共有を
図った。
≪平成31年2月末≫
○施設毎の実績（単位：人）
・マリアンキッズハウス：1,103
・エンゼルキッズ：504
・すくすくランド：674
・ハイジア病児保育室：556
・たのっしーランド：210

1月あたりの病児受入れ児童
数：55.4人

【実績】

【活動指標・当初値】
1日あたりの病児受け入れ可能
児童数　15人（H27年度末）

【課題･今後の方向性】
ニーズや実施状況を確認しなが
ら今後の対応を検討する。

【課題･今後の方向性】

【計画】
保育所等への働きかけ引き続き
実施する。

【計画】
引き続き実施体制の確保に
努める

【実績】
保育所・認定こども園　計43箇
所で実施

【実績】

【活動指標・当初値】
・7,000人（市内受入実績）

【課題･今後の方向性】
待機児童解消と併せ保育士の
確保が必要

【課題･今後の方向性】

【計画】
他施設への実施勧奨など休日
保育の安定的実施を目指す。

【計画】
引き続き他施設への実施勧
奨など休日保育の安定的実
施を目指す。

【実績】
私立保育所　1か所で実施

【実績】

【活動指標・当初値】
・休日保育実施ヵ所数
・１日あたりの休日保育受け入
れ可能児童数

【課題･今後の方向性】
待機児童解消と併せ保育士の
確保が必要

【課題･今後の方向性】

【計画】
保育需要の推移を把握しながら
保護者ニーズへの対応を行う。

【計画】
保育需要の推移を把握しな
がら保護者ニーズへの対応
を行う。

【実績】
私立保育所　1か所
届出保育施設　2か所で実施

【実績】

【活動指標・当初値】
・認可夜間保育所の定員数

【課題･今後の方向性】
夜間の保育需要に対応できる
体制の確保

【課題･今後の方向性】

【計画】
京町3クラブ整備（定員120名）
東国分2クラブ整備（定員80名）

【計画】
大善寺2クラブ整備（定員80
名）
善導寺2クラブ整備（定員80
名）

【実績】
京町3クラブ整備（定員120名）
東国分2クラブ整備（定員80名）

【実績】

【活動指標・当初値】
施設定員の合計
3,330人（H27年度末）

【課題･今後の方向性】
施設の充実を図りながら指導員
の確保も同時に進める必要があ
る。

【課題･今後の方向性】

55

多様な保育
サービス
の提供

（夜間保育）
夜間保育の拡充など、多様な
ニーズへの対応の充実を図
り、子育てと就労の両立を支
援する。

【取組内容】
認可夜間保育所にて、夜間保
育を引き続き実施する。平成27
年には20名の定員増を行なっ
た。

子ども政策課

子ども保育課
(子ども施設事
業課)

子ども政策課

◎
56

学童保育所の
充実

運営内容や施設の充実を図
り、子どもを安心して預け働く
ことができる環境づくりに取り
組む。

【取組内容】
・定員超過状態の校区に学童
保育所施設を整備する。

177,871 203,951

- -
子ども保育課
(子ども施設事
業課)

【取組内容】
民間保育所・認定こども園、公
立保育所において一時預かりを
実施する。

10,739 20,340
子ども保育課
（子ども施設事
業課）

（病児保育）
既存施設の定員増や新規開
設の働きかけ等、病児保育の
拡充に努め、多様なニーズへ
の対応の充実を図り、子育てと
就労の両立を支援する。

【取組内容】
・H29年度に1施設・定員4人の
拡大を実現するために必要な
調整を実施する。
・今後の整備量を把握するた
め、キャンセル待ち発生状況の
調査を行う。

63,429 66,916

（休日保育）
休日保育の拡充など、多様な
ニーズへの対応の充実を図
り、子育てと就労の両立を支
援する。

【取組内容】
篠山保育園、江上保育園、青木
保育園にて引き続き休日保育を
実施する。

- -

（一時預かり）
引き続き、利用者のニーズや
地域バランス等を考慮した事
業展開を図るとともに、量的確
保および担当保育士の確保を
始めとする実施体制の維持・
拡大に努める。
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久留米市男女共同参画行動計画推進状況

施策の方向Ⅱ　あらゆる分野における女性の活躍の推進

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度

予算額
（千円）

担当課

（施策５）ワーク･ライフ･バランスの実現

【計画】
・国県補助金の確保
・施設の定員増に向けた働きか
け

【計画】
ニーズや実施状況を確認し
ながら今後の対応を検討す
る。

【実績】
実施施設との意見交換会を実
施し、現状把握など情報共有を
図った。
≪平成31年2月末≫
○施設毎の実績（単位：人）
・マリアンキッズハウス：1,103
・エンゼルキッズ：504
・すくすくランド：674
・ハイジア病児保育室：556
・たのっしーランド：210

1月あたりの病児受入れ児童
数：55.4人

【実績】

【活動指標・当初値】
1日あたりの病児受け入れ可能
児童数　15人（H27年度末）

【課題･今後の方向性】
ニーズや実施状況を確認しなが
ら今後の対応を検討する。

【課題･今後の方向性】

【計画】
保育所等への働きかけ引き続き
実施する。

【計画】
引き続き実施体制の確保に
努める

【実績】
保育所・認定こども園　計43箇
所で実施

【実績】

【活動指標・当初値】
・7,000人（市内受入実績）

【課題･今後の方向性】
待機児童解消と併せ保育士の
確保が必要

【課題･今後の方向性】

【計画】
他施設への実施勧奨など休日
保育の安定的実施を目指す。

【計画】
引き続き他施設への実施勧
奨など休日保育の安定的実
施を目指す。

【実績】
私立保育所　1か所で実施

【実績】

【活動指標・当初値】
・休日保育実施ヵ所数
・１日あたりの休日保育受け入
れ可能児童数

【課題･今後の方向性】
待機児童解消と併せ保育士の
確保が必要

【課題･今後の方向性】

【計画】
保育需要の推移を把握しながら
保護者ニーズへの対応を行う。

【計画】
保育需要の推移を把握しな
がら保護者ニーズへの対応
を行う。

【実績】
私立保育所　1か所
届出保育施設　2か所で実施

【実績】

【活動指標・当初値】
・認可夜間保育所の定員数

【課題･今後の方向性】
夜間の保育需要に対応できる
体制の確保

【課題･今後の方向性】

【計画】
京町3クラブ整備（定員120名）
東国分2クラブ整備（定員80名）

【計画】
大善寺2クラブ整備（定員80
名）
善導寺2クラブ整備（定員80
名）

【実績】
京町3クラブ整備（定員120名）
東国分2クラブ整備（定員80名）

【実績】

【活動指標・当初値】
施設定員の合計
3,330人（H27年度末）

【課題･今後の方向性】
施設の充実を図りながら指導員
の確保も同時に進める必要があ
る。

【課題･今後の方向性】

55

多様な保育
サービス
の提供

（夜間保育）
夜間保育の拡充など、多様な
ニーズへの対応の充実を図
り、子育てと就労の両立を支
援する。

【取組内容】
認可夜間保育所にて、夜間保
育を引き続き実施する。平成27
年には20名の定員増を行なっ
た。

子ども政策課

子ども保育課
(子ども施設事
業課)

子ども政策課

◎
56

学童保育所の
充実

運営内容や施設の充実を図
り、子どもを安心して預け働く
ことができる環境づくりに取り
組む。

【取組内容】
・定員超過状態の校区に学童
保育所施設を整備する。

177,871 203,951

- -
子ども保育課
(子ども施設事
業課)

【取組内容】
民間保育所・認定こども園、公
立保育所において一時預かりを
実施する。

10,739 20,340
子ども保育課
（子ども施設事
業課）

（病児保育）
既存施設の定員増や新規開
設の働きかけ等、病児保育の
拡充に努め、多様なニーズへ
の対応の充実を図り、子育てと
就労の両立を支援する。

【取組内容】
・H29年度に1施設・定員4人の
拡大を実現するために必要な
調整を実施する。
・今後の整備量を把握するた
め、キャンセル待ち発生状況の
調査を行う。

63,429 66,916

（休日保育）
休日保育の拡充など、多様な
ニーズへの対応の充実を図
り、子育てと就労の両立を支
援する。

【取組内容】
篠山保育園、江上保育園、青木
保育園にて引き続き休日保育を
実施する。

- -

（一時預かり）
引き続き、利用者のニーズや
地域バランス等を考慮した事
業展開を図るとともに、量的確
保および担当保育士の確保を
始めとする実施体制の維持・
拡大に努める。



− 52 −

男女が自立し、生活できる社会環境づくり

予算額及び決算額
    男女共同参画に限定した事業費である（単位：千円）
   ○他の施策の中で実施したもので、男女共同参画部分のみの算出が可能な場合は
     その額とし、算出が困難なものについては、「－」とする
   ○事業を実施していない場合は、「－」とする

生涯を通じての健康づくりの促進

64

65

74

69

性感染症の相談・検査の充実

ひとり親家庭等医療費の助成

62

67

健康教育・相談事業の充実

障害者相談支援事業の実施

81

76

久留米市生活自立支援センター事業の実施

本市に在住する外国人への生活支援の充実

バリアフリー・ユニバーサルデザインの視点に立つ公共施設等の整備推進

82 家族介護支援の充実

85

高齢者の相談支援体制の充実83

セクシュアル・マイノリティ(性的少数者）に関する啓発の推進

子ども食堂支援事業

母子父子寡婦福祉資金貸付事業の実施

80

77 子どもの居場所づくり事業

高齢者・障害者等の権利擁護の推進

79 消費生活啓発講座・相談実施

78

母子・父子家庭、高齢者・障害者の市営住宅優先入居

健康教育や性教育の指導の充実【再掲】

ひとり親家庭に対する就業支援事業の実施

母子・父子・寡婦福祉相談の充実

子ども・子育て支援総合相談事業の実施

子どもに対する暴力・虐待を根絶するための体制整備

妊娠・出産・子育てに関する啓発と相談の充実

57 生涯にわたる心身の健康づくりに関する学習機会と情報の提供

58 精神的な問題に関する正しい知識の普及啓発及び推進・相談体制の充実

食生活改善地区活動の促進

◎は第３次男女共同参画行動計画第２期実施計画における新規事業（№58、69は一部新規）

生涯スポーツ振興体制の整備

75

母子生活支援施設の運営

ひとり親家庭日常生活支援事業の実施

施策の方向Ⅲ

◎

68

59

施
策
１

15

Ⅲ
　
男
女
が
自
立
し

、
生
活
で
き
る
社
会
環
境
づ
く
り

73

◎

70

61

60

生涯を通じた男
女の健康支援

◎

◎

66

◎

◎

71

施
策
２

困難を抱える
人々が安心して
暮らせる環境の
整備

86

84

◎

◎

学習支援事業の実施

63

乳幼児健康診査・育児相談等の実施

◎

72

施策の方向 施 策 具体的事業

久留米市男女共同参画行動計画推進状況

施策の方向Ⅲ　男女が自立し、生活できる社会環境づくり

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

【計画】
女性の心身についての講座開
催や情報提供

【計画】
関係課や団体等と連携して
講座開催や情報提供に努め
る。

【実績】
市民グループ公募企画事業に
おいて実施。
・男女で考える介護について
～安心して暮らすための充実し
た介護サービスとは～
久留米市介護福祉サービス事
業者協議会　重永啓輔氏（3月2
日、49人）
・図書情報ステーションにおい
て、関連図書の収集・情報提供
を行った。

【実績】

【活動指標・当初値】
生涯にわたる女性のための健
康づくりセミナー
「もしかして更年期？
　～いつまでも　生き生きと暮ら
すために～」（3月13日　参加者
30人）

総合相談4,460件
　（うち健康相談　668件）

【課題･今後の方向性】
関係課や団体等と連携して講
座開催や情報提供に努める。

【課題･今後の方向性】

【計画】
・女性の健康相談の実施
・出前講座の実施
・思春期保健情報交換会の実
施

【計画】
・女性の健康相談の実施
・出前講座の実施
・思春期保健情報交換会の
実施

【実績】
・女性の健康相談　5人
・出前講座の実施　40回
・思春期保健情報交換会　1回

【実績】

【活動指標・当初値】
・女性の健康相談　20人
・思春期保健講演会　68人
・出前講座　９回
（27年度）

【課題･今後の方向性】
引き続き、女性が心身の健康に
関して自己管理・行動ができる
よう健康相談や講演会、出前講
座等を実施する。

【課題･今後の方向性】

【計画】
健康なっとく相談、健康なるほど
講座の実施

【計画】
健康なっとく相談、健康なる
ほど講座の実施

【実績】
・健康なるほど講座（健康教育）
3,401人
・健康なっとく相談（健康相談）
4,007人

【実績】

【活動指標・当初値】
4,390人(H27年度健康教育）
3,909人（H27年度健康相談）

【課題･今後の方向性】
・引き続き、市民が気軽に相談
できるよう健康相談や健康教育
を実施する。また、若い世代を
対象者増加に向けた取り組みを
図る。

【課題･今後の方向性】

【取組内容】
女性が心身の健康に関して自
己管理・行動ができるよう健康
相談や講演会、出前講座等を
実施する。

598 687
こども子育てサ
ポートセンター

【取組内容】
心身の健康の保持・増進を図る
ため、地域のイベントや各保健
センターを活用し、血圧測定や
健康相談・健康教育を行う。

578 718

（施策１）生涯を通じた男女の健康支援

●ライフステージに応じた健康づくりへの支援

男女平等推進
センター

【取組内容】
・年代ごとの変化についての知
識や、健康の維持や増進のた
めの健康管理についての講座
の開催
・図書においては、関連書籍を
収集し、情報提供に努める。
・健康に関する相談には、関係
機関と連携し回復に向けた支援
に取組む。

30
(事業番
号6に含

む)

-

女性が心身の健康に関し自己
管理ができるように、思春期・
更年期・高齢期における健康
に関する講座の開催や情報の
提供・相談体制の充実に努め
る。

生涯にわたる
心身の健康づ
くりに関する学
習機会と情報
の提供

57

地域保健課



− 53 −

久留米市男女共同参画行動計画推進状況

施策の方向Ⅲ　男女が自立し、生活できる社会環境づくり

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

【計画】
女性の心身についての講座開
催や情報提供

【計画】
関係課や団体等と連携して
講座開催や情報提供に努め
る。

【実績】
市民グループ公募企画事業に
おいて実施。
・男女で考える介護について
～安心して暮らすための充実し
た介護サービスとは～
久留米市介護福祉サービス事
業者協議会　重永啓輔氏（3月2
日、49人）
・図書情報ステーションにおい
て、関連図書の収集・情報提供
を行った。

【実績】

【活動指標・当初値】
生涯にわたる女性のための健
康づくりセミナー
「もしかして更年期？
　～いつまでも　生き生きと暮ら
すために～」（3月13日　参加者
30人）

総合相談4,460件
　（うち健康相談　668件）

【課題･今後の方向性】
関係課や団体等と連携して講
座開催や情報提供に努める。

【課題･今後の方向性】

【計画】
・女性の健康相談の実施
・出前講座の実施
・思春期保健情報交換会の実
施

【計画】
・女性の健康相談の実施
・出前講座の実施
・思春期保健情報交換会の
実施

【実績】
・女性の健康相談　5人
・出前講座の実施　40回
・思春期保健情報交換会　1回

【実績】

【活動指標・当初値】
・女性の健康相談　20人
・思春期保健講演会　68人
・出前講座　９回
（27年度）

【課題･今後の方向性】
引き続き、女性が心身の健康に
関して自己管理・行動ができる
よう健康相談や講演会、出前講
座等を実施する。

【課題･今後の方向性】

【計画】
健康なっとく相談、健康なるほど
講座の実施

【計画】
健康なっとく相談、健康なる
ほど講座の実施

【実績】
・健康なるほど講座（健康教育）
3,401人
・健康なっとく相談（健康相談）
4,007人

【実績】

【活動指標・当初値】
4,390人(H27年度健康教育）
3,909人（H27年度健康相談）

【課題･今後の方向性】
・引き続き、市民が気軽に相談
できるよう健康相談や健康教育
を実施する。また、若い世代を
対象者増加に向けた取り組みを
図る。

【課題･今後の方向性】

【取組内容】
女性が心身の健康に関して自
己管理・行動ができるよう健康
相談や講演会、出前講座等を
実施する。

598 687
こども子育てサ
ポートセンター

【取組内容】
心身の健康の保持・増進を図る
ため、地域のイベントや各保健
センターを活用し、血圧測定や
健康相談・健康教育を行う。

578 718

（施策１）生涯を通じた男女の健康支援

●ライフステージに応じた健康づくりへの支援

男女平等推進
センター

【取組内容】
・年代ごとの変化についての知
識や、健康の維持や増進のた
めの健康管理についての講座
の開催
・図書においては、関連書籍を
収集し、情報提供に努める。
・健康に関する相談には、関係
機関と連携し回復に向けた支援
に取組む。

30
(事業番
号6に含

む)

-

女性が心身の健康に関し自己
管理ができるように、思春期・
更年期・高齢期における健康
に関する講座の開催や情報の
提供・相談体制の充実に努め
る。

生涯にわたる
心身の健康づ
くりに関する学
習機会と情報
の提供

57

地域保健課
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久留米市男女共同参画行動計画推進状況

施策の方向Ⅲ　男女が自立し、生活できる社会環境づくり

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

（施策１）生涯を通じた男女の健康支援

【取組内容】
・市民一人ひとりが、自殺のサイ
ンに早期に気付き、適切な関係
機関につなぐ役割を担うゲート
キーパーとしての意識を浸透さ
せるため、広く啓発活動や人材
養成をおこなっていく。
・また、市民の身近な場所で相
談できる場を提供する。

【計画】
〈普及啓発〉講演会、街頭キャン
ペーン、広報誌掲載
〈関係団体との連携強化〉自殺
対策連絡協議会及び自殺対策
庁内会議、職域メンタルヘルス
連絡会議、関係機関連携調整
会議
〈支援者の資質向〉かかりつけ
医うつ病アプローチ研修、ゲー
トキーパー研修の実施
〈こころの健康支援〉「こころの相
談カフェ」

【計画】
〈普及啓発〉講演会、街頭
キャンペーン、広報紙掲載
〈関係団体との連携強化〉自
殺対策連絡協議会、職域メ
ンタルヘルス連絡会議、関
係機関連携調整会議
〈支援者の資質向〉かかりつ
け医･精神科医連携研修、
ゲートキーパー研修の実施
〈こころの健康支援〉こころの
相談カフェ
〈若年層対策強化〉SOSの出
し方教育

【実績】
・講演会（市民172人、職域98
人）
・街頭キャンペーン（2回）
・自殺対策連絡協議会（1回）
・職域メンタルヘルス連絡会議
（1回）
・かかりつけ医・精神科医連携
研修（2回・357人）
・ゲートキーパー研修（出前講
座含む）（68回・2,493人）
・こころの相談カフェ（68回・190
件）
　H28年度岩田屋に設置
　H29年度図書館に増設
　H30年度図書館開設回数拡
大
・SOSの出し方教育（1校・教職
員21名・生徒99名）

【実績】

【課題･今後の方向性】
引き続き、関係機関との連携を
強化するとともに、支援者の資
質向上を目的とした会議・研修
会を実施していく。
また、対象に応じた啓発の検討
を行う。

【課題･今後の方向性】

【計画】
・地区組織活動115回

【計画】
・地区組織活動　115回

【実績】
・地区組織活動 115回

【実績】

【活動指標・当初値】
・地区組織活動113回

【課題･今後の方向性】
生活習慣病予防の講話や調理
実習などを行う地区組織活動や
男性料理教室等の地域からの
依頼事業を展開している。今後
も 、食を通じた地域における健
康づくりの推進に、引き続き取り
組んでいく。

【課題･今後の方向性】

【計画】
16校区と２０団体（一般申請分）
でスポーツ教室を実施予定

【計画】
４５回スポーツ教室を実施予
定

【実績】
合計３５回教室を実施。
参加者数約1500人。

【実績】

【活動指標・当初値】
普段運動していない参加者
数・・・４９人

【課題･今後の方向性】
1000人を超える方に、参加いた
だいた。今後も、引き続き広報
に力を入れ、広く呼び掛ける。

【課題･今後の方向性】

【計画】
・生活習慣病予防健診受診率
8.6％

【計画】
・生活習慣病予防健診受診
率11.6％

【実績】
・生活習慣病予防健診受診率
11.6％

【実績】

【活動指標・当初値】
・生活習慣病予防健診受診率
8.4％
・特定健康診査受診率34.8％
（H26年度）
・特定保健指導実施率6.1％

【課題･今後の方向性】
・平成29年度から実施した生活
保護受給者への受診勧奨を含
む、生活習慣病予防健診向上
のための取り組みを引き続き進
めていく。

【課題･今後の方向性】

健康推進課1,500

5,350 保健予防課

【活動指標・当初値】
（平成27年度実績）
・講演会
　　(市民243人,職域84人)
・街頭キャンペーン(2回)
・自殺対策連絡協議会(1回)
・自殺対策庁内会議(2回)
・職域メンタルヘルス連絡会議
　　　　　　　　　　　　　　　(1回)
・かかりつけ医うつ病アプローチ
研修(2回,264人)
・ゲートキーパー養成講座
　　　　　　　　　　　(3,527人)

体育スポーツ
課

61
生涯を通じて
の健康づくりの
促進

生活習慣病等の早期発見・早
期治療のための各種健診を実
施し、男女のライフステージに
応じた疾病の予防と健康の増
進を促進する。
　・生活習慣病予防健診（35
～39歳）
　・特定健康診査・特定保健
指導（40～74歳）

【取組内容】
生活習慣病予防健診・特定健
康診査の受診率向上及び特定
保健指導実施率向上のための
取り組みを進める。

209,642

1,500

健康推進課271,446

◎
58

精神的な問題
に関する正し
い知識の普及
啓発及び推
進・相談体制
の充実

59
食生活改善地
区活動の促進

久留米市食生活改善推進員
協議会と連携し、地域の住民
を対象に、生活習慣病予防・
地産地消推進のための調理
実習の実施や、食を視点とし
た健康づくりを啓発するための
各種イベントへの参画などに
より、市民の食生活の改善に
向けて取り組む。

【取組内容】
食を視点に、地域における健康
づくりを推進するため、生活習
慣病予防の講話や調理実習な
どを行う地区組織活動や地域か
らの依頼事業の一環として、男
性料理教室を実施する。

あらゆる機会を捉え、悩みを抱
えたときには誰かに相談するこ
と、また悩みを抱えた人の発
するＳＯＳのサインやその対応
について学校・企業などと連
携し積極的に周知するととも
に、相談体制の一層の充実を
図る。

4,494

◎
60

生涯スポーツ
振興体制の整
備

地域や企業等における市民ス
ポーツの活性化を目的に、ス
ポーツ推進委員等と連携し、
仕事や子育て等で普段運動し
ていない人が身近にスポーツ
に親しむことができるよう環境
整備を行い、市民の健康増進
を図る。

【取組内容】
地域や企業ごとに普段運動をし
ていない人を巻き込んだスポー
ツ教室を実施し、また、運動の
継続の可能性を探る。

816 990

久留米市男女共同参画行動計画推進状況

施策の方向Ⅲ　男女が自立し、生活できる社会環境づくり

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

（施策１）生涯を通じた男女の健康支援

【計画】
・まちかど栄養・糖尿病予防健
康相談1,500人

【計画】
・まちかど栄養・糖尿病予防
健康相談1,200人

【実績】
12回開催　参加者1,286人

【実績】

【活動指標・当初値】
・まちかど栄養・糖尿病予防健
康相談1,542人

【課題･今後の方向性】
年々増える糖尿病患者に対応
するため、今後も継続的に取組
みをしていく必要がある。

【課題･今後の方向性】

【計画】
健康なっとく相談、健康なるほど
講座の実施

【計画】
健康なっとく相談、健康なる
ほど講座の実施

【実績】
・健康なるほど講座（健康教育）
3,401人
・健康なっとく相談（健康相談）
4,007人

【実績】

【活動指標・当初値】
4,390　(H27年度健康教育）
3,922 （H27年度総合健康相
談）

【課題･今後の方向性】
・引き続き、市民が気軽に相談
できるよう健康相談や健康教育
を実施する。また、若い世代を
対象者増加に向けた取り組みを
図る。

【課題･今後の方向性】

【計画】
・定例及び夜間即日検査・相談
（6月、8月、12月）の実施
・広報くるめ、市公式ホームペー
ジへの掲載による啓発
・啓発物(ポスター、ちらし等)の
配布

【計画】
・定例及び夜間ＨＩＶ（エイ
ズ）即日検査・相談（6月、8
月、12月）の実施
・広報くるめ、市公式ホーム
ページへの掲載による啓発
・啓発物(ポスター、ちらし等)
の配布

【実績】
・HIV検査件数：333件
・梅毒検査件数：279件
・クラミジア検査件数：278件
・HIV相談件数：687件
・性感染症相談件数：591件

【実績】

【活動指標・当初値】
平成29年度
・HIV（エイズ）検査件数：328件
・梅毒検査件数：245件
・クラミジア検査件数：244件
・HIV（エイズ）相談件数：694件
・性感染症相談件数：520件

【課題･今後の方向性】
受検者アンケートの中で、ホー
ムページを見て受検した人が
48.5%と半数近くを占めた。今後
も流行状況を把握し、市民への
効果的な普及啓発に努めたい。

【課題･今後の方向性】

【計画】
・母子健康手帳の交付
・妊婦健康診査受診率100％
・女性の健康相談の実施

【計画】
・母子健康手帳の交付
・妊婦健康診査受診率
100％
・女性の健康相談の実施

【実績】
・妊婦健康診査受診率
　98.4％
・女性の健康相談　　　5人

【実績】

【活動指標・当初値】
・妊婦健康診査受診率　99.5%
・女性の健康相談　20人
（27年度）

【課題･今後の方向性】
引き続き、乳幼児の身長・体重
測定、育児健康相談、栄養相談
を通して、子育てを支援する。

【課題･今後の方向性】

【計画】
くるみホール、総合支所におい
て、保健師・栄養士などによる
相談会の開催

【計画】
くるみホール、総合支所にお
いて、保健師・栄養士などに
よる相談会の開催

【実績】
・ゆったり子育て相談会　1,708
人

【実績】

【活動指標・当初値】
ゆったり子育て相談会（Ｈ27年
度　2,940人）

【課題･今後の方向性】
・引き続き相談会を通して子育
てを支援する。

【課題･今後の方向性】

健康推進課

【取組内容】（Ｎｏ57再掲）
心身の健康の保持・増進を図る
ため、地域のイベントや各保健
センターを活用し、血圧測定や
健康相談・健康教育を行う。

578 718
地域保健課

467

【取組内容】
6月1日～7日のHIV検査普及週
間、12月1日の世界エイズデ-、
及びお盆帰省時期に、夜間ＨＩ
Ｖ（エイズ）即日検査を実施し、
市内の大学・短大・専門学校や
各市民センタ-等のほか商業施
設や企業へ検査案内のポスタ-
やちらし・パンフレットを配布す
る。
・新成人には、成人式にて啓発
物を配布。
・依頼があった高校へ性感染症
に関する出前講座を実施。

204

62
健康教育・相
談事業の充実

生活習慣病の発症や重症化
を予防し、健康を増進するた
めに、青年期からの健康教
育・健康相談を重点的に実施
し、健康に関する正しい知識
の普及・啓発に努める。

【取組内容】
糖尿病について正しい知識の
普及と予防意識の向上を図るた
め、血圧・血糖測定と栄養・糖尿
病に関する健康相談を実施す
る。

463

●妊娠・出産と性に関する健康への支援

1,653 保健予防課63
性感染症の相
談・検査の充
実

夜間HIV（エイズ）即日相談・
検査を6月1日～7日のHIV検
査普及週間、8月の盆帰省
時、12月1日の世界エイズデ-
時の年3回、及びHIV（エイ
ズ）、性感染症に関する相談・
検査を毎週水曜日に実施す
る。
また、市内の大学・短大・専門
学校や各市民センター等のほ
か商業施設（インターネットカ
フェ・コンビニエンスストア等）
や企業へ検査案内のポスタ-
やちらし・パンフレットの配布
や成人式での検査案内カ-ド
の配布、依頼があった高校へ
性感染症に関する出前講座を
実施するなど、人が集まる場
での効果的な普及啓発活動を
行う。

【取組内容】
乳幼児の身長・体重測定、育児
健康相談、栄養相談を通して、
子育てを支援する。

1,068 1,014
こども子育てサ
ポートセンター

こども子育てサ
ポートセンター

64

妊娠・出産・子
育てに関する
啓発と相談の
充実

妊娠から出産、育児について
の正しい知識を啓発するととも
に、妊婦同士や子育て中の母
親との交流を進める取り組み
や妊婦健康診査を実施し、出
産を控えた妊婦に対して、き
め細かい支援を行う。また、妊
娠を希望する女性に対して、
不妊治療の相談と支援を引き
続き実施する。

【取組内容】
乳幼児の身長・体重測定、育児
健康相談、栄養相談を通して、
子育てを支援する。

261,184 274,079
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久留米市男女共同参画行動計画推進状況

施策の方向Ⅲ　男女が自立し、生活できる社会環境づくり

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

（施策１）生涯を通じた男女の健康支援

【計画】
・まちかど栄養・糖尿病予防健
康相談1,500人

【計画】
・まちかど栄養・糖尿病予防
健康相談1,200人

【実績】
12回開催　参加者1,286人

【実績】

【活動指標・当初値】
・まちかど栄養・糖尿病予防健
康相談1,542人

【課題･今後の方向性】
年々増える糖尿病患者に対応
するため、今後も継続的に取組
みをしていく必要がある。

【課題･今後の方向性】

【計画】
健康なっとく相談、健康なるほど
講座の実施

【計画】
健康なっとく相談、健康なる
ほど講座の実施

【実績】
・健康なるほど講座（健康教育）
3,401人
・健康なっとく相談（健康相談）
4,007人

【実績】

【活動指標・当初値】
4,390　(H27年度健康教育）
3,922 （H27年度総合健康相
談）

【課題･今後の方向性】
・引き続き、市民が気軽に相談
できるよう健康相談や健康教育
を実施する。また、若い世代を
対象者増加に向けた取り組みを
図る。

【課題･今後の方向性】

【計画】
・定例及び夜間即日検査・相談
（6月、8月、12月）の実施
・広報くるめ、市公式ホームペー
ジへの掲載による啓発
・啓発物(ポスター、ちらし等)の
配布

【計画】
・定例及び夜間ＨＩＶ（エイ
ズ）即日検査・相談（6月、8
月、12月）の実施
・広報くるめ、市公式ホーム
ページへの掲載による啓発
・啓発物(ポスター、ちらし等)
の配布

【実績】
・HIV検査件数：333件
・梅毒検査件数：279件
・クラミジア検査件数：278件
・HIV相談件数：687件
・性感染症相談件数：591件

【実績】

【活動指標・当初値】
平成29年度
・HIV（エイズ）検査件数：328件
・梅毒検査件数：245件
・クラミジア検査件数：244件
・HIV（エイズ）相談件数：694件
・性感染症相談件数：520件

【課題･今後の方向性】
受検者アンケートの中で、ホー
ムページを見て受検した人が
48.5%と半数近くを占めた。今後
も流行状況を把握し、市民への
効果的な普及啓発に努めたい。

【課題･今後の方向性】

【計画】
・母子健康手帳の交付
・妊婦健康診査受診率100％
・女性の健康相談の実施

【計画】
・母子健康手帳の交付
・妊婦健康診査受診率
100％
・女性の健康相談の実施

【実績】
・妊婦健康診査受診率
　98.4％
・女性の健康相談　　　5人

【実績】

【活動指標・当初値】
・妊婦健康診査受診率　99.5%
・女性の健康相談　20人
（27年度）

【課題･今後の方向性】
引き続き、乳幼児の身長・体重
測定、育児健康相談、栄養相談
を通して、子育てを支援する。

【課題･今後の方向性】

【計画】
くるみホール、総合支所におい
て、保健師・栄養士などによる
相談会の開催

【計画】
くるみホール、総合支所にお
いて、保健師・栄養士などに
よる相談会の開催

【実績】
・ゆったり子育て相談会　1,708
人

【実績】

【活動指標・当初値】
ゆったり子育て相談会（Ｈ27年
度　2,940人）

【課題･今後の方向性】
・引き続き相談会を通して子育
てを支援する。

【課題･今後の方向性】

健康推進課

【取組内容】（Ｎｏ57再掲）
心身の健康の保持・増進を図る
ため、地域のイベントや各保健
センターを活用し、血圧測定や
健康相談・健康教育を行う。

578 718
地域保健課

467

【取組内容】
6月1日～7日のHIV検査普及週
間、12月1日の世界エイズデ-、
及びお盆帰省時期に、夜間ＨＩ
Ｖ（エイズ）即日検査を実施し、
市内の大学・短大・専門学校や
各市民センタ-等のほか商業施
設や企業へ検査案内のポスタ-
やちらし・パンフレットを配布す
る。
・新成人には、成人式にて啓発
物を配布。
・依頼があった高校へ性感染症
に関する出前講座を実施。

204

62
健康教育・相
談事業の充実

生活習慣病の発症や重症化
を予防し、健康を増進するた
めに、青年期からの健康教
育・健康相談を重点的に実施
し、健康に関する正しい知識
の普及・啓発に努める。

【取組内容】
糖尿病について正しい知識の
普及と予防意識の向上を図るた
め、血圧・血糖測定と栄養・糖尿
病に関する健康相談を実施す
る。

463

●妊娠・出産と性に関する健康への支援

1,653 保健予防課63
性感染症の相
談・検査の充
実

夜間HIV（エイズ）即日相談・
検査を6月1日～7日のHIV検
査普及週間、8月の盆帰省
時、12月1日の世界エイズデ-
時の年3回、及びHIV（エイ
ズ）、性感染症に関する相談・
検査を毎週水曜日に実施す
る。
また、市内の大学・短大・専門
学校や各市民センター等のほ
か商業施設（インターネットカ
フェ・コンビニエンスストア等）
や企業へ検査案内のポスタ-
やちらし・パンフレットの配布
や成人式での検査案内カ-ド
の配布、依頼があった高校へ
性感染症に関する出前講座を
実施するなど、人が集まる場
での効果的な普及啓発活動を
行う。

【取組内容】
乳幼児の身長・体重測定、育児
健康相談、栄養相談を通して、
子育てを支援する。

1,068 1,014
こども子育てサ
ポートセンター

こども子育てサ
ポートセンター

64

妊娠・出産・子
育てに関する
啓発と相談の
充実

妊娠から出産、育児について
の正しい知識を啓発するととも
に、妊婦同士や子育て中の母
親との交流を進める取り組み
や妊婦健康診査を実施し、出
産を控えた妊婦に対して、き
め細かい支援を行う。また、妊
娠を希望する女性に対して、
不妊治療の相談と支援を引き
続き実施する。

【取組内容】
乳幼児の身長・体重測定、育児
健康相談、栄養相談を通して、
子育てを支援する。

261,184 274,079
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久留米市男女共同参画行動計画推進状況

施策の方向Ⅲ　男女が自立し、生活できる社会環境づくり

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

（施策１）生涯を通じた男女の健康支援

【計画】
計画に基づく実施の確認、指
導・助言

【計画】
各学校での年間計画に基づ
く授業の実施について指導・
助言を行う。

【実績】
教育課程調査において確実な
実施の確認と指導・助言

【実績】

【活動指標・当初値】
授業の実施

【課題･今後の方向性】
年間計画に基づく授業の実施

【課題･今後の方向性】

- 学校教育課15
健康教育や性
教育の指導の
充実【再掲】

健康教育や性教育に係る教
科や学級活動、総合的な学習
の時間等における児童・生徒
の発達段階に応じた系統的な
授業が行えるよう男女共同参
画教育や※セクシュアル・マイ
ノリティ（性的少数者）の視点
を踏まえた指導の充実を図
る。

【取組内容】
各学校での全体計画の作成、
活用について指導の充実を図
るような助言を行う。

-

久留米市男女共同参画行動計画推進状況施策の方向Ⅲ　男女が自立し、生活できる社会環境づくり

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

【計画】
・乳幼児健康診査受診率100％
・気になるお子さん相談の実施
・ことばの相談の実施
・パパママきもち楽々相談の実
施

【計画】
・乳幼児健康診査受診率
100％
・気になるお子さん相談の実
施
・ことばの相談の実施
・パパママきもち楽々相談の
実施

【実績】
・乳幼児健康診査受診率
　94.7％
・気になるお子さん相談　119人

・ことばの相談　　64人
・パパママきもち楽々相談　53人

【実績】

【活動指標・当初値】
・乳幼児健康診査受診率
  4か月児　　95.8%、
10か月児　   93.7%
1歳6か月児　92.8%
   3歳児　　　87.8%
・気になるお子さん相談　79人
・ことばの相談　58人
・パパママきもち楽々相談　34
人
（27年度）

【課題･今後の方向性】
今後も引き続き、乳幼児の健全
な発育発達のため健康診査を
行い、問題がある乳幼児に対し
て、各種相談に繋ぐなど、個々
に応じた支援を行う。

【課題･今後の方向性】

【計画】
婦人相談員へ繋ぐ際に必要な
情報について共有できるような
仕組みづくりを行うことで、相談
者の負担を減らす。

【計画】
ワンストップ相談対応の充実
（相談員のスキルアップ等)
専門相談への速やかな繋ぎ
と連携

【実績】
ＤＶを含めた婦人相談は31件あ
り、その内専門的な対応が必要
なケースは、課内の婦人相談員
へ繋ぎ、対応を依頼した。また、
相談内容を担当部署が閲覧で
きるようシステムを開発した。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
被害者感情に配慮した対応やワ
ンストップとしての機能強化。

【課題･今後の方向性】

【計画】
・職員対象のオレンジリボン作製
キャンペーンを実施
・個別ケース会議を行う。

【計画】
・職員対象のオレンジリボン
作成キャンペーンを実施
・個別ケース会議を行う。

【実績】
・小中学校への出前サロン事業
９校
・個別ケース会議　１４１回

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
・関係機関との連携強化

【課題･今後の方向性】

【計画】
･既存受給者の医療証更新事務

【計画】
･既存受給者の医療証更新
事務

【実績】
・受給者へ更新案内を実施
・ホームページの適宜修正

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
・関係部署との連携強化

【課題･今後の方向性】

241,922 248,055
ひとり親家庭
等医療費の助
成

母子家庭の母・児童、父子家
庭の父・児童、父母のない児
童の生活の安定と自立を支援
するため、医療費を助成する。

【取組内容】
制度周知のためホームページ
による情報発信

●生活上の困難に直面した人々への支援

医療・年金課68

児童虐待を未然に防ぐため
に、要支援家庭を様々な子育
て支援事業や子育て支援機
関につなぐ仕組みを整えるとと
もに、関係機関や市民に対し
て虐待防止に関する広報・啓
発活動を行う。
また、「子ども見守り地域ネット
ワーク」の構築により、子育て
家庭の孤立を防止し、児童虐
待防止のための体制充実を図
る。

【取組内容】
・セーフコミュニティ児童虐待防
止対策委員会で具体的取り組
みについて検討する。
・乳児家庭訪問事業の地域連
携、校区拡充
・子どもや職員によるオレンジリ
ボン作成
・中学校への出前サロン事業
・関係部局や学校、病院、福祉
施設等の関係機関、団体との個
別ケース会議の実施
・久留米大学との協働事業とし
て、オレンジリボンキャンペーン
を中心に、オレンジリボンの着
用を行う。

2,419 5,032
家庭子ども相
談課

◎
66

子ども・子育て
支援総合相談
事業の実施

子育て支援事業の紹介・案内
機能だけでなく、子育て家庭
に対する継続的な相談支援や
家庭を見守る地域づくりの機
能を併せ持った総合相談窓口
を地域子育て支援センター等
に設置し、子育てへの負担・不
安の軽減や地域とともに見守
るしくみづくりを目指す。

【取組内容】
子育てに関する様々な相談に
対し、必要に応じ関係部局や機
関と連携し支援を行う。

583 514
こども子育てサ
ポートセンター

65
乳幼児健康診
査・育児相談
等の実施

乳幼児健康診査により、乳幼
児の健全な育成を図り、発育
や精神面等において問題のあ
る乳幼児を対象として、発達相
談事業を実施する。また、保護
者の子育てに対する不安解消
を図るため、母子保健に関す
る各種健康相談を実施する。

【取組内容】
乳幼児の健全な発育発達のた
め健康診査を行い、問題がある
乳幼児に対して、各種相談に繋
ぐなど、個々に応じた支援を行
う。

77,368 82,669
こども子育てサ
ポートセンター

67

子どもに対す
る暴力・虐待を
根絶するため
の体制整備

●子ども･子育てに関する支援の充実

（施策２）困難を抱える人々が安心して暮らせる環境の整備
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久留米市男女共同参画行動計画推進状況施策の方向Ⅲ　男女が自立し、生活できる社会環境づくり

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

【計画】
・乳幼児健康診査受診率100％
・気になるお子さん相談の実施
・ことばの相談の実施
・パパママきもち楽々相談の実
施

【計画】
・乳幼児健康診査受診率
100％
・気になるお子さん相談の実
施
・ことばの相談の実施
・パパママきもち楽々相談の
実施

【実績】
・乳幼児健康診査受診率
　94.7％
・気になるお子さん相談　119人

・ことばの相談　　64人
・パパママきもち楽々相談　53人

【実績】

【活動指標・当初値】
・乳幼児健康診査受診率
  4か月児　　95.8%、
10か月児　   93.7%
1歳6か月児　92.8%
   3歳児　　　87.8%
・気になるお子さん相談　79人
・ことばの相談　58人
・パパママきもち楽々相談　34
人
（27年度）

【課題･今後の方向性】
今後も引き続き、乳幼児の健全
な発育発達のため健康診査を
行い、問題がある乳幼児に対し
て、各種相談に繋ぐなど、個々
に応じた支援を行う。

【課題･今後の方向性】

【計画】
婦人相談員へ繋ぐ際に必要な
情報について共有できるような
仕組みづくりを行うことで、相談
者の負担を減らす。

【計画】
ワンストップ相談対応の充実
（相談員のスキルアップ等)
専門相談への速やかな繋ぎ
と連携

【実績】
ＤＶを含めた婦人相談は31件あ
り、その内専門的な対応が必要
なケースは、課内の婦人相談員
へ繋ぎ、対応を依頼した。また、
相談内容を担当部署が閲覧で
きるようシステムを開発した。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
被害者感情に配慮した対応やワ
ンストップとしての機能強化。

【課題･今後の方向性】

【計画】
・職員対象のオレンジリボン作製
キャンペーンを実施
・個別ケース会議を行う。

【計画】
・職員対象のオレンジリボン
作成キャンペーンを実施
・個別ケース会議を行う。

【実績】
・小中学校への出前サロン事業
９校
・個別ケース会議　１４１回

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
・関係機関との連携強化

【課題･今後の方向性】

【計画】
･既存受給者の医療証更新事務

【計画】
･既存受給者の医療証更新
事務

【実績】
・受給者へ更新案内を実施
・ホームページの適宜修正

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
・関係部署との連携強化

【課題･今後の方向性】

241,922 248,055
ひとり親家庭
等医療費の助
成

母子家庭の母・児童、父子家
庭の父・児童、父母のない児
童の生活の安定と自立を支援
するため、医療費を助成する。

【取組内容】
制度周知のためホームページ
による情報発信

●生活上の困難に直面した人々への支援

医療・年金課68

児童虐待を未然に防ぐため
に、要支援家庭を様々な子育
て支援事業や子育て支援機
関につなぐ仕組みを整えるとと
もに、関係機関や市民に対し
て虐待防止に関する広報・啓
発活動を行う。
また、「子ども見守り地域ネット
ワーク」の構築により、子育て
家庭の孤立を防止し、児童虐
待防止のための体制充実を図
る。

【取組内容】
・セーフコミュニティ児童虐待防
止対策委員会で具体的取り組
みについて検討する。
・乳児家庭訪問事業の地域連
携、校区拡充
・子どもや職員によるオレンジリ
ボン作成
・中学校への出前サロン事業
・関係部局や学校、病院、福祉
施設等の関係機関、団体との個
別ケース会議の実施
・久留米大学との協働事業とし
て、オレンジリボンキャンペーン
を中心に、オレンジリボンの着
用を行う。

2,419 5,032
家庭子ども相
談課

◎
66

子ども・子育て
支援総合相談
事業の実施

子育て支援事業の紹介・案内
機能だけでなく、子育て家庭
に対する継続的な相談支援や
家庭を見守る地域づくりの機
能を併せ持った総合相談窓口
を地域子育て支援センター等
に設置し、子育てへの負担・不
安の軽減や地域とともに見守
るしくみづくりを目指す。

【取組内容】
子育てに関する様々な相談に
対し、必要に応じ関係部局や機
関と連携し支援を行う。

583 514
こども子育てサ
ポートセンター

65
乳幼児健康診
査・育児相談
等の実施

乳幼児健康診査により、乳幼
児の健全な育成を図り、発育
や精神面等において問題のあ
る乳幼児を対象として、発達相
談事業を実施する。また、保護
者の子育てに対する不安解消
を図るため、母子保健に関す
る各種健康相談を実施する。

【取組内容】
乳幼児の健全な発育発達のた
め健康診査を行い、問題がある
乳幼児に対して、各種相談に繋
ぐなど、個々に応じた支援を行
う。

77,368 82,669
こども子育てサ
ポートセンター

67

子どもに対す
る暴力・虐待を
根絶するため
の体制整備

●子ども･子育てに関する支援の充実

（施策２）困難を抱える人々が安心して暮らせる環境の整備
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№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

（施策２）困難を抱える人々が安心して暮らせる環境の整備

【計画】
・各事業のチラシ配布等を行
い、市民への周知を図る。

【計画】
・各事業のチラシ配布等を行
い、市民への周知を図る。

【実績】
・高等職業訓練促進給付金事
業対象者の就職・進学率100％

【実績】

【活動指標・当初値】
高等職業訓練促進給付金事業
対象者の就職・進学率80%以上

【課題･今後の方向性】
・制度の周知
・関係機関との連携強化

【課題･今後の方向性】

【計画】
・児童相談、子ども総合相談等
で必要に応じて事業の紹介を行
う。

【計画】
・児童相談、子ども総合相談
等で必要に応じて事業の紹
介を行う。

【実績】
・生活支援員派遣対象世帯：14
世帯

【実績】

【活動指標・当初値】
生活支援員派遣対象世帯：5世
帯以上

【課題･今後の方向性】
・制度の周知を図り自立に向け
ての支援

【課題･今後の方向性】

【計画】
・窓口での各種相談受付
・自立支援員研修等への参加

【計画】
・窓口での各種相談受付
・自立支援員研修等への参
加

【実績】
・相談件数　854件

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
・実施

【課題･今後の方向性】

【計画】
・経済的な面での相談を受け、
必要に応じて貸付を行う。

【計画】
・経済的な面での相談を受
け、必要に応じて貸付を行
う。

【実績】
・貸付件数　190件

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
・実施

【課題･今後の方向性】

【計画】
支援が必要な母子家庭の母と児
童を保護し、自立に向けて支援
する。

【計画】
支援が必要な母子家庭の母
と児童を保護し、自立に向け
て支援する。

【実績】
・入所者　13世帯36人

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
・実施

【課題･今後の方向性】

【計画】
年に３回の定期募集と同時期に
別枠募集を実施。

【計画】
年に３回の定期募集と同時
期に別枠募集を実施。

【実績】
年3回別枠募集を実施した。

【実績】

【活動指標・当初値】 【課題･今後の方向性】
今後も引き続き別枠募集を実施
し、入居機会の拡大に努める。

【課題･今後の方向性】

母子・父子家
庭、高齢者・障
害者の市営住
宅優先入居

市営住宅の定期募集とは別
に、母子・父子家庭や高齢者・
障害者世帯を対象とした別枠
募集を実施し、入居機会を拡
大させる。

74 -

家庭子ども相
談課

母子父子寡婦
福祉資金貸付
事業の実施

母子家庭、父子家庭、寡婦に
対し、修学資金や就学支度資
金など１２種類の資金貸付を
行い、経済的自立を支援す
る。

【取組内容】
子どもの学費を貸し付ける修学
資金や就学支度資金など経済
的自立を支援する事業を行う。

89,118 132,000

- 住宅政策課

【取組内容】
定期募集の時期に、一般世帯と
は別枠で空き状況に応じ母子・
父子・高齢者・障害者の枠を設
け、市営住宅の優先入居を実
施する。

73
母子生活支援
施設の運営

経済的・社会的に援助を必要
とする母子家庭の母と児童をと
もに保護し、自立に向けて援
助することを目的として、母子
生活支援施設を運営する。
また、支援体制の強化に向け
た取り組みについて検討を進
めていく。

【取組内容】
入所者から様々な相談を受けな
がら、自立に向けての支援、施
設の安全性の向上に取り組む。

7,363 10,932
家庭子ども相
談課

72

71
母子・父子・寡
婦福祉相談の
充実

ひとり親家庭等の生活の安
定、自立を目指し、住宅、手
当、就労、貸付等について助
言、情報提供を行うとともに、
研修等を通じた相談員の資質
の向上を図っていく。

【取組内容】
母子・父子家庭や寡婦の生活
の安定を図るため、経済的、社
会的、生活的自立に向けた助
言を行う。

- -
家庭子ども相
談課

70
ひとり親家庭
日常生活支援
事業の実施

ひとり親家庭の母・父が、急な
病気や残業のときなどにヘル
パーを派遣し、家事を支援す
る。

【取組内容】
ひとり親家庭の保護者が、急な
病気や残業のときなどにヘル
パーを派遣して家事を行う。

2,401 2,893
家庭子ども相
談課

◎
69

ひとり親家庭に
対する就業支
援事業の実施

ひとり親家庭の母又は父等
が、看護師等の就職に有利な
資格の取得や、職業能力開発
のための講座等を受講する際
に、給付金を支給する。
・高等職業訓練促進給付金等
事業
・自立支援教育訓練給付金事
業
・高卒認定試験合格支援事業
ひとり親家庭等就業・自立支
援センター等との連携により、
就労支援講座や就業情報の
提供を行う。
児童扶養手当受給者を対象
に自立支援プログラムを策定
し、ハローワークと連携して就
職を支援する。

【取組内容】
ひとり親家庭の母または父の就
業に有利な資格取得のため、高
等職業訓練促進給付金事業・
自立支援教育訓練給付金事
業、高卒認定試験合格支援事
業を実施し、就業支援や学び直
しの充実を図る。

38,740 54,654
家庭子ども相
談課

久留米市男女共同参画行動計画推進状況施策の方向Ⅲ　男女が自立し、生活できる社会環境づくり

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

（施策２）困難を抱える人々が安心して暮らせる環境の整備

【計画】
（国の目安値）
新規相談受付953件／年
支援プラン作成476件／年
就労・増収者数285名／年

【計画】
（久留米市独自）
新規相談受付1040件／年
支援プラン作成660件／年
就労・増収者数145名／年

【実績】
新規相談受付1,035件／年
支援プラン作成659件／年
就労・増収者数133名

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
関係機関と連携し、困窮者の早
期発見・早期支援に取り組むと
ともに、地域の社会資源を活用
した支援プランを策定する。

【課題･今後の方向性】

【計画】
【居場所型】
平均参加者数15人／回
【アウトリーチ型】
90世帯に対して介入

【計画】
【居場所型】
平均参加者数21人／回
【アウトリーチ型】
100世帯に対して介入

【実績】
【居場所型】
平均参加者数19.6人／回
【アウトリーチ型】
103世帯に対して介入

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
アウトリーチ型に関しては対象を
拡充した小学校高学年を含めた
対象への早期介入・継続支援を
行う

【課題･今後の方向性】

【計画】
支援が必要なひとり親家庭の子
どもに対して、生活支援、学習
支援及び食事の提供を行う。

【計画】
・対象地域外についての実
施方法の検討

【実績】
・拠点型利用児童数11世帯16
人
・派遣型利用児童数8世帯13人

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
・制度の周知

【課題･今後の方向性】

【計画】
・補助団体の拡充
・実施団体が一同に会し、運
営、実施状況についての情報交
換会を実施

【計画】
実施団体の増加に向けた取
組みを行う

【実績】
10月に実施団体（補助団体外含
む）の意見交換会を実施（参加
団体数：12団体）
朝ごはん子ども食堂や夏休み等
子ども食堂実施団体への補助を
開始し、新規の支援団体の確保
に努めた。
≪平成31年2月末現在≫
・補助団体　7団体

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
情報交換会で得た情報を参考
にしながら、実施しやすい仕組
みなどを検討する必要がある。

【課題･今後の方向性】

生活支援第２
課

子ども政策課

家庭子ども相
談課

◎
76

◎
75

久留米市生活
自立支援セン
ター事業の実
施

学習支援事業
の実施

生活困窮世帯の子どものいる
世帯（主に中学生）を対象に、
学習支援や日常的な生活習
慣、仲間と出会い活動ができる
居場所づくり、学習に関する相
談など、子どもと保護者の双方
に必要な支援を行う。

45,253

【取組内容】
適切なアウトリーチ及び居場所
型事業の実施

子どもの居場
所づくり事業

ひとり親家庭の子どもの生活
向上を図るため、学校終了後
に生活習慣の習得の支援や
学習の支援、食事の提供等を
行う。

生活支援第１・
第２課

生活の困りごとや不安などの
相談に対して、支援員がどの
ような支援が必要かを相談者
に寄り添いながら考えて、具体
的な支援プランを作成し、自立
に向けた支援を行う。

【取組内容】
総合相談事業、家計改善支援
事業の実施

44,836

15,410

【取組内容】
市内のNPO団体等に委託し、
居場所づくりを実施する。

12,511

14,010

13,100

◎
78

子ども食堂支
援事業

様々な家庭の事情を抱えた子
どもの生活向上を図るため、食
事の提供を行うとともに、地域
との交流や生活習慣の習得の
支援などを行う。

【取組内容】
子ども食堂を実施する団体に対
し、運営費等の補助を支給す
る。

1,966 3,350

◎
77
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№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

（施策２）困難を抱える人々が安心して暮らせる環境の整備

【計画】
（国の目安値）
新規相談受付953件／年
支援プラン作成476件／年
就労・増収者数285名／年

【計画】
（久留米市独自）
新規相談受付1040件／年
支援プラン作成660件／年
就労・増収者数145名／年

【実績】
新規相談受付1,035件／年
支援プラン作成659件／年
就労・増収者数133名

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
関係機関と連携し、困窮者の早
期発見・早期支援に取り組むと
ともに、地域の社会資源を活用
した支援プランを策定する。

【課題･今後の方向性】

【計画】
【居場所型】
平均参加者数15人／回
【アウトリーチ型】
90世帯に対して介入

【計画】
【居場所型】
平均参加者数21人／回
【アウトリーチ型】
100世帯に対して介入

【実績】
【居場所型】
平均参加者数19.6人／回
【アウトリーチ型】
103世帯に対して介入

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
アウトリーチ型に関しては対象を
拡充した小学校高学年を含めた
対象への早期介入・継続支援を
行う

【課題･今後の方向性】

【計画】
支援が必要なひとり親家庭の子
どもに対して、生活支援、学習
支援及び食事の提供を行う。

【計画】
・対象地域外についての実
施方法の検討

【実績】
・拠点型利用児童数11世帯16
人
・派遣型利用児童数8世帯13人

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
・制度の周知

【課題･今後の方向性】

【計画】
・補助団体の拡充
・実施団体が一同に会し、運
営、実施状況についての情報交
換会を実施

【計画】
実施団体の増加に向けた取
組みを行う

【実績】
10月に実施団体（補助団体外含
む）の意見交換会を実施（参加
団体数：12団体）
朝ごはん子ども食堂や夏休み等
子ども食堂実施団体への補助を
開始し、新規の支援団体の確保
に努めた。
≪平成31年2月末現在≫
・補助団体　7団体

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
情報交換会で得た情報を参考
にしながら、実施しやすい仕組
みなどを検討する必要がある。

【課題･今後の方向性】

生活支援第２
課

子ども政策課

家庭子ども相
談課

◎
76

◎
75

久留米市生活
自立支援セン
ター事業の実
施

学習支援事業
の実施

生活困窮世帯の子どものいる
世帯（主に中学生）を対象に、
学習支援や日常的な生活習
慣、仲間と出会い活動ができる
居場所づくり、学習に関する相
談など、子どもと保護者の双方
に必要な支援を行う。

45,253

【取組内容】
適切なアウトリーチ及び居場所
型事業の実施

子どもの居場
所づくり事業

ひとり親家庭の子どもの生活
向上を図るため、学校終了後
に生活習慣の習得の支援や
学習の支援、食事の提供等を
行う。

生活支援第１・
第２課

生活の困りごとや不安などの
相談に対して、支援員がどの
ような支援が必要かを相談者
に寄り添いながら考えて、具体
的な支援プランを作成し、自立
に向けた支援を行う。

【取組内容】
総合相談事業、家計改善支援
事業の実施

44,836

15,410

【取組内容】
市内のNPO団体等に委託し、
居場所づくりを実施する。

12,511

14,010

13,100

◎
78

子ども食堂支
援事業

様々な家庭の事情を抱えた子
どもの生活向上を図るため、食
事の提供を行うとともに、地域
との交流や生活習慣の習得の
支援などを行う。

【取組内容】
子ども食堂を実施する団体に対
し、運営費等の補助を支給す
る。

1,966 3,350

◎
77
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№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

（施策２）困難を抱える人々が安心して暮らせる環境の整備

【計画】
30年度くらしのカレッジを年度内
に8回開催を計画。
出前講座メニューに「悪質商法
の手口とその撃退法」をあげ学
習利用を図る。(1,000名）
５月消費者月間において西鉄久
留米駅にて街頭啓発活動を行
う。
啓発パネル展を行う。

【計画】
3１年度くらしのカレッジを年
度内に8回開催予定。
出前講座メニューに「悪質商
法の手口とその撃退法」をあ
げ学習利用を図る。(1,000
名）
５月消費者月間において西
鉄久留米駅にて街頭啓発活
動を行う。
啓発パネル展を行う。

【実績】
くらしのカレッジ8回226人
講座69回3,375人

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
新たな詐欺や消費者被害への
啓発と消費生活センターの知名
度の向上

【課題･今後の方向性】

【計画】
〇委託相談支援（障害当事者・家
族等を主な対象）
・総合的・専門的な相談支援
・権利擁護・虐待の防止
〇基幹相談支援（事業者を主な対
象）
・指定相談支援事業者等に対する
助言,支援
・サービス等利用計画等作成の推
進
・地域移行・地域定着の促進の取
組
・地域づくりへの取組
・地域生活支援協議会運営（事務
局）

【計画】
〇委託相談支援（障害当事
者・家族等を主な対象）
・総合的・専門的な相談支援
・権利擁護・虐待の防止
〇基幹相談支援（事業者を主
な対象）
・指定相談支援事業者等に対
する助言,支援
・サービス等利用計画等作成
の推進
・地域移行・地域定着の促進
の取組
・地域づくりへの取組
・地域生活支援協議会運営
（事務局）

【実績】
相談件数7,648件

【実績】

【活動指標・当初値】
相談件数：4,470件

【課題･今後の方向性】
困難事例への対応

【課題･今後の方向性】

【計画】
・出前講座
・市民向け講演会
・成年後見センター委託
・成年後見制度市長申立
・後見等報酬補助
・市民後見人候補者ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ
研修
・市民後見人養成講座

【計画】
・出前講座
・市民向け講演会
・成年後見センター委託
・成年後見制度市長申立
・後見等報酬補助
・市民後見人候補者ﾌｫﾛｰｱｯ
ﾌﾟ研修

【実績】
市長申立件数：13件
市民向け講演会：2回開催
利用支援事業：2件交付
フォローアップ研修H30年度開
催：全8回
・養成講座全11回

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
成年後見制度の周知

【課題･今後の方向性】

【計画】
・成年後見制度市町申立て
・後見等報酬補助

【計画】
・成年後見制度市町申立て
・後見等報酬補助

【実績】
相談件数31件
申立件数 3件
補助件数 3件

【実績※9月末時点】

【活動指標・当初値】
【Ｈ27年度実績】
・相談件数　11件
・市町申立て　3件

【課題･今後の方向性】
成年後見制度の周知

【課題･今後の方向性】

●高齢者、障害者、外国人等への支援の充実

79
消費生活啓発
講座・相談実
施

-
消費生活セン
ター

18,461

-

【取組内容】
ポスター、チラシなどで広く消費
者被害の未然防止の啓発を行
う。出前講座やくらしのカレッジ
で悪徳商法、詐欺への啓発を
行う。消費に関する相談を行う。

長寿支援課

障害者福祉課

高齢者が被害にあいやすいニ
セ電話詐欺や悪質商法などに
ついて、相談や啓発を実施す
ることで、安心して暮らせる環
境の整備を図る。

【取組内容】
長寿支援課と連携し、成年後見
制度の啓発を行う。また、本人
申立て及び親族申立てができ
ない場合、市町申立てを行う。

82,664 障害者福祉課

666 1971

23,360

80
障害者相談支
援事業の実施

障害者の地域における相談支
援体制の中核をなす基幹相談
支援センターの設置をはじめ、
障害者やその家族などからの
相談に応じる相談窓口を拡充
し、障害の有無に関わらず、誰
もがその人らしく安心して暮ら
し続けることができるように支援
を行う。

【取組内容】
基幹相談支援センターを市内
4ヶ所で開設し、障害者やその
他家族などの総合的・専門的な
相談支援や指定相談支援事業
所への指導・助言など市全体の
相談支援体制の強化を図る。

76,340

81
高齢者・障害
者等の権利擁
護の推進

認知症、知的障害、精神障害
などにより判断能力が不十分
になっても、地域で安心して生
活できるよう、成年後見制度な
ど権利擁護に関わる制度を周
知し、利用を促進する。

【取組内容】
成年後見制度の啓発を進めると
ともに、成年後見センターの運
営により相談・支援窓口を整備
する。また、制度利用促進のた
め、本人等が申立ができない場
合に市長申立を実施する。さら
に、制度の新たな担い手と期待
される市民後見人のスキルアッ
プに取り組む。

久留米市男女共同参画行動計画推進状況施策の方向Ⅲ　男女が自立し、生活できる社会環境づくり

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

（施策２）困難を抱える人々が安心して暮らせる環境の整備

【計画】
・家族介護に関する講座等

【計画】
・家族介護に関する講座等

【実績】
各講座を市内2ヶ所にて開催。
①体調管理講座　18人
②介護技術講座　21人
③認知症ケア講座　29人
④ストレスケア講座　23人

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
参加者の要望を反映した、講座
内容を検討する。
効果的な広報活動を検討し実
施する。

【課題･今後の方向性】

【計画】
・中央地域包括支援センターの
移転

【計画】
中央地域包括支援センター
の２階から１階へのフロア移
動

【実績】
・一番街プラザ1階への移転を決
定、移転はH31年度に実施

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
日常生活圏域１１圏域全てに包
括センターの設置が完了した。
今後は高齢者にとって、より身近
なセンターとして、相談に対応し
ていく。

【課題･今後の方向性】

【計画】 【計画】

【実績】 【実績】

【活動指標・当初値】 【課題･今後の方向性】 【課題･今後の方向性】

【計画】
まごころ駐車場の屋根設置。建
築基準等もあり実施は困難。実
施時期についても不透明だが、
今後も検討はしていきたい。

【計画】
授乳室への水の供給、点字
表示の見直し等の視覚障害
者への対応について検討を
行う。

【実績】
まごころ駐車場の屋根設置につ
いては、本庁舎の既存不適格事
項への影響が大きく、改修経費
も莫大となることから実現は非常
に困難である。
西側玄関ドアの自動ドア化を実
施した。

【実績】

【活動指標・当初値】
専用区画前後に看板設置

【課題･今後の方向性】
屋根設置を除く本庁舎のバリア
フリー課題を検証し、解決に努
めたい。

【課題･今後の方向性】

【計画】 【計画】

【実績】 【実績】

【活動指標・当初値】
-

【課題･今後の方向性】 【課題･今後の方向性】

【計画】
関係法令に適した公共施設の
整備を行う。

【計画】
関連法令に適する公共施設
の整備を行う。

【実績】
公共施設の整備を検討する際
には、バリアフリーやユニバーサ
ルデザインの視点を取り入れて
いる。

【実績】

【活動指標・当初値】
バリアフリーやユニバーサルデ
ザインの視点に立った整備を行
なう。

【課題･今後の方向性】
法や制度改正を的確に把握し、
対応する。

【課題･今後の方向性】

全庁
（市民文化部）

82
家族介護支援
の充実

家族介護者の介護の負担軽
減と孤立化防止のため、介護
教室等を実施する。

【取組内容】
介護家族の支援や、介護負担
を原因とする虐待防止などのた
め、家族介護に関する知識の習
得を目的とした講座等を実施す
る。

866

83
高齢者の相談
支援体制の充
実

高齢者や介護者の様々な相
談に対し、地域包括支援セン
ターを核とする身近な地域の
相談窓口を設置し、適切な支
援を行う。

【取組内容】
11全ての日常生活圏域への設
置を目指し、地域包括支援セン
ター開設に取り組み、地域にお
ける高齢者の相談支援体制の
構築を図る。

380,227 長寿支援課

1,011 長寿支援課

【取組内容】
誰もが安全に、安心して、円滑
かつ快適に施設を利用できるよ
うに、関係法令を踏まえ、施設
整備を推進する。

397,755

-
全庁
（総合政策部）

【取組内容】
本庁舎東側まごころ駐車場がわ
かりにくいため、来庁者が専用
駐車場と、一目見てわかるよう
看板等の設置を行う。

4,917 0
全庁
（総務部）
※財産管理課

-

【取組内容】
該当なし

-

-
全庁
（協働推進部）

-

高齢者や障害のある人、妊産
婦や乳幼児連れの人などを含
む市民が、安全に、安心して、
円滑かつ快適に利用できるよう
に、関係法令を踏まえ、公共
施設の整備を推進する。

-

【取組内容】
該当なし

バリアフリー･
ユニバーサル
デザインの視
点に立つ公共
施設等の整備
推進

84
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№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

（施策２）困難を抱える人々が安心して暮らせる環境の整備

【計画】
・家族介護に関する講座等

【計画】
・家族介護に関する講座等

【実績】
各講座を市内2ヶ所にて開催。
①体調管理講座　18人
②介護技術講座　21人
③認知症ケア講座　29人
④ストレスケア講座　23人

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
参加者の要望を反映した、講座
内容を検討する。
効果的な広報活動を検討し実
施する。

【課題･今後の方向性】

【計画】
・中央地域包括支援センターの
移転

【計画】
中央地域包括支援センター
の２階から１階へのフロア移
動

【実績】
・一番街プラザ1階への移転を決
定、移転はH31年度に実施

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
日常生活圏域１１圏域全てに包
括センターの設置が完了した。
今後は高齢者にとって、より身近
なセンターとして、相談に対応し
ていく。

【課題･今後の方向性】

【計画】 【計画】

【実績】 【実績】

【活動指標・当初値】 【課題･今後の方向性】 【課題･今後の方向性】

【計画】
まごころ駐車場の屋根設置。建
築基準等もあり実施は困難。実
施時期についても不透明だが、
今後も検討はしていきたい。

【計画】
授乳室への水の供給、点字
表示の見直し等の視覚障害
者への対応について検討を
行う。

【実績】
まごころ駐車場の屋根設置につ
いては、本庁舎の既存不適格事
項への影響が大きく、改修経費
も莫大となることから実現は非常
に困難である。
西側玄関ドアの自動ドア化を実
施した。

【実績】

【活動指標・当初値】
専用区画前後に看板設置

【課題･今後の方向性】
屋根設置を除く本庁舎のバリア
フリー課題を検証し、解決に努
めたい。

【課題･今後の方向性】

【計画】 【計画】

【実績】 【実績】

【活動指標・当初値】
-

【課題･今後の方向性】 【課題･今後の方向性】

【計画】
関係法令に適した公共施設の
整備を行う。

【計画】
関連法令に適する公共施設
の整備を行う。

【実績】
公共施設の整備を検討する際
には、バリアフリーやユニバーサ
ルデザインの視点を取り入れて
いる。

【実績】

【活動指標・当初値】
バリアフリーやユニバーサルデ
ザインの視点に立った整備を行
なう。

【課題･今後の方向性】
法や制度改正を的確に把握し、
対応する。

【課題･今後の方向性】

全庁
（市民文化部）

82
家族介護支援
の充実

家族介護者の介護の負担軽
減と孤立化防止のため、介護
教室等を実施する。

【取組内容】
介護家族の支援や、介護負担
を原因とする虐待防止などのた
め、家族介護に関する知識の習
得を目的とした講座等を実施す
る。

866

83
高齢者の相談
支援体制の充
実

高齢者や介護者の様々な相
談に対し、地域包括支援セン
ターを核とする身近な地域の
相談窓口を設置し、適切な支
援を行う。

【取組内容】
11全ての日常生活圏域への設
置を目指し、地域包括支援セン
ター開設に取り組み、地域にお
ける高齢者の相談支援体制の
構築を図る。

380,227 長寿支援課

1,011 長寿支援課

【取組内容】
誰もが安全に、安心して、円滑
かつ快適に施設を利用できるよ
うに、関係法令を踏まえ、施設
整備を推進する。

397,755

-
全庁
（総合政策部）

【取組内容】
本庁舎東側まごころ駐車場がわ
かりにくいため、来庁者が専用
駐車場と、一目見てわかるよう
看板等の設置を行う。

4,917 0
全庁
（総務部）
※財産管理課

-

【取組内容】
該当なし

-

-
全庁
（協働推進部）

-

高齢者や障害のある人、妊産
婦や乳幼児連れの人などを含
む市民が、安全に、安心して、
円滑かつ快適に利用できるよう
に、関係法令を踏まえ、公共
施設の整備を推進する。

-

【取組内容】
該当なし

バリアフリー･
ユニバーサル
デザインの視
点に立つ公共
施設等の整備
推進

84



− 62 −
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№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

（施策２）困難を抱える人々が安心して暮らせる環境の整備

【計画】
改修・新設の際には、既存の同
様の整備を参考に、バリアフ
リー・ユニバーサルデザインの視
点に留意する

【計画】
引き続き、バリアフリー・ユニ
バーサルデザインの視点に
留意し、公共施設の整備を
図る。

【実績】
ユニバーサルデザインの視点に
留意した改修等に取り組んだ。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
法や制度改正を的確に把握し、
対応する。

【課題･今後の方向性】

【計画】
利用者の視点に立った施設整
備を行う。

【計画】
利用者の視点に立った施設
整備を行う。

【実績】
施設改修の際は、バリアフリーに
配慮した設計とした。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
継続して利用者の視点に立った
施設整備を行う。

【課題･今後の方向性】

【計画】
斎場や各クリーンセンターにお
いて、利用者の状況及び意見を
ふまえ、快適な利用ができるよ
う、状況に応じて施設を改善す
る。

【計画】
斎場や各クリーンセンターに
おいて、利用者の状況及び
意見をふまえ、快適な利用
ができるよう、状況に応じて
施設を改善する。

【実績】
該当なし

【実績】

【活動指標・当初値】 【課題･今後の方向性】
今後も、利用者の視点に立った
バリアフリーの整備に努めたい。

【課題･今後の方向性】

【計画】
該当なし

【計画】

【実績】 【実績】

【活動指標・当初値】
H28該当なし

【課題･今後の方向性】
-

【課題･今後の方向性】

【計画】 【計画】
該当施設予定なし

【実績】
H28該当なし

【実績】

【活動指標・当初値】 【課題･今後の方向性】 【課題･今後の方向性】

【計画】
計画的な公共施設の整備を進
める。

【計画】
ユニバーサルデザインの視
点を持って、計画的な公共
施設の整備を進める。

【実績】
ユニバーサルデザインの視点を
持って施設整備に取り組んだ。

【実績】

【活動指標・当初値】
計画の実施

【課題･今後の方向性】 【課題･今後の方向性】

【計画】
利用者の安全に配慮し、修繕が
必要な箇所があった場合、関係
部局と調整を行う。

【計画】
安全に安心して快適に利用
できるよう施設の環境整備に
努める。

【実績】
定期的に点検を実施し、必要に
応じて修繕を行った。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
継続的に点検を実施し、快適に
利用できるよう取り組む。

【課題･今後の方向性】

全庁
（健康福祉部）

【取組内容】
新たな施設整備の際には、様々
な利用者の視点に立った整備
を行う。

- -

- -

-

全庁
（子ども未来
部）

- -
全庁
（都市建設部）

全庁
（農政部）

-

【取組内容】
ユニバーサルデザインの視点に
立ち、既設構造物に対しての点
検および新設時の配慮

【取組内容】
継続的に施設の点検を実施し、
修繕が必要な箇所については、
関係部局と調整を行う。

- -
全庁
（田主丸総合
支所）

-
全庁
（商工観光労
働部）

【取組内容】
ユニバーサルデザインの視点を
持って公共施設の整備を推進
する。

【取組内容】
公共施設の建設・改修時には
バリアフリーの視点に立った施
設整備を行う。

- -

全庁
（環境部）

-

84

バリアフリー･
ユニバーサル
デザインの視
点に立つ公共
施設等の整備
推進

高齢者や障害のある人、妊産
婦や乳幼児連れの人などを含
む市民が、安全に、安心して、
円滑かつ快適に利用できるよう
に、関係法令を踏まえ、公共
施設の整備を推進する。

【取組内容】
該当施設無し

【取組内容】
　全ての利用者が制限されるこ
となく、利用できるよう施設運営
を行う。

久留米市男女共同参画行動計画推進状況施策の方向Ⅲ　男女が自立し、生活できる社会環境づくり

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

（施策２）困難を抱える人々が安心して暮らせる環境の整備

【計画】
施設の改修計画に従って、市民
福祉課に車イスの方でも入れる
相談室の設置を行う。

【計画】
施設の改修計画に従って、
本館トイレを和式から様式へ
改修しバリアフリー化を進め
る。

【実績】
・市民福祉課の改修を行い、車
イスの方も入れるバリアフリーに
対応した相談室を設置した。
・総合支所庁舎及び管内公共
施設の多目的トイレに「どなたで
もご利用できます」という表示を
行った。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
引続き安全で安心な庁舎となる
よう必要な修繕を行なっていく。

【課題･今後の方向性】

【計画】
庁舎内を順次点検し、危険箇所
の把握および必要に応じた修繕
を行う。

【計画】
庁舎内を順次点検し、危険
箇所の把握および必要に応
じた修繕を行う。

【実績】
庁舎内を順次点検し、危険箇所
の修繕を速やかに行った。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
引き続き、取組内容のの実現に
努める。

【課題･今後の方向性】

【計画】
より安全に、安心して、円滑かつ
快適に利用できるよう取り組む。

【計画】
昨年度に引き続き、より安全
に、安心して、円滑かつ快適
に利用できるよう取り組む。

【実績】
安全に、安心して快適に利用い
ただけるよう、定期点検を実施し
た。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
継続的に施設の点検を行い、修
繕が必要な箇所については関
係部局と調整を行い、対応す
る。

【課題･今後の方向性】

【計画】
公共施設の整備に努める。

【計画】
公共施設の整備に努める

【実績】
公共施設の整備を進めた(福祉
型便房の案内を掲示し利便性を
高めた）

【実績】

【活動指標・当初値】
実施する

【課題･今後の方向性】
今後も左記内容を踏まえ整備に
努める

【課題･今後の方向性】

【計画】
施設改修工事の機会を捉えて
実施。ただし、小規模の工事で
対応可能なものは随時実施。

【計画】
施設改修工事の機会を捉え
て実施。ただし、小規模の工
事で対応可能なものは随時
実施。

【実績】
小5校、中1校の計6校で工事を
実施した。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
国の補助動向を見極めながら、
有利な財源確保をしていくことが
必要。

【課題･今後の方向性】

【計画】 【計画】
-

【実績】
-

【実績】

【活動指標・当初値】 【課題･今後の方向性】
-

【課題･今後の方向性】

-

- -
全庁
（選挙管理委
員会事務局）

【取組内容】
該当なし

【取組内容】
通路等の障害物や危険箇所が
ないか等、施設の点検と改善を
行い、修繕が必要な箇所につ
いては関係部局と調整を行う。
誰もが分かりやすい庁舎内の掲
示や案内について工夫をしてい
く。

【取組内容】
施設内の段差解消や多目的トイ
レの設置等、バリアフリーの視点
に立った施設整備を行う。

254,437 111,215

【取組内容】
定期的に施設の点検を実施し、
高齢者・障害者をはじめ、来庁
者・職員すべての人にとって利
用しやすい環境の整備を行う。

【取組内容】
三潴生涯学習センター授乳ス
ペース、育児用ベッドの場所の
案内等を設置した。継続的に施
設の点検を実施し、修繕が必要
な箇所については関係部局と
調整を行う。

-

全庁
（教育部）

全庁
（三潴総合支
所）

全庁
（上下水道部）

-

-

【取組内容】
誰もが、安全に、安心して、円
滑かつ快適に利用できるよう
に、関係法令を踏まえ、公共施
設の整備を推進する。

-

1,296 20,524

全庁
（城島総合支
所）

-

全庁
（北野総合支
所）

高齢者や障害のある人、妊産
婦や乳幼児連れの人などを含
む市民が、安全に、安心して、
円滑かつ快適に利用できるよう
に、関係法令を踏まえ、公共
施設の整備を推進する。

バリアフリー･
ユニバーサル
デザインの視
点に立つ公共
施設等の整備
推進

84
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№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

（施策２）困難を抱える人々が安心して暮らせる環境の整備

【計画】
施設の改修計画に従って、市民
福祉課に車イスの方でも入れる
相談室の設置を行う。

【計画】
施設の改修計画に従って、
本館トイレを和式から様式へ
改修しバリアフリー化を進め
る。

【実績】
・市民福祉課の改修を行い、車
イスの方も入れるバリアフリーに
対応した相談室を設置した。
・総合支所庁舎及び管内公共
施設の多目的トイレに「どなたで
もご利用できます」という表示を
行った。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
引続き安全で安心な庁舎となる
よう必要な修繕を行なっていく。

【課題･今後の方向性】

【計画】
庁舎内を順次点検し、危険箇所
の把握および必要に応じた修繕
を行う。

【計画】
庁舎内を順次点検し、危険
箇所の把握および必要に応
じた修繕を行う。

【実績】
庁舎内を順次点検し、危険箇所
の修繕を速やかに行った。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
引き続き、取組内容のの実現に
努める。

【課題･今後の方向性】

【計画】
より安全に、安心して、円滑かつ
快適に利用できるよう取り組む。

【計画】
昨年度に引き続き、より安全
に、安心して、円滑かつ快適
に利用できるよう取り組む。

【実績】
安全に、安心して快適に利用い
ただけるよう、定期点検を実施し
た。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
継続的に施設の点検を行い、修
繕が必要な箇所については関
係部局と調整を行い、対応す
る。

【課題･今後の方向性】

【計画】
公共施設の整備に努める。

【計画】
公共施設の整備に努める

【実績】
公共施設の整備を進めた(福祉
型便房の案内を掲示し利便性を
高めた）

【実績】

【活動指標・当初値】
実施する

【課題･今後の方向性】
今後も左記内容を踏まえ整備に
努める

【課題･今後の方向性】

【計画】
施設改修工事の機会を捉えて
実施。ただし、小規模の工事で
対応可能なものは随時実施。

【計画】
施設改修工事の機会を捉え
て実施。ただし、小規模の工
事で対応可能なものは随時
実施。

【実績】
小5校、中1校の計6校で工事を
実施した。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
国の補助動向を見極めながら、
有利な財源確保をしていくことが
必要。

【課題･今後の方向性】

【計画】 【計画】
-

【実績】
-

【実績】

【活動指標・当初値】 【課題･今後の方向性】
-

【課題･今後の方向性】

-

- -
全庁
（選挙管理委
員会事務局）

【取組内容】
該当なし

【取組内容】
通路等の障害物や危険箇所が
ないか等、施設の点検と改善を
行い、修繕が必要な箇所につ
いては関係部局と調整を行う。
誰もが分かりやすい庁舎内の掲
示や案内について工夫をしてい
く。

【取組内容】
施設内の段差解消や多目的トイ
レの設置等、バリアフリーの視点
に立った施設整備を行う。

254,437 111,215

【取組内容】
定期的に施設の点検を実施し、
高齢者・障害者をはじめ、来庁
者・職員すべての人にとって利
用しやすい環境の整備を行う。

【取組内容】
三潴生涯学習センター授乳ス
ペース、育児用ベッドの場所の
案内等を設置した。継続的に施
設の点検を実施し、修繕が必要
な箇所については関係部局と
調整を行う。

-

全庁
（教育部）

全庁
（三潴総合支
所）

全庁
（上下水道部）

-

-

【取組内容】
誰もが、安全に、安心して、円
滑かつ快適に利用できるよう
に、関係法令を踏まえ、公共施
設の整備を推進する。

-

1,296 20,524

全庁
（城島総合支
所）

-

全庁
（北野総合支
所）

高齢者や障害のある人、妊産
婦や乳幼児連れの人などを含
む市民が、安全に、安心して、
円滑かつ快適に利用できるよう
に、関係法令を踏まえ、公共
施設の整備を推進する。

バリアフリー･
ユニバーサル
デザインの視
点に立つ公共
施設等の整備
推進

84
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久留米市男女共同参画行動計画推進状況施策の方向Ⅲ　男女が自立し、生活できる社会環境づくり

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

（施策２）困難を抱える人々が安心して暮らせる環境の整備

【計画】
・椅子の整理
・パンフレット等落下物の防止

【計画】
椅子の整理をはじめ市民が
安全に利用できるよう環境を
整える。

【実績】
窓口の椅子の整理を行い、通行
者の安全確保に努めた。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
市民が安全に利用できるよう職
員の意識向上を図る。

【課題･今後の方向性】

【計画】
外国人のための無料相談会開
催
（１回･月、年12回）
日本語教室の開催
（年30回程度）
「外国人のための生活ガイド」の
データ更新と周知の徹底

【計画】
外国人のための無料相談会
（年12回）
日本語教室（年30回程度）
「外国人のための生活ガイ
ド」のデータ更新と周知

【実績】
外国人のための無料相談会を
12回(1回/月)開催。
日本語教室全30回開催(前期15
回、後期15回)。
「外国人のための生活ガイド」の
データを更新。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
「外国人のための生活ガイド」へ
のアクセス数が伸びていないた
め、周知方法を検討する。

【課題･今後の方向性】

【計画】
セクシュアル・マイノリティに関す
る啓発講座の実施

【計画】
セクシュアル・マイノリティに
関する啓発講座の実施及び
図書情報ステーションでの情
報提供

【実績】
セクシュアル・マイノリティについ
て学ぶ講座「多様な性って何だ
ろう？～だれもが自分らしく生き
るために～」FRENS代表　石崎
杏理（3月9日、34人）
図書情報ステーションにおける
書籍の収集と紹介

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
セクシュアル・マイノリティに関す
る啓発講座の実施及び図書情
報ステーションでの情報提供

【課題･今後の方向性】

【計画】
セクシュアル・マイノリティのパネ
ル展示

【計画】
セクシュアル・マイノリティの
パネル展示

【実績】
H30年度性的少数者の人権に
関するパネルを県人権啓発情
報センターから借用し、展示。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
展示室を活用した学習を推進す
る

【課題･今後の方向性】

- -84

バリアフリー･
ユニバーサル
デザインの視
点に立つ公共
施設等の整備
推進

高齢者や障害のある人、妊産
婦や乳幼児連れの人などを含
む市民が、安全に、安心して、
円滑かつ快適に利用できるよう
に、関係法令を踏まえ、公共
施設の整備を推進する。

【取組内容】
通路や窓口カウンターの障害物
等の点検を行い、全ての市民が
快適に利用できるよう整備を行
う。

全庁
（農業委員会
事務局）

85

本市に在住す
る外国人への
生活支援の充
実

関係団体等と連携し、日本語
教室や無料相談会などを実施
し、参加者が抱える課題や問
題などの把握に努める。
また、在住外国人支援団体や
国際交流団体等との意見交換
の場を設け、在住外国人や留
学生などの現状やニーズの把
握に努める。さらに、多言語で
の生活情報をスマートフォンな
どで容易に入手できるように、
「外国人のための生活ガイド」
の適切な運用を図る。
（具体的な取り組み）
　・日本語教室の開催
　・無料相談会の開催
　・「外国人のための生活ガイ
ド」サイトの運用

【取組内容】
日本語教室や無料相談会の実
施を支援し、在住外国人が抱え
る課題解決をサポートする。
また、スマートフォンでも生活に
必要な情報が手軽に入手できる
よう開設した「外国人のための
生活ガイド」の周知を図る。

- 観光・国際課

32
(事業番
号6に含

む)

◎
86

セクシュアル・
マイノリティ（性
的少数者）に
関する啓発の
推進

セクシュアル・マイノリティ（性
的少数者）を正しく理解し、偏
見や差別を解消するための啓
発を推進する。

【取組内容】
多様な性のあり方への正しい認
識と理解を深めるため、情報収
集し施設内での情報掲示、書
籍紹介。
男女平等啓発講座において
LGBTを含む人権問題への啓
発を行う。

35
(事業番号
6に含む)

-

【取組内容】
展示室でセクシュアル・マイノリ
ティのパネルを展示する

-
人権啓発セン
ター

男女平等推進
センター

-
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計画推進体制の整備

87 男女平等問題に関する職員研修の実施

88 市職員の男女平等に関する意識調査の実施

89 性別による統計資料の収集・分析と施策への反映

90 男女平等推進のための市民意識調査の実施

計
画
推
進
体
制
の
整
備

　計画推進体制の強化・徹底
施
策
１

　推進拠点施設の機能充実
施
策
２

　市民との協働
施
策
３

具体的事業施策
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久留米市男女共同参画行動計画推進状況

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

【計画】
・階層別研修
・男女共同参画推進講演会
・研修推進者研修及び職場
研修

【計画】
・階層別研修
・男女共同参画推進講演会
・研修推進者研修及び職場
研修

【実績】
・階層別研修（新規採用職員
研修、新任課長研修）
・男女共同参画推進講演会
・男女平等研修推進者研修
及び各部での職場研修を実
施

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
引き続き取り組みの継続が必
要。

【課題･今後の方向性】

【計画】
テーマを「防災と男女共同参
画」とし、研修を実施する。

【計画】
DVをテーマにとした職員研
修を実施する

【実績】
全部局で研修を実施し、
2,352人が参加した。

【実績】

【活動指標・当初値】
研修実施の部局
１００％（平成２７年度）

【課題･今後の方向性】
テーマの観点から、男女共同
参画の理解は進んだと思わ
れる。
　今後は、災害時に実践でき
るように日頃からの意識の醸
成、継続が課題になる。

【課題･今後の方向性】

【計画】
市職員に対して、意識調査を
実施する。

【計画】
・調査結果で判明した課題に
対する取り組みについて、関
係課と協議する。

【実績】
調査を実施した。
対象者数1,735件
回収数：1,680件
回収率：96.8％

【実績】

【活動指標・当初値】
調査票有効回収率
９９．９％(平成25年度）

【課題･今後の方向性】
　調査の結果、改善するべき
事項を発見できたので、取り
組むことを整理する必要があ
る。

【課題･今後の方向性】

【計画】
・人口動向についての分析を
深め課題を抽出し、施策への
反映を図るために、人口移動
の背景にある要因の把握に
努める。

【計画】
・人口動向分析の更なる深化
により、施策立案等への積極
的な活用を促進する。

【実績】
・人口移動の要因分析を可
能とするためのデータ入手環
境を整備し、時期を逸するこ
となく社会環境の変化や市
民ニーズを施策へ反映させる
仕組みを構築するため、市民
窓口での「人口移動調査」を
制度導入した（平成30年6月1
日開始）。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
・データ入力作業に多くの時
間を要している現状を踏ま
え、業者委託も含めて、作業
効率を高めるための検討が
必要である。

【課題･今後の方向性】

-

【取組内容】
　男女共同参画社会実現の
ための職員の意識の向上や
固定的性別役割分担意識の
解消を進めるため、下記のよ
うな研修や意識啓発を実施
する。
・階層別研修（新規採用職員
研修、新任課長研修）
・男女共同参画推進講演会
・男女平等研修推進者研修
及び各部での職場研修

359 237
人材育成課

- -

346

-

男女平等問題
に関する職員
研修の実施

87

89

性別による統
計資料の収
集・分析と施
策への反映

資料やデータを性別及び年齢など
で収集・分析することにより、課題を
抽出し、施策への反映を図る。

【取組内容】
近年の久留米市人口の増加
傾向について要因を把握す
るため、性別、地域別、年齢
別など様々な視点からの分
析を行う。

【取組内容】
各部の男女平等研修推進者
を対象に４回の研修を行い、
推進者が講師となり全職員
（任期付非常勤職員、臨時職
員等含む）を対象に職場研
修を実施する。

行政内部における男女平等問題、
職員の意識など、問題解決の基礎
資料となる調査を実施する。

市職員の男女
平等に関する
意識調査の実
施

階層別研修（新規採用職員・新任
課長）において男女平等問題に関
する基礎知識の習得や意識向上を
図るための研修を実施する。
課題研修では、管理監督職から一
般職（若手職員）を対象とした各種
研修や講演会等を実施することで、
男女共同参画の視点に立った行政
運営に向けた意識の向上を図る。
また、各部局に男女平等研修推進
者を設置し、推進者が講師となり全
職員（任期付非常勤職員、臨時職
員等含む）を対象に職場研修を実
施する。
男女平等研修推進者は２年間を任
期とし、毎年、推進者への研修を実
施することで職場研修の男女平等
問題の基礎知識や職場研修の実
施手法を習得する。

男女平等政策
課

-

【取組内容】
調査票回収率100％を目指
し、調査結果を施策に反映さ
せるとともに男女平等の職場
づくり、職場研修に活用す
る。

全庁
（総合政策部）

４　計画推進体制の整備

●推進体制の整備

全庁
(男女平等政策
課）

88

久留米市男女共同参画行動計画推進状況

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

４　計画推進体制の整備

【計画】
人事異動等に伴うデータの
更新、健康診断等のデータ
の分析および活用

【計画】
人事異動等に伴うデータの
更新、健康診断等のデータ
の分析および活用

【実績】　職員情報等の年度
更新を行った。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】　引き
続き情報を更新し、施策へ反
映させる。

【課題･今後の方向性】

【計画】
性別による収集・分析を行う。

【計画】

【実績】 【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】 【課題･今後の方向性】

【計画】
ひきつづき、アンケートにより
男女、年代の調査を行い、男
女共に参加しやすい講座、
セミナーづくりを計画してい
く。

【計画】
性別、年代等の項目をアン
ケート中に盛り込み得た情報
を元に、男女ともに参加しや
すい講座づくりを行っていく。

【実績】
アンケート中に性別、年代の
項目を盛り込み集計し、講座
内容の参考としている。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
集計したアンケート結果を今
後の事業・講座へ反映させ
る。

【課題･今後の方向性】

【計画】
各種研修・講演会の際のアン
ケートに、性別や年代の項目
を設け、今後の事業等への
反映を図る

【計画】
引き続き性別、年代等の項目
を盛り込んだアンケートを収
集・分析し、男女ともに参加し
やすい研修等を開催する。

【実績】
アンケート中に性別、年代の
項目を盛り込み集計し、研修
内容の参考としている。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
集計したアンケート結果を今
後の講演会・研修等へ反映さ
せる。

【課題･今後の方向性】

【計画】
各種事業・講座等を実施した
際のアンケートに、性別や年
代の項目を盛り込み、今後の
事業等への反映を図る。

【計画】
各種事業・講座等を実施した
際のアンケートに、性別や年
代の項目を盛り込み、今後の
事業等への反映を図る。

【実績】
各種調査・アンケート実施の
際は、性別や年代別の項目
を設けて情報収集に努めた。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
収集したデータを基に詳細な
分析が必要

【課題･今後の方向性】

【取組内容】
各種調査・アンケートによる
性別や年齢によるデータの
収集・分析を行い、各種事業
の改善等につなげる。

- -

【取組内容】
各部局で実施する講演会
等・研修等でアンケートをと
り、課題を整理し改善策を検
討する。

- -

【取組内容】
各種事業・講座を実施した際
のアンケートに、性別や年代
の項目を盛り込み、今後の事
業･講座への反映を図る。

- -

全庁
（健康福祉部）

全庁
（子ども未来
部）

【取組内容】
職員情報を職種別・補職別・
部局別・男女別等に整理し、
人事管理や組織運営の基礎
資料としている。
また、市職員の定期健康診
断等のデータを男女別・年代
別等に整理し、健康指導や
受診勧奨、各種健康教室等
への参加など市職員の健康
づくりに活用している。

- -
全庁
（総務部）
※人事厚生課

全庁
（協働推進部）

【取組内容】
市民意識調査で性別による
収集・分析を行い、相談業務
（広聴・相談課、消費生活セ
ンター）については性別によ
る相談件数の収集を行う。

全庁
（市民文化部）

- -

89

性別による統
計資料の収
集・分析と施
策への反映

資料やデータを性別及び年齢など
で収集・分析することにより、課題を
抽出し、施策への反映を図る。
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久留米市男女共同参画行動計画推進状況

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

４　計画推進体制の整備

【計画】
人事異動等に伴うデータの
更新、健康診断等のデータ
の分析および活用

【計画】
人事異動等に伴うデータの
更新、健康診断等のデータ
の分析および活用

【実績】　職員情報等の年度
更新を行った。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】　引き
続き情報を更新し、施策へ反
映させる。

【課題･今後の方向性】

【計画】
性別による収集・分析を行う。

【計画】

【実績】 【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】 【課題･今後の方向性】

【計画】
ひきつづき、アンケートにより
男女、年代の調査を行い、男
女共に参加しやすい講座、
セミナーづくりを計画してい
く。

【計画】
性別、年代等の項目をアン
ケート中に盛り込み得た情報
を元に、男女ともに参加しや
すい講座づくりを行っていく。

【実績】
アンケート中に性別、年代の
項目を盛り込み集計し、講座
内容の参考としている。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
集計したアンケート結果を今
後の事業・講座へ反映させ
る。

【課題･今後の方向性】

【計画】
各種研修・講演会の際のアン
ケートに、性別や年代の項目
を設け、今後の事業等への
反映を図る

【計画】
引き続き性別、年代等の項目
を盛り込んだアンケートを収
集・分析し、男女ともに参加し
やすい研修等を開催する。

【実績】
アンケート中に性別、年代の
項目を盛り込み集計し、研修
内容の参考としている。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
集計したアンケート結果を今
後の講演会・研修等へ反映さ
せる。

【課題･今後の方向性】

【計画】
各種事業・講座等を実施した
際のアンケートに、性別や年
代の項目を盛り込み、今後の
事業等への反映を図る。

【計画】
各種事業・講座等を実施した
際のアンケートに、性別や年
代の項目を盛り込み、今後の
事業等への反映を図る。

【実績】
各種調査・アンケート実施の
際は、性別や年代別の項目
を設けて情報収集に努めた。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
収集したデータを基に詳細な
分析が必要

【課題･今後の方向性】

【取組内容】
各種調査・アンケートによる
性別や年齢によるデータの
収集・分析を行い、各種事業
の改善等につなげる。

- -

【取組内容】
各部局で実施する講演会
等・研修等でアンケートをと
り、課題を整理し改善策を検
討する。

- -

【取組内容】
各種事業・講座を実施した際
のアンケートに、性別や年代
の項目を盛り込み、今後の事
業･講座への反映を図る。

- -

全庁
（健康福祉部）

全庁
（子ども未来
部）

【取組内容】
職員情報を職種別・補職別・
部局別・男女別等に整理し、
人事管理や組織運営の基礎
資料としている。
また、市職員の定期健康診
断等のデータを男女別・年代
別等に整理し、健康指導や
受診勧奨、各種健康教室等
への参加など市職員の健康
づくりに活用している。

- -
全庁
（総務部）
※人事厚生課

全庁
（協働推進部）

【取組内容】
市民意識調査で性別による
収集・分析を行い、相談業務
（広聴・相談課、消費生活セ
ンター）については性別によ
る相談件数の収集を行う。

全庁
（市民文化部）

- -
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久留米市男女共同参画行動計画推進状況

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

４　計画推進体制の整備

【計画】
アンケート（性別及び年齢の
記入）の実施と分析、次回事
業への反映

【計画】
アンケート（性別及び年齢の
記入）の実施と分析、次回事
業への反映

【実績】
環境関連の教室やイベント開
催時に、性別及び年齢層の
記入を含めたアンケートを実
施。

【実績】

【活動指標・当初値】 【課題･今後の方向性】
アンケートによるデータの収
集と分析を実施する。

【課題･今後の方向性】

【計画】
・アンケート調査の実施、活
用
・くるモニ等の活用

【計画】
・アンケート調査の実施、活
用
・くるモニ等の活用
・回答者属性の活用

【実績】
・くるモニを活用し「食と農の
理解促進」についてのアン
ケート調査を実施。
・年齢別など属性を分析に活
用した。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
・より具体的な課題を抽出す
るために、性別や年齢等モニ
ターの属性を有効活用する
必要がある

【課題･今後の方向性】

【計画】
部内研修や各種事業・講座
を実施した際のアンケート
に、性別や年代の項目を盛り
込み、今後の事業・講座への
反映を図る。

【計画】
部内研修や各種事業・講座
を実施した際のアンケート
に、性別や年代の項目を盛り
込み、今後の事業・講座への
反映を図る。

【実績】
部内研修のアンケートに、性
別や年代の項目を盛り込み、
今後の事業・講座の参考とし
た。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
引き続き、性別による統計資
料の分析を行い施策へ反映
する。

【課題･今後の方向性】

【計画】
資料収集、基礎資料作成

【計画】
資料収集、基礎資料作成

【実績】
・部の男女共同参画研修時
にアンケートを実施し、集約、
整理を行った。

【実績】

【活動指標・当初値】
計画の実施

【課題･今後の方向性】 【課題･今後の方向性】

【計画】
継続して、講演会等でのアン
ケートを実施し、課題整理を
行う。

【計画】
支所で行う講演会や研修時
にアンケートを実施し、参加
者の状況を分析し、 課題整
理を行う。

【実績】
支所で行う講演会や研修時
にアンケートを実施し、集約
等を行った。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
支所で行う講演会や研修時
にアンケートを実施し、参加
者の状況を分析する。

【課題･今後の方向性】

【取組内容】
部主催のイベント・講座等に
おいて、アンケートに性別、
年齢欄を設け、施策検討の
際の基礎資料として活用す
る。

- -
全庁
（農政部）

- -

【取組内容】
部主催の講座等におけるア
ンケートに性別、年齢欄を設
け、都市建設分野における
男女平等の推進に向けた施
策の基礎資料とする。

全庁
（商工観光労
働部）

【取組内容】
支所で実施する講演会等で
アンケートを取り、今後の課
題を整理し、改善策について
検討していく。

- -
全庁
（田主丸総合
支所）

【取組内容】
部内研修や各種事業・講座
を実施した際のアンケート
に、性別や年代の項目を盛り
込み、今後の事業･講座への
反映を図る。

- -
全庁
（都市建設部）

【取組内容】
 部主催の各講座において、
性別及び年齢層の記入も含
めたアンケートを配布し、今
後の事業運営に反映させる。

・宮ノ陣クリーンセンター主催
事業
・環境フェア開催時の講座
・自然観察会
・サンデーリサイクル開催時
の講座

- -
全庁
（環境部）

資料やデータを性別及び年齢など
で収集・分析することにより、課題を
抽出し、施策への反映を図る。
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久留米市男女共同参画行動計画推進状況

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

４　計画推進体制の整備

【計画】
支所で行う講演会や研修時
のアンケート実施、集約、分
析、課題の整理、改善策の
検討。

【計画】
昨年度に引き続き、講演会や
研修時のアンケート実施、集
約、分析、課題の整理、改善
策の検討を行う。

【実績】
アンケートをとり、参加者の状
況を分析。次回開催の検討
資料とすることができた。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
引き続き、講演会などでのア
ンケートを実施する。

【課題･今後の方向性】

【計画】
支所で実施する研修・講演
会等でのアンケートでは、性
別・年代ごとに集計する。

【計画】
支所で実施する研修・講演
会等でのアンケートでは、性
別・年代ごとに集計する。

【実績】
支所で実施した研修及び講
演会で、性別・年代ごとの集
計を行った。

【実績】

【活動指標・当初値】
アンケート実施による課題抽
出・解決で今後の事業をより
良いものとする。

【課題･今後の方向性】
引き続き、取組内容の実施に
努める。

【課題･今後の方向性】

【計画】
講演会や研修時のアンケート
実施、集約、分析、課題の整
理、改善策の検討を行う。

【計画】
昨年度に引き続き、講演会や
研修時のアンケート実施、集
約、分析、課題の整理、改善
策の検討を行う。

【実績】
アンケートをとり、参加者の状
況を分析。次回開催の検討
資料とすることができた。

【実績】

【活動指標・当初値】
ｱﾝｹｰﾄ等を取り、より良い事
業展開を図る。

【課題･今後の方向性】
引き続き、講演会などでのア
ンケートを実施する。

【課題･今後の方向性】

【計画】 【計画】
該当なし

【実績】
該当なし

【実績】

【活動指標・当初値】 【課題･今後の方向性】 【課題･今後の方向性】

【計画】
平成３０年度５月１日現在の
学校基本調査等を活用

【計画】
平成３１年度５月１日現在の
学校基本調査等を活用

【実績】 【実績】

【活動指標・当初値】 【課題･今後の方向性】 【課題･今後の方向性】

【計画】
啓発等への活用

【計画】
啓発等への活用

【実績】
政治啓発学級の開級式に
て、性別毎の結果を報告し
た。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
今後も、各種選挙の執行に
おいて、投票者数（投票率）
等の統計を調査し、啓発等に
活用する

【課題･今後の方向性】

【計画】 【計画】

【実績】 【実績】

【活動指標・当初値】 【課題･今後の方向性】 【課題･今後の方向性】

【計画】
該当なし（平成31年度実施予
定）

【計画】
調査を実施し、市の現況把
握に取り組み、次期計画の基
礎資料とする。

【実績】
　　　　　　　　　-

【実績】

【活動指標・当初値】
調査票有効回収率
４０．５％(平成２６年度）

【課題･今後の方向性】
社会の変化も視野に入れた
設問の設計と回収率の向上
に向けた効果的な方法を検
証する。

【課題･今後の方向性】

【取組内容】
該当なし

- -
全庁
（農業委員会
事務局）

全庁
（上下水道部）

全庁
（教育部）

-

【取組内容】
各種選挙の執行において、
投票者数（投票率）等の統計
を調査し、啓発等に活用して
いく。

-

【取組内容】
教諭の男女の人数を把握し、
今後の女性管理職登用等の
資料として活用する。

- -

【取組内容】
該当なし

【取組内容】
各種講座の開催でｱﾝｹｰﾄ等
を取り、課題等を抽出し、今
後の事業展開へ反映させる。

- -
全庁
（三潴総合支
所）

-

-
全庁
（選挙管理委
員会事務局）

【取組内容】
支所で実施する研修、講演
会等でのアンケートは、性
別・年代ごとに集計する。

- -
全庁
（城島総合支
所）

【取組内容】
支所で行う講演会や研修時
にアンケートを実施し、集約
や分析を行うことで今後の課
題を整理し、改善策について
検討をしていく。

- -
全庁
（北野総合支
所）

男女平等政策
課

- -90

男女平等推進
のための市民
意識調査の実
施

第４次久留米市男女共同参画行動
計画策定の基礎資料とするための
調査を実施する。

【取組内容】
調査票回収率向上を目指
し、調査結果を施策に反映さ
せるとともに男女がともにのび
やかに生きる新しいまちづく
りを進める。
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久留米市男女共同参画行動計画推進状況

№ 具体的事業 事業の内容 取組内容 平成３０年度 令和元年度
30年度
決算額
（千円）

令和元年度
予算額
（千円）

担当課

４　計画推進体制の整備

【計画】
支所で行う講演会や研修時
のアンケート実施、集約、分
析、課題の整理、改善策の
検討。

【計画】
昨年度に引き続き、講演会や
研修時のアンケート実施、集
約、分析、課題の整理、改善
策の検討を行う。

【実績】
アンケートをとり、参加者の状
況を分析。次回開催の検討
資料とすることができた。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
引き続き、講演会などでのア
ンケートを実施する。

【課題･今後の方向性】

【計画】
支所で実施する研修・講演
会等でのアンケートでは、性
別・年代ごとに集計する。

【計画】
支所で実施する研修・講演
会等でのアンケートでは、性
別・年代ごとに集計する。

【実績】
支所で実施した研修及び講
演会で、性別・年代ごとの集
計を行った。

【実績】

【活動指標・当初値】
アンケート実施による課題抽
出・解決で今後の事業をより
良いものとする。

【課題･今後の方向性】
引き続き、取組内容の実施に
努める。

【課題･今後の方向性】

【計画】
講演会や研修時のアンケート
実施、集約、分析、課題の整
理、改善策の検討を行う。

【計画】
昨年度に引き続き、講演会や
研修時のアンケート実施、集
約、分析、課題の整理、改善
策の検討を行う。

【実績】
アンケートをとり、参加者の状
況を分析。次回開催の検討
資料とすることができた。

【実績】

【活動指標・当初値】
ｱﾝｹｰﾄ等を取り、より良い事
業展開を図る。

【課題･今後の方向性】
引き続き、講演会などでのア
ンケートを実施する。

【課題･今後の方向性】

【計画】 【計画】
該当なし

【実績】
該当なし

【実績】

【活動指標・当初値】 【課題･今後の方向性】 【課題･今後の方向性】

【計画】
平成３０年度５月１日現在の
学校基本調査等を活用

【計画】
平成３１年度５月１日現在の
学校基本調査等を活用

【実績】 【実績】

【活動指標・当初値】 【課題･今後の方向性】 【課題･今後の方向性】

【計画】
啓発等への活用

【計画】
啓発等への活用

【実績】
政治啓発学級の開級式に
て、性別毎の結果を報告し
た。

【実績】

【活動指標・当初値】
実施

【課題･今後の方向性】
今後も、各種選挙の執行に
おいて、投票者数（投票率）
等の統計を調査し、啓発等に
活用する

【課題･今後の方向性】

【計画】 【計画】

【実績】 【実績】

【活動指標・当初値】 【課題･今後の方向性】 【課題･今後の方向性】

【計画】
該当なし（平成31年度実施予
定）

【計画】
調査を実施し、市の現況把
握に取り組み、次期計画の基
礎資料とする。

【実績】
　　　　　　　　　-

【実績】

【活動指標・当初値】
調査票有効回収率
４０．５％(平成２６年度）

【課題･今後の方向性】
社会の変化も視野に入れた
設問の設計と回収率の向上
に向けた効果的な方法を検
証する。

【課題･今後の方向性】

【取組内容】
該当なし

- -
全庁
（農業委員会
事務局）

全庁
（上下水道部）

全庁
（教育部）

-

【取組内容】
各種選挙の執行において、
投票者数（投票率）等の統計
を調査し、啓発等に活用して
いく。

-

【取組内容】
教諭の男女の人数を把握し、
今後の女性管理職登用等の
資料として活用する。

- -

【取組内容】
該当なし

【取組内容】
各種講座の開催でｱﾝｹｰﾄ等
を取り、課題等を抽出し、今
後の事業展開へ反映させる。

- -
全庁
（三潴総合支
所）

-

-
全庁
（選挙管理委
員会事務局）

【取組内容】
支所で実施する研修、講演
会等でのアンケートは、性
別・年代ごとに集計する。

- -
全庁
（城島総合支
所）

【取組内容】
支所で行う講演会や研修時
にアンケートを実施し、集約
や分析を行うことで今後の課
題を整理し、改善策について
検討をしていく。

- -
全庁
（北野総合支
所）

男女平等政策
課

- -90

男女平等推進
のための市民
意識調査の実
施

第４次久留米市男女共同参画行動
計画策定の基礎資料とするための
調査を実施する。

【取組内容】
調査票回収率向上を目指
し、調査結果を施策に反映さ
せるとともに男女がともにのび
やかに生きる新しいまちづく
りを進める。

89

性別による統
計資料の収
集・分析と施
策への反映

資料やデータを性別及び年齢など
で収集・分析することにより、課題を
抽出し、施策への反映を図る。
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男女平等推進
センター

◎

90 男女平等推進のための市民意識調査の実施

32 男女平等に関する人材リストの整備・活用

◎ 36 公共調達にかかる登録事業者等の女性の活躍推進等に関する取り組み状況調査の実施

88 市職員の男女平等に関する意識調査の実施

2 男女平等に関する広報・啓発の充実

校区等における男女平等問題学習の実施

10 人権啓発推進組織等における男女平等研修支援（再掲）

◎ 86 セクシュアル・マイノリティ（性的少数者）に関する啓発の推進

2

79 消費生活啓発講座・相談実施

10 人権啓発推進組織等における男女平等研修支援

男女平等に関する広報・啓発の充実（再掲）

11

8

20 防犯に関する環境整備や情報の提供

23 相談･支援体制の充実

久留米女性週間事業の実施

9 男女平等推進市民活動団体への支援と連携

35 競争入札参加登録事業者に対する男女共同参画の意義の周知・啓発

協働推進部 18 校区コミュニティ組織におけるセクシュアル・ハラスメント防止の啓発

47 地域活動での男女共同参画の促進

49 防災活動における女性参画の推進

総務部 22 市職員セクシュアル・ハラスメント相談体制の充実

28 市女性職員の役職者等への登用促進

52 市職員のワーク･ライフ･バランスの推進（再掲）

87 男女平等問題に関する職員研修の実施（再掲）

84 バリアフリー･ユニバーサルデザインの視点に立つ公共施設等の整備推進

87 男女平等問題に関する職員研修の実施

89 性別による統計資料の収集・分析と施策への反映

４　部課別具体的事業一覧

26 審議会等への女性の登用促進

27 市補助金交付団体の男女共同参画促進

◎は第3次男女共同参画行動計画第２期実施計画における新規事業

全庁 1 男女平等の視点に立った市行政刊行物の作成

21 ドメスティック・バイオレンス対策の充実

43 男性の家庭、地域への参画促進

52 市職員のワーク･ライフ･バランスの推進

人事厚生課

人材育成課

契約課

男女平等政策課

防災対策課

地域コミュニティ課

安全安心推進課

広聴・相談課

消費生活センター

人権・同和対策課

人権啓発センター
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◎ 76 学習支援事業の実施（再掲）

協働推進部

◎ 75 久留米市生活自立支援センター事業の実施

保健所

◎

63 性感染症の相談・検査の充実

家族介護支援の充実

58 精神的な問題に関する正しい知識の普及啓発及び推進・相談体制の充実

83 高齢者の相談支援体制の充実

◎ 76 学習支援事業の実施

80 障害者相談支援事業の実施

81 高齢者・障害者等の権利擁護の推進

81 高齢者・障害者等の権利擁護の推進（再掲）

◎ 60 生涯スポーツ振興体制の整備

3 男女平等の視点に立った情報の収集と提供（再掲）

健康福祉部 68 ひとり親家庭等医療費の助成

中央図書館

医療・年金課

11 校区等における男女平等問題学習の実施（再掲）

45 男性の生活的自立のための講座の実施

46 社会教育指導者養成事業の実施（女性リーダーの育成）

市民文化部 6 男女平等意識啓発のための講座等の開催（再掲）

◎

34 女性のチャレンジ支援のための情報提供

86 セクシュアル・マイノリティ（性的少数者）に関する啓発の推進（再掲）

57 生涯にわたる心身の健康づくりに関する学習機会と情報の提供

◎ 33  女性活躍促進事業の実施（女性人材等の育成）

相談･支援体制の充実（再掲）

男女平等に関する人材リストの整備・活用（再掲）

性暴力被害者支援体制の充実

32

◎ 41 女性の起業を促進するための環境整備の実施

◎ 24

17 性暴力防止のための啓発

23

8 久留米女性週間事業の実施（再掲）

9 男女平等推進市民活動団体への支援と連携（再掲）

11 校区等における男女平等問題学習の実施（再掲）

男女平等に関する調査研究事業の実施

5 国際理解及び交流と連帯の推進

6 男女平等意識啓発のための講座等の開催

7 ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた意識啓発（男性に対する啓発の推進）

3 男女平等の視点に立った情報の収集と提供

長寿支援課

生活支援第１課

生活支援第２課

保健予防課

4

82

生涯学習推進課

体育スポーツ課

障害者福祉課

男女平等推進
センター
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59 食生活改善地区活動の促進

環境保全活動への男女共同参画促進環境部

一部
◎

妊娠･出産・子育てに関する啓発と相談の充実

72

65 乳幼児健康診査・育児相談等の実施

57 生涯にわたる心身の健康づくりに関する学習機会と情報の提供（再掲）

◎

64

48

40 女性認定農業者の増加促進と家族経営協定の推進

50 ワーク・ライフ・バランスに関する農業者への啓発の充実

71

77

母子・父子・寡婦福祉相談の充実

子どもの居場所づくり事業

母子父子寡婦福祉資金貸付事業の実施

◎

農政部 39 農業分野における男女共同参画施策の推進

12 男女平等保育の充実

44 プレパパママ教室の実施

環境政策課

幼児教育研究所

保育関係者に対する（含幼稚園関係）男女平等研修の実施

54 保育所待機児童の解消

13

一部
◎

農政課

23 相談･支援体制の充実（再掲）　

子ども・子育て支援総合相談事業の実施66

学童保育所の充実
一部
◎

53子ども未来部

12 男女平等保育の充実

55 多様な保育サービスの提供

ファミリー・サポート・センター事業の充実

62 健康教育・相談事業の充実

子どもに対する暴力・虐待を根絶するための体制整備67

69

57 生涯にわたる心身の健康づくりに関する学習機会と情報の提供(再掲）

62 健康教育・相談事業の充実（再掲）

56

61 生涯を通じての健康づくりの促進

こども子育て
ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ

子ども保育課
(子ども施設事業課)

家庭子ども相談課

子ども食堂支援事業78◎

子ども政策課

73 母子生活支援施設の運営

ひとり親家庭日常生活支援事業の実施70

ひとり親家庭に対する就業支援事業の実施

健康推進課

地域保健課

55 多様な保育サービスの提供(再掲）



− 73 −

男女共同参画教育の推進（再掲）

学校現場における進路指導・キャリア教育の充実

30

45 男性の生活的自立のための講座の実施（再掲）

健康教育や性教育の指導の充実

農業委員会
事務局

31 農業委員への女性参画促進

6 男女平等意識啓発のための講座等の開催（再掲）

16

女性教員の管理職等への任用機会の確保

15

14

教育部

25 学校内におけるハラスメント防止体制の充実

各総合支所 8

14 男女共同参画教育の推進学校教育課

教職員課

久留米女性週間事業の実施（再掲）

都市建設部 74 母子・父子家庭、高齢者・障害者の市営住宅優先入居

38 非正規労働者に対する権利の周知や理解促進

一部
◎

51 仕事と家庭の両立支援のための企業等への啓発及び支援の充実

◎

7 ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた意識啓発（男性に対する啓発の推進）（再掲）

19 労働の場におけるセクシュアル・ハラスメント防止の啓発

37 事業所及び労働者に対する男女雇用機会均等法等の啓発や女性の活躍に関する支援

85 本市に在住する外国人への生活支援の充実

商工観光労働
部

29 商工自営業等の関係団体に対する方針決定の場への女性の参画促進の啓発

女性の起業を促進するための環境整備の実施(再掲）

42 商工自営業者に対する男女共同参画社会の意義の周知・啓発

41

教育センター

商工政策課

観光・国際課

労政課

住宅政策課

地域振興課

文化スポーツ課





第2部　女性の現状に関する統計資料
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Ⅰ 人 口  
１． 人口の変化（市） 

（１） 久留米市の人口   

久留米市の人口は近年増加傾向で推移していたが、平成29年に減少に転じた。また、男女比につ

いては、女性の割合が男性を上回っている。 

 

 
 

※住民基本台帳法の改正により、平成24年以降は外国人を含む。 
                                     資料出所：｢住民基本台帳月報｣(毎年10月1日時点) 
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（２） 少子高齢化の現状 

久留米市では、平成12年から老年人口が年少人口を上回るようになり、平成21年には老年人口

が 21％を超え、超高齢社会に突入した。また、生産年齢人口は、平成 7 年から減少が続いている。 

全国の合計特殊出生率は低下を続け、平成17年には1.26と過去最低を記録した。平成18年以降は

緩やかな増加傾向にある。久留米市は、全国や福岡県に比べやや高い水準で推移しているが、人口

を維持するために必要とされる2.07（2018年人口置換水準：国立社会保障・人口問題研究所）大き

く下回っている。 

 

                                                 

※住民基本台帳法の改正により、平成24年以降は外国人を含む。

資料出所：昭和60年～平成12年･･･国勢調査（10月1時点） 
平成13～令和元年 ････････住民基本台帳月報（10月1時点）
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図Ⅰ－２ 年齢３区分の構成比の推移

年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15歳～64歳） 老年人口（65歳以上）
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1.45 1.44 1.43

1.52

1.26

1.52 1.50 1.51

1.60

1.36

1.60 
1.53

1.57

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

平成2 7 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
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図１－３ 合計特殊出生率の推移

全国 福岡県 久留米市

資料出所：市子ども政策課 
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Ⅱ 労 働  
 

１． 女性の就業状況 

女性の就業者数は増加しており、就業者に占める女性の割合も増加している。女性の労働力

率は、結婚、出産、子育て期に低下し、子育てが一段落すると再び労働市場に参入する M 字型

になる。この「M 字カーブ」のくぼみは昭和 53 年、平成 10 年に比べて浅くなっている。また、

M 字の底となる年齢は、昭和 52 年は 25～29 歳であったが、平成 30 年では 35～39 歳となって

いる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出所：内閣府「令和元年版男女共同参画白書」

図Ⅱ－２ 女性の年齢階級別労働力率の推移（国）

資料出所：国勢調査
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２． 従業員の性別構成 

常用労働者の性別構成比の推移をみると、男性が 6割弱、女性が 4割強で推移している。 

しかし、雇用形態別にみるとパートタイマーで女性が 75.1%、男性が 24.9%と女性の割合が高

くなっている。契約社員、臨時労働者、派遣労働者では、男女の割合はほぼ同じである。 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図Ⅱ－３ 常用労働者の性別構成比 

図Ⅱ－４ 従業員の性別構成比（雇用形態別） 

資料出所：「平成 29 年度 久留米市雇用実態調査」

資料出所：「平成 29 年度 久留米市雇用実態調査」
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・産業別、企業規模別の性別構成比 

産業別の性別構成比をみると、

女性は「医療・福祉」で 75.6%、

次に「教育・学習支援」の分野

で 61.2%となっている。男性は

「運輸業」で 87.0%、「建設業」

で 79.8%と高くなっている。 

企業規模別の性別構成比では、

いずれの規模でも男性の割合が

女性よりも高い。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・パートタイマーの 

産業別性別構成比 

ほとんどの産業で女性の

割合が男性の割合より高く、

特に「金融・保険業」では

95.1％と高くなっている。男

性は「運輸業」で 72.4%と高

くなっている。 

企業規模別にみると、いず

れの規模でも女性の割合が

男性より高く、300 人以上の

規模の企業で 79.0％と最も

高くなっている。 

 
 

 
 
 
 

資料出所：「平成 29 年度 久留米市雇用実態調査」

資料出所：「平成 29 年度 久留米市雇用実態調査」

図Ⅱ－５ 全従業員の性別構成比（全体、産業別、企業規模別）

図Ⅱ－６ パートタイマーの性別構成比（全体、産業別、企業規模別）
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３．男女別の所定内給与(筑後地区) 
平成 30年の筑後地区男性の平均賃金は 262,229円であるのに対し、女性は 218,431円であり、

男性を 100 とした女性の指数は 83.3 である。所定給与の男女間格差が大きい業種は、卸売・小

売業で、男女別の格差が小さいのは、運送業・郵便業である。 

 資料出所：「平成 30 年度福岡県の賃金事情」
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４．農業就業人口（販売農家）に占める女性の割合（市） 

女性の農業就業者は、近年若干減少傾向にあるものの、おおよそ半数を占めており、農業経営

において女性は大きな担い手となっていると言える。 
 

                                                                               

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
＊家族経営協定は、農業経営を行う上での、労働報酬、休日、労働時間、家事や農事の役割分担に

ついて、家族内で取り決める取り組みであり、年々増加傾向にある。 
 
 
 

 

資料出所：農林業センサス 

資料出所：市農政課 
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５．市職員における女性の割合 

 久留米市の女性職員の割合は、平成 4 年時の 21.7%から増加しており、令和元年には 34%となっ

ている。同様に市職員の女性役職者（管理・監督職）も平成 4 年の 5.5％から令和元年には 24.0％
に増加している。 
 

 
 

資料出所：市人事厚生課 
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Ⅲ 家庭・健康・福祉  
 

１． 就学前児童の保育状況 (市)  
久留米市の就学前児童の保育の状況は、共働き世帯の増加等により、家庭での保育数は減少し、保育所等

で保育されている児童数の増加が続いている。 

年齢別にみると、0歳児においては8割が家庭等で保育されており、1・2歳児においては半数程度が保育

所・認定こども園を利用している。また、3～5 歳児では 9 割が保育所や認定こども園、幼稚園を利用して

いる。 
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図Ⅲ－１ 就学前児童の保育状況の推移（市）

保育所 地域型保育事業 認定こども園 幼稚園 家庭など

資料出所：｢令和元年版 保健福祉事業概要｣
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２．生活習慣病予防健康診査・各種検診の受診状況 (市) 

（１）生活習慣病予防健康診査 

久留米市では、35歳から39歳及び40歳以上で各医療保険の被保険者・被扶養者に該当しない人を対象

に、特定健康診査に準じた内容で、生活習慣病予防健康診査を実施している。平成30年は、対象者7,216
名に対し、受診率は約１割程度となっている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
（２）子宮頸がん検診 [女性]   

20歳以上の女性を対象に実施している。久留米市では、平成21年度から、女性特有のがん検診受診

促進、がんの早期発見及び健康意識の啓発のために、がん検診無料クーポン券事業を実施している。平

成30年の受診者は対象者の18.7％である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出所：「令和元年版 保健福祉事業概要」
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３．相談の状況（市） 

（１）広聴・相談課一般相談 

広聴・相談課への一般相談は 1,200 件から 1,300 件を推移している。男女別では女性の方が相談件数

が多く、女性からの相談の内訳を見ると、「相続」、「相隣」、「夫婦」の上位３項目で女性からの相談全体

の57.8％を占めている。次いで、「親族問題」、「生活に関すること」の相談が多い。 
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図Ⅲ－５ 広聴・相談課一般相談の件数の推移（男女別）
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図Ⅲ－６ 広聴・相談課一般相談の内訳（平成30年度）
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資料出所：「令和元年度 市民相談概況」
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（２）男女平等推進センター相談 

総合相談件数は、平成27年度から減少に転じているが、依然高い数値で推移している。 
 

 
・総合相談と法律相談の内訳 

総合相談では、夫婦に関連する相談

が38.2％を占めている。次いで、健康

に関する相談が多い。 
法律相談では、離婚に関する相談が

最も多くなっている。（図Ⅲ－９） 
 

また、総合相談の「夫婦」に関連す

る相談の中では、配偶者による暴力の

相談が最も多く 41.5％を占めている。   

配偶者による暴力の内容では、精神的

暴力及び身体的暴力が多いが、これは

他の暴力とも重なって起きている。 
（図Ⅲ－１０） 
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（３）婦人保護相談 

相談件数は近年減少傾向にあ

ったが、平成30年度は相談件数

が大幅に増加した。家族の問題の

相談の中では、特に夫の暴力・酒

乱や離婚問題の相談が多く、

49.4％を占めている。 
 
 
 
 
 
 
 

 

資料出所：市男女平等推進センター
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図Ⅲ－１０ 「夫婦」に関連する相談の内訳（平成30年度）
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（４）母子・寡婦福祉相談 
相談件数は、生活一般に関する相談が多く、平成30年度は前年度に比べ約２倍増加した。内容とし

ては、「家庭紛争」、「住宅」、「その他」に関する相談が主となっている。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出所：市家庭子ども相談課
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（５）子育て相談 

子育て相談の総合件数は、平成 26年度以降増加傾向にあったが、平成 29年度以降は減少している。

相談方法としては、電話相談よりも面接による相談が多い。 

また、相談の内訳は、電話・面接相談ともに最も多いのが「環境・育児」で 47.1％、次いで「基本

的生活習慣」が11.4％となっている。 
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４．児童虐待の状況（市）  

久留米市における児童相談対応件数について、増加傾向の数値で推移している。虐待の種類別対応件数は、

最も多いのが「心理的虐待」で44.１％、次いで「保護の怠慢・拒否（ネグレクト）」で34.9％、「身体的

虐待」で20.7％の順となっている。また、主たる虐待者は実母が最も多い。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料出所：市家庭子ども相談課
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５．自殺の概要 
自殺は、性別では男性の比率が高く、女性の約2～3倍となっている。原因別では、健康問題と経済・

生活問題、家庭問題によるものが多い。  
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Ⅳ 教 育  
 

１． 教育機関における役職別教員の男女の割合 
令和元年度における女性教員の割合を見ると、小学校では全教員に占める女性職員の割合が、中学校、

高等学校比べて多く、7割以上になっている。教頭以上に占める女性教員の割合は教諭に比べると低い。

養護教諭については、いずれの学校においても100％女性となっている。講師等（助教諭含）では、い

ずれの学校でも女性の割合が多くなっている。 

 

 

 

 

図Ⅳ－１学校における役職別教員の男女の割合（平成31年 4月1日現在） 
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２．学校種類別進学率の推移 (国)  

平成 30 年度の学校種類別の進学率を見ると、高等学校への進学率は、女子 96.5%、男子 96%と

ほぼ同じである。大学（学部）への進学率は、女子50.1%、男子56.3%と男子の方が6.2ポイント

高いが、女子は全体の8.3%が短期大学（本科）へ進学しており、これを合わせると、女子の大学

進学率は 58.4%となる。近年、大学（学部）の女子の進学率は上昇傾向にある一方、短期大学へ

の進学率は低下傾向にある。 

資料出所：「学校基本調査」
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資料出所：内閣府｢令和元年版 男女共同参画白書｣より作成 
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Ⅴ 社会参画  
 

１．委員会・審議会等における女性登用状況 

 

表Ⅴ－１地方自治法（１８０条の５）に基づくもの 

（H31.4.1 現在）

名     称 定数 

現 委 員 

数 
女性の比率 

女 男 計 (％) 

 教育委員会 5 2 3 5 40.0  

 選挙管理委員会 4 2 2 4 50.0  

 公平委員会 3 1 2 3 33.3  

 監査委員 4 0 4 4 0.0  

農業委員 24 4 19 23 17.4  

 固定資産評価審査委員会 12 3 7 10 30.0  

（ ）内の数字は審議会・委員会の数     資料出所：市男女平等政策課 

 

 

 

 

表Ⅴ－２ その他の審議会・委員会等の女性登用状況 

（H31.4.1 現在） 

内訳 
審議会等 

数 

委員数（人） 登用率 

（％） 総数 女性 男性 

Ａ：法律・条例に基づくもの 77  1,129  493 636 43.7% 

Ｂ：要綱等に基づくもの 20    352  162 190 46.0% 

合計（Ａ＋Ｂ） 97  1,481 655 826 44.2% 

※任期満了が 3月 31 日であるものの委嘱が 4月 2日以降になる審議会等を除く。 

 

資料出所：久留米市男女平等政策課 
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資料出所：久留米市男女平等政策課 
＊平成 31 年 4 月に「久留米市における審議会等への女性の登用促進要綱」を改定し、「各審議会等の委

員に占める男女の割合の目標は、男女いずれも 50 パーセントとする」と、数値目標を明確にした。 

 

資料出所：内閣府「令和元年版男女共同参画白書」

図Ⅴ－４ 審議会等における女性委員割合の推移（国） 
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審議会・委員会等女性登用状況一覧（市）
Ａ．法律・条例に基づくもの H31.4.1現在

審議会・委員会等名称 総数 女性 男性 女性登用率
1 久留米市総合計画審議会 20 8 12 40.0%
2 久留米市政治倫理審査会 9 4 5 44.4%
3 久留米市情報公開・個人情報保護審査会 7 3 4 42.9%
4 久留米市情報公開・個人情報保護審議会 9 3 6 33.3%
5 久留米市表彰審査委員会 10 5 5 50.0%
6 久留米市行政不服審査会 6 4 2 66.7%
7 久留米市民会館跡地活用等検討委員会 10 3 7 30.0%
8 久留米市職員表彰懲戒諮問委員会　　　 7 2 5 28.6%
9 久留米市非常勤職員等の公務災害補償等認定委員会　 7 3 4 42.9%
10 久留米市非常勤職員公務災害補償等審査会　　　　　 3 1 2 33.3%
11 久留米市職員公務災害補償等附加給付金審査会　　　 8 2 6 25.0%
12 久留米市総合評価技術委員会 5 2 3 40.0%
13 久留米市防災会議 46 9 37 19.6%
14 久留米市水防協議会 21 4 17 19.0%
15 久留米市国民保護協議会　　　　　　 46 9 37 19.6%
16 久留米市消防団員懲戒諮問委員会 6 2 4 33.3%
17 久留米市防犯まちづくり推進協議会 19 8 11 42.1%
18 久留米市人権啓発ｾﾝﾀｰ運営委員会　　　　　　　　 17 10 7 58.8%
19 久留米市隣保館運営審議会　　　　　　　 15 7 8 46.7%
20 久留米市男女平等政策審議会　　　　 13 7 6 53.8%
21 久留米市男女平等推進ｾﾝﾀｰ運営委員会　　　        15 9 6 60.0%
22 久留米市文化芸術振興審議会 11 5 6 45.5%
23 久留米市芸術奨励賞選考委員会　　　　　　　　 15 6 9 40.0%
24 久留米市美術品収集委員会　　 5 2 3 40.0%
25 久留米市社会教育委員　　　 10 5 5 50.0%
26 久留米市生涯学習ｾﾝﾀｰ運営委員会　　　　 16 9 7 56.3%
27 久留米市文化財収蔵資料審議会　　　　　　　 8 4 4 50.0%
28 久留米市文化財専門委員会　　　　　　　　　　　 16 8 8 50.0%
29 久留米市ｽﾎﾟｰﾂ推進審議会　　　　　　　　　 18 8 10 44.4%
30 久留米市立図書館協議会　　　　　　 17 9 8 52.9%
31 久留米市民生委員推薦会　　　　　　　　　　　 14 6 8 42.9%
32 久留米市社会福祉審議会 37 18 19 48.6%
33 久留米市国民健康保険運営協議会　　　　　　　　　 14 6 8 42.9%
34 久留米市障害支援区分認定審査会 34 16 18 47.1%
35 久留米市老人ﾎｰﾑ入所判定委員会　　　　　　 7 4 3 57.1%
36 久留米市地域包括支援センターの運営に関する協議会 16 7 9 43.8%
37 久留米市介護認定審査会　　　　　　　　 72 31 41 43.1%
38 久留米市地域密着型サービス運営委員会 8 4 4 50.0%
39 久留米市保健所運営協議会 20 9 11 45.0%
40 久留米市感染症診査協議会 9 5 4 55.6%
41 久留米市予防接種健康被害調査委員会　　　　　　　 11 5 6 45.5%
42 久留米市小児慢性特定疾病審査会 5 1 4 20.0%
43 久留米市子ども・子育て会議 15 8 7 53.3%
44 久留米市養護児審査会 19 11 8 57.9%
45 久留米市要保護児童対策地域協議会　　　　　　　　 29 13 16 44.8%
46 久留米市環境審議会 16 7 9 43.8%
47 久留米市放置自動車廃物判定委員会　　　　　 7 4 3 57.1%
48 久留米市産業廃棄物審議会 5 2 3 40.0%
49 久留米市ごみ処理施設等監視委員会　　　　　　 15 7 8 46.7%
50 久留米市中央卸売市場取引委員会　青果取引委員会 7 4 3 57.1%
51 久留米市中央卸売市場取引委員会　水産物取引委員会 8 4 4 50.0%
52 久留米市中央卸売市場運営協議会　　　　　　　　 23 8 15 34.8%
53 久留米市中小商工業融資委員会 15 6 9 40.0%
54 久留米市企業立地促進委員会 14 6 8 42.9%
55 久留米市立草野歴史資料館協議会 9 4 5 44.4%
56 久留米市伝統的町並み保存審議会 9 4 5 44.4%
57 久留米市公共事業再評価検討委員会 5 2 3 40.0%
58 久留米市都市計画審議会　　　　　　　　　 20 8 12 40.0%
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審議会・委員会等女性登用状況一覧（市）
Ａ．法律・条例に基づくもの H31.4.1現在

審議会・委員会等名称 総数 女性 男性 女性登用率
1 久留米市総合計画審議会 20 8 12 40.0%
2 久留米市政治倫理審査会 9 4 5 44.4%
3 久留米市情報公開・個人情報保護審査会 7 3 4 42.9%
4 久留米市情報公開・個人情報保護審議会 9 3 6 33.3%
5 久留米市表彰審査委員会 10 5 5 50.0%
6 久留米市行政不服審査会 6 4 2 66.7%
7 久留米市民会館跡地活用等検討委員会 10 3 7 30.0%
8 久留米市職員表彰懲戒諮問委員会　　　 7 2 5 28.6%
9 久留米市非常勤職員等の公務災害補償等認定委員会　 7 3 4 42.9%
10 久留米市非常勤職員公務災害補償等審査会　　　　　 3 1 2 33.3%
11 久留米市職員公務災害補償等附加給付金審査会　　　 8 2 6 25.0%
12 久留米市総合評価技術委員会 5 2 3 40.0%
13 久留米市防災会議 46 9 37 19.6%
14 久留米市水防協議会 21 4 17 19.0%
15 久留米市国民保護協議会　　　　　　 46 9 37 19.6%
16 久留米市消防団員懲戒諮問委員会 6 2 4 33.3%
17 久留米市防犯まちづくり推進協議会 19 8 11 42.1%
18 久留米市人権啓発ｾﾝﾀｰ運営委員会　　　　　　　　 17 10 7 58.8%
19 久留米市隣保館運営審議会　　　　　　　 15 7 8 46.7%
20 久留米市男女平等政策審議会　　　　 13 7 6 53.8%
21 久留米市男女平等推進ｾﾝﾀｰ運営委員会　　　        15 9 6 60.0%
22 久留米市文化芸術振興審議会 11 5 6 45.5%
23 久留米市芸術奨励賞選考委員会　　　　　　　　 15 6 9 40.0%
24 久留米市美術品収集委員会　　 5 2 3 40.0%
25 久留米市社会教育委員　　　 10 5 5 50.0%
26 久留米市生涯学習ｾﾝﾀｰ運営委員会　　　　 16 9 7 56.3%
27 久留米市文化財収蔵資料審議会　　　　　　　 8 4 4 50.0%
28 久留米市文化財専門委員会　　　　　　　　　　　 16 8 8 50.0%
29 久留米市ｽﾎﾟｰﾂ推進審議会　　　　　　　　　 18 8 10 44.4%
30 久留米市立図書館協議会　　　　　　 17 9 8 52.9%
31 久留米市民生委員推薦会　　　　　　　　　　　 14 6 8 42.9%
32 久留米市社会福祉審議会 37 18 19 48.6%
33 久留米市国民健康保険運営協議会　　　　　　　　　 14 6 8 42.9%
34 久留米市障害支援区分認定審査会 34 16 18 47.1%
35 久留米市老人ﾎｰﾑ入所判定委員会　　　　　　 7 4 3 57.1%
36 久留米市地域包括支援センターの運営に関する協議会 16 7 9 43.8%
37 久留米市介護認定審査会　　　　　　　　 72 31 41 43.1%
38 久留米市地域密着型サービス運営委員会 8 4 4 50.0%
39 久留米市保健所運営協議会 20 9 11 45.0%
40 久留米市感染症診査協議会 9 5 4 55.6%
41 久留米市予防接種健康被害調査委員会　　　　　　　 11 5 6 45.5%
42 久留米市小児慢性特定疾病審査会 5 1 4 20.0%
43 久留米市子ども・子育て会議 15 8 7 53.3%
44 久留米市養護児審査会 19 11 8 57.9%
45 久留米市要保護児童対策地域協議会　　　　　　　　 29 13 16 44.8%
46 久留米市環境審議会 16 7 9 43.8%
47 久留米市放置自動車廃物判定委員会　　　　　 7 4 3 57.1%
48 久留米市産業廃棄物審議会 5 2 3 40.0%
49 久留米市ごみ処理施設等監視委員会　　　　　　 15 7 8 46.7%
50 久留米市中央卸売市場取引委員会　青果取引委員会 7 4 3 57.1%
51 久留米市中央卸売市場取引委員会　水産物取引委員会 8 4 4 50.0%
52 久留米市中央卸売市場運営協議会　　　　　　　　 23 8 15 34.8%
53 久留米市中小商工業融資委員会 15 6 9 40.0%
54 久留米市企業立地促進委員会 14 6 8 42.9%
55 久留米市立草野歴史資料館協議会 9 4 5 44.4%
56 久留米市伝統的町並み保存審議会 9 4 5 44.4%
57 久留米市公共事業再評価検討委員会 5 2 3 40.0%
58 久留米市都市計画審議会　　　　　　　　　 20 8 12 40.0%

審議会・委員会等名称 総数 女性 男性 女性登用率
59 久留米市屋外広告物審議会 8 4 4 50.0%
60 久留米市景観審議会 7 4 3 57.1%
61 久留米市地域公共交通会議 30 8 22 26.7%
62 久留米市建築審査会　　　　　　　　　 7 3 4 42.9%
63 久留米市中高層建築物等建築紛争調停委員会 6 3 3 50.0%
64 久留米市開発審査会　　　　　　　　　 7 3 4 42.9%
65 久留米市有線放送運営委員会 11 5 6 45.5%
66 久留米市地方卸売市場田主丸流通ｾﾝﾀｰ運営審議会 16 8 8 50.0%
67 久留米市田主丸生涯学習センター運営委員会 10 6 4 60.0%
68 久留米市北野生涯学習センター運営委員会 14 6 8 42.9%
69 久留米市城島ふれあいセンター運営委員会 16 10 6 62.5%
70 久留米市城島生涯学習センター運営委員会 12 7 5 58.3%
71 久留米市三潴生涯学習センター運営委員会 15 8 7 53.3%
72 久留米市教育職員表彰懲戒諮問委員会　 7 4 3 57.1%
73 久留米市教育支援委員会 35 19 16 54.3%
74 久留米市立小中学校通学区域審議会　　　 15 8 7 53.3%
75 久留米市教科用図書選定委員会　　　　　　　　　　 11 4 7 36.4%
76 久留米市立学校結核対策委員会 9 4 5 44.4%
77 久留米市教育集会所運営審議会　　　　　　　　　　 15 8 7 53.3%

1129 493 636 43.7%

　Ｂ．規則・要綱に基づくもの H31.4.1現在
審議会・委員会等名称 総数 女性 男性 女性登用率

1 久留米市地方創生総合戦略検証会議 15 6 9 40.0%
2 久留米市入札監視委員会 4 2 2 50.0%
3 久留米市セーフコミュニティ推進協議会 63 23 40 36.5%
4 耳納市民ｾﾝﾀｰ多目的棟管理運営委員会　　　　　　　 12 6 6 50.0%
5 筑邦市民ｾﾝﾀｰ多目的棟管理運営委員会　　　　　　　 12 6 6 50.0%
6 久留米市地域福祉計画推進協議会 25 13 12 52.0%
7 久留米市救急医療協議会 12 5 7 41.7%
8 久留米市障害者地域生活支援協議会 17 8 9 47.1%
9 久留米市障害者差別解消支援地域協議会 23 10 13 43.5%
10 久留米市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画推進協議会 21 9 12 42.9%
11 久留米市成年後見推進協議会 6 4 2 66.7%
12 久留米市認知症支援ネットワーク会議（久留米市オレンジ会議） 19 11 8 57.9%
13 久留米市自殺対策計画推進委員会 18 8 10 44.4%
14 久留米市慢性疾病児童等地域支援協議会 13 8 5 61.5%
15 久留米市青少年非行を生まない社会づくり推進対策本部 26 11 15 42.3%
16 久留米市環境美化促進協議会　　　　　　　　　 14 6 8 42.9%
17 久留米市地球温暖化対策協議会 24 11 13 45.8%
18 久留米市循環型ごみ処理委員会 13 7 6 53.8%
19 久留米市都市計画マスタープラン等策定委員会 5 3 2 60.0%
20 水緑花くるめ推進協議会 10 5 5 50.0%

352 162 190 46.0%

資料出所：市久留米市男女平等政策課

計

計
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２．民生委員・保護司における女性の割合 （市） 

民生委員は、女性の割合 50％以上だが、会長に限れば男性が 75％を占めている。            
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図Ⅴ－５ 民生委員・児童委員数（性別）の推移
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図Ⅴ－６ 民生委員児童委員協議会会長の推移

男性 女性

23 23 24
28

25
28

21 21

4 4 4 6 5
8 7 7

0

10

20

30

40

50

平成24 25 26 27 28 29 30 令和1

（人）

（年)

図Ⅴ－７ 久留米保護区保護司会の推移
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資料出所：久留米保護区保護司会 

資料出所：久留米市民生委員児童委員協議会
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３．団体等における女性役職者等の割合 (市) 

（１）ＰＴＡ 
   小・中学校 PTA 連合会役員及び各ＰＴＡ会長は、以前から男性の割合が多い。 
 

 

（２）自治会長 

 自治会長における女性の割合は、男性の 10％未満で推移している。 

資料出所：市小・中学校 PTA 連合協議会
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図Ⅴ－１２ 自治会長の男女比の推移（市）
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資料出所：市地域コミュニティ課
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４．議会における女性議員の割合 

   久留米市の市議会議員の女性の比率は 16.7%（当選時）で、これは福岡県議会議員の女性比率で

ある 10.3％を上回っている。 

 

 

表Ⅴ－１３ 議会議員の女性の割合 

  女 男 
女性の比率 

（％） 

H19.5.2～H23.5.1 6 36 14.3% 

H23.5.2～H27.5.1 5 33 13.2% 

H27.5.2～R1.5.1 6 32 15.8% 

R1.5.2～R5.5.1 6 30 16.7% 

＊福岡県 9 78 10.3% 

                           ＊当選時の数値 

資料出所：市議会事務局 

 

 

 

図Ⅴ－１４ 地方議会における女性議員割合の推移 

 資料出所：内閣府「令和元年版 男女共同参画白書」
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 ５．HDI、GII、GGI における日本の順位 

 
＊HDI…人間開発指数（Human Development Index）。国連開発計画（UNDP）による指標で，「長寿で健康な生活」，「知識」及び「人間らしい生活水準」という人間開

発の３つの側面を測定したもの。具体的には，出生時の平均寿命,知識（平均就学年数及び予想就学年数），１人当たり国民総所得（GNI）を用いて算出している。 

＊GII…ジェンダー不平等指数（Ｇｅｎｄｅｒ Ｉｎｅｑｕａｌｉｔｙ Ｉｎｄｅｘ）。国連開発計画（UNDP）による指標で，国家の人間開発の達成度が男女の不平等によってどの程度

妨げられているかを明らかにするもの。次の 3 側面 5 指標から構成されている。【保健分野】・妊産婦死亡率 ・15-19 歳の女性 1,000 人当たりの出生数 【エンパワ

ーメント】・国会議員女性割合 ・中等教育以上の教育を受けた人の割合（男女別） 【労働市場】・労働力率（男女別） 

＊GGI…ジェンダーギャップ指数（Gender Gap Index）世界経済フォーラムが，各国内の男女間の格差を数値化しランク付けしたもので，経済分野，教育分野，政治

分野及び保健分野のデータから算出され，０が完全不平等，１が完全平等を意味しており，性別による格差を明らかにできる。具体的には，次のデータから算出され

る。【経済分野】・労働力率 ・同じ仕事の賃金の同等性 ・所得の推計値 ・管理職 に占める比率 ・専門職に占める比率 【教育分野】・識字率 ・初等，中等，高

等教育の各在学率 【保健分野】・新生児の男女比率 ・健康寿命 【政治分野】・国会議員に占める比率 ・閣僚の比率 ・最近 50 年の国家元首の在任年数      

資料出所：内閣府「平成 30 年版 男女共同参画白書」 
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所管部局
件数
（H15
～30）

構成比
（※）

総合政策部 2 5%

総務部 3 8%

協働推進部 9 23%

市民文化部 1 3%

健康福祉部 0 0%

子ども未来部 9 23%

環境部 1 3%

農政部 1 3%

商工観光労働部 0 0%

都市建設部 2 5%

田主丸総合支所 0 0%

北野総合支所 2 5%

城島総合支所 0 0%

三潴総合支所 0 0%

上下水道部 0 0%

教育部 5 13%

選挙管理委員会事務局 0 0%

農業委員会事務局 0 0%

民間 5 13%

合計 40 100%

１．男女平等に関する苦情・救済の申出処理件数（組織別）

・行政刊行物の表現（H18)

・団体における定年年齢の男女差（H22)

・単身DV被害者の市営住宅入居（H15)
・地域防火・防災組織（H18）※当時は消防本部

Ⅵ　苦情処理機関

･女性のみを対象とする研修（H18）　　 ・嘱託職員の介護休暇（H21）
・積極的是正措置の必要性（H20）

・広報くるめに掲載された性犯罪に関する記事の表現（H24)2件

内容（年度）

・休日・夜間のDV被害者受け入れ（H15)　　・研修内容（H19）3件
・電話相談事業名称変更（H16)2件　　・市施設職員によるハラスメント（H20）3件

・公民館主催の球技大会の参加資格（H18)

・女性職員の配置(H15)　　　　　　　　　・女性だけに課せられる出不足金（H21,23,26）
・市補助団体発行紙の表現（H15,25(2件）)
・広報くるめに掲載された性犯罪に関する記事の表現（H24)2件

・市補助団体発行紙の表現（H25)2件

・高校の名簿（H15)　　　　　　　　　　　　　　　　・小学校通信の表現（H19）
・高校の制服（H15)　　　　　　　　　　　　　　　　・駅伝大会の出場者名簿（H19）
・小学校図書館のパソコンシステム（H19)

・退職金の支払（H15)　　　　　　　　　　　　　　・セクシュアル・ハラスメント（H18,23)
・職場における不利益取扱い（H16,H30)
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１．男女平等に関する苦情・救済の申出処理件数（組織別）

・行政刊行物の表現（H18)
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・公民館主催の球技大会の参加資格（H18)

・女性職員の配置(H15)　　　　　　　　　・女性だけに課せられる出不足金（H21,23,26）
・市補助団体発行紙の表現（H15,25(2件）)
・広報くるめに掲載された性犯罪に関する記事の表現（H24)2件

・市補助団体発行紙の表現（H25)2件

・高校の名簿（H15)　　　　　　　　　　　　　　　　・小学校通信の表現（H19）
・高校の制服（H15)　　　　　　　　　　　　　　　　・駅伝大会の出場者名簿（H19）
・小学校図書館のパソコンシステム（H19)

・退職金の支払（H15)　　　　　　　　　　　　　　・セクシュアル・ハラスメント（H18,23)
・職場における不利益取扱い（H16,H30)

第3部　相談窓口一覧
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相談窓口

名称 相談受付日時 連絡先

月～水、金、土
  10:00～18:00
木
　17:00～20:00
日
　10:00～17:00

第２・４木
   14:00～15:30
第３木
   17:30～19:00
（祝日、月末日、年末
年始を除く）
＊面接相談は要予約

久留米市
家庭子ども相談課

月～金
   8:30～17:15
（祝日・年末年始を除
く）

久留米市役所
子ども未来部
家庭子ども相談課
久留米市城南町15-3

電話　0942-30-9208

母子・父子・寡婦福祉
相談

月～金
   8:30～17:15
（祝日・年末年始を除
く）

久留米市役所
子ども未来部
家庭子ども相談課
久留米市城南町15-3

電話　0942-30-9063

配偶者暴力相談支援センター
（北筑後）

月～金
　8:30～17:15
（祝日、年末年始を除
く）

電話　0942-34-8111

福岡県配偶者からの
暴力相談電話
（夜間休日相談）

月～金
　17:00～24:00
土、日、祝日
  9:00～24:00
（年末年始を除く）

電話　092-663-8724

男性DV被害者のための
相談ホットライン

水・木
  17:00～20:00
金
  12:00～16:00
（祝日・年末年始を除
く)

電話　092-571-1462

LGBTの方のDV被害者
相談ホットライン

第２火
  12:00～16:00
第４火
  17:00～20:00
（祝日・年末年始を除
く）

電話　080-2701-5461

【法律相談】

離婚などをめぐる法律上の問題に
女性弁護士が対応

児童虐待相談・通告や子どもの
養育に関すること、女性の悩みや
暴力に関する相談

ひとり親家庭及び寡婦を対象に、
自立に向けての生活基盤や
諸問題に関する相談

配偶者やパートナーからの暴力についての相談電話

内容

久留米市
男女平等推進センター

久留米市諏訪野町1830-6

(えーるピア久留米内)

電話　0942-30-7802

久留米市
男女平等推進センター

【総合相談、性暴力相談】

女性が抱える様々な悩みや
生き方、配偶者等からの暴力や
強かん、強制わいせつ、セクシュア
ル・ハラスメントなどの性暴力、
夫婦問題など
女性相談員が対応

福岡県ＤＶ相談
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相談窓口

名称 相談受付日時 連絡先内容

9:00～17:00
　
金曜日（祝日を除く）
は、18:00～20:30も対
応
（8/13～8/15、年末年
始（12/28～1/4は除
く）

毎月１～３回、13:00～
16:00　（就業援助相
談は10:00～12:00）

＊相談内容によって
相談日時が異なるた
め、ホームページで確
認
http://www.asubaru.o
r.jp/

第１・３土曜日
　14:00～16:00

第２･４金曜日
　18:00～20:30

（祝日、8/13～8/15、
年末年始を除く）

福岡県
男女共同参画センター
あすばる

春日市原町3丁目1-7
クローバープラザ内

電話　092-584-4977

性暴力被害者
支援センター・ふくおか

24時間365日
(年中無休）

電話　092-762-0799

月～金
  9:00～17:45
(祝日・年末年始を除
く）
面接相談は要予約

福岡県警察本部

福岡市博多区東公園7-7

電話　092-632-7830

24時間365日
（＊男性警察官が対
応する場合あり)

＃8103
（ハートさん）

【総合相談】

夫やパートナーからの暴力や家庭
に関係する相談
女性相談員が対応

【専門相談】

法律、こころの健康、女性に対する
暴力、就業援助など
女性弁護士や女性カウンセラーな
ど専門家が対応
要予約

福岡県あすばる
相談ホットライン

【専門相談】

男性のための電話相談
男性臨床心理士が対応

福岡県
男女共同参画センター
あすばる

春日市原町3丁目1-7

クローバープラザ内

電話　092-584-1266

性暴力被害に関する相談に対し、
電話・面接相談、医療機関・警察等
への付き添いなど、被害直後から
の総合的な支援

福岡県警察本部
犯罪被害者相談

犯罪被害相談
【心のリリーフ・ライン】

犯罪被害者やその周囲の方々の心
のケアに、女性の臨床心理士が対
応

【性犯罪被害相談電話全国共通番号】

性犯罪被害に遭われた方々の相談
に、女性の臨床心理士や警察官が
対応
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相談窓口

名称 相談受付日時 連絡先内容

9:00～17:00
　
金曜日（祝日を除く）
は、18:00～20:30も対
応
（8/13～8/15、年末年
始（12/28～1/4は除
く）

毎月１～３回、13:00～
16:00　（就業援助相
談は10:00～12:00）

＊相談内容によって
相談日時が異なるた
め、ホームページで確
認
http://www.asubaru.o
r.jp/

第１・３土曜日
　14:00～16:00

第２･４金曜日
　18:00～20:30

（祝日、8/13～8/15、
年末年始を除く）
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男女共同参画センター
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春日市原町3丁目1-7
クローバープラザ内
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性暴力被害者
支援センター・ふくおか

24時間365日
(年中無休）

電話　092-762-0799

月～金
  9:00～17:45
(祝日・年末年始を除
く）
面接相談は要予約

福岡県警察本部

福岡市博多区東公園7-7

電話　092-632-7830

24時間365日
（＊男性警察官が対
応する場合あり)
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（ハートさん）

【総合相談】

夫やパートナーからの暴力や家庭
に関係する相談
女性相談員が対応

【専門相談】

法律、こころの健康、女性に対する
暴力、就業援助など
女性弁護士や女性カウンセラーな
ど専門家が対応
要予約

福岡県あすばる
相談ホットライン

【専門相談】

男性のための電話相談
男性臨床心理士が対応

福岡県
男女共同参画センター
あすばる

春日市原町3丁目1-7

クローバープラザ内

電話　092-584-1266

性暴力被害に関する相談に対し、
電話・面接相談、医療機関・警察等
への付き添いなど、被害直後から
の総合的な支援

福岡県警察本部
犯罪被害者相談

犯罪被害相談
【心のリリーフ・ライン】

犯罪被害者やその周囲の方々の心
のケアに、女性の臨床心理士が対
応

【性犯罪被害相談電話全国共通番号】

性犯罪被害に遭われた方々の相談
に、女性の臨床心理士や警察官が
対応

相談窓口

名称 相談受付日時 連絡先内容

・通常相談
　月～金
   8:30～17:15
（祝日、年末年始を除
く）

・夜間電話相談
　水
   17:15～20:00
（祝日の場合は翌日
に実施。年末年始を
除く）

福岡県
筑後労働者支援事務所

久留米市合川町1642-1
(福岡県

久留米総合庁舎1階)

電話  0942-30-1034
FAX　 0942-30-1025

月～金
　8:30～17:15
（祝日、年末年始を除
く）

福岡県子育て
女性就職支援センター

久留米市合川町1642-1
（福岡県筑後労働者支援事務

所内）

電話　0942-38-7579
FAX　 0942-30-1025

福岡労働局雇用環境・
均等部指導課

月～金
  8:30～17:15
（祝日、年末年始を除
く）

福岡労働局雇用環境・均
等部指導課

福岡市博多区博多駅東2-11-1

福岡合同庁舎新館4階

電話　092-411-4894

市民相談

市政相談・一般相談
は
原則月～金
　8:30～17:15
（祝日、年末年始を除
く）

久留米市役所
協働推進部
広聴・相談課

久留米市城南町15-3

電話　0942-30-9017
FAX 　0942-30-9711

苦情処理機関

月～金
  8:30～17:15
（祝日、年末年始を除
く）

久留米市役所
協働推進部
男女平等政策課

久留米市城南町15-3

電話　0942-30-9246

職場での男女差別、妊娠・出産・育
休等による解雇・不利益取扱い、マ
タニティ・ハラスメント、セクシュア
ル・ハラスメント、母性健康管理、育
児・介護休業、パートタイム労働者
の均衡待遇等に関する相談やパ
ワー・ハラスメント、職場における労
働条件に関する相談

市政に関する苦情、要望、意見の
ほか、生活不安や悩み、トラブルな
ど

【子育て女性就職支援センター事業】

子育て中の女性等を対象に働くこと
に関する相談から就職あっせんま
でワンストップで支援。

福岡県筑後
労働者支援事務所

【労働相談】

職場における、労働者・使用者双方
からの様々な労働問題についての
相談
自主的な解決ができない場合は、
当所職員又は福岡県労働委員会
委員が労働者と使用者の間に入
り、紛争解決を図る｢あっせん｣制度
もあり、また、複雑、高度化する労
働相談に対応するため、必要に応
じて弁護士にアドバイスを受ける体
制も執っている。

・苦情の申出
　市の男女平等施策に対する苦情
及び他の施策が男女平等を阻害し
ていると思われるとき
・救済の申出
　市内において、性別による差別的
取扱い等の権利侵害を受けたとき
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資料１ 

久留米市男女平等を進める条例 

 

目次 

第１章 総則（第１条―第７条） 

第２章 男女平等推進のための基本的施策（第８条―第１６条） 

第３章 苦情等の申出の処理（第１７条―第２９条） 

第４章 久留米市男女平等政策審議会（第３０条―第３３条） 

第５章 雑則（第３４条） 

附則 

 

第１章  総則 

（目的） 

第１条 この条例は、本市における男女平等の推進に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者

等の責務を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項及び苦情等の申出の処理に関する

事項を定め、男女平等を進めるための施策を総合的かつ計画的に実施することにより男女共同参

画社会の実現に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 市民 市内に居住する者、市内に通勤する者、市内に通学する者及び市内を活動の拠点と

する個人をいう。 

(２) 事業者等 事業者及びその他の民間団体で、市内において活動するものをいう。 

(３) 男女共同参画社会 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあら

ゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会

的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会をいう。 

(４) 積極的格差是正措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲

において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

(５) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により当該言動を受けた個人の生活環境を害す

ること又は性的な言動を受けた個人の対応により当該個人に不利益を与えることをいう。 

(６) ドメスティック・バイオレンス 配偶者等の男女間において、個人の尊厳を侵すような身

体的又は精神的な苦痛を与える暴力的行為をいう。 

（基本理念） 

第３条 男女共同参画社会の実現は、次の基本理念にのっとり推進されなければならない。 

(１) 男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による直接的又は間接的な差別

的取扱いを受けないこと、男女が個性と能力を生かす機会が確保されること、男女間における

あらゆる暴力が根絶されることその他の男女の人権が尊重されること及び性別による差別と他

の理由からなる差別とを重複して受けている男女が存在する状況に対して配慮されること。 

(２) 社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、男女の社会に

おける活動の自由な選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより、男女平等の推進を阻害

する要因となっている場合は、その要因が取り除かれるよう配慮されること。 

(３) 教育の果たす重要性にかんがみ、学校教育、社会教育その他のあらゆる教育の場において、

男女平等を推進する視点が採り入れられること。 

(４) 男女が社会の対等な構成員として、市における政策又は事業者等における方針の立案及び

決定に参画する機会が、平等に確保されるよう配慮されること。 

(５) 家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の

家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外

の活動を行うことができるよう配慮されること。 
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(６) 男女が生涯にわたり安全な環境の下で健康な生活を営み、性と生殖に関する事項に関し自

らの決定が尊重されること。 

(７) 男女平等の推進は、その取組が国際社会における取組と密接な関係を有していることにか

んがみ、平和を基盤とした国際的協調の下に行われること。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、男女平等の推進

を主要な政策として位置付け、男女共同参画社会を実現するための施策（積極的格差是正措置を

含む。以下「男女平等推進施策」という。）を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 市は、国及び他の地方公共団体と連携を図るとともに、市民及び事業者等と協力して男女平等

推進施策を実施しなければならない。 

３ 市は、男女平等推進施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めなければなら

ない。 

４ 市は、男女平等推進施策以外の施策を策定し、及び実施するに当たっては、男女平等の推進を

阻害することのないよう配慮しなければならない。 

（市民の責務） 

第５条 市民は、男女共同参画社会について理解を深め、職域、学校、地域、家庭その他の社会の

あらゆる分野において、基本理念にのっとり、男女平等の推進を阻害する要因を取り除くよう努

めるとともに、市が実施する男女平等推進施策に協力するよう努めなければならない。 

（事業者等の責務） 

第６条 事業者等は、男女共同参画社会について理解を深め、その活動に関し、基本理念にのっと

り、男女平等の推進を阻害する要因を取り除くよう努めるとともに、市が実施する男女平等推進

施策に協力するよう努めなければならない。 

（性別による差別的取扱い等の禁止） 

第７条 何人も、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において性別による差別的

な取扱いをしてはならない。 

２ 何人も、セクシュアル・ハラスメント及びドメスティック・バイオレンスを行ってはならない。 

 

第２章 男女平等推進のための基本的施策 

（政策等の立案及び決定の過程への女性の参画促進） 

第８条 市は、積極的格差是正措置の一つとして次に掲げる措置を講ずるものとする。 

(１) 市における政策の立案及び決定の過程への女性の参画を積極的に促進すること。 

(２) 事業者等における方針の立案及び決定の過程への女性の参画を促進するため、当該事業者

等に対し、必要な情報の提供、助言その他の支援を行うこと。 

（情報収集及び調査研究） 

第９条 市は、男女平等推進施策を総合的に策定し、及び実施するため、情報収集及び調査研究を

行うものとする。 

（啓発活動） 

第１０条 市は、市民及び事業者等が男女共同参画社会について理解を深めるため、啓発活動を行

うものとする。 

（男女平等推進教育の充実） 

第１１条 市は、学校教育、社会教育その他の教育の分野において効果的な方策を講ずることによ

り、男女平等を推進するための教育の充実に努めるものとする。 

（家庭、職域及び地域における活動への平等な参画に対する支援） 

第１２条 市は、男女が固定的な性別役割にとらわれない対等な関係により、家庭、職域及び地域

のあらゆる分野における活動の機会に平等に参画できるよう、必要な支援を行うものとする。 

（男女平等推進活動への支援） 

第１３条 市は、市民又は事業者等が行う男女共同参画社会の実現に向けた男女平等を推進するた

めの活動に対し、必要な支援を行うものとする。 
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（男女平等推進体制の整備） 

第１４条 市は、男女共同参画社会の実現に向けて、男女平等推進施策を総合的に策定し、及び実

施するために必要な体制の整備に努めるものとする。 

（男女平等推進拠点） 

第１５条 市は、久留米市男女平等推進センター（久留米市生涯学習センター、久留米市男女平等

推進センター、久留米市人権啓発センター及び久留米市消費生活センター複合施設条例（平成１

２年久留米市条例第３５号）第３条第２号に規定する施設をいう。）を、市の男女平等推進施策を

実施するための拠点として位置付け、男女共同参画社会の実現に取り組むものとする。 

（行動計画） 

第１６条 市は、男女平等推進施策を総合的かつ計画的に実施するため、男女共同参画社会基本法

（平成１１年法律第７８号。以下「基本法」という。）第１４条第３項の規定に基づき、市の区域

における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画として久留米市男

女共同参画行動計画（以下「行動計画」という。）を策定するものとする。 

２ 市は、行動計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ市民の意見を反映させる

ために必要な措置を講ずるものとする。 

３ 市は、行動計画の実施状況について、年次報告書を作成し、公表するものとする。 

 

第３章 苦情等の申出の処理 

（男女平等推進委員） 

第１７条 市は、次条に規定する苦情及び救済の申出について、必要な処理をするため、市長の附

属機関として久留米市男女平等推進委員（以下「推進委員」という。）を置く。 

２ 推進委員の定数は３人以内とする。 

３ 推進委員の数が２以上である場合においては、そのすべてが男女いずれか一方の性によって占

められてはならない。 

４ 推進委員は、男女平等の推進に関し優れた識見を有し、性別による差別の解決に熱意があり、

社会的信望が厚い者のうちから、市長がこれを委嘱する。 

５ 推進委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

６ 推進委員の任期は、通算して６年を超えることができない。ただし、市長が特別の事情がある

と認めるときは、この限りでない。 

（苦情及び救済の申出） 

第１８条 市民及び事業者等は、推進委員に対し、市が行う男女平等推進施策に関する苦情の申出

及び市が行うその他の施策が男女平等の推進を阻害していること又は阻害するおそれがあること

に関する苦情の申出をすることができる。 

２ 何人も、推進委員に対し、市内において生じた性別による差別的取扱いその他の男女平等の推

進を阻害する要因に基づく権利侵害（以下「権利侵害」という。）により被害を被った者の救済の

申出をすることができる。 

（推進委員の処理の対象としない事項） 

第１９条 前条に規定する苦情及び救済の申出（以下「苦情等の申出」という。）が次に掲げる事

項である場合には、前条の規定にかかわらず、推進委員の処理の対象としない。 

(１) 判決、裁決等により確定した事案に関する事項 

(２) 裁判所において係争中の事案及び行政庁において不服申立ての審理中の事案に関する事項 

(３) 国会又は地方公共団体の議会に対し請願が行われている事項 

(４) 推進委員が行った苦情等の申出の処理に関する事項 

(５) 前各号に掲げるもののほか、調査することが適当でないと推進委員が認める事項 

２ 前条第２項の規定による救済の申出は、当該申出に係る権利侵害があった日の翌日から起算し

て１年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があると推進委員が認める

ときは、この限りでない。 
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（市に係る苦情等の申出の処理） 

第２０条 推進委員は、市に係る苦情等の申出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基

づき必要があると認める場合は、市長に対し、市の施策についての意見を表明し、又は施策の是

正若しくは改善のために必要な措置若しくは権利侵害により被害を被った者の救済のために必要

な措置をとるべき旨を勧告することができる。 

２ 前項の規定による意見の表明及び勧告についての決定は、推進委員の合議によらなければなら

ない。 

３ 市長は、推進委員から第1項の規定により意見が表明され、又は勧告を受けたときは、当該意見

又は勧告を尊重しなければならない。 

４ 市長は、第1項の規定による勧告を受けたときは、当該勧告に対する市の措置について推進委員

に報告しなければならない。 

５ 推進委員は、市長から前項の規定による報告を受けたときは、当該勧告及び報告の内容を公表

するものとする。 

（救済の申出の処理） 

第２１条 推進委員は、第１８条第２項に規定する救済の申出(前条の規定により処理するものを

除く。以下「救済の申出」という。)があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要

があると認める場合は、権利侵害により被害を被った者を救済するためのあっせんその他調整（以

下「あっせん等」という。）を行うことができる。 

２ 推進委員は、前項の規定によるあっせん等を行った場合において、救済の申出に係る状況が改

善されていないと認めるときは、権利侵害を行い被害を与えたものに対し、改善を求めるための

意見を表明することができる。 

３ 推進委員は、前項の規定による意見の表明を事業者等に対して行った場合において、なお救済

の申出に係る状況が継続し、かつ、その態様が悪質であると認めるときは、当該事業者等に対し、

救済の申出に係る状況を是正するために必要な措置をとるべき旨を要請することができる。 

４ 推進委員は、前項の規定により事業者等に是正を要請した場合において、当該事業者等が正当

な理由なく当該要請に応じないときは、市長に対し、その経過を報告するとともに、その状況を

公表するよう求めることができる。 

５ 第２項の規定による意見の表明、第3項の規定による要請並びに前項の規定による報告及び公表

の求めについての決定は、推進委員の合議によらなければならない。 

６ 市長は、推進委員から第4項の規定による報告及び公表の求めが行われた場合には、その状況に

ついて必要な事項を公表するものとする。この場合において、市長は、あらかじめ当該公表に係

る事業者等に意見を述べる機会を与えなければならない。 

７ 市長は、前項の規定による公表を行ったときは、推進委員に対し、その内容を通知しなければ

ならない。 

（自己の発意による苦情等の処理） 

第２２条 推進委員は、自己の発意に基づき、第２０条第１項及び前条第１項から第４項までの規

定による調査、意見の表明、勧告、あっせん等、要請並びに報告及び公表の求めを行うことがで

きる。この場合において、第２０条第２項から第５項まで及び前条第５項から第７項までの規定

を準用する。 

（処理の経過及び結果の通知） 

第２３条 推進委員は、第２０条から前条までの規定により、意見を表明し、勧告し、あっせん等

を行い、是正を要請し、若しくは市長に対して公表を求め、又は市長から報告を受け、若しくは

市長からの通知があったときは、苦情等の申出を行った者(苦情等の申出を行った者が、権利侵害

により被害を被った者と異なる場合にあっては、それぞれの者)に対して、その旨を通知するもの

とする。 

２ 前項の規定によるあっせん等を行った旨の通知は、当該通知を受けるべき者があっせん等の当

事者である場合は、これを省略することができる。 
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（調査への協力） 

第２４条 市は、推進委員が第２０条第１項の調査を行う場合において、その調査を拒んではなら

ない。 

２ 市民及び事業者等は、推進委員が第２１条第１項の調査を行う場合において、その調査の実施

に協力するよう努めなければならない。 

（職務の遂行） 

第２５条 推進委員は、公平適切かつ迅速にその職務を遂行しなければならない。 

２ 推進委員は、その職務の公平な遂行に支障を生ずるおそれのある苦情等の申出についての処理

に関わることができない。 

（兼職の禁止） 

第２６条 推進委員は、国会議員、地方公共団体の議会の議員若しくは長、地方公共団体に執行機

関として置かれる委員会の委員若しくは委員又は地方公共団体の常勤の職員若しくは地方公務員

法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員と

兼ねることができない。 

（政治的行為の制限） 

第２７条 推進委員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員と

なってはならず、又はその職務上の地位をこれらの団体若しくは政治的目的のために利用しては

ならない。 

（解職の制限） 

第２８条 市長は、推進委員が、心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められる場合又は推

進委員としてふさわしくない行為があると明白に認められる場合でなければ、その職を解くこと

ができない。 

（守秘義務） 

第２９条 推進委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、

同様とする。 

 

第４章 久留米市男女平等政策審議会 

（設置） 

第３０条 市は、行動計画その他の男女平等の推進に関する重要な事項を調査審議するため、市長

の附属機関として久留米市男女平等政策審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（組織） 

第３１条 審議会は、委員２０人以内をもって組織する。 

２ 審議会の委員は、学識経験を有する者及び男女平等の推進に関し優れた識見を有する者のうち

から、市長がこれを委嘱する。 

３ 審議会の委員の構成は、男女いずれか一方の委員の数が審議会の委員の総数の１０分の４未満

であってはならない。 

４ 審議会の委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の審議会の委員の任期は、前任者の残任期

間とする。 

５ 審議会の委員の任期は、通算して６年を超えることができない。ただし、市長が特別の事情が

あると認めるときは、この限りでない。 

（所掌事務） 

第３２条 審議会は、次に掲げる事務を行う。 

(１) 市長の諮問に応じて、行動計画の策定及び変更に関し、調査審議し、意見を述べること。 

(２) 行動計画の実施状況に関する年次報告書の内容についての報告を受け、必要に応じて、こ

れに対する意見を述べること。 

(３) 前２号のほか、市長の諮問に応じて、男女平等の推進に関する重要な事項に関し、調査審

議し、及び答申を行い、又は必要があると認める事項について、市長に意見を述べること。 
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（意見の聴取） 

第３３条 審議会は、その所掌事務の処理に必要があるときは、市の機関の職員の出席を求め、意

見を聴くことができる。 

 

第５章 雑則 

（委任） 

第３４条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則（平成１４年９月３０日 久留米市条例第２７号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１５年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ この条例を施行するために必要な推進委員及び審議会委員の委嘱その他の準備行為は、この条

例の施行の日前においても行うことができる。 

（久留米市附属機関の設置に関する条例の一部改正） 

３ 久留米市附属機関の設置に関する条例（昭和３３年久留米市条例第８号）の一部を次のように

改正する。 

別表市長の項中 

「 

久留米市乳幼児保育教育施設

適正配置委員会 

保育所及び幼稚園の適正な配置に関する事項を調査審議

すること。 

久留米市男女平等政策審議会 男女平等政策に関する事項について調査審議すること。 

」 

を 

「 

久留米市乳幼児保育教育施設

適正配置委員会 

保育所及び幼稚園の適正な配置に関する事項を調査審議

すること。 

」 

に改める。 

（田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入に伴う委員の任期の特例） 

４ 田主丸町、北野町、城島町及び三潴町の編入に伴い、当該編入の日以後最初に委嘱される久留

米市男女平等政策審議会の委員(当該編入の際現に久留米市男女平等政策審議会の委員であるも

の(以下「現行の委員」という。)の任期中に新たに委員として委嘱されるものに限る。)の任期は、

第３１条第４項の規定にかかわらず、現行の委員の任期の満了する日までとする。 

(平１６条例５２・追加) 

 

附 則（平成１６年１２月２８日条例第５２号) 

この条例は、平成１７年２月５日から施行する。 

 



− 119 −

資料２ 

○久留米市における審議会等への女性の登用促進要綱 

平成15年3月31日 

14男女第73号 

(目的) 

第１条 この要綱は、男女共同参画社会基本法（平成１１年法律第７８号）の理念に基づき、男

女の自立と男女共同参画社会の実現を目指して、女性の意見を政策・方針決定の場へ反映させ

るため、審議会等への女性の登用を積極的に促進することを目的とする。 

 

(定義) 

第２条 この要綱で「審議会等」とは、附属機関並びに要綱及び規程により設置された審議会、

委員会、協議会、その他の調査、研究、審議、審査、協議等のための機関をいう。 

 

(目標) 

第３条 各審議会等の委員に占める男女の割合の目標は、男女いずれも５０パーセントとす

る。ただし、委員の数が奇数の場合は、男女それぞれの委員の数の差が１名であることと

する。 

２ 前項に規定する目標によりがたい場合は、男女の割合のいずれもが４０パーセントを下

回らないこととする。 

 

(登用の促進) 

第４条 審議会等を所管する課等の長（以下「所管の長」という。）は、所管する審議会等の委

員の任命又は委嘱については、次の各号に掲げる事項に留意し、女性の積極的な登用を図る

ものとする。 

(1) 市民及び学識経験者から選任される委員については、女性の登用に特別の枠を設ける等

の配慮をすること。 

(2) 団体推薦の委員については、団体の長等の役職に限定せず、女性の適任者の推薦につい

て協力を要請すること。 

 

(登用推進員の設置) 

第５条 女性委員の登用計画の達成を図るため、各部に登用推進員を設置する。 

２ 登用推進員は、男女平等政策会議幹事（久留米市男女平等政策会議設置規程（平成１５年久

留米市規程第９号）別表第２に規定する代表幹事及び幹事の職にある者をいう。)のうち各部

次長（部次長が置かれていない部にあっては次長の職位にある者のうち１名）をもって充てる

ものとし、所管の長への助言及び女性委員登用に必要な部内の調整事務を行う。 

３ 登用推進員は、審議会等の新設に伴う委員の選任又は委員の改選若しくは補充（定数の増員

又は任期途中の委員退任に伴う委員の選任をいう。以下同じ。）に当たっては、男女平等政策

会議会長(以下「会長」という。)に意見を求めることができる。 

４ 会長は、前項において、女性委員の登用について必要に応じ、助言や女性の人材に関する情

報を提供するものとする。 

 

(協議書等の提出) 

第６条 登用推進員は、審議会等の委員改選の２月前までに審議会等委員への女性の登用に関す

る協議について所管の長に通知する。 

２ 各所管の長は、審議会等の委員の候補者を選定するに当たり、審議会等の新設又は委員の改

選が行われる場合は当該新設又は改選が行われる１月前までに、委員の補充が行われる場合は

当該補充の必要が生じ次第速やかに候補者を選定し、審議会等委員への女性の登用に関する協

議書（別記様式）、予定者名簿及び審議会等の設置の根拠となる規程（以下「協議書等」とい

う。）を所属の部長等に提出しなければならない。 
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３ 協議書等の提出を受けた部長等は、速やかに男女平等推進担当部長に提出するものとする。 

 

（事後報告) 

第６条の２ 所管の長は、前条の規定によらない委員の交代などにより登用状況に変更が生じた

場合には、速やかに所属の部長等に対し、第６条に規定する協議書等を提出するものとする。

この場合において、提出された協議書等は、登用状況変更報告書とみなす。 

２ 登用状況変更報告書を受けた部長等は、速やかに男女平等推進担当部長に提出するものと

する。 

 

（改善に向けた検討） 

第７条 協議書等の提出を受けた男女平等推進担当部長は、第３条に規定する目標が達成されて

いない場合は、会長及び男女平等政策会議副会長（以下「副会長」という。）に報告し、会長、

副会長及び部長等で登用率向上のための改善策について協議するものとする。 

 

 （その他） 

第８条 所管の長は、審議会等において男女の占める割合が一方に偏ることで発言の機会が阻ま

れることなく、多様な意見が施策に反映されるよう、新たに委員に就任する者に対して事前に

審議会等の趣旨や内容を説明する等丁寧な対応に努めるものとする。 

 

第９条 団体推薦の場合において、推薦を依頼する団体に対し、団体の役職を担う女性が育成さ

れるよう、必要に応じて男女共同参画に関する啓発や情報の提供を行うものとする。 

 

(公表) 

第１０条 審議会等の女性委員の登用状況は、毎年度公表するものとする。 

 

(庶務) 

第１１条 この要綱等の庶務は、協働推進部男女平等政策課において行う。 

 

(委任) 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成１７年１６男女第１５３号） 

この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２０年１９男女第１８６号） 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２３年２２男女第２３２号） 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２３年２３男女第６９号） 

この要綱は、平成２３年６月１５日から施行する。 

 

附 則（平成２８年２７男女第１３８号） 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成３０年２９男女第１００号） 
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この要綱は、平成３０年６月１日から施行する。 

 

附 則（平成３１年３０男女第８８号） 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 
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（氏名） （氏名） （氏名）

年　　　　月　　　　日

□男女いずれかの割合が40％未満

□男女いずれの割合も40％以上

女性（人） 男性（人） 合計（人）

１　審議会等の概要

審議会等の名称 

別記様式（第６条、第６条の２関係）

審議会等委員への女性の登用に関する協議書

担 当 課 ： 　　　　　部　 　　　　　　　　　　　　　課 担当　　　　　　　　　連絡先(　　　　　)

設置根拠 

区分
（該当するものに○）

A ：法律・条例によるもの 　B：要綱等によるもの

委員任期　(期間) 　年　　　月　　　日 から 　年　　　月　　　日 （　　　　年　　か月）

女性又は男性の割合は、いずれ
も５０％が目標
男女いずれの割合も４０％を下回
らないこと。

登用率
(小数点以下第２位を四捨五入)

女性

２　提出理由

提出の理由
□新規 □改選（任期満了に伴う） □補充

□異動報告（人事異動等による一部改選など）

男性

印

３　男女の割合

４　登用率の見込み

男女いずれかの割合が40％未満の理由

今回

前回

【目標】

理由

今後の対応策

担当課長 登用推進委員（次長） 男女平等政策会議委員（部長）

印 印

男女平等
政策課長

協働推進部
次長

男女平等推進
担当部長

＜事務局の意見＞

この協議書の添付書類として審議会等の委員予定者名簿（女性委員に印を付けたもの）及び

審議会等の設置根拠規程を提出すること。

＜男女平等政策会議事務局確認欄＞

＜備考＞
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資料３ 

男女共同参画社会基本法（平成１１年法律第７８号） 

 前文 

 第１章 総則（第１条―第１２条） 

 第２章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策（第１３条―第２０条） 

 第３章 男女共同参画会議（第２１条―第２８条） 

 附則 

 

 我が国においては、日本国憲法 に個人の尊重と法の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向け

た様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の努

力が必要とされている。 

 一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応し

ていく上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その

個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、緊要な課題となっている。 

 このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を２１世紀の我が国社会を決定する最重要

課題と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推

進を図っていくことが重要である。 

 ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向

かって国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推

進するため、この法律を制定する。 

    

第１章 総則  

（目的） 

第１条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力

ある社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、

並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計

画的に推進することを目的とする。  

（定義） 

第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１） 男女共同参画社会の形成 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社

会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経

済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成

することをいう。 

（２） 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内

において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。  

（男女の人権の尊重）  

第３条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別に

よる差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその

他の男女の人権が尊重されることを旨として、行われなければならない。  
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（社会における制度又は慣行についての配慮）  

第４条 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的

な役割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすこと

により、男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、社会にお

ける制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なも

のとするように配慮されなければならない。 

（政策等の立案及び決定への共同参画）  

第５条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社会の対等な構成員として、国若しくは地方公共団

体における政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保さ

れることを旨として、行われなければならない。  

（家庭生活における活動と他の活動の両立）  

第６条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子

の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果

たし、かつ、当該活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨として、行われなけれ

ばならない。  

（国際的協調）  

第７条 男女共同参画社会の形成の促進が国際社会における取組と密接な関係を有していること

にかんがみ、男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければならない。  

（国の責務）  

第８条 国は、第３条から前条までに定める男女共同参画社会の形成についての基本理念（以下「基

本理念」という。）にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策（積極的改善措置

を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。  

（地方公共団体の責務）  

第９条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策

に準じた施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する

責務を有する。  

（国民の責務）  

第１０条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野において、基本理念にの

っとり、男女共同参画社会の形成に寄与するように努めなければならない。  

（法制上の措置等）  

第１１条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を実施するため必要な法制上又は

財政上の措置その他の措置を講じなければならない。  

（年次報告等）  

第１２条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画社会の形成の状況及び政府が講じた男女共同参画

社会の形成の促進に関する施策についての報告を提出しなければならない。  

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参画社会の形成の状況を考慮して講じようとする男

女共同参画社会の形成の促進に関する施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しな

ければならない。  

 

   第２章 男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的施策  

（男女共同参画基本計画）  

第１３条 政府は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図る

ため、男女共同参画社会の形成の促進に関する基本的な計画（以下「男女共同参画基本計画」と

いう。）を定めなければならない。  

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。  

（１） 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の大綱  

（２） 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計

画的に推進するために必要な事項  
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３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を聴いて、男女共同参画基本計画の案を作成し、閣

議の決定を求めなければならない。  

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、男女共同参画基本

計画を公表しなければならない。  

５ 前２項の規定は、男女共同参画基本計画の変更について準用する。  

（都道府県男女共同参画計画等）  

第１４条 都道府県は、男女共同参画基本計画を勘案して、当該都道府県の区域における男女共同

参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「都道府県男女共同参画計画」

という。）を定めなければならない。  

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。  

（１） 都道府県の区域において総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策の大綱  

（２） 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における男女共同参画社会の形成の促進に関

する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項  

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区

域における男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な計画（以下「市町村

男女共同参画計画」という。）を定めるように努めなければならない。  

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参画計画又は市町村男女共同参画計画を定め、又は

変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。  

（施策の策定等に当たっての配慮）  

第１５条 国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策を策

定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画社会の形成に配慮しなければならない。  

（国民の理解を深めるための措置）  

第１６条 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、基本理念に関する国民の理解を深めるよ

う適切な措置を講じなければならない。  

（苦情の処理等）  

第１７条 国は、政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策又は男女共同参画社

会の形成に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情の処理のために必要な措置及び性別

による差別的取扱いその他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害され

た場合における被害者の救済を図るために必要な措置を講じなければならない。  

（調査研究）  

第１８条 国は、社会における制度又は慣行が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響に関する調査

研究その他の男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の策定に必要な調査研究を推進する

ように努めるものとする。  

（国際的協調のための措置）  

第１９条 国は、男女共同参画社会の形成を国際的協調の下に促進するため、外国政府又は国際機

関との情報の交換その他男女共同参画社会の形成に関する国際的な相互協力の円滑な推進を図

るために必要な措置を講ずるように努めるものとする。  

（地方公共団体及び民間の団体に対する支援）  

第２０条 国は、地方公共団体が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策及び民間の

団体が男女共同参画社会の形成の促進に関して行う活動を支援するため、情報の提供その他の必

要な措置を講ずるように努めるものとする。  

 

   第３章 男女共同参画会議  

（設置）  

第２１条 内閣府に、男女共同参画会議（以下「会議」という。）を置く。  
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（所掌事務）  

第２２条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。  

（１） 男女共同参画基本計画に関し、第１３条第３項に規定する事項を処理すること。  

（２） 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社

会の形成の促進に関する基本的な方針、基本的な政策及び重要事項を調査審議すること。  

（３） 前２号に規定する事項に関し、調査審議し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣

及び関係各大臣に対し、意見を述べること。  

（４） 政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況を監視し、及び

政府の施策が男女共同参画社会の形成に及ぼす影響を調査し、必要があると認めるときは、

内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、意見を述べること。  

（組織）  

第２３条 会議は、議長及び議員２４人以内をもって組織する。  

（議長）  

第２４条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。  

２ 議長は、会務を総理する。  

（議員）  

第２５条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。  

（１） 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者  

（２） 男女共同参画社会の形成に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命

する者  

２ 前項第２号の議員の数は、同項に規定する議員の総数の１０分の５未満であってはならない。  

３ 第１項第２号の議員のうち、男女のいずれか一方の議員の数は、同号に規定する議員の総数の

１０分の４未満であってはならない。  

４ 第１項第２号の議員は、非常勤とする。  

（議員の任期）  

第２６条 前条第１項第２号の議員の任期は、２年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者

の残任期間とする。  

２ 前条第１項第２号の議員は、再任されることができる。  

（資料提出の要求等）  

第２７条 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長

に対し、監視又は調査に必要な資料その他の資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を

求めることができる。  

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以

外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。  

（政令への委任）  

第２８条 この章に定めるもののほか、会議の組織及び議員その他の職員その他会議に関し必要な

事項は、政令で定める。  

 

   附 則 抄  

（施行期日） 

第１条 この法律は、公布の日から施行する。  

（男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第２条 男女共同参画審議会設置法（平成９年法律第７号）は、廃止する。  

（経過措置） 

第３条 前条の規定による廃止前の男女共同参画審議会設置法（以下「旧審議会設置法」という。）

第１条の規定により置かれた男女共同参画審議会は、第２１条第１項の規定により置かれた審議

会となり、同一性をもって存続するものとする。  
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２ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第４条第１項の規定により任命された男女共同参画審

議会の委員である者は、この法律の施行の日に、第２３条第１項の規定により、審議会の委員と

して任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、

同条第２項の規定にかかわらず、同日における旧審議会設置法第４条第２項の規定により任命さ

れた男女共同参画審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。  

３ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第５条第１項の規定により定められた男女共同参画審

議会の会長である者又は同条第３項の規定により指名された委員である者は、それぞれ、この法

律の施行の日に、第２４条第１項の規定により審議会の会長として定められ、又は同条第３項の

規定により審議会の会長の職務を代理する委員として指名されたものとみなす。  

 

   附 則 （平成１１年７月１６日法律第１０２号） 抄  

（施行期日） 

第１条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成１１年法律第８８号）の施行の日から施

行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  

（１） 略 

（２） 附則第１０条第１項及び第５項、第１４条第３項、第２３条、第２８条並びに第３０条

の規定 公布の日 

（職員の身分引継ぎ） 

第３条 この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林

水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省（以下この条において「従前

の府省」という。）の職員（国家行政組織法（昭和２３年法律第１２０号）第８条の審議会等の

会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに こ

れらに類する者として政令で定めるものを除く。）である者は、別に辞令を発せられない限り、

同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部

科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省（以下この条におい

て「新府省」という。）又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に

当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに

置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。 

（別に定める経過措置） 

第３０条 第２条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置

は、別に法律で定める。 

 

   附 則 （平成１１年１２月２２日法律第１６０号） 抄  

（施行期日） 

第１条 この法律（第２条及び第３条を除く。）は、平成１３年１月６日から施行する。 
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